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『学生便覧』について 

 
１．この『履修の手引』は，医学部 2019 年度入学生を対象とする大学・学部の諸規則，

教育課程，履修要領及び修学上の諸注意等を記載したものです。 

 

２．「Ⅰ 教育課程」では，前半部に医学部の教育科目履修基準（教養教育及び専門教育）

等を記載し，後半部に，主として，全学部に共通した教育プログラム及び教養教育に関

する内容が記載してあります。 

 

３．「Ⅱ 教務・学生生活関係」では，学生生活における注意事項が記載してあります。 

 

４．「Ⅲ 諸規則」では，学部生に必要な大学の規則等を記載してあります。 

 

５．2019 年度入学生は，卒業するまでこの『学生便覧』に従って履修等を行わなければ

ならないので，紛失しないよう大切に扱ってください。 

 

６．2019 年度入学生は，この『学生便覧』と『もみじ（広島大学学生情報システム）』で

閲覧できる各授業科目の授業内容等を記載した『講義概要（シラバス）』を活用して，

遺漏なく各自の履修計画を立ててください。 

              

注   意 

 

大学から学生のみなさんへの伝達事項は，「もみじ」電子掲示板により行いますので，

１日１度は必ず「もみじ」電子掲示板を確認するよう心掛けてください。ただし，以下の

いずれかに該当する場合は，各学部の掲示板にも掲示されます。また，重要な事項につき

ましても同様に掲示します。「もみじ」及び掲示を確認しなかったために，思いもかけな

い不利益を被る場合があるので，注意してください。 

 

 



広島大学の理念
○平和を希求する精神
○新たなる知の創造
○豊かな人間性を培う教育
○地域社会・国際社会との共存
○絶えざる自己変革
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期

（注）学期区分は，広島大学通則に基づく期間であり，授業スケジュールとは異なる場合があります。

昼間授業時間（全学共通）

時　限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

昼間授業時間（医学科専門科目※２年次以降）

時　限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8：40 9:30 10：25 11:15 12：50 13:40 14：35 15:25 16：20 17:10

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

9：25 10：15 11：10 12：00 13：35 14：25 15：20 16：10 17：05 17：55

夜間授業時間

時　限 1 2 3 4

１６：２０

～

１７：５０

前

期

後

期

１２：５０

～

１４：２０１２：００

授　業　時　間　割

広 島 大 学 学 期 区 分

１４：３５

～

１６：０５

～

８：４５

１０：１５

１０：３０

～時　刻

区　　　　　分

春　季　休　業

授　業　期　間

夏　季　休　業

授　業　期　間

創 立 記 念 日

冬　季　休　業

学 年 末 休 業

授　業　期　間

　２月　７日　～　　３月３１日

期　　　　　　　　間

　４月　１日　～　　４月　５日

　４月　８日　～　　８月　７日

　８月　８日　～　　９月３０日

１０月　２日　～　１２月２５日

１１月　５日

時　刻

１２月２６日　～　　１月　５日

　１月　６日　～　　２月　６日

時　刻

１８：００ １９：４０

～ ～

１９：３０ ２１：１０



医学部 学部教育の理念とディプロマ・ポリシー 

 
医学部の学部教育においては，医学・医療，保健，福祉の実践者にふさわしい豊かな人間

性と幅広い教養を身につけ，専門職となるための基礎的知識，技能，態度を修得し，さらに

は科学的思考力と創造性に富む人材を育成することを共通の理念とする。 
この理念に基づいた各学科の目標は次のとおりである。 

 
１．医学科の目標 

（１）医師としての基本的診察能力を身につける。 
（２）医学・医療における事象を適切に分析・評価し問題点を解決する能力を身につける。 
（３）全人的医療の実践のために医師としてとるべき態度を身につける。 
（４）医学・医療の基礎的及び応用的な研究の発展に寄与できる柔軟な発想と創造性を養う。 
（５）医療に関わる行政制度や社会保障・医療経済の仕組み及び医療に関わる法制度を知り，

これらに適切に対処する能力を身につける。 
（６）医学・医療の国際化・情報化に対応して，外国語の運用能力と情報処理能力を身につ

ける。 
（７）医学以外の幅広い多様な学問に触れ，多様な文化や価値観を学ぶ。 
（８）患者やその家族，あるいは同僚と良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能

力を身につけ，チームの一員として協調性を重んじ，リーダーシップをとれる能力を涵

養する。 
（９）生涯にわたって学習する習慣を養う。 
 
２．保健学科の目標 

（１）多様な健康関連職種の一員として他の職種と相互協力のもとに人類の健康と福祉に寄

与する看護師・保健師・助産師・養護教諭，理学療法士，あるいは作業療法士として必

要な幅広く，調和のとれた教養と態度を身につける。 
（２）社会の国際化や情報化に適応できる国語や外国語の運用能力，情報処理関連能力を身

につける。 
（３）看護学，理学療法学，作業療法学の基礎となる自然科学，人文科学，社会科学に関す

る基本原理を理解する。さらに，関連・隣接領域に対する関心を培い，学際性の重要性

を認識する。 
（４）看護，理学療法，あるいは作業療法における事象を適切に評価し，問題の構造を見極

め，それぞれの職種の独自性が発揮された適切な対応方法を決め，それを実施する基本

的な能力を身につける 
（５）健康関連職種として関わる社会の仕組みや社会制度を知り，これらに適切に対処でき

る基本的な能力を身につける。 
（６）各専門職の歴史と現状と使命を理解し，将来的展望を考えることを学ぶ。 



Ⅰ 教育課程

１　教育科目履修基準について

　・教養教育科目・専門教育科目・養護教諭一種免許取得に必要な履修科目（保健学科看護学専攻）

　　履修基準表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課程１

　・医学科進級判定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課程11

　・医学部生の東千田キャンパス開設授業科目の受講について・・・・・・・・・・・・・・・課程12

　・広島大学既修得単位等の認定に関する細則の広島大学医学部における取り扱いについて・・課程13

　・外国語技能検定試験等による単位認定の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・課程13

　・外国の大学等で履修した授業科目の単位の認定に関する申合せ・・・・・・・・・・・・・課程14

　・成績評価に対する異議申立制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課程15

　・学位授与の判定基準及び卒業論文の評価基準（保健学科各専攻）・・・・・・・・・・・・課程17

２　到達目標型教育プログラム「HiPROSPECTS(R)」について・・・・・・・・・・・・・・ハイプロ１

３　教養教育について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教養１
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別表第１

前 後 前 後 前 後 前 後

2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必　修 ○

2 教養ゼミ 2 必　修 ○

8
人文社会科学系科目群から2科目4単位以上
自然科学系科目群から2科目4単位以上 1又は2 選択必修 ○ ○

コミュニケーション演習Ⅰ 1 ○

コミュニケーション演習Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠＡ 1 ○

コミュニケーションⅠＢ 1 ○

コミュニケーションⅡＡ 1 ○

コミュニケーションⅡＢ 1 ○

ベーシック外国語Ⅰ 1 ○

ベーシック外国語Ⅱ 1 ○

ベーシック外国語Ⅲ 1 ○

ベーシック外国語Ⅳ 1 ○

情報活用基礎 2 ○

情報活用演習 2 ○

2 1又は2 選択必修 ○ ○

細胞科学 2 ○

医療従事者のための心理学（注4） 2 ○

人間理解のための人体解剖学Ⅰ 1 ○

人間理解のための人体解剖学Ⅱ 1 ○

初修物理学 2 ○

初修生物学 2 ○

統計学 2 ○

基礎微分積分学 2 ○

38教養教育科目計

注1： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能であ
る。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行する教養教育科目授業時間割等で確認すること。

注2： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅱ・Ⅲ」の履修により修得した単位を，
卒業に必要な英語の単位（6単位）に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修による単位認定制度もある。詳細
は，学生便覧に掲載の教養教育の英語に関する項を参照のこと。

注5： 履修基準表で指定されていない基盤科目の単位を修得した場合，又は履修基準表で指定された基盤科目の選択必修科目のうち2単位を超
えて修得した場合は，2単位まで領域科目を履修したものとみなす。

注6： 「初修物理学」，「初修生物学」から，履修すべき初修科目を医学科において指定する。指定された科目以外の初修科目を修得しても卒
業に必要な単位にはならない。

注3： 1年次前期開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，｢情報活用基礎」の単位を修得できなかった場合のみ，後期開設の「情報活用
演習」を履修することができる。

注4： 「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった場合のみ，「心理学概論A」又は「心理学概論B」の履修により修得した単位
を，卒業に必要な単位（2単位）に算入することができる。

2 選択必修

健 康 ス ポ ー ツ 科 目

　基　盤　科　目（注5）

6 必　修

2
選択必修
（注6）

2 選択必修

2 必　修

初修外国語
（ドイツ語，フラン
ス語のうちから１言
語選択）

4 選択必修

2 必　修

コミュニ
ケーショ
ンⅠ

2 必　修

教
養
教
育
科
目

平 和 科 目

基

礎

科

目

大

学

教

育

大 学 教 育 入 門

教 養 ゼ ミ

共
通
科
目

領 域 科 目

外
国
語
科
目

英語
(注2)

コミュニ
ケーショ
ン演習

コミュニ
ケーショ
ンⅡ

情 報 科 目 （ 注 3 ）

教養教育科目履修基準表

医学部医学科

区
分

科　目　区　分
要修得
単位数

授　業　科　目　等 単位数 履修区分

履　修　年　次（注１）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
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別表第２

医学部医学科

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後

 医療者プロフェッショナリズム 2 2

 医学研究序論 2 2

 生命・医療倫理学Ⅰ 1

 生命・医療倫理学Ⅱ 1

 医療行動学 2 2

グローバルリーダー概論 2 2

 コミュニケーション学 2 2

 放射線生物学・放射線健康リスク科学 2 2

 人類遺伝学 2 2

 医学英語 1

17 4

 脳神経医学Ⅰ 2 2

 人体構造学 7 7

 脳神経医学Ⅱ 4 4

 組織細胞機能学 10

 生体反応学 12 12

 病因病態学 5 5

 器官・システム病態制御学Ⅰ 12

 器官・システム病態制御学Ⅱ 13

 脳神経医学Ⅲ 7

 全身性疾患制御学 12

 臨床病理学 2 2

 社会医学 11 11

 医学研究実習 10 10

 症候診断治療学 9

 臨床実習入門プログラム 4 4

 臨床実習Ⅰ 40

 臨床実習Ⅱ 30

190
選

択

科

目 0  先端基盤医学方法論 0 選択

207

卒業要件 単位数

 教養教育科目 38

 専門教育科目 207

　 　専門関連科目 17

　 　専門科目（必修） 190

合計 245

6年次

専門教育科目履修基準表

区
分

科
目
区
分

要修得
単位数

授　業　科　目 単位数
履修
指定

履　修　年　次

1年次 2年次

専門関連科目計 1

3年次 4年次 5年次

1

1

1

11

専 門 教 育 科 目 計

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

専
門
関
連
科
目

17 必修

1

190

10

12

13

7

専 門 科 目 （ 必 修 ） 計 2 38 57 23

12

9

40

30

70

1
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別表第１

前 後 前 後 前 後 前 後

2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必　修 ○

2 教養ゼミ 2 必　　修 ○

8
人文社会科学系科目群から2科目4単位以上
自然科学系科目群から2科目4単位以上 1又は2 選択必修 ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠＡ 1 ○

コミュニケーションⅠＢ 1 ○

コミュニケーションⅡＡ 1 ○

コミュニケーションⅡＢ 1 ○

ベーシック外国語Ⅰから２科目 1 ○

ベーシック外国語Ⅱから２科目 1 ○

情報活用基礎 2 ○

情報活用演習 2 ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

2 医療従事者のための心理学(注4) 2 必修 ○

統計学 2 ○

ヘルスサイエンスのための基盤数学 2 ○

0 初修物理学 2 （注5） ○

0 初修生物学 2 （注5） ○

26

12 （注6）

38

教養教育科目履修基準表
医学部保健学科看護学専攻

区
分

科　目　区　分
要修得
単位数

授　業　科　目　等 単位数 履修区分

履　修　年　次（注１）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

共
　
　
通
　
　
科
　
　
目

領 域 科 目

外
　
国
　
語
　
科
　
目

英語
(注2)

情 報 科 目（注 3）

初修外国語
（ドイツ語，フランス
語，中国語，のうちか
ら１言語選択）

必　  修

コミュニ
ケーション
Ⅰ

2 必　　修

コミュニ
ケーション
Ⅱ

コミュニ
ケーション
基礎

2

2 必　　修

(0) 自由選択

2 選択必修

計

必 修 ・ 選 択 必 修 科 目 小 計

自 由 選 択 科 目 小 計

教 養 教 育 科 目 合 計

健 康 ス ポ ー ツ 科 目

社 会 連 携 科 目

基　盤　科　目
2 選択必修

教
 
養
 
教
 
育
 
科
 
目

平 和 科 目

基
礎
科
目

大
学
教
育

大 学 教 育 入 門

教養ゼミ

注１： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能であ
る。授業科目により開設期が異なる場合があるので，学生便覧の教養教育開設授業科目一覧で確認すること。

注２： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ」，「オンライン英語演習Ⅱ」，
「オンライン英語演習Ⅲ」：各1単位（同一科目を重複して単位を修得することは不可）の履修により修得した単位を，卒業に必要な英
語の単位（6単位）に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修による単位認定制度もある。詳細は，学生便覧に
掲載の教養教育の英語に関する項を参照のこと。

注３： 1年次前期開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，｢情報活用基礎」の単位を修得出来なかった場合のみ，後期開設の「情報活
用演習」を履修することができる。

（注） 養護教諭一種免許状を取得しようとする者は，領域科目の「日本国憲法」２単位，及び健康スポーツ科目から２単位を修得すること。

注４： 「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった場合のみ，「心理学概論A」又は「心理学概論B」の履修により修得した単位
を，「医療従事者のための心理学」の単位の修得として卒業に必要な単位（2単位）に算入することが可能である。

注５： 「初修物理学」，「初修生物学」の単位を修得すべき者は，保健学科において指定する。ただし，卒業要件単位には含まない。

注６： 自由選択科目は，要修得単位数を超えて修得した領域科目，初修外国語，健康スポーツ科目及び履修基準表で指定されていない基盤科
目，社会連携科目の中から合計12単位以上を修得すること。
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別表第２

前 後 前 後 前 後 前 後

人間発達学 2 必修 ②

人体構造学Ⅰ 1 必修 ①

人体構造学Ⅱ 1 必修 ①

生理機能学Ⅰ 1 必修 ①

生理機能学Ⅱ 1 必修 ①

微生物学・免疫学 2 必修 ②

基礎医学演習 2 必修 ②

栄養学 2 必修 ②

病理学 2 必修 ②

臨床薬理学 2 必修 ②

臨床生化学 2 選択 2

臨床病態学 2 選択 2

保健英語 1 選択 1

Introduction to Epidemiology and Population Sciences 2 選択 2

Global Health and Current Public Health Issues 2 選択 2

成人健康障害看護 2 必修 ②

老年健康障害看護 2 必修 ②

小児健康障害看護 2 必修 ②

周産期健康障害看護 2 必修 ②

精神健康障害看護 2 必修 ②

健康管理論 2 必修 ②

疫学 2 必修 ②

社会福祉学 2 必修 ②

看護実践学原論 2 必修 ②

看護技術学・基礎演習 2 必修 ②

看護技術学・応用演習 2 必修 ②

看護診断方法論演習 1 必修 ①

看護管理学概論 2 必修 ②

医療安全と看護倫理 1 必修 ①

国際健康看護論 1 必修 ①

基礎看護実習Ⅰ 1 必修 ①

基礎看護実習Ⅱ 1 必修 ①

基礎看護実習Ⅲ 2 必修 ②

総合実習 2 必修 ②

看護教育学概説 1 選択 1

がん看護学 1 選択 1

家族看護学 1 選択 1

カウンセリング演習 1 選択 1

成人看護学概論 2 必修 ②

成人看護方法演習・慢性期 1 必修 ①

成人看護方法演習・急性期 2 必修 ②

老年看護学概論 2 必修 ②

老年看護方法演習 1 必修 ①

小児看護学概論 2 必修 ②

小児看護方法演習 1 必修 ①

母性看護学概論 2 必修 ②

母性看護方法演習 1 必修 ①

精神看護学概論 2 必修 ②

精神看護方法演習 1 必修 ①

地域看護学概論 2 必修 ②

地域看護学Ⅰ 2 必修 ②

地域看護学Ⅱ 2 必修 ②

地域看護学演習 1 必修 ①

地域看護実習 2 必修 ②

成人看護学実習(急性期） 2 必修 ②

成人看護学実習(慢性期） 2 必修 ②

成人看護学実習(回復期・緩和ケア） 2 必修 ②

老年看護学実習 2 必修 ②

小児看護学実習 2 必修 ②

ＮＩＣＵ看護実習 1 必修 ①

母性看護学実習 2 必修 ②

精神看護学実習 2 必修 ②

卒業研究 4 必修

保健情報学演習 1 選択 1

保健政策論 2 選択 2

環境生態学演習 1 選択 1

専門教育科目履修基準表
医学部保健学科看護学専攻

区
分

科
目
区
分

授　業　科　目 単位数 履修指定
履　修　年　次

1年次 2年次 3年次 4年次

専
門
基
礎
科
目

④

専
　
門
　
教
　
育

専
　
門
　
科
　
目
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前 後 前 後 前 後 前 後

医学部保健学科看護学専攻

区
分

科
目
区
分

授　業　科　目 単位数 履修指定
履　修　年　次

1年次 2年次 3年次 4年次

公衆衛生看護学Ⅰ 2 選択 2

公衆衛生看護学Ⅱ 2 選択 2

公衆衛生看護管理 2 選択 2

公衆衛生看護実習 3 選択 3

助産学概論 2 選択 2

母子看護論 2 選択 2

助産診断学 4 選択 4

助産技術学 2 選択 2

助産疾病論 2 選択 2

助産方法論 2 選択 2

地域母子保健 1 選択 1

助産管理学 2 選択 2

助産学実習 11 選択 11

学校保健概論 1 選択 1

学校保健演習 2 選択 2

94

134

注1:

注2:

注3:

注4: 養護教諭の免許状を取得しようとする者は，課程10「養護教諭免許取得に必要な履修科目（保健学科看護学専攻）」を参照のこと。

前 後 前 後 前 後 前 後

保健情報学演習 1 選択 1

保健政策論 2 選択 2

環境生態学演習 1 選択 1

公衆衛生看護学Ⅰ 2 選択 2

公衆衛生看護学Ⅱ 2 選択 2

公衆衛生看護管理 2 選択 2

公衆衛生看護実習 3 選択 3

注

前 後 前 後 前 後 前 後

助産学概論 2 選択 2

母子看護論 2 選択 2

助産診断学 4 選択 4

助産技術学 2 選択 2

助産疾病論 2 選択 2

助産方法論 2 選択 2

地域母子保健 1 選択 1

助産管理学 2 選択 2

助産学実習 11 選択 11

注

専
門
教
育

専
門
科
目

専門基礎科目　開設単位数　必修：16単位　　選択：9単位　　要履修単位数　必修：16単位

専門科目　　　開設単位数　必修：78単位　　選択：48単位　　要履修単位数　必修：78単位

専門教育科目計

4年次

卒業要件単位数

2年次 3年次 4年次

実習科目の履修は，所定の授業科目の単位を取得していない場合，許可されないことがある。

保健師国家試験を受けようとする者は，専門基礎科目及び専門科目に掲げる必修科目のほか，次の選択科目を全て履修しなければならない。保
健情報学演習，保健政策論，環境生態学演習，公衆衛生看護学Ⅰ，公衆衛生看護学Ⅱ，公衆衛生看護管理，公衆衛生看護実習。

助産師国家試験を受けようとする者は，専門基礎科目及び専門科目に掲げる必修科目のほか，次の選択科目を全て履修しなければならない。助
産学概論，助産診断学，母子看護論，助産技術学，助産疾病論，助産方法論，地域母子保健，助産管理学，助産学実習。

保健師国家試験受験資格取得に必要な履修科目（保健学科看護学専攻）

区
分

科
目
区
分

授　業　科　目 単位数 履修指定
履　修　年　次

1年次 2年次 3年次

専
門
教
育

専
門
科
目

保健学科看護学専攻学生で，助産師国家試験受験資格を取得しようとする者は，教育課程に掲げた履修基準（教養教育科目，専門教育科目）の
必修科目を含めて，上記科目を必ず履修しなければならない。

専
門
教
育

専
門
科
目

保健学科看護学専攻学生で，保健師国家試験受験資格を取得しようとする者は，教育課程に掲げた履修基準（教養教育科目，専門教育科目）の
必修科目を含めて，上記科目を必ず履修しなければならない。

助産師国家試験受験資格取得に必要な履修科目（保健学科看護学専攻）

区
分

科
目
区
分

授　業　科　目 単位数 履修指定
履　修　年　次

1年次
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授業科目 単位数
必要

単位数
履修セメスター 開講キャンパス

コミュニケーションⅡA 1 1

コミュニケーションⅡB 1 1

情 報 科 目
情報活用基礎
　（又は情報活用演習）

2 2
1セメ

（2セメ）
東千田
（東広島）

領 域 科 目 日本国憲法 2 2 1又は2セメ 東千田又は東広島

健康スポーツ 科 目 2 2 1又は2セメ 東千田又は東広島

教職入門 2 2 1・2又は3・4セメ 奇数年は霞，偶数年は東千田

教育の思想と原理 2 2 奇数年は霞，偶数年は東千田

児童・青年期発達論 2 2 奇数年は東千田，偶数年は霞

教育と社会・制度 2 2 奇数年は東千田，偶数年は霞

教育課程論 2 2 奇数年は東千田，偶数年は霞

教育方法・技術論 2 2 奇数年は霞，偶数年は東千田

道徳教育指導法 2 2 奇数年に霞で開講

特別活動指導法 2 2 偶数年に東千田で開講

生徒・進路指導論 2 2 奇数年は霞，偶数年は東千田

教育相談 2 2 奇数年は東千田，偶数年は霞

総合的な学習の時間の指導法 1 1 ＊別途通知する

特別支援教育 1 1 ＊別途通知する

養護実習 5 5 7・8セメ 広島大学の附属学校で実習

教職実践演習 （注） 2 2 8セメ 霞(医学部）で開講

臨床薬理学 2 2 3セメ 霞(医学部）で開講

微生物学・免疫学 2 2 3セメ 霞(医学部）で開講

公衆衛生看護学Ⅱ 2 2 5セメ 霞(医学部）で開講

学校保健概論 1 1 3セメ 霞(医学部）で開講

学校保健演習 2 2 6セメ 霞(医学部）で開講

1.

2.

（注）

養護教諭一種免許取得に必要な履修科目　（保健学科看護学専攻）

科目区分

教
養
教
育
科
目

外国語科目(英語) 2セメ 東千田

「教職に関する科目」については，霞キャンパスでは医学部保健学科生用の昼間集中講義で開講し，東千田キャンパスでは
法学部及び経済学部夜間主コース生用の夜間集中講義で開講する。

教職実践演習（養護教諭）（８セメスター集中授業）を履修するためには，７セメスターに養護実習の履修手続を済ませ，教職
実践演習の開始までに養護実習の単位を修得又は修得見込みであること。
７セメスター終了時点で養護実習の単位が修得できておらず，８セメスターで教職実践演習と並行して養護実習を履修するこ
ととなった場合，教職実践演習の単位は，養護実習の単位が認定されることを条件として認定する。

専
門
教
育
科
目

専門基礎科目

専門科目

保健学科看護学専攻学生で，養護教諭一種免許単位を取得しようとする者は，教育課程に掲げた履修基準（教養教育科
目，専門教育科目）の必修科目を含めて，上記科目を必ず履修しなければならない。

3・4又は5・6セメ教職に関する
専門科目
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前 後 前 後 前 後 前 後

2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必　　修 ○

2 教養ゼミ 2 必　　修 ○

2 倫理学 2 必　　修 ○

6
人文社会科学系科目群から１科目2単位以上
自然科学系科目群から2科目4単位以上 1又は2 選択必修 ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠＡ 1 ○

コミュニケーションⅠＢ 1 ○

コミュニケーションⅡＡ 1 ○

コミュニケーションⅡＢ 1 ○

ベーシック外国語Ⅰから２科目 1 ○

ベーシック外国語Ⅱから２科目 1 ○

情報活用基礎 2 ○

情報活用演習 2 ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

医療従事者のための心理学（注3） 2 ○

統計学 2 ○

0 初修物理学 2 (注4） ○

0 初修生物学 2 (注4） ○

0 ヘルスサイエンスのための基盤数学 2 (注4） ○

24

16 （注５）

40

　

区
分

科　目　区　分
要修得
単位数

授　業　科　目　等 単位数

別表第１

教養教育科目履修基準表

医学部保健学科理学療法学専攻

履修区分
履　修　年　次（注１）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

コミュニケー
ションⅡ

2 必　修

教
　
　
　
養
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
科
　
　
　
目

平 和 科 目

基
礎
科
目

大
学
教
育

大 学 教 育 入 門

教 養 ゼ ミ

共
　
　
通
　
　
科
　
　
目

領 域 科 目

外
　
国
　
語
　
科
　
目

英語
(注2)

コミュニケー
ション基礎

2 必　修

コミュニケー
ションⅠ

2 必　修

基 盤 科 目

4 必　修

初修外国語
（ドイツ語，フランス
語，中国語，のうちか
ら１言語選択）

(0) 自由選択

情 報 科 目 (0) 自由選択

健 康 ス ポ ー ツ 科 目

社 会 連 携 科 目

計

必修・選択必修科目小計

自 由 選 択 科 目 小 計

教 養 教 育 科 目 合 計

注１： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能であ
る。授業科目により開設期が異なる場合があるので，学生便覧の教養教育開設授業科目一覧で確認すること。

注５： 自由選択科目は，要修得単位数を超えて修得した領域科目，初修外国語，情報科目，健康スポーツ科目及び履修基準表で指定されてい
ない基盤科目，社会連携科目の中から合計16単位以上を修得すること。

注２： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ」，「オンライン英語演習Ⅱ」，
「オンライン英語演習Ⅲ」：各1単位（同一科目を重複して単位を修得することは不可）の履修により修得した単位を，卒業に必要な
英語の単位（6単位）に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修による単位認定制度もある。詳細は，学生便
覧に掲載の教養教育の英語に関する項を参照のこと。

注３： 「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった場合のみ，「心理学概論A」又は「心理学概論B」の履修により修得した単位
を，「医療従事者のための心理学」の単位の修得として卒業に必要な単位（2単位）に算入することが可能である。

注４： 「初修物理学」，「初修生物学」，「ヘルスサイエンスのための基盤数学」の単位を修得すべき者は，保健学科において指定する。た
だし，これらの単位は卒業要件単位には含まない。
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医学部保健学科理学療法学専攻

前 後 前 後 前 後 前 後
人体構造学Ⅰ 2 必修 ②
人体構造学Ⅱ 2 必修 ②
人体構造学実習Ⅰ 1 必修 ①
人体構造学実習Ⅱ 1 必修 ①
生理機能学Ⅰ 1 必修 ①  
生理機能学Ⅱ 1 必修 ①
生理機能学特論 1 必修 ①
生理機能学実習 1 必修 ①
病理学 2 必修 ②
リハビリテーション概論 2 必修 ② 　
リハビリテーション内科学Ⅰ 1 必修 ①  
リハビリテーション内科学Ⅱ 1 必修 ① 　
外科系障害学 2 必修 ② 　
リハビリテーション整形外科学総論 1 必修 ① 　
リハビリテーション整形外科学各論 1 必修 ① 　
リハビリテーション神経内科学 2 必修 ②
人間発達学 1 必修 ①
リハビリテーション精神医学総論 2 必修 ②
リハビリテーション精神医学各論 2 必修 ②
発達障害学 1 必修 ①
老年期障害学 1 必修 　 ①
応用統計学　 1 必修 　 ①
保健英語 1 選択 1 　
Introduction to Epidemiology and Population Sciences 2 選択 2
Global Health and Current Public Health Issues 2 選択 2
理学療法概論 2 必修 ②
基礎理学療法学 1 必修 ①
身体運動学 1 必修 ①
身体運動学実習 1 必修 ①
臨床運動学 1 必修 ①
臨床運動学演習 1 必修 ①
機能能力診断学 1 必修 ①
機能能力診断学特論 2 選択 ② 　
機能能力診断学実習 1 必修 ①
小児機能診断学総論 1 必修 ①
小児機能診断学各論 1 必修 ①
リハビリテーション診断学 1 必修 ①
運動系理学療法学 2 必修 ②
運動系理学療法学実習 1 必修 ①
小児神経系理学療法学 1 必修 ①
成人神経系理学療法学 1 必修 ①
小児神経系理学療法学演習 1 必修 ①
成人神経系理学療法学演習 1 必修 ①
内部障害リハビリテーション学 1 必修 ①
内部障害リハビリテーション学実習 1 必修 ①
物理療法学 1 必修 ①
物理療法学実習 1 必修 ①
補装具学 1 必修 ①
補装具学演習 1 必修 ①
生活技術学 1 必修 ①
生活技術学実習 1 必修 ①
スポーツ医学総論 1 必修 ①
スポーツ医学各論 1 必修 ①
スポーツ外傷理学療法学総論 1 必修 ①
スポーツ外傷理学療法学各論 1 必修 ①
スポーツ外傷理学療法学実習 1 必修 ①
理学療法研究法 2 必修 ②
栄養学 1 選択 1
コンディショニング科学 1 選択 1
トレーニング科学 1 選択 1
地域理学療法学 1 選択 1
社会福祉学 1 選択 1
生活環境制御学 2 必修 ②
生活環境制御学実習 1 必修 ①
臨床見学実習 1 必修 ①
臨床実習 3 必修 ③
総合臨床実習 14 必修 ⑭
卒業研究 4 必修 ④

89
129

別表第２

専門教育科目履修基準表
○数字は必修科目

区
分

科
目
区
分

要修得
単位数

授　業　科　目 単位数 履修指定

履　修　年　次

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

専
　
門
　
教
　
育

専
門
基
礎
科
目

30

専
　
門
　
科
　
目

59

専門基礎科目　開設単位数　必修：30単位　選択：5単位　　要履修単位数　必修：30単位
専門科目　　　開設単位数　必修：59単位　選択：7単位　　要履修単位数　必修：59単位

専門教育科目計

注3： 「総合臨床実習」の履修は，全ての専門基礎科目及び専門科目の単位を修得していることを条件とする。

卒業要件単位数

注1： 「臨床実習」の履修は，「機能能力診断学」及び「機能能力診断学実習」の単位を取得していることを条件とする。
注2： 実習及び演習科目の履修は，履修条件を満たしていない場合，許可されないことがある。
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別表第１

前 後 前 後 前 後 前 後

2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必　　修 ○

2 教養ゼミ 2 必　　修 ○

8
人文社会科学系科目群から2科目4単位以上
自然科学系科目群から2科目4単位以上 1又は2 選択必修 ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠＡ 1 ○

コミュニケーションⅠＢ 1 ○

コミュニケーションⅡＡ 1 ○

コミュニケーションⅡＢ 1 ○

ベーシック外国語Ⅰ 1 ○

ベーシック外国語Ⅱ 1 ○

情報活用基礎 2 ○

情報活用演習 2 ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

医療従事者のための心理学（注3） 2 ○

統計学 2 ○

0 初修物理学 2 (注4） ○

0 初修生物学 2 (注4） ○

0 ヘルスサイエンスのための基盤数学 2 (注4） ○

24

16 （注5）

40

注１ ：

注２ ：

注３：

注4 ：

注5 ： 自由選択科目は，要修得単位数を超えて修得した領域科目，初修外国語，情報科目，健康スポーツ科目及び履修基準表で指定されていない
基盤科目，社会連携科目の中から合計16単位以上を修得すること。

計

必修・選択必修科目小計

自 由 選 択 科 目 小 計

教 養 教 育 科 目 合 計

○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能である。
授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行する教養教育科目授業時間割等で確認すること。

短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ」，「オンライン英語演習Ⅱ」，「オン
ライン英語演習Ⅲ」：各1単位（同一科目を重複して単位を修得することは不可）の履修により修得した単位を，卒業に必要な英語の単位
（6単位）に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修による単位認定制度もある。詳細は，学生便覧に掲載の教養教
育の英語に関する項を参照のこと。

「初修物理学」，「初修生物学」，「ヘルスサイエンスのための基盤数学」の単位を修得すべき者は，保健学科において指定する。ただ
し，卒業要件単位には含まない。

基 盤 科 目

4

初修外国語
（ﾄﾞｲﾂ語，ﾌﾗﾝｽ語,中国語
のうちから１言語選択）

(0) 自由選択

情 報 科 目 (0)

社 会 連 携 科 目

必　　修

外
　
　
国
　
　
語
　
　
科
　
　
目

英語
(注2)

必　　修

コミュニケー
ションⅠ

2

コミュニケー
ション基礎

健 康 ス ポ ー ツ 科 目

教養教育科目履修基準表

医学部保健学科作業療法学専攻

区
 
分

科　目　区　分 ４年次

履　修　年　次（注１）
要修得
単位数

授　業　科　目  等 単位数 履修区分 １年次 ２年次 ３年次

基
礎
科
目

大
学
教
育

共
　
　
通
　
　
科
　
　
目

教
　
　
　
　
養
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった場合のみ，「心理学概論A」又は「心理学概論B」の履修により修得した単位を，
「医療従事者のための心理学」の単位の修得として卒業に必要な単位（2単位）に算入することが可能である。

必　　修

コミュニケー
ションⅡ

2 必　　修

教 養 ゼ ミ

大 学 教 育 入 門

2

領 域 科 目

平 和 科 目

自由選択
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別表第２

医学部保健学科作業療法学専攻

前 後 前 後 前 後 前 後
人体構造学Ⅰ 2 必修 ②
人体構造学Ⅱ 2 必修 ②
人体構造学実習Ⅰ 1 必修 ①
人体構造学実習Ⅱ 1 必修 ①
生理機能学Ⅰ 1 必修 ①
生理機能学Ⅱ 1 必修 ①
生理機能学特論 1 必修 ①
生理機能学実習 1 必修 ①
運動学 1 必修 ①
運動学実習 1 必修 ①
人間発達学 1 必修 ①
生理学的心理学 1 選択 1
病理学 2 必修 ②
リハビリテーション内科学Ⅰ 1 必修 ①
リハビリテーション内科学Ⅱ 1 選択 1
内部障害リハビリテーション学 1 必修 ①
リハビリテーション整形外科学総論 1 必修 ①
リハビリテーション整形外科学各論 1 必修 ①
リハビリテーション神経内科学 2 必修 ②
リハビリテーション精神医学総論 1 必修 ①
リハビリテーション精神医学各論 1 必修 ①
精神障害学特論 1 必修 ①
発達障害リハビリテーション学 1 必修 ①
老年期障害学 1 選択 1
救急法及び感染予防 1 必修 ①
リハビリテーション概論 1 必修 ①
保健政策論 1 選択必修 1
社会福祉学 1 選択必修 1
保健英語 1 選択 1
応用統計学 1 選択 1
Introduction to Epidemiology and Population Sciences 2 選択 2
Global Health and Current Public Health Issues 2 選択 2
作業療法学概論 2 必修 ②
職業倫理・職場管理学 1 必修 ①
作業技術学演習 2 必修 ②
作業技術学実習 1 必修 ①
作業療法基礎評価学 2 必修 ②
作業学総論 1 必修 ①
作業療法学理論 1 必修 ①
日常生活活動評価学 1 必修 ①
在宅日常生活活動学演習 1 必修 ①
余暇関連活動学演習 1 必修 ①
仕事関連活動学演習 1 必修 ①
地域作業療法学 2 必修 ②
地域作業療法学演習 1 選択必修 1
国際作業療法学 1 選択必修 1
身体障害作業療法学演習Ⅰ（評価法演習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学実習Ⅰ（評価法実習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学演習Ⅱ（治療法演習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学実習Ⅱ（治療法実習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学実習Ⅲ（上肢機能介入法実習） 1 必修 ①
老年期障害作業療法学 1 必修 ①
老年期障害作業療法学演習 1 必修 ①
高次脳機能障害作業療法学 1 必修 ①
高次脳機能障害作業療法学演習 1 必修 ①
精神障害作業療法学 1 必修 ①
精神障害作業療法評価学 1 必修 ①
精神障害作業療法学演習Ⅰ 1 必修 ①
精神障害作業療法学演習Ⅱ 1 必修 ①
発達障害作業療法学 1 必修 ①
発達障害作業療法学演習Ⅰ 1 必修 ①
発達障害作業療法学演習Ⅱ 1 必修 ①
作業療法学研究法 2 必修 ②
応用作業療法学研究法 1 選択必修 1
卒業研究 4 必修 ④
基礎臨床実習Ⅰ 2 必修 ②
基礎臨床実習Ⅱ 2 必修 ②
基礎臨床実習Ⅲ 2 必修 ②
総合臨床実習Ⅰ 9 必修 ⑨
総合臨床実習Ⅱ 9 必修 ⑨

91
131

注　 実習および演習科目の履修は，所定の授業科目の単位を取得していない場合，許可されないことがある。(シラバス参照）
注　 選択必修科目は，「専門基礎科目」から1単位以上を，「専門科目」からは作業療法学専攻において指定する科目1単位を修得すること。
注　 選択科目については，作業療法学専攻において指定する科目を履修することが望ましい。

専門教育科目履修基準表
  　　　　○数字は必修科目

区
分

科

目

区

分

要修得
単位数

授　　業　　科　　目 単位数

専門科目　　　　開設単位数　必修：62単位　選択必修：3単位　　　　　　　　　　　　　   要履修単位数　必修：62単位　選択必修：1単位
専門教育科目計

卒業要件単位数

２年次 ３年次 ４年次

専
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
　
育

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

63

専門基礎科目　開設単位数　必修：27単位　選択必修：2単位　選択： 9単位　　要履修単位数　必修：27単位　選択必修：1単位

専
　
　
門
　
　
基
　
　
礎
　
　
科
　
　
目

28
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＜医学科進級判定基準＞ 
 
 

 

＜平成 31 年 3 月 19 日 医学科会議承認＞ 

 

 

医学科の学生が，各年次に進級するときは下記の基準を基に判定します。 

 

 

１．2 年次の授業科目を履修するためには、１年次に履修すべきすべての専門関連科目（医

療者プロフェッショナリズム、医学研究序論、医療行動学、グローバルリーダー概論、

コミュニケーション学）および専門科目（脳神経医学 I）の単位を修得していることを

必要とする。 

 

２．１年次で領域科目，健康スポーツ科目の 10単位のうちの 1科目 2単位，英語科目（コ

ミュニケーションⅠ，Ⅱ，コミュニケーション演習 I，Ⅱ）6単位のうちの 1 単位, 初修

外国語 4 単位のうちの 1 単位のうち計 3 単位までの未修得者は 2 年次の授業科目の履修

を認める。 

 

３．１年次で「医療従事者のための心理学」の単位を修得できなかった者は、2 年次の授

業科目の履修を認める。 

 

４．上記２，３以外の教養教育科目の単位未修得者は未修得単位を修得した年の翌年度か

ら，2 年次の授業科目の履修を認める。 

 

５．上記２，３で履修を認められた者は，霞キャンパスでの 2 年次の授業科目の履修と並

行して，東広島キャンパス又は東千田キャンパスで行われる授業科目を履修し，2 年次

終了時までに未修得単位を修得するものとする。 

 

６．2 年次以降は，各学年で履修すべきすべての授業科目の単位を修得していることを進

級の要件とする。 

 

７．2 年次以降の専門教育科目の単位認定は，原則としてその科目で行われるすべての試

験等に合格していることを要件とする。進級については医学科の教授会（医学科会議）

で協議し，決定する。 

 

８．履修基準表の授業科目が変更または閉講された場合の履修科目は，医学科の教授会（医

学科会議）で協議し，決定する。 

 

９．この基準は 2019 年度入学生から適用する。 

 

別表第２

医学部保健学科作業療法学専攻

前 後 前 後 前 後 前 後
人体構造学Ⅰ 2 必修 ②
人体構造学Ⅱ 2 必修 ②
人体構造学実習Ⅰ 1 必修 ①
人体構造学実習Ⅱ 1 必修 ①
生理機能学Ⅰ 1 必修 ①
生理機能学Ⅱ 1 必修 ①
生理機能学特論 1 必修 ①
生理機能学実習 1 必修 ①
運動学 1 必修 ①
運動学実習 1 必修 ①
人間発達学 1 必修 ①
生理学的心理学 1 選択 1
病理学 2 必修 ②
リハビリテーション内科学Ⅰ 1 必修 ①
リハビリテーション内科学Ⅱ 1 選択 1
内部障害リハビリテーション学 1 必修 ①
リハビリテーション整形外科学総論 1 必修 ①
リハビリテーション整形外科学各論 1 必修 ①
リハビリテーション神経内科学 2 必修 ②
リハビリテーション精神医学総論 1 必修 ①
リハビリテーション精神医学各論 1 必修 ①
精神障害学特論 1 必修 ①
発達障害リハビリテーション学 1 必修 ①
老年期障害学 1 選択 1
救急法及び感染予防 1 必修 ①
リハビリテーション概論 1 必修 ①
保健政策論 1 選択必修 1
社会福祉学 1 選択必修 1
保健英語 1 選択 1
応用統計学 1 選択 1
Introduction to Epidemiology and Population Sciences 2 選択 2
Global Health and Current Public Health Issues 2 選択 2
作業療法学概論 2 必修 ②
職業倫理・職場管理学 1 必修 ①
作業技術学演習 2 必修 ②
作業技術学実習 1 必修 ①
作業療法基礎評価学 2 必修 ②
作業学総論 1 必修 ①
作業療法学理論 1 必修 ①
日常生活活動評価学 1 必修 ①
在宅日常生活活動学演習 1 必修 ①
余暇関連活動学演習 1 必修 ①
仕事関連活動学演習 1 必修 ①
地域作業療法学 2 必修 ②
地域作業療法学演習 1 選択必修 1
国際作業療法学 1 選択必修 1
身体障害作業療法学演習Ⅰ（評価法演習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学実習Ⅰ（評価法実習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学演習Ⅱ（治療法演習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学実習Ⅱ（治療法実習） 1 必修 ①
身体障害作業療法学実習Ⅲ（上肢機能介入法実習） 1 必修 ①
老年期障害作業療法学 1 必修 ①
老年期障害作業療法学演習 1 必修 ①
高次脳機能障害作業療法学 1 必修 ①
高次脳機能障害作業療法学演習 1 必修 ①
精神障害作業療法学 1 必修 ①
精神障害作業療法評価学 1 必修 ①
精神障害作業療法学演習Ⅰ 1 必修 ①
精神障害作業療法学演習Ⅱ 1 必修 ①
発達障害作業療法学 1 必修 ①
発達障害作業療法学演習Ⅰ 1 必修 ①
発達障害作業療法学演習Ⅱ 1 必修 ①
作業療法学研究法 2 必修 ②
応用作業療法学研究法 1 選択必修 1
卒業研究 4 必修 ④
基礎臨床実習Ⅰ 2 必修 ②
基礎臨床実習Ⅱ 2 必修 ②
基礎臨床実習Ⅲ 2 必修 ②
総合臨床実習Ⅰ 9 必修 ⑨
総合臨床実習Ⅱ 9 必修 ⑨

91
131

注　 実習および演習科目の履修は，所定の授業科目の単位を取得していない場合，許可されないことがある。(シラバス参照）
注　 選択必修科目は，「専門基礎科目」から1単位以上を，「専門科目」からは作業療法学専攻において指定する科目1単位を修得すること。
注　 選択科目については，作業療法学専攻において指定する科目を履修することが望ましい。

専門教育科目履修基準表
  　　　　○数字は必修科目

区
分

科

目

区

分

要修得
単位数

授　　業　　科　　目 単位数

専門科目　　　　開設単位数　必修：62単位　選択必修：3単位　　　　　　　　　　　　　   要履修単位数　必修：62単位　選択必修：1単位
専門教育科目計

卒業要件単位数

２年次 ３年次 ４年次

専
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
　
育

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

63

専門基礎科目　開設単位数　必修：27単位　選択必修：2単位　選択： 9単位　　要履修単位数　必修：27単位　選択必修：1単位

専
　
　
門
　
　
基
　
　
礎
　
　
科
　
　
目

28
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外国語科目
外国語科目以外の

教養教育科目

全  学  科
１ 年 次 生

不可 不可 可

全  学  科
２年次生以上

可 可 可

保 健 学 科
編 入 学 生

可 可 可

 （注２）転学部生については，２年次生と同じ扱いとします。

備  考
昼間授業時間帯
に 開 設 す る
授  業  科  目

医学部生の東千田キャンパス開設授業科目の受講について

医
学
部

※平成28年度から適用

対象学部・学科

夜間授業時間帯に開設する授業科目

 （注１）「可」は，当該科目を受講できることを示しています。
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広島大学既修得単位等の認定に関する細則の 

広島大学医学部における取扱いについて 
 

 

 
 改正 平成 6.5.26，平成 9.5.8，平成 18.3.20，平成 23.3.  

 

１．広島大学医学部における医学科及び保健学科に係る既修得単位等の認定に関しては，広島

大学既修得単位等の認定に関する細則に定めるもののほか，この取扱いの定めるところによ

る。 

 

２．認定できる科目及び単位数は，次のとおりとする。 

 

 医学科 

 （１）共通科目 

     外国語科目                          ６単位以内 

      英語                     ４単位以内 

      ドイツ語又はフランス語            ２単位以内 

     情報科目                           ２単位以内 

 

 （２）共通科目及び基盤科目 

     領域科目，健康スポーツ科目及び基盤科目            10 単位以内 

 

 

 保健学科 

 （１）共通科目 

     外国語科目                          ８単位以内 

      英語                      ４単位以内 

      ドイツ語，フランス語，スペイン語，ロシア語， 

      中国語，韓国語，アラビア語の中から１か国語  

     情報科目                           ２単位以内 

 

 （２）共通科目及び基盤科目 

領域科目及び基盤科目                     ８単位以内 

健康スポーツ科目                        ２単位以内 

 

３．「２.」により認定を受けた者は，原則としてその単位に相当する他の授業科目を履修する

ことが望ましい。 

 

４．この取扱いに定めるもののほか，既修得単位等の認定に関し必要な事項は，教授会が別に

定める。 

 

５．この取扱いは，平成 23 年度入学生から適用する。 

 

 

外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて 
 

 認定の対象となる外国語技能検定試験等及び単位認定の申請方法等は， 

「教養教育について」の教養 32 ページを参照してください。 

４単位以内 

平成 5.4.22 

教授会承認 
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外国の大学等で履修した授業科目の単位の認定に関する申合せ 

 
                              平成18.4.1 制定 

 
 （趣旨） 
第１ この申合せは，広島大学医学部（以下「学部」という。）に在学中の学生が外国の大学又は短

期大学（大学以外の高等教育機関を含む。以下「外国の大学等」という。）に留学した場合の単位

の認定に関し，必要な事項を定めるものとする。 
 
 （留学の願い出） 
第２ 単位の認定を受けようとする者は，あらかじめチューターと相談の上，留学願に外国の大学

等における留学申請書（別記様式第１）を添えて学部長に願い出なければならない。 
２ 学部長は，前項の規定による願い出があったときは，教授会の議を経て，承認するものとする。 
  

（単位の認定の願い出） 
第３ 単位の認定を受けようとする者は，評価依頼状（別記様式第２）に評価表（別記様式第３）

を添えて，外国の大学等に対し評価を依頼するものとする。 
２ 単位の認定を受けようとする者は，帰国後１月以内に，外国の大学等における留学単位認定願

（別記様式第４）に評価表（別記様式第３）を添えて，学部長に願い出るものとする。 
 
 （単位の認定） 
第４ 学部長は，前条の規定による願い出があったときは，教授会の議を経て，単位の認定を行う

ものとする。 
２ 学部長は，前項の審査の結果について，単位の認定を行ったときは単位等認定通知書（別記様

式第５）により，認定を行わなかったときは適宜の方法により，速やかに願い出た者に通知する

ものとする。 
３ 認定できる単位数は，６０単位を超えない範囲とする。 
  

（研修の総時間数） 
第５ 学部長は，外国の大学等で履修した授業科目の単位の認定を行ったときは，チューターに対

して，認定した単位に代えて他の選択科目等の履修を行わせるなどの適切な指導を行わせるもの

とする。 
   
 附 則 
 この申合せは，平成18年4月1日から施行する。 
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外国の大学等で履修した授業科目の単位の認定に関する申合せ 

 
                              平成18.4.1 制定 

 
 （趣旨） 
第１ この申合せは，広島大学医学部（以下「学部」という。）に在学中の学生が外国の大学又は短

期大学（大学以外の高等教育機関を含む。以下「外国の大学等」という。）に留学した場合の単位

の認定に関し，必要な事項を定めるものとする。 
 
 （留学の願い出） 
第２ 単位の認定を受けようとする者は，あらかじめチューターと相談の上，留学願に外国の大学

等における留学申請書（別記様式第１）を添えて学部長に願い出なければならない。 
２ 学部長は，前項の規定による願い出があったときは，教授会の議を経て，承認するものとする。 
  

（単位の認定の願い出） 
第３ 単位の認定を受けようとする者は，評価依頼状（別記様式第２）に評価表（別記様式第３）

を添えて，外国の大学等に対し評価を依頼するものとする。 
２ 単位の認定を受けようとする者は，帰国後１月以内に，外国の大学等における留学単位認定願

（別記様式第４）に評価表（別記様式第３）を添えて，学部長に願い出るものとする。 
 
 （単位の認定） 
第４ 学部長は，前条の規定による願い出があったときは，教授会の議を経て，単位の認定を行う

ものとする。 
２ 学部長は，前項の審査の結果について，単位の認定を行ったときは単位等認定通知書（別記様

式第５）により，認定を行わなかったときは適宜の方法により，速やかに願い出た者に通知する

ものとする。 
３ 認定できる単位数は，６０単位を超えない範囲とする。 
  

（研修の総時間数） 
第５ 学部長は，外国の大学等で履修した授業科目の単位の認定を行ったときは，チューターに対

して，認定した単位に代えて他の選択科目等の履修を行わせるなどの適切な指導を行わせるもの

とする。 
   
 附 則 
 この申合せは，平成18年4月1日から施行する。 

成績評価に対する異議申立制度について 

 

本学では，厳正な成績評価に努めていますが，学生への説明責任を果たすことを通じて，成績

評価の厳正さを高めるため，成績評価に対する異議申立制度を設けています。申立てを行う場合

は，次の手順に従ってください。ただし，理由・根拠が不十分な申立てには対応できませんので

注意してください。 

 

１． 申立手続 

 別紙の「成績評価に対する異議申立書」に必要事項を記入し，学業成績証明書を添付の上，該

当科目の開講学部・研究科等の担当事務窓口（以下の「４．担当事務窓口一覧」を参照）に異議

申立てを行ってください。 

 

２． 申立期間 

 各学部・研究科等が定める当該科目の正式な成績発表日から次のタームの履修登録期間終了日

までを原則とします。 

 

３． 申立への回答 

 原則 My もみじの掲示板で回答しますので，確認を怠らないようにしてください。なお，申立

日から 2週間以内に回答がない場合は，担当事務にご連絡ください。 

 

４． 担当事務窓口一覧 

(1)  教養教育科目 

・教育推進グループ 教養教育担当 【総合科学部事務棟１F】 

・東千田地区支援室（学生支援担当） 

※法学部・経済学部夜間主コースの学生は東千田地区支援室（学生支援担当）に申し出ること。 

 

(2)  専門教育科目 

該当科目の開講学部／研究科等 担当事務窓口 

総合科学部／総合科学研究科 総合科学研究科支援室（学生支援担当） 

文学部／文学研究科 文学研究科支援室（学生支援担当） 

教育学部／特別支援教育特別専攻科

／教育学研究科 
教育学研究科支援室（学生支援担当） 

法学部・経済学部 昼間コース 

社会科学研究科支援室（学生支援担当） 社会科学研究科 

（マネジメント専攻を除く） 

法学部・経済学部 夜間主コース 
東千田地区支援室（学生支援担当） 

社会科学研究科 マネジメント専攻 

理学部／理学研究科 理学研究科支援室（学生支援担当） 

先端物質科学研究科 先端物質科学研究科支援室（学生支援担当） 

医学部 霞地区学生支援グループ 医学部担当 

歯学部 霞地区学生支援グループ 歯学部担当 

薬学部 霞地区学生支援グループ 薬学部担当 

医歯薬保健学研究科 霞地区学生支援グループ 大学院担当 

工学部／工学研究科 工学研究科支援室（学生支援担当） 

生物生産学部／生物圏科学研究科 生物圏科学研究科支援室（学生支援担当） 

国際協力研究科 国際協力研究科支援室（学生支援担当） 

法務研究科 東千田地区支援室（学生支援担当） 

国際センター 国際交流グループ 【学生プラザ３F】 

上記に該当しない専門教育科目 ※1 
教育推進グループ 学士課程・大学院課程担当 

【学生プラザ３F】 

※1 特定プログラムや大学院共通授業科目など，国際センター以外のセンター等が開講する専門教育科

目を示す。  
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成績評価に対する異議申立書 
 
 

申立日：平成  年  月  日 

所属学部・研究科等名称  

学生番号  

氏名  

 
以下の授業科目の成績評価について異議申立てを行います。 

開講年度  講義コード  

開講学部・研究科等  

授業科目名  

授業担当教員名  

現在の成績評価   

申立内容・理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 本申立書と併せて学業成績証明書を提出すること。 
※ 回答は，原則 My もみじの個人掲示により連絡する。 
※ 申立日から２週間以内に回答がない場合は，該当の担当事務窓口に連絡すること。 

別紙 
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広島大学医学部保健学科看護学専攻 学位授与の判定基準及び卒業論文の評価基準 

 

【学士課程】 

 広島大学医学部保健学科看護学専攻では，学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基

づき，学士の学位審査を行い，適当と認められる者に対して，学士（看護学）の学位を授

与する。 

 

卒業論文の評価は，次に定める評価基準に基づいて評価するとともに，関連する科目の成

績評価基準に含める。 

 

（卒業論文の評価基準） 

Ⅰ 論文の審査項目 

(1) 看護学専門領域における学士としての基礎的知識を修得しており，問題を把握し解明

す 

る基本的な能力を身につけているか。 

(2) テーマの設定が学士として妥当なものであり，論文作成にあたっての問題意識が明確

であるか。 

(3) 論文の記述（本文，図，表，引用など）が適切であり，論理的に妥当な結論が導かれ

ているか。 

(4) 設定したテーマに際して，適切な調査・実験方法，あるいは論証方法を採用し，それ

に則って具体的な分析・考察がなされているか。 
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広島大学医学部保健学科理学療法学専攻 学位授与の判定基準及び卒業論文の評価基準 

 

【学士課程】 

 広島大学医学部保健学科理学療法学専攻では，学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

に基づき，学士の学位審査を行い，適当と認められる者に対して，学士（保健学）の学位

を授与する。 

 

１．卒業論文は次に定める「卒業論文の評価基準」に基づき評価されるとともに，当該専

門分野の発表会で学術研究に相応しい研究発表を行い，質疑に対し論理的かつ明解に

応答すること。 

２．卒業論文の評価は，関連する科目の成績評価基準に含める。 

 

（卒業論文の評価基準） 

Ⅰ 論文の審査項目 

(1) 当該専門領域における学士としての基礎的知識を修得しており，問題を把握し解明す

る基本的な能力を身につけているか。 

(2) テーマの設定が学士として妥当なものであり，論文作成にあたっての問題意識が明確

であるか。 

(3) 論文の記述（本文，図，表，引用など）が適切であり，論理的に妥当な結論が導かれ

ているか。 

(4) 設定したテーマに際して，適切な調査・実験方法，あるいは論証方法を採用し，それ

に則って具体的な分析・考察がなされているか。 
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広島大学医学部保健学科作業療法学専攻 学位授与の判定基準及び卒業論文の評価基準 

 

【学士課程】 

 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻では、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

に基づき、学士の学位審査を行い、適当と認められる者に対して、学士（保健学）の学位

を授与する。 

 

１．卒業論文は次に定める「卒業論文の評価基準」に基づき評価されるとともに、当該専

門分野の発表会で学術研究に相応しい研究発表を行い、質疑に対し論理的かつ明解に

応答すること。 

２．卒業論文の評価は、卒業研究の成績評価基準に含める。 

 

（卒業論文の評価基準） 

Ⅰ 論文の審査項目 

(1) 当該専門領域における学士としての基礎的知識を修得しており、問題を把握し解明す

る基本的な能力を身につけているか。 

(2) テーマの設定が学士として妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確

であるか。 

(3) 論文の記述（本文、図、表、引用など）が適切であり、論理的に妥当な結論が導かれ

ているか。 

(4) 設定したテーマに際して、適切な調査・実験方法、あるいは論証方法を採用し、それ

に則って具体的な分析・考察がなされているか。 
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Ⅰ．広島大学の到達目標型教育プログラム「H
ハ イ プ ロ ス ペ ク ツ

iPROSPECTS®」

１．HiPROSPECTS® とは
　広島大学では，みなさん一人ひとりに応じたきめ細かい学習サポートの実現と，…
卒業生の質の確保及び教育の質の向上を目指し，「到達目標型教育プログラム
『HiPROSPECTS®』」という独自の教育システムを実施しています。HiPROSPECTS®は，
広島大学の到達目標型教育プログラムの愛称です。

　HiPROSPECTS® では，
　○…まず入学時に，卒業までに身につけておくべき知識や能力を「到達目標」という形

で示します。みなさんはその到達目標の実現に向けて，所定のカリキュラム（教育
課程）に従い学習を進めてください。

　○…到達目標に対してみなさん一人ひとりが今どのくらい到達しているのか，定期的に
確認してみなさんにお伝えし，その確認結果に基づいた学習サポートを行います。

　　…例えば，確認の結果，弱い点が見つかれば，それを克服するためにどういう学習を
すれば良いかアドバイスする，といったことです。

　以上を踏まえ，みなさんは到達目標の実現はもちろんのこと，それ以上の知識や能力
を身につけられるようにがんばってください。

２．卒業までの主な流れ
　授業を受けるためには，学期の始めに履修手続を行います。授業を受けて学期末試験
等に合格すれば，単位を修得することができます。
　そして，主専攻プログラム（p. ハイプロ３参照）で示されている卒業要件を満たせば，
学士号を取得して卒業することができます。
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Ⅰ．広島大学の到達目標型教育プログラム「H
ハ イ プ ロ ス ペ ク ツ

iPROSPECTS®」

１．HiPROSPECTS® とは
　広島大学では，みなさん一人ひとりに応じたきめ細かい学習サポートの実現と，…
卒業生の質の確保及び教育の質の向上を目指し，「到達目標型教育プログラム
『HiPROSPECTS®』」という独自の教育システムを実施しています。HiPROSPECTS®は，
広島大学の到達目標型教育プログラムの愛称です。

　HiPROSPECTS® では，
　○…まず入学時に，卒業までに身につけておくべき知識や能力を「到達目標」という形

で示します。みなさんはその到達目標の実現に向けて，所定のカリキュラム（教育
課程）に従い学習を進めてください。

　○…到達目標に対してみなさん一人ひとりが今どのくらい到達しているのか，定期的に
確認してみなさんにお伝えし，その確認結果に基づいた学習サポートを行います。

　　…例えば，確認の結果，弱い点が見つかれば，それを克服するためにどういう学習を
すれば良いかアドバイスする，といったことです。

　以上を踏まえ，みなさんは到達目標の実現はもちろんのこと，それ以上の知識や能力
を身につけられるようにがんばってください。

２．卒業までの主な流れ
　授業を受けるためには，学期の始めに履修手続を行います。授業を受けて学期末試験
等に合格すれば，単位を修得することができます。
　そして，主専攻プログラム（p. ハイプロ３参照）で示されている卒業要件を満たせば，
学士号を取得して卒業することができます。
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Ⅱ．HiPROSPECTS® の構成

　HiPROSPECTS® は，主専攻プログラム，副専攻プログラム及び特定プログラムの３
種類のプログラムで構成されています。
　主専攻プログラムは，学士号を取得して卒業するために全員が登録します。一方，副
専攻プログラム及び特定プログラムは，その履修を希望する学生のみ登録します。
　以下に示すように，各プログラムの内容を理解して，学習を進めてください。

１．主専攻プログラム
　１）目　的
　…　主専攻プログラムとは，所属する学部・学科等を卒業するために履修するカリキュ
ラム（教育課程）のことをいい，学士号の取得を目的として，教養教育及び専門教育
が一貫して編成されたプログラムです。
　…　したがって，所属する学部・学科等が提供する主専攻プログラムを全員１つ登録
します。
　…　なお，所属する学部・学科等以外が提供する主専攻プログラムを登録したい場合は，
その主専攻プログラムを提供する学部・学科等へ，転学部・転学科等を行う必要が
あります。

　２）学期毎の評価，卒業
　…　主専攻プログラムでは，学期毎に履修した各授業科目で評価（p. ハイプロ７～９参
照）が行われ，自らの到達度のチェックができるようになっています。また，主専攻
プログラムで示されている卒業要件を満たせば，学士号を取得して卒業することがで
きます。

　３）その他
　　主専攻プログラムの詳細については，専門教育に関するページをご覧ください。
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プログラム 目　　　　　　　的

副専攻プログラム
主専攻プログラムの基礎又は概要の学習を目的として編成された
プログラムです。

特定プログラム
①主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習（高度な英
語能力を養成するものなど），又は，②資格（学芸員や学校図書館
司書教諭など）の取得を目的として編成されたプログラムです。

　２）共通点・相違点
　副専攻プログラムと特定プログラムには，その他，次のような共通点・相違点があ
ります。
①共通点

項　　目 副専攻プログラムと特定プログラムの共通点

主専攻プログラム
との関係

主専攻プログラムの履修基準によっては，副専攻プログラムや特
定プログラムで修得した単位を主専攻プログラムの卒業要件単位
に算入することができる場合があります。各自の主専攻プログラ
ムの履修基準を確認してください。

プログラムの
登録手続

説明書に記載されている「履修開始時期」に合わせ，毎年１月上旬
から２月上旬（※）に「Myもみじ」のアンケート機能によりプロ
グラムの登録を申請し，登録許可を受けた場合に，翌年度から履修
を開始します。

授業科目の履修

○…副専攻プログラム・特定プログラムの授業科目のうち，入学から
当該プログラムの登録前までに修得した単位があれば，その単位
は当該プログラムの修了要件単位に算入されます。
○…授業時間割の関係で，副専攻プログラム・特定プログラムの授業
科目の一部が履修できない場合があります。
○…副専攻プログラム・特定プログラムの授業科目も本学共通の平均
評価点（GPA）（p.ハイプロ７～９参照）の計算対象に含まれます。

成績証明書への記載
副専攻プログラム・特定プログラムに登録されると「履修中」で
ある旨，記載されます。プログラムの修了条件を満たすと，「修了」
した旨，記載されます。

※…一部の特定プログラムでは，登録申請時期が異なります。詳しくはHiPROSPECTS®

ウェブサイト内の特定プログラムのページをご覧ください（p. ハイプロ６参照）。

２．副専攻プログラム・特定プログラム
　１）目　的
　…　副専攻プログラム及び特定プログラムとは，主専攻プログラムと並行して異なる
分野を学習することを目的として編成されたプログラムです。なお，その履修を希
望する学生のみ登録します。
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　　②相違点

項　　目 副専攻プログラム 特定プログラム

登録できる
プログラム数

１プログラムのみ登録できます。 複数のプログラムを登録できます。

プログラムの
選択範囲

各自の主専攻プログラムが提供
するプログラム以外から選択す
ることができます。

原則，全てのプログラムから選
択することができます。

プログラムの
修了条件

副専攻プログラムの修了要件単位
を修得し，卒業の認定を受けた場
合に修了することができます。

特定プログラムの修了要件単位を修
得し，卒業又は離籍（退学など）し
た場合に修了することができます。

修了証書の交付
交付されます。 一部のプログラムでのみ修了証書

が交付されます。

　３）履修開始までの流れ
　副専攻プログラムと特定プログラムの履修を始めるまでの流れは，次のとおりです。

時　期 詳　　　　　　　細

１月上旬から
２月上旬　　

○…副専攻プログラム・特定プログラムのプログラム登録申請方法等を
「Myもみじ」で確認
○…登録のための要件，時期等希望するプログラムの詳細を説明書で確認
　　　↓　　　　　　　　　　
○…必要に応じて事前にチューター又は指導教員に相談
　　　↓　　　　　　　　　　
○…「Myもみじ」のアンケート機能から，副専攻プログラム・特定プロ
グラムの登録を申請
　　　↓　　　　　　　　　　
○…登録許可の審査結果を確認

翌年度前期 ○…登録許可を受けた場合，副専攻プログラム・特定プログラムの履修
を開始

　４）その他
　登録を希望するプログラムの説明書を必ずよく読み，到達目標などをしっかり理解
した上で学習しましょう。また，登録する際に不明な点等があれば，チューターや指
導教員，所属する学部の学生支援担当に相談してください。
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■HiPROSPECTS®をより良く理解するための３つの資料

　HiPROSPECTS®の各プログラムの内容についての資料を，次のとおり公開しています。

※HiPROSPECTS®公式ウェブサイトURL
　（主専攻プログラム）　https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/syusenkou
　（副専攻プログラム）　https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/hukusenkou
　（特定プログラム）　　https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/tokutei

記載内容 確認方法

詳 述 書

各主専攻プログラムの詳細
（プログラムの概要，ディプロマ・ポ
リシー（学位授与の方針・プログラ
ムの到達目標），カリキュラム・ポリ
シー（教育課程編成・実施の方針），
学修の成果，取得可能な資格　等）

HiPROSPECTS® 公式ウェブサイト

説 明 書

各副専攻プログラム，各特定プログ
ラムの詳細
（プログラムの概要，到達目標，登録
時期，登録要件，授業科目　等）

シラバス
プログラムを構成する各授業科目の詳細
（授業計画，予習・復習へのアドバイ
ス，テキスト，成績評価の基準　等）

「Myもみじ」で閲覧できます。
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【本学共通の平均評価点（GPA：Grade Point Average）　算出公式】

　（注）…分母が「総登録単位数」に基づくものであることに注意してください。むやみに多
くの授業を履修登録すると，履修しきれなくなり GPAが下がってしまうことがあ
ります。

GPA＝
秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×１

×100
総登録単位数×４

Ⅲ．評価の方法

　HiPROSPECTS® の大きな特徴の一つは，これまでにない新しい学習成果の評価方法
を導入したことです。…
　広島大学は，HiPROSPECTS® を導入し，プログラム毎に到達目標を定めることによ
り，みなさん一人ひとりに対し，従来から行われている授業科目の成績評価に加えて，
プログラム毎に定められた到達目標に対する到達度の評価を行います。
　これにより，みなさんは自分自身が身につけた力をより分かりやすく知ることができ，
今後の学習方法についてのヒントを得ることができるのです。

１．授業科目の成績評価
　みなさんは，履修基準に従って授業科目を履修し，試験を受けて，必要な単位を修得
していきますが，みなさんの学習成果の評価は，まずその授業科目毎に行われます。そ
れが授業科目の成績評価です。
　成績評価は，秀（S），優（A），良（B），可（C），不可（D）の５段階評価とし，秀，
優，良，可を合格とします。成績評価の結果は，学期毎に通知します。
　なお，各授業科目で行われる成績評価の基準等は，シラバスに明示されています。

２．本学共通の平均評価点（GPA：Grade Point Average）
　授業科目の成績評価をまとめた指標として，全学的に算出方法を統一した平均評価点
（GPA：Grade…Point…Average）を通知します。算出公式は次のとおりです。
　この GPAは，履修指導に活用する他，奨学金，授業料免除，成績優秀者及び学生表
彰等の選定基準としても用いられます。
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GPAの具体的な計算事例は次のとおりです。

 Ａさんの場合　適正な履修計画に基づき授業科目を登録した場合

登録した単位：20単位（10科目（各２単位））
前期成績：秀／ 10単位，優／４単位，良／２単位，可／４単位

 Ｂさんの場合　無理な履修計画で多くの授業科目を登録した場合

登録した単位：30単位（15科目（各２単位））
前期成績：秀／０単位，優／ 10単位，良／２単位，可／ 12単位，（不可／６単位）

【GPAの計算対象となるもの】
　５段階評価（欠席を含む。）が付された授業科目が GPAの計算対象になります。
なお，副専攻プログラムや特定プログラムとして履修した授業科目も GPAの計算対
象になります。

【GPAの計算対象とならないもの】
　成績評価欄が「認定」となっている授業科目は，５段階評価が付されていないこと
から，GPAの計算対象となりません。また，履修手続の際に，履修届出区分を「単
位不要」とした授業科目については，そもそも単位が出ませんのでGPAの計算対象
となりません。

【参考：「認定」の授業科目について】
　他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語技能検定試験等を含む。）を本学
の授業科目の履修と見なして単位を認定し，５段階評価を付さない場合は，当該授業
科目の成績欄が「認定」となります。その取扱いは，下記のとおりです。

　・…入学前に他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語技能検定試験等及び編入学
した場合を含む。）を本学の授業科目の履修と見なして単位認定する場合，５段階評
価は付さない。

　・…入学後に他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語技能検定試験等を含む。）を
本学の授業科目の履修と見なして単位認定する場合，原則として５段階評価は付さな
いが，協定等により５段階評価を付す根拠がそれ相応にある場合に限り，５段階評価
を付すことができる。（各学部で取扱いが異なり，５段階評価を付す場合は，GPAの
計算対象となる。）

10（秀）×４＋４（優）×３＋２（良）×２＋４（可）×１
…×100…＝…75.00

20×４

0（秀）×４＋10（優）×３＋２（良）×２＋12（可）×１
…×100…＝…38.33

30×４
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３．プログラム毎に定められた到達目標に対する到達度の評価
　主専攻プログラムでは，詳述書に明示された到達目標の具体的な項目について，到達
度の評価を行っています。
　到達度の評価は，「極めて優秀（Excellent）」，「優秀（Very…Good）」，「良好（Good）」
の３段階で評価し，その結果は，学期毎に通知します。

　「優」や「可」などの成績評価からは，その授業科目の履修の成果は分かりますが，
プログラムが掲げる到達目標に対して，自分が今どの程度達成できているかは分かりづ
らいと思います。到達度の評価を知ることは，到達目標の実現に向けて，具体的にどう
いう能力がどの程度身につき，何が足りないのかを把握でき，またそれに基づいて，次
のタームの学習に向けた履修計画にも役立てることができます。
　到達度の評価は，学期毎に更新され，卒業時に通知される評価内容が，最終の到達度
を表します。したがって，例えばある段階で「良好（Good）」という評価を一旦受けても，
その後がんばって学習を続けた結果，卒業時には「極めて優秀（Excellent）」という評
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Ⅳ．副専攻プログラム一覧

　副専攻プログラムの登録・履修にあたっては，必ず事前に副専攻プログラムの説明書
（p.…ハイプロ６参照）に目を通し，到達目標等を理解しておいてください。

開講キャンパス 副専攻プログラムの名称 開設学部

東広島キャンパス

総合科学副専攻プログラム 総合科学部
哲学・思想文化学副専攻プログラム

文学部
歴史学副専攻プログラム
地理学・考古学・文化財学副専攻プログラム
日本・中国文学語学副専攻プログラム
欧米文学語学・言語学副専攻プログラム
初等教育教員養成副専攻プログラム

教育学部

特別支援教育教員養成副専攻プログラム
中等教育科学（理科）副専攻プログラム
中等教育科学（数学）副専攻プログラム
中等教育科学（技術・情報）副専攻プログラム
中等教育科学（社会・地理歴史・公民）副専攻プログラム
中等教育科学（国語）副専攻プログラム
中等教育科学（英語）副専攻プログラム
日本語教育副専攻プログラム
健康スポーツ教育副専攻プログラム
人間生活教育副専攻プログラム
音楽文化教育副専攻プログラム
造形芸術教育副専攻プログラム
教育学副専攻プログラム
心理学副専攻プログラム
公共政策副専攻プログラム 法学部ビジネス法務副専攻プログラム
現代経済副専攻プログラム 経済学部
数学副専攻プログラム

理学部化学副専攻プログラム
地球惑星システム学副専攻プログラム
機械システム副専攻プログラム

工学部

輸送システム副専攻プログラム
材料加工副専攻プログラム
エネルギー変換副専攻プログラム
電気システム情報副専攻プログラム
電子システム副専攻プログラム
応用化学副専攻プログラム
化学工学副専攻プログラム
生物工学副専攻プログラム
社会基盤環境工学副専攻プログラム
建築副専攻プログラム
水圏統合科学副専攻プログラム

生物生産学部応用動植物科学副専攻プログラム
食品科学副専攻プログラム
分子農学生命科学副専攻プログラム
情報科学副専攻プログラム 情報科学部
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Ⅴ．特定プログラム一覧

　【主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習を目的とするプログラム】

　【資格の取得を目的とするプログラム】

開講キャンパス 特定プログラムの名称 開設学部等

東広島キャンパス

Global…Peace…Leadership…Program 教育本部
グローバル教員養成特定プログラム 教育学部

法律専門職養成特定プログラム 法学部
法務研究科

科学コミュニケーター養成特定プログラム 理学部
基本統計学特定プログラム 情報科学部

情報メディア教育研究センター基本情報処理特定プログラム

情報メディア教育特定プログラム（情報デザインコース） 総合科学部
情報メディア教育研究センター

英語プロフェッショナル養成特定プログラム
外国語教育研究センター

トライリンガル養成特定プログラム
アクセシビリティリーダー育成特定プログラム アクセシビリティセンター
ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム 産学・地域連携センター

霞キャンパス 食品臨床試験プロフェッショナル特定プログラム 薬学部

開講キャンパス 特定プログラムの名称 開設学部等

東広島キャンパス

学芸員資格取得特定プログラム

総合博物館
総合科学部
文学部
教育学部
理学部
生物生産学部

社会調査士資格取得特定プログラム

総合科学部
文学部
教育学部
法学部

社会教育主事基礎資格特定プログラム
教育学部

学校図書館司書教諭資格取得特定プログラム

　特定プログラムの登録・履修にあたっては，必ず事前に特定プログラムの説明書…
（p.…ハイプロ６参照）に目を通し，到達目標等を理解しておいてください。

　特定プログラムには，前述のとおり，主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学
習を目的としたもの及び資格の取得を目的として編成されたものの２種類があります。そ
のうち，資格の取得を目的として編成されたプログラム及びその資格の概要は次表のとお
りです。
　なお，プログラムを修了するだけでは，その資格を取得することはできません。修了に
必要な授業科目の単位を修得した後に所定の手続等を経る必要がありますので，説明書等
で確認してください。

■特定プログラムに関係する資格
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資　　格
（関連する特定プログラム）

資　格　の　概　要　等

学　芸　員
（学芸員資格取得
特定プログラム）

　学芸員は，博物館法に基づき博物館に置かれる専門的職員で，
博物館資料の収集，保管，展示及び調査研究その他これと関連
する事業に従事する職務です。博物館法上の博物館には，いわ
ゆる歴史博物館，考古館，美術館のほかに，動物園，植物園，
水族館，科学館などがあります。
　学芸員の資格を得るためには，学士の学位を有し，文部科学
省令で定められた博物館に関する科目の単位を取得する必要が
あり，これらの科目を取得できるよう編成されたのが学芸員資
格取得特定プログラムです。
　なお，本プログラムを修了しただけでは学芸員になることは
できません。学芸員の資格とは，免許状のようなものが与えら
れるようなものではなく，博物館に任用されることによって初
めて学芸員となることができるものです。

社会調査士
（社会調査士資格取得
特定プログラム）

　社会調査士は，社会調査の知識や技術を用いて，世論や市場
動向，社会事象等を捉えることのできる能力を有する調査の専
門家のことです。
　社会調査士の資格を得るためには，社会調査協会が定める「社
会調査士のための必修科目」の単位を修得する必要があり，こ
れらの科目で編成されたものが，社会調査士資格取得特定プロ
グラムです。

社会教育主事
（社会教育主事基礎資格
特定プログラム）

　社会教育主事は，都道府県及び市町村の教育委員会の事務局
に置かれる専門的職員で，社会教育を行う者に対する専門的技
術的な助言・指導にあたる役割を担います。
　社会教育主事として任用されるためにはまず，社会教育主事
講習等規程で定められた，「大学において修得すべき社会教育に
関する科目」の単位を修得する必要があり，これらの科目で編
成されたものが，社会教育主事基礎資格特定プログラムです。
　なお，本プログラムを修了（社会教育主事基礎資格の取得）
しただけでは社会教育主事として任用される条件を満たすこと
にはなりません。社会教育主事基礎資格を取得した後，行政機
関などで社会教育関連の職務（社会教育主事補など）を一定期
間経験した上ではじめて，社会教育主事として任用される条件
をみたすことになります。

学校図書館司書教諭
（学校図書館司書教諭資格
取得特定プログラム）

　学校図書館は，児童・生徒に今日求められる「確かな学力」「豊
かな人間性」などの［生きる力］の育成に，学習情報センター
や読書センターなどの機能を果たす学校に不可欠な施設です。
司書教諭は，この学校図書館の専門的職務をつかさどります。
　司書教諭の資格を得るには，まず，教員免許状を取得し教諭
であること，そして，学校図書館法に規定する司書教諭の講習（以
下，「講習」という）を修了する必要があります。学校図書館司
書教諭講習規程で定められた，この講習で修得する必要のある
科目で編成されたものが，学校図書館司書教諭資格取得特定プ
ログラムです。
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Ⅵ．HiPROSPECTS® 関係規則等

１．広島大学教育プログラム規則
… 平成18年２月14日
… 規則第５号
　　　広島大学教育プログラム規則
　（趣旨）
第１条　この規則は，広島大学通則（平成16年４月１日規則第２号。以下「通則」という。）
第19条第５項の規定に基づき，広島大学（以下「本学」という。）の教育プログラムに
関し必要な事項を定めるものとする。
　（目的）
第２条　本学の教育プログラムは，到達目標を明示し，その到達度の評価を組み込んだ体
系的なカリキュラムを構築するとともに，学生に多様な学習の機会を提供することを目
的とする。
　（名称）
第３条　本学の教育プログラムは，到達目標型教育プログラム（HiPROSPECTS（ハイプ
ロスペクツ））と称する。
　（種類）
第４条　プログラムの種類は，その教育目的により，主専攻プログラム，副専攻プログラ
ム及び特定プログラムとする。
第５条　主専攻プログラムとは，学位の取得を目的として，教養教育及び専門教育を全学
年間に一貫的及び調和的に複合させるように編成するプログラムをいう。
第６条　副専攻プログラムとは，学士課程教育の多様性を確保するとともに，学生の多様
な能力，適性及び学習意欲に応え，学生に主専攻プログラムの学習と併行して異なる分
野の主専攻プログラムの基礎又は概要等を学習する機会を提供することを目的として編
成するプログラムをいう。
第７条　特定プログラムとは，主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習又は資
格の取得を目的として編成するプログラムをいう。
　（開設及び編成）
第８条　主専攻プログラム及び副専攻プログラムは，単一の学部で，又は学部をまたがっ
て開設することができる。
２　特定プログラムは，単一の学部等（学部，研究科，附置研究所，全国共同利用施設又
は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。）で，又は学部等をまたがって開設するこ
とができる。
３　プログラムを新規に開設しようとするときは，第12条から第14条までに規定する担当
教員会は，原則として開設する前年度の７月末までに第15条に規定する詳述書等を作成
し，プログラムを開設しようとする学部等を通じて，理事（教育担当）の承認を得るも
のとする。
第９条　主専攻プログラムは，到達目標とその意義，育成しようとする人材像を明示して
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編成するものとし，修了要件単位は通則第44条第１項に示す単位数とする。
２　主専攻プログラムの履修に関し必要な事項は，学部が定める。
第10条　副専攻プログラムは，一つの主専攻プログラムを構成する授業科目のうちから，
そのプログラムの基礎又は概要等を学ぶためのものとして，到達目標を明示して編成す
るものとし，修了要件単位は16単位以上で，30単位を超えない範囲とする。
２　副専攻プログラムの履修に関し必要な事項は，別に定める。
第11条　特定プログラムは，主専攻プログラムを構成する授業科目又は新規に開設した授
業科目により，主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習や資格の取得を目的
として，到達目標を明示して編成するものとし，修了要件単位は10単位程度を目安とする。
２　特定プログラムの履修に関し必要な事項は，別に定める。
　（実施体制）
第12条　プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織として，各プログラム
に担当教員会を置く。
２　副専攻プログラムの提供の基礎となっている主専攻プログラムの担当教員会は，当該
副専攻プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織を兼ねるものとする。
３　第１項の規定にかかわらず，特定プログラムを開設する学部等が支障がないと判断し
たときは，責任者を置き特定プログラム担当教員会を置かないことができるものとする。
第13条　主専攻プログラム担当教員会は，当該主専攻プログラムを担当する教員のうち，
専門教育科目を担当する本学専任教員によって組織するものとし，その業務を総括する
ため，主任を置く。
２　二つ以上の主専攻プログラムの専門教育科目を担当する教員は，原則として一つの主
たるプログラムを選び，その担当教員会の構成員となる。
第14条　特定プログラム担当教員会は，当該特定プログラムの授業科目担当教員で組織す
るものとし，その業務を総括するため，主任を置く。
　（詳述書等）
第15条　前３条に規定する担当教員会は，プログラムごとに，その到達目標並びにプログ
ラム選択に必要な情報及び履修方法等を定め，次に掲げる詳述書等に明記するものとする。
　（1）主専攻プログラム　主専攻プログラム詳述書（別記様式第１号）
　（2）副専攻プログラム　副専攻プログラム説明書（別記様式第２号）
　（3）特定プログラム　特定プログラム説明書（別記様式第３号）
　（シラバス）
第16条　教員は，担当する授業科目について，履修する上で必要な情報をまとめたものと
して，シラバスを作成するものとする。
　（登録）
第17条　主専攻プログラムは，入学と同時に決定され登録するもの並びに入学後に選択及
び登録するものがあり，学生は一つの主専攻プログラムに登録するものとする。
２　副専攻プログラム及び特定プログラムは，学生がその履修を希望し，許可された場合
に登録するものとする。
　（主専攻プログラムの変更）
第18条　学生が，他の主専攻プログラムに変更することを志望するときは，次の各号によ
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編成するものとし，修了要件単位は通則第44条第１項に示す単位数とする。
２　主専攻プログラムの履修に関し必要な事項は，学部が定める。
第10条　副専攻プログラムは，一つの主専攻プログラムを構成する授業科目のうちから，
そのプログラムの基礎又は概要等を学ぶためのものとして，到達目標を明示して編成す
るものとし，修了要件単位は16単位以上で，30単位を超えない範囲とする。

２　副専攻プログラムの履修に関し必要な事項は，別に定める。
第11条　特定プログラムは，主専攻プログラムを構成する授業科目又は新規に開設した授
業科目により，主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習や資格の取得を目的
として，到達目標を明示して編成するものとし，修了要件単位は10単位程度を目安とする。

２　特定プログラムの履修に関し必要な事項は，別に定める。
　（実施体制）
第12条　プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織として，各プログラム
に担当教員会を置く。

２　副専攻プログラムの提供の基礎となっている主専攻プログラムの担当教員会は，当該
副専攻プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織を兼ねるものとする。

３　第１項の規定にかかわらず，特定プログラムを開設する学部等が支障がないと判断し
たときは，責任者を置き特定プログラム担当教員会を置かないことができるものとする。

第13条　主専攻プログラム担当教員会は，当該主専攻プログラムを担当する教員のうち，
専門教育科目を担当する本学専任教員によって組織するものとし，その業務を総括する
ため，主任を置く。

２　二つ以上の主専攻プログラムの専門教育科目を担当する教員は，原則として一つの主
たるプログラムを選び，その担当教員会の構成員となる。

第14条　特定プログラム担当教員会は，当該特定プログラムの授業科目担当教員で組織す
るものとし，その業務を総括するため，主任を置く。

　（詳述書等）
第15条　前３条に規定する担当教員会は，プログラムごとに，その到達目標並びにプログ
ラム選択に必要な情報及び履修方法等を定め，次に掲げる詳述書等に明記するものとする。

　（1）主専攻プログラム　主専攻プログラム詳述書（別記様式第１号）
　（2）副専攻プログラム　副専攻プログラム説明書（別記様式第２号）
　（3）特定プログラム　特定プログラム説明書（別記様式第３号）
　（シラバス）
第16条　教員は，担当する授業科目について，履修する上で必要な情報をまとめたものと
して，シラバスを作成するものとする。

　（登録）
第17条　主専攻プログラムは，入学と同時に決定され登録するもの並びに入学後に選択及
び登録するものがあり，学生は一つの主専攻プログラムに登録するものとする。

２　副専攻プログラム及び特定プログラムは，学生がその履修を希望し，許可された場合
に登録するものとする。

　（主専攻プログラムの変更）
第18条　学生が，他の主専攻プログラムに変更することを志望するときは，次の各号によ
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り取り扱うものとする。
　（1…）他学部が開設する主専攻プログラムを志望するときは，通則第36条の規定により，

転学部の許可を受けた上で変更するものとする。
　（2…）所属学部が開設する他の主専攻プログラムを志望するときは，転学科等を伴う場合

は，通則第37条の規定により転学科等の許可を受けた上で変更するものとし，転学科
等を伴わない場合は，当該学部が定める方法により変更するものとする。

　（学生の評価）
第19条　平均評価点（GPA：Grade…Point…Average）は，授業科目の成績評価に基づき算
出し，総合的な成績評価の指標として，学期ごとに学生に通知するものとする。
２　授業科目の成績評価のほか，主専攻プログラムにおいては，プログラムごとに定めら
れた到達目標に対する到達度の評価を行い，学期ごとに学生に通知するものとする。
３　前２項に定めるもののほか，学生の評価に関し必要な事項は，別に定める。
　（点検・評価）
第20条　担当教員会は，到達度の評価結果その他プログラムの実施状況等を基にプログラ
ムの点検・評価を行うものとする。
　（改善）
第21条　担当教員会は，前条の点検・評価を基に，プログラムの改善を行うものとする。
２　担当教員会が，プログラムの改善を実施しようとするときは，軽微な改善を除き，当
該学部等を通じて理事（教育担当）の承認を得るものとする。
　（廃止）
第22条　学部等は，第20条の点検・評価を基にプログラムを廃止しようとするときは，理
事（教育担当）の承認を得なければならない。
　（雑則）
第23条　この規則に定めるもののほか，プログラムの実施に関し必要な事項は，学部等の
定めるところによる。
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プログラムの名称 （和文）

（英文）

1　概要

2　到達目標

3　登録時期

4　登録要件

5　受入上限数

6　授業科目及び授業内容

7　修了要件

8　責任体制

9　既修得単位等の認定単位数等
　（1）他大学等における既修得単位等の認定単位数等

　（2）……広島大学における既修得単位 ( 科目等履修生として修得した単位を含む。) の認
定単位数等

プログラムの名称 （和文）

（英文）

１　概要

２　到達目標

３　登録時期

４　登録要件

５　受入上限数

６　授業科目及び授業内容

７　修了要件

８　責任体制

９　既修得単位等の認定単位数等
　（1）他大学等における既修得単位等の認定単位数等

　（2）……広島大学における既修得単位 ( 科目等履修生として修得した単位を含む。) の認
定単位数等

プログラムの名称 （和文）

（英文）

１　取得できる学位　

２　概要

３　ディプロマ・ポリシー（学位授与方針・プログラムの到達目標）

４　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

５　開始時期・受入条件　

６　取得可能な資格

７　授業科目及び授業内容

８　学習の成果

９　卒業論文（卒業研究）

10　責任体制

別記様式第１号（第15条第１号関係）

主専攻プログラム詳述書

… 開設学部（学科）名〔　　　　　　　　　　〕

別記様式第２号（第15条第２号関係）

副専攻プログラム説明書

… 開設学部（学科）名〔　　　　　　　　　　〕

別記様式第３号（第15条第３号関係）

特定プログラム説明書

… 開設学部等名〔　　　　　　　　　　　〕

副専攻プログラム説明書

特定プログラム説明書

主専攻プログラム詳述書
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プログラムの名称 （和文）

（英文）

1　概要

2　到達目標

3　登録時期

4　登録要件

5　受入上限数

6　授業科目及び授業内容

7　修了要件

8　責任体制

9　既修得単位等の認定単位数等
　（1）他大学等における既修得単位等の認定単位数等

　（2）……広島大学における既修得単位 ( 科目等履修生として修得した単位を含む。) の認
定単位数等

プログラムの名称 （和文）

（英文）

１　概要

２　到達目標

３　登録時期

４　登録要件

５　受入上限数

６　授業科目及び授業内容

７　修了要件

８　責任体制

９　既修得単位等の認定単位数等
　（1）他大学等における既修得単位等の認定単位数等

　（2）……広島大学における既修得単位 ( 科目等履修生として修得した単位を含む。) の認
定単位数等

プログラムの名称 （和文）

（英文）

１　取得できる学位　

２　概要

３　ディプロマ・ポリシー（学位授与方針・プログラムの到達目標）

４　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

５　開始時期・受入条件　

６　取得可能な資格

７　授業科目及び授業内容

８　学習の成果

９　卒業論文（卒業研究）

10　責任体制

別記様式第１号（第15条第１号関係）

主専攻プログラム詳述書

… 開設学部（学科）名〔　　　　　　　　　　〕

別記様式第２号（第15条第２号関係）

副専攻プログラム説明書

… 開設学部（学科）名〔　　　　　　　　　　〕

別記様式第３号（第15条第３号関係）

特定プログラム説明書

… 開設学部等名〔　　　　　　　　　　　〕

副専攻プログラム説明書

特定プログラム説明書

主専攻プログラム詳述書
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２．広島大学副専攻プログラム履修細則
平成18年３月14日

副学長（教育・研究担当）決裁
　（趣旨）
第１条　この細則は，広島大学教育プログラム規則（平成18年２月14日規則第５号。以下
「規則」という。）第10条第２項の規定に基づき，広島大学（以下「本学」という。）の
教育プログラムのうち，副専攻プログラムの履修に関し必要な事項を定めるものとする。…
　（名称及び開設学部）
第２条　副専攻プログラムの名称及びその開設学部は，別表のとおりとする。
　（授業科目及び履修方法）
第３条　副専攻プログラムの授業科目及び履修方法は，規則第15条第２号に定める副専攻
プログラム説明書（以下「説明書」という。）に明記するものとする。…
　（登録）
第４条　学生は，副専攻プログラムが定める基準を満たしている場合は，一つに限り副専
攻プログラムを登録することができる。ただし，登録している主専攻プログラムが提供
の基礎となっている副専攻プログラムは，登録することができない。
２　前項の登録に関する手続は，各学年次終了時の所定の時期に行うものとし，その登録
の可否は当該プログラムの担当教員会が決定するものとする。
３　学生は，第１項の登録をする前に修得した副専攻プログラムの授業科目の単位を当該
プログラムの修了要件単位に算入することができる。
４　副専攻プログラムの登録に関し必要な事項は，当該プログラムの担当教員会が定める。
５　所属する学部の長は，学生が副専攻プログラムに登録している間，成績証明書に副専
攻プログラムを履修中である旨記載するものとする。…
　（履修手続）
第５条　各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は，開設学部がその学期の始め
に公示する。…
第６条　学生は，履修しようとする授業科目について，各学期の開設学部が指定する期間
内に所定の手続を行わなければならない。
　（第１年次に入学した者の既修得単位等の認定）
第７条　副専攻プログラムに係る既修得単位等（広島大学通則（平成16年４月１日規則第
２号）第31条第１項及び第２項に規定するものに限る。）…の認定単位数等は，当該プロ
グラムの担当教員会の議に基づき，要修得単位数の２分の１未満の範囲内で定め，当該
プログラムに係る説明書に明記するものとする。…
２　副専攻プログラムに係る既修得単位等（本学における既修得単位（科目等履修生とし
て修得した単位を含む。）に限る。）…の認定単位数等は，当該プログラムの担当教員会の
議に基づき定め，当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。…
　（修了の判定等）
第８条　副専攻プログラムの担当教員会は，卒業の認定を受け，かつ，当該プログラムに
係る説明書に記載した授業科目の単位を修得した者について，修了の判定を行う。
２　開設学部の長は，副専攻プログラムを修了した者に，副専攻プログラム修了証書（別
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記様式）を授与する。…
３　所属する学部の長は，学生が副専攻プログラムを修了した場合，成績証明書に副専攻
プログラムを修了した旨記載するものとする。…
　（単位数の計算の基準）
第９条　各授業科目の単位数の計算は，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履
修規則（平成18年２月14日規則第６号），専門教育科目にあっては各学部細則の定める
ところによる。
　（試験及び追試験）
第10条　試験及び追試験の実施については，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科
目履修規則，専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。…
　（単位の取扱い）
第11条　副専攻プログラムで修得した単位は，主専攻プログラムの履修基準により，主専
攻プログラムの修了要件単位に重複して算入することができる。…
　（雑則）
第12条…この細則に定めるもののほか，副専攻プログラムの履修に関し必要な事項は，そ
れぞれの担当教員会の定めるところによる。

別表（第２条関係）
（略）

別記様式（第８条第２項関係）

第　　　　号

副専攻プログラム　修了証書

　
　　　　　　　　　　　　　学部・学科等
　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
　　　　　　　　　　　　　生 年 月 日

　本学○○学部の○○副専攻プログラムを修了した
ことを認める　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　年　月　日

広島大学　　　　　長　　　　　　　　…印　　　　　
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記様式）を授与する。…
３　所属する学部の長は，学生が副専攻プログラムを修了した場合，成績証明書に副専攻
プログラムを修了した旨記載するものとする。…

　（単位数の計算の基準）
第９条　各授業科目の単位数の計算は，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履
修規則（平成18年２月14日規則第６号），専門教育科目にあっては各学部細則の定める
ところによる。

　（試験及び追試験）
第10条　試験及び追試験の実施については，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科
目履修規則，専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。…

　（単位の取扱い）
第11条　副専攻プログラムで修得した単位は，主専攻プログラムの履修基準により，主専
攻プログラムの修了要件単位に重複して算入することができる。…

　（雑則）
第12条…この細則に定めるもののほか，副専攻プログラムの履修に関し必要な事項は，そ
れぞれの担当教員会の定めるところによる。

別表（第２条関係）
（略）

別記様式（第８条第２項関係）

第　　　　号

副専攻プログラム　修了証書

　
　　　　　　　　　　　　　学部・学科等
　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
　　　　　　　　　　　　　生 年 月 日

　本学○○学部の○○副専攻プログラムを修了した
ことを認める　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　年　月　日

広島大学　　　　　長　　　　　　　　…印　　　　　
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３．広島大学特定プログラム履修細則
平成18年３月14日

副学長（教育・研究担当）決裁
　　　広島大学特定プログラム履修細則
　（趣旨）
第１条　この細則は，広島大学教育プログラム規則（平成18年２月14日規則第５号。以下
「規則」という。）第11条第２項の規定に基づき，広島大学（以下「本学」という。）の
教育プログラムのうち，特定プログラムの履修に関し必要な事項を定めるものとする。
　（名称及び開設学部等）
第２条　特定プログラムの名称及び開設する学部等（学部，研究科，附置研究所，全国共
同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。）…（以下「開設学部等」という。）
は，別表のとおりとする。…
　（授業科目及び履修方法）
第３条　特定プログラムの授業科目及び履修方法は，規則第15条第３号に定める特定プロ
グラム説明書（以下「説明書」という。）に明記するものとする。…
　（登録）
第４条　学生は，特定プログラムが定める基準を満たしている場合は，当該プログラムを
登録することができる。…
２　前項の登録に関する手続は，各ターム末又は各学期末の所定の時期に行うものとし，登
録時期及び登録の可否は当該プログラムの担当教員会又は責任者が決定するものとする。
３　学生は，第１項の登録をする前に修得した特定プログラムの授業科目の単位を当該プ
ログラムの修了要件単位に算入することができる。…
４　特定プログラムの登録に関し必要な事項は，当該プログラムの担当教員会又は責任者
が定める。…
５　所属する学部の長は，学生が特定プログラムに登録している間，成績証明書に特定プ
ログラムを履修中である旨記載するものとする。…
　（履修手続）
第５条　各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は，開設学部等がその学期の始
めに公示する。…
第６条　学生は，履修しようとする授業科目について，各学期の開設学部等が指定する期
間内に所定の手続を行わなければならない。…
　（第１年次に入学した者の既修得単位等の認定）
第７条　特定プログラムに係る既修得単位等（広島大学通則（平成16年４月１日規則第２
号）第31条第１項及び第２項に規定するものに限る。）の認定単位数等は，当該プログ
ラムの担当教員会の議（担当教員会を置かない場合は，責任者の意見。次項において同
じ。）に基づき，要修得単位数の２分の１未満の範囲内で定め，当該プログラムに係る
説明書に明記するものとする。…
２　特定プログラムに係る既修得単位等（本学における既修得単位（科目等履修生として
修得した単位を含む。）に限る。）の認定単位数等は，当該プログラムの担当教員会の議
に基づき定め，当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。…
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　（修了の判定等）
第８条　特定プログラムの担当教員会又は責任者は，卒業の認定を受け，かつ，当該プロ
グラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得した者について，修了の判定を行
う。ただし，卒業の認定を受けていない者であっても，所属する学部の長が認め，かつ，
当該プログラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得したものについても，修
了の判定を行う。…
２　開設学部等の長は，特定プログラムを修了した者に，特定プログラム修了証書（別記
様式）を授与することができる。
３　所属する学部の長は，学生が特定プログラムを修了した場合，成績証明書に特定プロ
グラムを修了した旨記載するものとする。…
　（単位数の計算の基準）
第９条　各授業科目の単位数の計算は，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履
修規則（平成18年２月14日規則第６号），専門教育科目にあっては各学部細則の定める
ところによる。…
２　前項の規定にかかわらず，開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した授業
科目の単位数の計算は，広島大学通則第19条の３第１項に規定する基準に基づき，当該
プログラムの担当教員会又は責任者が定め，当該プログラムに係る説明書に明記するも
のとする。…
　（試験及び追試験）
第10条　試験及び追試験の実施については，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科
目履修規則，専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。…
第11条　前条の規定にかかわらず，開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した
授業科目の試験は，原則として当該授業科目の授業の終了したターム末に行う。ただし，
授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。…
２　試験の方法及び期日は，開設学部等があらかじめ発表する。…
３　授業実施時数の３分の２以上の出席を満たさない場合は，受験を認めない。ただし，
所定の手続を経て欠席した場合で，その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると
認められるときは，当該授業科目担当教員の判断によるものとする。…
第12条　第10条の規定にかかわらず，開設学部等が特定プログラムのために新規に開設し
た授業科目について，次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は，
追試験を受けることができる。…
　（1）　配偶者又は３親等内の親族の死亡による忌引…
　（2）　負傷又は疾病（入院又はこれに準ずる場合に限る。）…
　（3）　天災その他の非常災害…
　（4）　交通機関の突発事故…
　（5）　その他やむを得ない事情…
２　追試験を受けようとする者は，原則として当該授業科目の試験実施後１週間以内に，
所定の追試験受験願にその理由証明書を添えて開設学部等の長に願い出なければならな
い。…
３　追試験受験を許可された者は，原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験し
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　（修了の判定等）
第８条　特定プログラムの担当教員会又は責任者は，卒業の認定を受け，かつ，当該プロ
グラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得した者について，修了の判定を行
う。ただし，卒業の認定を受けていない者であっても，所属する学部の長が認め，かつ，
当該プログラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得したものについても，修
了の判定を行う。…

２　開設学部等の長は，特定プログラムを修了した者に，特定プログラム修了証書（別記
様式）を授与することができる。

３　所属する学部の長は，学生が特定プログラムを修了した場合，成績証明書に特定プロ
グラムを修了した旨記載するものとする。…

　（単位数の計算の基準）
第９条　各授業科目の単位数の計算は，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履
修規則（平成18年２月14日規則第６号），専門教育科目にあっては各学部細則の定める
ところによる。…

２　前項の規定にかかわらず，開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した授業
科目の単位数の計算は，広島大学通則第19条の３第１項に規定する基準に基づき，当該
プログラムの担当教員会又は責任者が定め，当該プログラムに係る説明書に明記するも
のとする。…

　（試験及び追試験）
第10条　試験及び追試験の実施については，教養教育科目にあっては広島大学教養教育科
目履修規則，専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。…

第11条　前条の規定にかかわらず，開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した
授業科目の試験は，原則として当該授業科目の授業の終了したターム末に行う。ただし，
授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。…

２　試験の方法及び期日は，開設学部等があらかじめ発表する。…
３　授業実施時数の３分の２以上の出席を満たさない場合は，受験を認めない。ただし，
所定の手続を経て欠席した場合で，その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると
認められるときは，当該授業科目担当教員の判断によるものとする。…

第12条　第10条の規定にかかわらず，開設学部等が特定プログラムのために新規に開設し
た授業科目について，次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は，
追試験を受けることができる。…

　（1）　配偶者又は３親等内の親族の死亡による忌引…
　（2）　負傷又は疾病（入院又はこれに準ずる場合に限る。）…
　（3）　天災その他の非常災害…
　（4）　交通機関の突発事故…
　（5）　その他やむを得ない事情…
２　追試験を受けようとする者は，原則として当該授業科目の試験実施後１週間以内に，
所定の追試験受験願にその理由証明書を添えて開設学部等の長に願い出なければならな
い。…

３　追試験受験を許可された者は，原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験し
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なければならない。…
４　追試験の実施期間は，当該授業科目の試験実施後３週間以内とする。…
　（単位の取扱い）
第13条　特定プログラムで修得した単位は，主専攻プログラムの履修基準により，主専攻
プログラムの修了要件単位に重複して算入することができる。…
　（雑則）
第14条　この細則に定めるもののほか，特定プログラムの履修に関し必要な事項は，それ
ぞれの担当教員会又は責任者の定めるところによる。

別表（第２条関係）…　
（略）

別記様式（第８条第２項関係）

第　　　　号

特定プログラム　修了証書

　
　　　　　　　　　　　　　学部・学科等
　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名
　　　　　　　　　　　　　生 年 月 日

　本学の○○特定プログラムを修了した
ことを認める　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　年　月　日

広島大学　　　　　長　…　　　　　　　印　　　　　
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Ⅶ．副専攻プログラム及び特定プログラムに関する問い合わせ先

■副専攻プログラムに関する問い合わせ先
開設学部 問い合わせ先 電話番号 E-mail アドレス

総合科学部 総合科学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6315 souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

文学部 文学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6613 bun-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

教育学部 教育学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

法学部昼間コース 社会科学研究科支援室
（法学部担当） （082）424-4647

syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
経済学部昼間コース 社会科学研究科支援室

（経済学部担当） （082）424-4646

理学部 理学研究科支援室
（学士課程担当） （082）…424-7317 ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

工学部 工学研究科支援室
（工学部担当） （082）424-7524 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

生物生産学部 生物圏科学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-7915 sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

情報科学部 工学研究科支援室
（情報科学部担当） （082）424-7611 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

■特定プログラムに関する問い合わせ先
プログラム名 問い合わせ先 電話番号 E-mail アドレス

Global…Peace…Leadership…Program 教育推進グループ
（学生プラザ３F） （082）424-6158 kyoiku-prog@office.hiroshima-u.ac.jp

グローバル教員養成特定
プログラム

教育学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

法律専門職養成特定プログラム 社会科学研究科支援室
（法学部担当） （082）424-4647 syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

科学コミュニケーター養成
特定プログラム

理学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-7317 ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

基本統計学特定プログラム 工学研究科支援室
（情報科学部担当） （082）424-7611 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp基本情報処理特定プログラム

情報メディア教育特定プログラム
（情報デザインコース）

教育推進グループ
（学生プラザ３F） （082）424-6158 kyoiku-prog@office.hiroshima-u.ac.jp

英語プロフェッショナル養成
特定プログラム
トライリンガル養成特定プログラム
学芸員資格取得特定プログラム
社会調査士資格取得特定
プログラム
アクセシビリティリーダー
育成特定プログラム
ひろしま平和共生リーダー
育成特定プログラム

社会連携グループ
（総務担当） （082）424-7977 syakai-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

社会教育主事基礎資格特定
プログラム 教育学研究科支援室

（学士課程担当） （082）424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp学校図書館司書教諭資格取得
特定プログラム

食品臨床試験プロフェッショ
ナル特定プログラム

霞地区運営支援部学生
支援グループ
（薬学部担当）

（082）257-5777 kasumi-gaku-p@office.hiroshima-u.ac.jp

　その他，HiPROSPECTS® に関する質問は，教育推進グループ（学生プラザ３Ｆ）へ問
い合わせてください。なお，E-mailを送るときには，必ず学生番号と名前を書いてください。



―ハイプロ22 ― ―ハイプロ23 ―

Ⅶ．副専攻プログラム及び特定プログラムに関する問い合わせ先

■副専攻プログラムに関する問い合わせ先
開設学部 問い合わせ先 電話番号 E-mail アドレス

総合科学部 総合科学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6315 souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

文学部 文学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6613 bun-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

教育学部 教育学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

法学部昼間コース 社会科学研究科支援室
（法学部担当） （082）424-4647

syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
経済学部昼間コース 社会科学研究科支援室

（経済学部担当） （082）424-4646

理学部 理学研究科支援室
（学士課程担当） （082）…424-7317 ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

工学部 工学研究科支援室
（工学部担当） （082）424-7524 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

生物生産学部 生物圏科学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-7915 sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

情報科学部 工学研究科支援室
（情報科学部担当） （082）424-7611 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

■特定プログラムに関する問い合わせ先
プログラム名 問い合わせ先 電話番号 E-mail アドレス

Global…Peace…Leadership…Program 教育推進グループ
（学生プラザ３F） （082）424-6158 kyoiku-prog@office.hiroshima-u.ac.jp

グローバル教員養成特定
プログラム

教育学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

法律専門職養成特定プログラム 社会科学研究科支援室
（法学部担当） （082）424-4647 syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

科学コミュニケーター養成
特定プログラム

理学研究科支援室
（学士課程担当） （082）424-7317 ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

基本統計学特定プログラム 工学研究科支援室
（情報科学部担当） （082）424-7611 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp基本情報処理特定プログラム

情報メディア教育特定プログラム
（情報デザインコース）

教育推進グループ
（学生プラザ３F） （082）424-6158 kyoiku-prog@office.hiroshima-u.ac.jp

英語プロフェッショナル養成
特定プログラム
トライリンガル養成特定プログラム
学芸員資格取得特定プログラム
社会調査士資格取得特定
プログラム
アクセシビリティリーダー
育成特定プログラム
ひろしま平和共生リーダー
育成特定プログラム

社会連携グループ
（総務担当） （082）424-7977 syakai-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

社会教育主事基礎資格特定
プログラム 教育学研究科支援室

（学士課程担当） （082）424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp学校図書館司書教諭資格取得
特定プログラム

食品臨床試験プロフェッショ
ナル特定プログラム

霞地区運営支援部学生
支援グループ
（薬学部担当）

（082）257-5777 kasumi-gaku-p@office.hiroshima-u.ac.jp

　その他，HiPROSPECTS® に関する質問は，教育推進グループ（学生プラザ３Ｆ）へ問
い合わせてください。なお，E-mailを送るときには，必ず学生番号と名前を書いてください。
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Ⅷ．TOEIC® L&R IP テストの全学実施について

　広島大学では，グローバル化に対応した人材の育成に取り組んでいます。その一環とし
て，TOEIC®…L&R…IP テストの全学一斉実施を行っており，学部生全員が受験します。受
験期は，１年次５月及び３年次以降の２回です。（２回目の受験期は所属学部・学科等に
よって異なるので，以下の「学生向けの情報」で確認してください。）
　入学してすぐの，広島大学における英語学習のスタート時と言えるスコア，そして卒業
時のスコアとして，英語力を確認することになります。
　また，スコアは，教育を充実させるためだけではなく，みなさんにとっても次のように
役立ちますので，積極的に活用しましょう。

　○自分の力を，一般的に通用するスコアで知ることができる。
　○社会的に認められるテスト結果で，就職や大学院入学に際して自己PRに使用できる。
　○…高スコアを得ると，教養教育科目の外国語科目（英語）の単位認定を受けることがで

きる。

学生向けの情報
　最新の情報はもみじのトップページから「学びのサポート」→「TOEIC®L&R…IP 情報」
　（https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/toeicip.html）で確認してください。
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Ⅸ．情報科学パッケージ科目について

　広島大学情報科学部では，さまざまな学問領域において必要とされる体系的な分析手法
や情報処理技術に関し，情報科学部開設専門教育科目の中からそれぞれの学問領域に応じ
たデータサイエンス／インフォマティクス教育を「情報科学パッケージ科目」として設定
しています。
　情報科学部が推奨する情報科学パッケージ科目により修得された皆さんの知識は，それ
ぞれの学問領域での卒業研究，大学院での学習，就職後の業務等さまざまな場面で活用さ
れるはずです。
　多くの学生の皆さんが，情報科学パッケージ科目を受講されることを期待しています。

情報科学パッケージ科目として推奨する授業科目表
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産

系※1 ※2

情

　報

　科

　学

　部

　専

　門

　教

　育

　科

　目

確率論基礎 2 2ｾﾒ (4T) ○ ○ ○
推測統計学 2 3ｾﾒ (1T) ○ ○ ○
カテゴリカル・データ分析（CDA） 2 3ｾﾒ (2T) ○ ○
線形モデル 2 3ｾﾒ (2T) ○ ○ ○
微分方程式 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○ ○
ソフトウェア工学 2 3ｾﾒ (2T) ○
システム最適化 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○ ○ ○
一般化線形モデル（GLM） 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○
多変量解析 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ディジタル回路設計 2 4ｾﾒ (3T) ○
アルゴリズムとデータ構造 2 4ｾﾒ (3T) ○
データベース 2 4ｾﾒ (4T) ○ ○ ○ ○
計算機構成論 2 4ｾﾒ (4T) ○
数値計算 2 4ｾﾒ (4T) ○
フーリエ解析 2 3ｾﾒ (2T) ○ ○ ○
確率モデリング 2 4ｾﾒ (4T) ○
プログラミング言語 2 4ｾﾒ (4T) ○
サーベイ・デザイン 2 5ｾﾒ (1T) ○ ○
データマイニング 2 5ｾﾒ (1T) ○ ○
生物統計 2 5ｾﾒ (2T) ○ ○ ○ ○
計量経済学 2 5ｾﾒ (2T) ○
画像処理 2 5ｾﾒ (2T) ○
情報社会とセキュリティ 2 5ｾﾒ (2T) ○
自然言語処理 2 5ｾﾒ (2T) ○ ○
医療統計 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○ ○
ビジュアルコンピューティング 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
人工知能と機械学習 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
並列分散処理 2 6ｾﾒ (3T) ○
社会とデータ解析 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
時系列分析 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
確率過程論 2 6ｾﾒ (4T) ○
ビッグデータ 2 6ｾﾒ (4T) ○ ○
医療・福祉政策とデータ解析 2 6ｾﾒ (4T) ○ ○

（注１）…○を付した授業科目がパッケージ別に推奨する授業科目を示す。なお，履修期は変更される場合があるため，履修年度の時間割を確認すること。
（注２）※１は“地理学・考古学・文化財学プログラム”を示す。
（注３）※２は“英米文学語学・言語学プログラム”を示す
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Ⅸ．情報科学パッケージ科目について
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しています。
　情報科学部が推奨する情報科学パッケージ科目により修得された皆さんの知識は，それ
ぞれの学問領域での卒業研究，大学院での学習，就職後の業務等さまざまな場面で活用さ
れるはずです。
　多くの学生の皆さんが，情報科学パッケージ科目を受講されることを期待しています。
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確率論基礎 2 2ｾﾒ (4T) ○ ○ ○
推測統計学 2 3ｾﾒ (1T) ○ ○ ○
カテゴリカル・データ分析（CDA） 2 3ｾﾒ (2T) ○ ○
線形モデル 2 3ｾﾒ (2T) ○ ○ ○
微分方程式 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○ ○
ソフトウェア工学 2 3ｾﾒ (2T) ○
システム最適化 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○ ○ ○
一般化線形モデル（GLM） 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○
多変量解析 2 4ｾﾒ (3T) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ディジタル回路設計 2 4ｾﾒ (3T) ○
アルゴリズムとデータ構造 2 4ｾﾒ (3T) ○
データベース 2 4ｾﾒ (4T) ○ ○ ○ ○
計算機構成論 2 4ｾﾒ (4T) ○
数値計算 2 4ｾﾒ (4T) ○
フーリエ解析 2 3ｾﾒ (2T) ○ ○ ○
確率モデリング 2 4ｾﾒ (4T) ○
プログラミング言語 2 4ｾﾒ (4T) ○
サーベイ・デザイン 2 5ｾﾒ (1T) ○ ○
データマイニング 2 5ｾﾒ (1T) ○ ○
生物統計 2 5ｾﾒ (2T) ○ ○ ○ ○
計量経済学 2 5ｾﾒ (2T) ○
画像処理 2 5ｾﾒ (2T) ○
情報社会とセキュリティ 2 5ｾﾒ (2T) ○
自然言語処理 2 5ｾﾒ (2T) ○ ○
医療統計 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○ ○
ビジュアルコンピューティング 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
人工知能と機械学習 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
並列分散処理 2 6ｾﾒ (3T) ○
社会とデータ解析 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
時系列分析 2 6ｾﾒ (3T) ○ ○
確率過程論 2 6ｾﾒ (4T) ○
ビッグデータ 2 6ｾﾒ (4T) ○ ○
医療・福祉政策とデータ解析 2 6ｾﾒ (4T) ○ ○

（注１）…○を付した授業科目がパッケージ別に推奨する授業科目を示す。なお，履修期は変更される場合があるため，履修年度の時間割を確認すること。
（注２）※１は“地理学・考古学・文化財学プログラム”を示す。
（注３）※２は“英米文学語学・言語学プログラム”を示す
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　それぞれの主専攻プログラムが推奨するパッケージを以下に示します。なお，所属…
（又は希望）する主専攻プログラム名の記載がない場合も，授業科目の履修は可能なので，
積極的に履修してください。

主 専 攻 プ ロ グ ラ ム パ ッ ケ ー ジ

（総合科学部）総合科学プログラム 総合科学系

（文学部）地理学・考古学・文化財学プログラム，英米文学語学・言語学
プログラム デジタル・ヒューマニティーズ系

（教育学部）心理学プログラム 心理学系

（法学部）公共政策プログラム，ビジネス法務プログラム 情報と社会系

（経済学部）現代経済プログラム 経済学系

（理学部）生物学プログラム 生物生命系

（理学部）地球惑星システム学プログラム 地球惑星系

（医学部・歯学部・薬学部）医学プログラム，看護学プログラム，理学療
法学プログラム，作業療法学プログラム，歯学プログラム，口腔保健学
プログラム，口腔工学プログラム，薬学プログラム，薬科学プログラム

医療系

（工学部）機械システムプログラム，輸送システムプログラム，材料加工
プログラム，エネルギー変換プログラム 機械・輸送工学系

（工学部）電気システム情報プログラム，電子システムプログラム 情報工学系

（工学部）応用化学プログラム，生物工学プログラム，化学工学プログラ
ム 応用化学・生物工学・化学工学系

（工学部）社会基盤環境工学プログラム 情報社会でのデータサイエンス系

（工学部）建築プログラム 建築系

（生物生産学部）水圏統合科学プログラム，応用動植物科学プログラム，
食品科学プログラム，分子農学生命科学プログラム 生物生産系
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Ⅹ．初年次インターンシップ（社会体験）の全学実施について

　広島大学では，学部１年次生全員が学外の企業・団体等での社会体験，就業体験，ボラ
ンティア等を行う「初年次インターンシップ（社会体験）」を2019年度から実施します。
これは，大学における学修と社会での経験を結びつけることで，今後，みなさんが大学生
活をより有意義に送るよう学修意欲を喚起するとともに，将来の進路選択・自己の職業適
性等について考える契機とするものです。
　体験内容や受入先，実施方法等は所属学部・学科等によって異なるので下表を参照して
ください。

学部・学科等 初年次インターンシップ（社会体験）実施方法

総合科学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容については「教養ゼミ」のガイダ
ンスで説明します。

文学部 学生便覧の「初年次インターンシップ（社会体験）の実施について」を参
照してください。

教育学部 内容については各授業科目のシラバスを参照してください。

教初 「小学校教育実習入門」の一部で実施

教特
「小学校教育実習入門」，「特別支援学校教育実習入門」，「教養ゼミ」の一
部で実施

教二
教三
教四
教教

「中・高等学校教育実習入門」の一部で実施
※教日，教造，教教は「教養ゼミ」も活用して実施

教心 「教養ゼミ」の一部で実施

法学部 学生便覧の「法学部における初年次インターンシップ（社会体験）について」
を参照してください。

経済学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容については「教養ゼミ」のガイダ
ンスで説明します。

理学部 詳細は，ガイダンスやMyもみじ等を通じてお知らせします。

理数 下見地域の清掃ボランティア等

理物 広島県内企業等でのインターンシップに派遣

理化 マイクロンメモリジャパン合同会社への企業訪問（工場見学・体験実習）

理生 宮島の寺院・施設等への訪問，訪問先近隣の学校の生徒との交流

理地
博物館・企業等への訪問（見学・体験実習）（「地球科学野外巡検Ａ」内で
実施）

医学部
夏季休業期間中，医学部・歯学部・薬学部 ３学部合同で，医療機関等での
合同早期体験実習を実施します。詳細はMyもみじで通知します。

歯学部

薬学部
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Ⅹ．初年次インターンシップ（社会体験）の全学実施について

　広島大学では，学部１年次生全員が学外の企業・団体等での社会体験，就業体験，ボラ
ンティア等を行う「初年次インターンシップ（社会体験）」を2019年度から実施します。
これは，大学における学修と社会での経験を結びつけることで，今後，みなさんが大学生
活をより有意義に送るよう学修意欲を喚起するとともに，将来の進路選択・自己の職業適
性等について考える契機とするものです。
　体験内容や受入先，実施方法等は所属学部・学科等によって異なるので下表を参照して
ください。

学部・学科等 初年次インターンシップ（社会体験）実施方法

総合科学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容については「教養ゼミ」のガイダ
ンスで説明します。

文学部 学生便覧の「初年次インターンシップ（社会体験）の実施について」を参
照してください。

教育学部 内容については各授業科目のシラバスを参照してください。

教初 「小学校教育実習入門」の一部で実施

教特
「小学校教育実習入門」，「特別支援学校教育実習入門」，「教養ゼミ」の一
部で実施

教二
教三
教四
教教

「中・高等学校教育実習入門」の一部で実施
※教日，教造，教教は「教養ゼミ」も活用して実施

教心 「教養ゼミ」の一部で実施

法学部 学生便覧の「法学部における初年次インターンシップ（社会体験）について」
を参照してください。

経済学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容については「教養ゼミ」のガイダ
ンスで説明します。

理学部 詳細は，ガイダンスやMyもみじ等を通じてお知らせします。

理数 下見地域の清掃ボランティア等

理物 広島県内企業等でのインターンシップに派遣

理化 マイクロンメモリジャパン合同会社への企業訪問（工場見学・体験実習）

理生 宮島の寺院・施設等への訪問，訪問先近隣の学校の生徒との交流

理地
博物館・企業等への訪問（見学・体験実習）（「地球科学野外巡検Ａ」内で
実施）

医学部
夏季休業期間中，医学部・歯学部・薬学部 ３学部合同で，医療機関等での
合同早期体験実習を実施します。詳細はMyもみじで通知します。

歯学部
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工学部 詳細は，各類のガイダンスで説明します。なお，工学特別コースは各類に
組み入れて実施します。

工一 「教養ゼミ」の一部で，工場見学（ディスカッション等を含む）を実施

工二
企業インターンシップ，又は，施設・工場見学（ディスカッション含む）
を実施

工三 施設・工場見学（ディスカッション含む）を実施

工四
「教養ゼミ」の一部で，社会基盤施設見学（ディスカッション含む），又は，
建築の公開見学イベントのスタッフとして参加

生物生産学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容についてはシラバスを参照してく
ださい。

情報科学部 学生便覧の「『学部教育』初年次インターンシップ（社会体験）」を参照し
てください。

表中における教育学部，理学部，工学部の各類・学科等の略号一覧

略号 類・学科等 略号 類・学科等

教初 第一類（学校教育系）初等教育教員養成コース 理数 数学科

教特 第一類（学校教育系）特別支援教育教員養成コース 理物 物理学科
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教三 第三類（言語文化教育系） 理生 生物科学科

教日 第三類（言語文化教育系）日本語教育系コース 理地 地球惑星システム学科

教四 第四類（生涯活動教育系） 工一 第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）

教造 第四類（生涯活動教育系）造形芸術コース 工二 第二類（電気電子・システム情報系）

教教 第五類（人間形成基礎系）教育学系コース 工三 第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）

教心 第五類（人間形成基礎系）心理学系コース 工四 第四類（建設・環境系）
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１．教養教育科目は東広島，霞及び東千田の各キャンパスで開講されます。履修を希望

する科目がどこのキャンパスで開講される科目なのかを別途配布する冊子「教養教育科

目授業時間割」などで確認の上，履修手続き等を行ってください。 

２．授業に関する連絡事項，時間割変更，休講・補講・教室変更，期末試験情報等の講

義情報は「学生情報の森 もみじ」で通知します。「学生情報の森 もみじ」は学外者も

閲覧可能な「もみじ Top」と，ID とパスワードを使って利用する「My もみじ」で構成

されています。確認を怠ったために，思いもよらない不利益を被る場合がありますので，

一日に一度は必ず両方の「もみじ」を確認してください。 

３．記載事項等に不明な点や疑問な点があれば，この学生便覧を持参の上，直接関係窓

口で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＥＦＬ及びＴＯＥＩＣはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登

録商標です。この印刷物はＥＴＳの検討を受け又はその承認を得たものではありません。
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Ⅰ．教養教育の理念と目的

教養教育の理念

教養教育の目的
　教養教育の目的は，幅広い教養に支えられた豊かな人間性を培うことにあります。その
ためには，いわゆる専門に直結する基礎知識・技術を修得するだけでなく，その枠を超え
て広く学問への関心を高め，ものごとを学際的・総合的にとらえられる能力を養うことが
必要となります。ぜひ，教養教育で得たものを，みなさんの人間としての成長と人類の未
来に活かしてください。

【教養教育の学習イメージ】

　広島大学は，国際平和文化都市広島の地域性と国際性を重んじる建学の精神に則
り，また我が国有数の規模をもつ総合大学として社会の要請にこたえるため，幅広く
深い教養と総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養することを目指す教養教育を
行い，専門的知識・技術の修得とあいまって，人間の尊厳と人類愛に基づく国際理解
と世界平和への寄与を通して，国際社会に貢献する人材を育成することを目指す。

視野をひろげる，
視点をかえる
（学際・総合）

学びの土台をつくる
（基礎力）

○…人類の知識の根源を知る。
○…異なる言語や文化に対する
理解を深める。

○…情報化社会における基礎知
識を修得する。

○…体力・健康づくりの方法を
修得する。

○…社会人としての基礎力を高
める。

○…大学で学ぶ上で必要な知識
や能力を修得する。

○…豊かな感受性・柔軟な発想
力を培う。

自
己
を
発
見
し
、
成
長
す
る

○基礎知識と技術を修得する。

○…平和について様々な観点か
ら考え，理解を深める。

共通科目

基盤科目

大学教育基礎科目

平和科目
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教養教育の科目区分
　教養教育の理念と目的を達成するため，「平和科目」「大学教育基礎科目」「共通科目」「基
盤科目」の４つの大科目区分から学びます。さらに，大学教育基礎科目と共通科目は複数
の小科目区分から構成されています。

【科目区分構成】

【各科目区分の教育目標】

科目区分 教　　育　　目　　標

平 和 科 目 戦争・紛争，核廃絶，貧困，飢餓，人口増加，環境，教育，文化等の様々な
観点から平和について自ら考え，理解を深めることを目標にしています。

大
学
教
育
基
礎
科
目

大学教育入門 大学で学ぶことの意義と目標を理解し，大学で学ぶ上で基本となる技能や態
度を身につけることを目標にしています。

教 養 ゼ ミ
人類や社会が抱えてきた歴史的，現代的な課題に対して，証拠に基づき論理
的に考え批判的に自身の思考を吟味する能力と，適切に自己表現を行う能力
を身につけることを目標にしています。

共

　
　通

　
　科

　
　目

領 域 科 目

人間が蓄積してきた知識がどのようにして生まれ，育ってきたのか，その根
本の考え方は何であるのかについて，文化的・社会的・自然科学的な視点を
踏まえながら，専門分野の枠を超えて共通に求められる知的な技法を学ぶこ
とを目標にしています。

外国語科目
・英語　　　
・初修外国語

グローバル化時代に対応するため，様々な外国語で情報を受信し，発信でき
るコミュニケーション能力を養成し，知識・技能を修得するとともに，異な
る言語や文化に対する理解を深めることを目標にしています。

情 報 科 目
高度情報化社会の中で情報及びコンピュータを活用していくのに必要となる
基礎的な知識や技能を修得し，その有用性と問題点，情報倫理上の課題を理
解し，活用する能力を身につけることを目標にしています。

健康スポーツ
科 目

体力・健康づくりのための科学的理論を修得するとともに，自己の特性やス
ポーツの技能水準に適合したスポーツの実践を通じて，生涯にわたってスポー
ツを楽しむ態度・マナーや協調性などの社会的技能を修得することを目標に
しています。

社会連携科目 社会における多様性を理解し，実践することを通して，社会で生き，活躍す
るために必要な力を高めることを目標にしています。

基 盤 科 目
専門教育との有機的関連性を持つ前専門教育として，それぞれの専門分野を
学ぶために必要な基礎的知識の学習により，基礎学問の論理的骨格や体系及
び学問形成に必要な知識・技術を修得することを目標にしています。

平和科目 大学教育基礎科目
　大学教育入門
　教養ゼミ

共通科目
　領域科目
　外国語科目（英語・初修外国語）
　情報科目
　健康スポーツ科目
　社会連携科目

基盤科目

�
�
�

�
｜
｜
�
｜
｜
�
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Ⅱ．用語解説と一般的な履修上の注意事項
１．学期，ターム及びセメスターについて
　広島大学では，１年間を前期（４月１日から９月30日まで）と後期（10月１日から３月
31日まで）の２学期に分け，原則学期ごとに履修する授業科目を選択します。さらに，各
学期の授業期間がそれぞれ２つの期間に分けられた「第１タームから第４ターム」が設け
られます。各授業科目は実施方法に応じて，原則ターム内で週２回の授業を行う「ターム
科目」と，学期を通じて週１回の授業を行う「セメスター科目」の２種類があります。
　なお，一般的に，１年次前期を１期（１セメスター），後期を２期（２セメスター），２
年次前期を３期（３セメスター），後期を４期（４セメスター）・・・というように呼んで
います。

２．授業科目と単位について
　（1）授業科目
　　…　本年度の教養教育の開設授業科目は「平成31（2019）年度教養教育開設授業科目一覧」
（p. 教養20～p. 教養28）に記載しています。なお，法学部・経済学部夜間主コースの
学生は，昼間授業時間帯に開設される授業科目も，開講キャンパスを問わず定められ
た単位数まで履修することができます。また，夜間授業時間帯に開設される授業科目
は，許可された特定の学部の学生しか履修することができません。

　（2）単位と単位の修得
　　…　卒業するためには，所属学部が履修基準表などで定めている一定の「単位」を修得

する必要があります。
　　…　単位は，各授業科目において実施する試験に合格した場合などに修得することがで

きます。各授業科目で修得できる単位数は，予習・復習の時間も考慮して，別に定め
る算定基準により決定されます。詳細は，「平成31（2019）年度教養教育開設授業科目
一覧」（p. 教養20～p. 教養28）の「開設単位数」欄を参照してください。

　　【修得できる単位数と学修時間（例）】

　　※…法令の定めるところにより，いずれの授業科目も１単位の修得に45時間の学修が
必要となります。

　　※…一部の授業科目については，算定基準が異なる場合があります。詳しくは広島大
学教養教育科目履修規則（p. 教養29～p. 教養31）を参照してください。

授業の方法（単位数） 学修時間 学修時間の内訳

講　　　義（２単位） 90時間 （授業２時間＋予習・復習４時間）×15回

演習・実習（１単位） 45時間 （授業２時間＋予習・復習１時間）×15回

実　　　験（１単位） 45時間 （授業３時間＋予習・復習０時間）×15回

年　次 １年次 ２年次

…
学　期 前期 後期 前期 後期

ターム １ターム ２ターム ３ターム ４ターム １ターム ２ターム ３ターム ４ターム

セメスター １セメスター ２セメスター ３セメスター ４セメスター
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　　…　なお，原則として同一授業科目を重複して履修することはできません。ただし，以
下の授業科目については，繰り返し履修し，一定の単位数まで単位を修得することが
できます。

　　【重複して履修可能で単位が認められる科目】

３．その他
　（1）開設年次
　　…　授業科目ごとに設定される対象学年のことを，「開設年次」といいます。これは，

学生にとって履修可能となる年次を意味します。例えば，開設年次「２」の授業科目
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Ⅲ．授業科目の履修

１．平和科目
　１）授業の目標
　　…　戦争・紛争，核廃絶，貧困，飢餓，人口増加，環境，教育，文化等の様々な観点か

ら平和について自ら考え，理解を深めることを目標にしています。

＊…平和科目群設置の目的：広島大学の理念５原則に「平和を希求する精神」が掲げられ
ているように，学生には平和に対する意識の涵養が求められている。平和については，
戦争の悲惨さを直視し，核廃絶を含む軍縮を展望する視点を育む必要性があることは
いうまでもない。しかし，それ以外にも「貧困」，「飢餓」，「人口増加」，「環境」，「教育」，
「文化」など多様な観点から広く平和を捉え直していくことも必要である。このよう
な観点から「平和を考える」場を提供するために平和科目群を提示する。

　２）授業の内容
　　…　それぞれの教員が，専門とする学問分野や視点から講義し，平和について考える場

を提供します。すべての科目には，平和に関するモニュメントの見学とそれに関する
レポートの提出が義務付けられています。

　３）履修上の注意事項
　　ａ．学部ごとに指定された時間帯から科目を選択して履修してください。
　　　…　なお，指定時間帯，開講科目については，「教養教育科目授業時間割」または「My

もみじ」などで確認してください。
　　ｂ．修得可能な単位数は２単位（１科目）までです。

２．大学教育入門
　１）授業の目標
　　…　大学で学ぶことの意義と目標を理解し，大学で学ぶ上で基本となる技能や態度を身

につけることを目標にしています。
　２）授業の内容
　　…　大学で何を学ぶのか，自分の目標を明確にするとともに，レポートの作成方法や，

情報収集・発信をする時の倫理規範，他者との交流やかかわり方，大学の施設や各種
制度などについて学習する科目です。

　３）履修上の注意事項
　　　学部ごとに指定された時間帯で履修してください。
　　…　なお，指定時間帯については，「教養教育科目授業時間割」または「Myもみじ」

で確認してください。
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３．教養ゼミ
　１）授業の目標
　　…　人類や社会が抱えてきた歴史的，現代的な課題に対して，証拠に基づき論理的に考

え批判的に自身の思考を吟味する能力と，適切に自己表現を行う能力を身につけるこ
とを目標にしています。

　２）授業の内容
　　…　高等学校までの受身の講義ではなく，大学生らしく自主的に学習し，積極的に発言

していく態度を育む科目です。自主学習の姿勢，討論への参加，質疑応答などが評価
されます。

　　…　全学生２単位必修です。原則として10名程度の少人数クラスで行いますが，多人数
クラスで行う学部もあります。

　３）履修上の注意事項
　　…　大学生としての自覚を持ち，自学自習とそこでの十分な思考と理解をもって教養ゼ

ミに臨み，積極的に授業に参加してください。
　　　授業の詳細については所属学部の指示に従ってください。

４．領域科目
　１）授業の目標
　　…　人間が蓄積してきた知識がどのようにして生まれ，育ってきたのか，その根本の考

え方は何であるのかについて，文化的・社会的・自然科学的な視点を踏まえながら，
専門分野の枠を超えて共通に求められる知的な技法を学ぶことを目標にしています。

　２）授業の内容
　　…　文明の継承と知的創造のために必要な基礎的知識を伝え，さまざまな学問領域につ

いての知的関心を喚起する科目です。
　　…　それぞれの学問分野に基づいて，人文社会科学系科目群と自然科学系科目群の２つ

の科目群で構成されています。　
　３）履修上の注意事項
　　　ａ…．全学生共通して，人文社会科学系科目４単位及び自然科学系科目４単位の計８

単位を修得する必要があります。領域科目では，各学部等ごとに指定時間帯を設
けており，指定時間帯で開講されている科目を，１科目（２単位）ずつ履修して
いけば，計８単位修得することが可能です。なお，他学部・他学科指定の時間帯
を除き，所属学部・学科の指定時間帯以外で開講される領域科目を履修すること
も可能です。

　　　ｂ…．卒業に必要な単位数が８単位以上の学部もあります。また，学部によって必修
科目，選択必修科目または要望科目として履修指定している授業科目が異なって
いますので，所属学部が定める履修基準表などを参照してください。

　　　ｃ…．指定時間帯，開講科目については，「教養教育科目授業時間割」または「My
もみじ」で確認してください。
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５．外国語科目
授業の目標
　グローバル化時代に対応するため，様々な外国語で情報を受信し，発信できるコミュニ
ケーション能力を養成し，知識・技能を修得するとともに，異なる言語や文化に対する理
解を深めることを目標にしています。
（1）英　語
　１）授業の内容
　　　授業は原則として習熟度別のクラス編成になっています。
　　①　コミュニケーション基礎
　　　…　WBT（Web-Based…Training）による自学自習により，英語での日常生活に必要

となる語彙や文法（TOEIC（R）L…&…R テスト600点相当）を身に付けます。
　　　ａ．コミュニケーション基礎Ⅰ（原則１セメスターに開講）
　　　ｂ．コミュニケーション基礎Ⅱ（原則２セメスターに開講）
　　②　コミュニケーションⅠ・Ⅱ
　　　ａ．コミュニケーションⅠＡ，コミュニケーションⅠＢ（原則１セメスターに開講）
　　　　ⅠＡでは「話す」，ⅠＢでは「読む」を中心とした基礎的運用能力を養います。
　　　ｂ．コミュニケーションⅡＡ，コミュニケーションⅡＢ（原則２セメスターに開講）
　　　　ⅡＡでは「書く」，ⅡＢでは「聴く」を中心とした基礎的運用能力を養います。
　　③　コミュニケーションⅢ
　　�　ａ．コミュニケーションⅢＡ，コミュニケーションⅢＢ（３・４セメスターに開講）
　　　…　ⅢＡでは発表技能，ⅢＢでは理解技能に重点を置き，コミュニケーションⅠ・Ⅱ

で身に付けた基礎的運用能力をさらに発展させます。
　　　ｂ．コミュニケーションⅢＣ（３・４セメスターに開講）
　　　　特定の目的に応じた英語の技能をさらに発展させます。
　　④　コミュニケーション演習
　　　…　日常的・国際的な場面において英語でコミュニケーションを行うための英語運用

能力を養います。
　　　…　コミュニケーション演習は，総合科学部国際共創学科，医学部医学科，歯学部歯

学科，薬学部薬学科，薬学部薬科学科の学生を対象とした，コミュニケーション基
礎に代わる科目です。

　　　ａ．コミュニケーション演習Ⅰ
　　　ｂ．コミュニケーション演習Ⅱ
　　⑤　英語圏フィールドリサーチ（http://home.hiroshima-u.ac.jp/engfr/）
　　　…　英語圏の大学への海外語学研修に参加し，そこでの実生活を通して英語や英語圏

文化を学び，これを単位として認定するものです。原則として研修先での30時間の
研修をもって１単位（上限４単位）とし，研修先の評価に基づいて単位が認定され
ます。学年に関係なく履修できます。

　　　…　また，海外語学研修をコミュニケーション基礎・演習・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの授業科目の
単位として認定する学部もあります。所属学部の学生支援担当などで確認してくだ
さい。なお，一度認定された授業科目名と成績評価の変更は認められません。

　　　　研修の案内と履修手続方法については上記URLのページをご覧ください。
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　　【海外語学研修の単位認定の流れ】

　　※ガイダンス等で指示される所定の手続を必ず行ってください。

単位認定

取得した
単位の役割
（択一）

海外語学研修

「英語圏フィールドリサーチ」
として単位認定

英語要修得単位
に含める

英語要修得単位
に含めない

所属する学部で他科目
の単位に読み替え認定

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

　⑥　オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（http://onleng.hiroshima-u.ac.jp）
　　…　コンピュータを利用し，速読訓練や聴解訓練，語彙・文法学習など特定のテーマに

沿って自学自習し，30時間分の学修を１単位とし，期末試験などにより単位の認定を
行います。

　　　履修手続の方法などの詳細は，上記URLのページ及びシラバスをご覧ください。
　⑦　コミュニケーション上級英語
　　…　さまざまな言語活動を通じて，より高度な英語運用能力を養成することを目的とし

た授業です。

　２）履修上の注意事項
　　①　英語の履修基準
　　　…　所属学部が定める履修基準表などで，必修単位数と履修科目を確認してください。
　　　…　また，学部等によっては，「英語圏フィールドリサーチ」及び「オンライン英語

演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の単位を卒業に必要な英語の単位数（要修得単位数）などに算入
することができます。詳しくは，所属学部が定める履修基準表などを確認してください。

　　②　正規の授業科目以外での単位の認定
　　　…　TOEIC（R），TOEFL（R），英検などの外国語技能検定試験で一定の成績以上

に達している場合は，別に定める基準により単位が認定されます。（p. 教養32～p. 教
養33「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照してくださ
い。）

　　　…　また，放送大学を利用した単位の認定も一部の学部で可能です。詳細は所属学部
の学生支援担当で確認してください。
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（2）初修外国語
　…　「初修外国語」として，７つの言語－フランス語，ドイツ語，中国語，アラビア語，
韓国語，スペイン語，ロシア語－を開設しています。これら７つの言語は近代・現代文
明の形成と切り離すことができない世界の主要な言語と，日本と地理的に近いアジアの
言語からなります。
　１）授業の内容
　　①　授業科目の種類
　　�　ａ．ベーシック外国語Ⅰ・Ⅱ（それぞれ１・２タームに開講，週２回）
　　　　…　発音・表記の基礎，簡単な文法・文型，簡単な挨拶程度の会話能力の修得を目

標としています。
　　�　ｂ．ベーシック外国語Ⅲ・Ⅳ（それぞれ３・４タームに開講，週２回）
　　　　…　ベーシック外国語Ｉ・Ⅱに引き続き，基礎的な文型・文法の修得を目指すとと

もに，視聴覚教材などを活用して，初歩的な表現能力の基礎，基礎会話レベルの
コミュニケーション能力の修得を目標としています。

　　　ｃ�．初修外国語をさらに深く学びたい場合は，「インテンシブ外国語」を履修する
ことができます。

　　　　　インテンシブ外国語ⅠＡ（１タームに開講，週２回）
　　　　　インテンシブ外国語ⅠＢ（２タームに開講，週２回）
　　　　　インテンシブ外国語ⅡＡ（３タームに開講，週２回）
　　　　　インテンシブ外国語ⅡＢ（４タームに開講，週２回）
　　　…　授業は原則としてネイティブスピーカーが担当します。これを，週２回のベーシッ

ク外国語と有機的に連動させ，あわせて週４回の集中的な学習を行うことにより，
「話す」「聞く」「読む」「書く」の実用的な４技能の修得を目標としています。イン
テンシブ外国語は，フランス語，ドイツ語，中国語，韓国語，スペイン語で開講し
ています。学部によっては，時間割の都合上，履修できないことがあるので注意し
てください。

　　　…　週４回でまとまりのある授業となっていますので，集中的に実践的な外国語能力
が身に付きますが，それだけに受講生には積極的な参加が求められます。

　　　※…インテンシブ外国語は開講クラスが限られていますので，希望者が多い場合に
は抽選を行うことがあります。必要に応じて説明会を開きますので，必ず出席し
てください。

　　　○初修外国語の学習モデル
　　　・…ベーシック・コース（ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語・スペイン語・…

アラビア語・ロシア語）

１年次前期 １年次後期
第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム
ベーシックⅠ
（週２回）

ベーシックⅡ
（週２回）

ベーシックⅢ
（週２回）

ベーシックⅣ
（週２回）

初級レベル修了
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　　　・インテンシブ・コース（ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語・スペイン語）

　　　・２年次以降「トライリンガル養成特定プログラム」… 中級レベル修了・　　
… 上級レベルへ　　　　

　　　…○このほかに授業外の自主的な学習を支援するものとして，外国語教育研究セン
ターでは，初修外国語の各種学習プログラム（ドイツ語技能検定準備講座やドイツ
語会話など）を提供しています。

　　　…　また，フランス，ドイツ，中国，韓国，スペイン，ロシアにおいて，本学又はそ
の国の教育機関が運営する当該言語の語学研修に参加し，一定の条件を満たした場
合は，「海外語学演習」の単位に読み替えることができます。詳細については，「海
外語学演習」のシラバスを確認してください。

　２）履修上の注意事項
　　①　初修外国語の履修基準
　　　…　各学部等によっては，選択可能な言語や修得すべき言語，単位数が指定されてい

る場合があるので，所属学部が定める履修基準表などを確認してください。
　　②　その他の注意事項
　　　ａ…．ベーシック外国語Ⅰで選んだものと同じ外国語を，ベーシック外国語Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳでも履修してください。
　　　ｂ…．開講時間帯は「教養教育科目授業時間割」の「指定授業時間割表」などを参照

してください。

６．情報科目
　１）授業の目標
　　…　高度情報化社会の中で情報及びコンピュータを活用していくのに必要となる基礎的

な知識や技能を修得し，その有用性と問題点，情報倫理上の課題を理解し，活用する
能力を身につけることを目標にしています。

　２）授業の内容
　　ａ．講義系科目
　　　「情報活用基礎」
　　　…　授業は，ガイダンスや期末試験などを除き ,…講義とそれに対応した実習を交互に

12回行います。そこでは，「コンピュータとネットワーク技術の基礎」，「コミュニケー
ション」，「調査と情報」，「メディアと情報化社会」などについて多角的に考えてい
きます。また，情報倫理に関する講義とオンラインによる学習を行います。

　　　…　なお，講義と実習は異なる教室で行われるため，時限ごとに教室を移動する場合
がありますので注意してください。

１年次前期 １年次後期
第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム
ベーシックⅠ
インテンシブIA
（週４回）

ベーシックⅡ
インテンシブ IB
（週４回）

ベーシックⅢ
インテンシブⅡA
（週４回）

ベーシックⅣ
インテンシブⅡB
（週４回）

中級レベル到達
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　　　「情報活用概論」
　　　　東千田キャンパスでのみ開講されます。
　　　…　授業は，コンピュータとネットワーク技術の基礎，情報化社会の可能性と問題点

について，デモンストレーションを交えて行います。
　　ｂ．実習系科目
　　　「情報活用演習」
　　　…　コンピュータの基本的操作，オフィスツールの利用，ネットワークの活用，情報

倫理など，共通性の高い項目の実習を行った後，特定のテーマにそって，問題解決
や情報の受発信に必要な基礎技術を修得します。必修または選択必修としている学
部が開講する授業と，情報メディア教育研究センターが開講する授業があります。

　３）履修上の注意事項
　　①　情報科目の履修基準と授業科目の選択
　　　ａ…．所属学部が，その学部開講の「情報活用演習」を必修または指定している場合

は，その科目を履修してください。
　　　ｂ…．所属学部が，「情報活用基礎」を必修としている場合は，その科目を履修して

ください。
　　　ｃ…．所属学部が，「情報活用基礎」を指定しているか，あるいは「情報活用演習」

を指定しておらず「情報活用基礎」と「情報活用演習」を選択必修としている場
合があります。この場合は，前期に開講される「情報活用基礎」を履修してくだ
さい。

　　　ｄ…．法学部・経済学部夜間主コースの学生は東千田キャンパスで開講される「情報
活用概論」を履修してください。

　　②　その他の注意事項
　　　ａ．「情報活用基礎」は１週目にガイダンスを行います。
　　　　…　日時，教室はあらかじめ教養教育ホームページまたは「My…もみじ」に掲示し

ます。各学部等によって日時，教室が異なりますので注意してください。（毎年
度作成する冊子「教養教育科目授業時間割」の「指定授業時間割表」も参照して
ください）

　　　　…　また，ガイダンス時に，コンピュータ利用経験についてアンケートを行い，そ
の結果に基づいて，クラス編成を行います。クラスによって，２週目に行くべき
教室が異なりますので，教養教育ホームページまたは「My…もみじ」の掲示を必
ず確認してください。

　　　ｂ…．情報メディア教育研究センターが後期に開講する「情報活用演習」は再履修生
を対象としており，人数制限を行うため，受講できないことがあります。

７．健康スポーツ科目
　１）授業の目標
　　…　体力・健康づくりのための科学的理論を修得するとともに，自己の特性やスポーツ

の技能水準に適合したスポーツの実践を通じて，生涯にわたってスポーツを楽しむ態
度・マナーや協調性などの社会的技能を修得することを目標にしています。
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　２）授業の内容
　　…　生涯にわたり健康を考える科目として，実習科目と講義科目をまとめて１つの科目

区分として提供します。実習科目には「スポーツ実習Ａ」，「スポーツ実習Ｂ」（障害
のある学生及び有疾患学生対象），講義科目には「健康スポーツ科学」，実習と講義を
合わせた科目には「スポーツ演習」があります。

　３）履修上の注意事項
　　ａ．各学部等によって，履修基準（必修科目，選択科目，卒業に必要な単位数等）が

異なりますので，所属学部が定める履修基準表などを参照してください。
　　ｂ．「スポーツ実習Ａ」，「スポーツ実習Ｂ」および「スポーツ演習」は，同じ教員や

種目，授業科目名であっても繰り返し履修することができます。ただし，１年次に
ついては，１・２タームで１科目のみ，３・４タームで１科目のみしか履修するこ
とができません（集中講義を除く）。

　　ｃ．「スポーツ実習Ａ」，「スポーツ実習Ｂ」および「スポーツ演習」は，初回にガイ
ダンスを行います。ガイダンスの場所，服装，シューズの準備などについては，各
科目のシラバス及び教養教育ホームページなどにより指示します。

　　ｄ．集中講義のガイダンス日程は別途掲示等で指示します。

８．社会連携科目
　１）授業の目標
　　…　社会における多様性を理解し，実践することを通して，社会で生き，活躍するため

に必要な力を高めることを目標にしています。
　２）授業の内容
　　…　職場や地域社会で多様な人々と連携し協同するために必要な「社会人基礎力」を育

む科目です。ボランティア教育やキャリア教育に関する科目などがあります。
　３）履修上の注意事項
　　…　各学部等によって，履修基準（必修科目，選択科目，卒業に必要な単位数等）が異

なりますので，所属学部が定める履修基準表などを参照してください。

９．基盤科目
　１）授業の目標
　　…　専門教育との有機的関連性を持つ前専門教育として，それぞれの専門分野を学ぶた

めに必要な基礎的知識の学習により，基礎学問の論理的骨格や体系及び学問形成に必
要な知識・技術を修得することを目標にしています。
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　２）授業の内容
　　…　各専門分野における論理的骨格や学問形成に必要不可欠な基礎的知識と技術を修得

する科目です。高等学校などで学んでいない学生を対象とした基礎的な内容を含む科
目も開設しています（「初修物理学」，「初修生物学」など）。

　３）履修上の注意事項
　　…　基盤科目として卒業に必要な授業科目と単位数は，所属学部が定める履修基準表な

どに記載されています。それら以外の基盤科目については，卒業に必要な単位数に含
まれない場合があります。
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Ⅳ．履修に関する手続・相談等

１．履修手続
　…　所属学部が定める履修基準表などに基づき，毎年度作成する冊子「教養教育科目授業時
間割」及びシラバスなどを参照しながら履修計画を作成し，履修を希望する授業科目は履
修手続期間内に履修手続を完了してください。なお，同学期（１タームと２ターム，３ター
ムと４ターム）で開講されている同一授業科目を重複して履修することはできません。ま
た，受講者定員を超過した授業科目については受講者抽選を行いますので，その結果を必
ず「Myもみじ」で確認してください。
　�　履修手続を行っていない授業科目については，授業に全て出席し期末試験を受験しても，
単位を修得することはできません。

　�　各授業科目の履修手続の詳細については，各ターム開始前に「Myもみじ」で通知し
ますので，確認してください。
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　…　教養教育科目の履修に関する質問・相談は，教育推進グループ教養教育担当及び東千田
地区支援室で受け付けています。また，学部が定める履修基準などに関する質問・相談に
ついては，所属学部の学生支援担当に相談してください。
　…　連絡先などはp. 教養44を参照してください。

　※病気等で授業を欠席する場合について
　…　教養教育において病気その他のやむを得ない事由により２週間以上欠席する場合
は，所属学部の学生支援担当に事由を証明する書類（診断書など）を添えて，欠席届
を提出してください。２週間未満の場合は，各授業担当教員へ申し出てください。
　…　なお，教育実習・介護等体験により欠席する場合の欠席届は別に定めています。
　…　また，病気等で試験を欠席する場合の対応は，p. 教養18の「４．追試験」の項を参
照してください。

３．学習支援室
　…　学生の学習理解の向上を図ることを目的とし，課外での補充的な学習支援を行うため，
「学習支援室」を設置しています。学習支援室は，大学院生等が，学習の方法や履修上
の問題点について，その解決策や糸口などを見出すための助言を行うもので，英語・　
化学・数学・物理を対象に，授業実施日の16時30分から18時30分まで開く予定です。
　…　また，上記科目に生物・地学・情報を加えた７科目について，各科目の指導教員に直
接問い合わせることもできます。

　…　なお，これら履修手続や学習支援室など，教養教育に関する様々な情報は，教養教育
ホームページ（https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/kyouyou/）でも
確認できます。
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●「学生情報の森　もみじ」について
　…　「学生情報の森　もみじ」は広島大学で学び，生活するために必要な情報を提供する
システムです。イベント情報やサークル情報，その他手続きに関する情報など，誰でも
自由に閲覧可能な「もみじTop」と，広大 ID・広大パスワードでログイン後に利用す
る「Myもみじ」から構成されています。
　（1）�広大 IDと広大パスワード
　…　広大 ID と広大パスワードの認証を受けて利用する「Myもみじ」のサービスには，
住所や成績等の個人情報の参照，履修科目の登録・変更等の手続が含まれます。第三者
によるなりすましを防ぎ，安全な学生生活を送るためにも，広大 IDと広大パスワード
は適切に管理してください。
　（2）�掲示，休講補講教室変更，試験情報
　…　各種通知やお知らせ掲示，休講・補講，試験情報やその他授業に関する連絡事項など，
学生生活に関する多くの情報は「Myもみじ」に掲示されます。重要な情報を見逃さな
いよう，毎日「Myもみじ」にログインして確認してください。
　（3）�履修登録
　…　学生は設定された期間に「Myもみじ」から履修する科目を登録します。設定された
期間以外は登録できません。登録可能な期間は「もみじTop」でお知らせします。一
部の授業では履修学生の調整を行うこともあるので，その指示に従ってください。「My
もみじ」からシラバスを参照することもできます。（p. 教養15参照）
　（4）�学籍情報
　…　所属，住所，父母等の住所，電話番号などの情報が掲載されています。これらの情報
はチューターの学生指導，事務職員による緊急を要する場合の連絡などに利用するため，
変更などがあった際には所属学部の学生支援室へ速やかに届け出てください。なお，メー
ルアドレス，携帯電話番号，電話番号は，学内ネットワーク（HINET2014）からアク
セスしている場合「Myもみじ」から変更可能です。
　（5）�成績
　…　学生は各自の成績を参照することができます。学部によっては，チューター，指導教
員による面談及び承認が必要になります。（p. 教養19参照）
　（6）�アンケート
　…　「Myもみじ」から簡単に回答できるアンケート機能があり，授業改善につながる授
業改善アンケートなどが行われます。
　（7）「Myもみじ」へのアクセス
　…　「Myもみじ」は，学内外のネットワークに繋がったパソコン，タブレット端末及び
スマートフォンからアクセスできます。なお，学生情報，成績情報等，個人情報が含ま
れる情報は学内ネットワークを利用してアクセスした時のみ参照可能です。
　（8）「学生情報の森　もみじ」の利用可能時間について
　…　「学生情報の森　もみじ」は24時間利用できますが，メンテナンス等によりシステム
を一時停止することがあります。その場合は，「もみじTop」の「システム運用のお知
らせ」で通知します。
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　（9）�その他の注意について
　…　その他「Myもみじ利用上の注意」を下記URL に掲載しています。必ず一読した上
でご利用ください。
　　https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/information/attention.html
　…　なお，もみじやＥメールなどのネットワークを利用する上でのモラルや注意点につい
ては，「大学教育入門」の授業の中で説明があります。
　…　また，学生生活の手引「コンピュータ関係のトラブル防止」にも記載されています。
これらの内容をよく理解した上でパソコンやネットワークを利用してください。
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Ⅴ．試験及び成績

１．期末試験
　　ａ…．通常，15回の授業が実施された後に期末試験が行われます。すべての授業に出席

することを心がけてください。
　　ｂ…．出席回数が授業実施時数の３分の２に満たない学生は，期末試験の受験を認めま

せん。ただし，所定の手続を経て欠席した場合で，その理由が病気その他やむを得
ない事情のときは，授業担当教員の判断により受験が認められることがあります。

　　ｃ．試験実施日程や時間等の詳細については別途通知されます。

２．試験時の主な注意事項
　　ａ．受験に際しては，必ず学生証を机上に提示してください。
　　ｂ…．学生証を携帯していない学生は受験できませんので，試験開始前に所定の手続を

行ってください。
　　ｃ．遅刻した学生は，試験室の入室を許可されない場合があります。
　　ｄ．試験開始後30分を経過しなければ，試験室からの退室は許可されません。
　　ｅ．答案用紙は，試験室外へ持ち出すことはできません。
　　ｆ…．携帯電話・スマートフォン等のモバイル機器は電源を切り，カバンの中に入れて

おいてください。時計代わりに使用することはできません。
　　ｇ…．携帯電話・スマートフォン等試験に必要ないものを机上に置いたり，使用してい

る場合は不正行為と認定する場合があります。
　　ｈ…．その他，試験中は監督者の指示に従ってください。

３．不正行為
　…　教養教育科目の期末試験等で不正行為を行った学生は，その期に履修している教養教
育科目（教養ゼミを除く）の評価をすべて「不可（Ｄ）」とし，あわせて「広島大学学
生懲戒規則」により厳正な措置がとられます。

４．追試験
　…　病気その他やむを得ない事情により，期末試験等の一部ないし全部を受験できなかっ
た場合は，追試験を受験することができます。追試験の受験を希望する場合は，所定の
追試験受験願とその理由を客観的に証明する書類（診断書等）を添えて，当該授業科目
の試験実施後１週間以内に所属学部の学生支援担当（法学部・経済学部夜間主コースの
学生は東千田地区支援室（学生支援担当））へ申請してください。追試験受験願の受理
以降は，授業担当教員の指示に従ってください。
　…　詳細は，広島大学教養教育科目履修規則の第８条（p. 教養30）を参照してください。
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５．試験等の特別措置
　…　身体等の障害のために期末試験等を通常の条件のもとで受けることが難しい学生は，
所属学部の学生支援担当に特別措置を申請することができます。
　…　詳細については，「身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置につい
て」（学部規則）を参照してください。

６．成績
　　ａ…．学業成績の評価は，試験，レポート及び授業への参加態度等によって判定します。

成績は，別に定めるガイドラインに基づき，秀（Ｓ），優（Ａ），良（Ｂ），可（Ｃ）
及び不可（Ｄ）の５段階で厳格に評価され，秀，優，良，可を合格とします。

　　ｂ…．成績の発表については，所属学部等の指示に従ってください。なお，ターム科目
であってもセメスター科目と同時期に発表されます。

　　ｃ…．成績評価に疑義のある場合は，該当科目の授業担当教員に問い合わせるか，異議
申立書を提出することで確認ができます。異議申立書を提出する場合は，成績発表
日から次のタームの履修登録期間終了日までに「成績評価に対する異議申立書」に
必要事項を記入し，学業成績証明書を添付の上，教育推進グループ教養教育担当…
（法学部・経済学部夜間主コースの学生は東千田地区支援室（学生支援担当））に申
し出てください。

　　　…　なお，詳細は下記URLに掲載しています。
　　　https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/post_4.html



（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。
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Ⅵ．平成31（2019）年度教養教育開設授業科目一覧

　各科目の開講時期，開講キャンパス，授業内容等の詳細は，「教養教育科目授業時間割」
及びシラバスなどで確認してください。

１．昼間授業時間帯に開設する授業科目
科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

平和科目

広島と平和 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
平和を考える 2 1 講義
ヒロシマ発平和学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
平和と人間Ａ - 環境と生物の未来へ - 2 1 講義
平和と人間Ｂ - 人間と文化の未来へ - 2 1 講義
平和と人間Ｃ－広島で学ぶ（原爆とは何だったか）－ 2 1 講義
平和と人権－グローバル化とジェンダー視点 2 1 講義
原爆体験と表象／文学 2 1 講義
Global…Partnership…Studies 2 1 講義
ヒロシマ学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
戦争と平和に関する学際的考察 2 1 講義
飢餓・貧困・環境問題からみた平和学 2 1 講義
環境と平和 2 1 講義
国際関係論 2 1 講義
医学からみた戦争と平和 2 1 講義
世界の紛争と平和 2 1 講義
国際政治と地球環境から見る平和 2 1 講義
平和と芸術 2 1 講義
暴力の比較宗教学 2 1 講義
核時代の科学と社会 2 1 講義
放射線と自然科学 2 1 講義
安全な社会環境の構築をめざして 2 1 講義
Global…Issues…Towards…Peace…A 2 1 講義
Global…Issues…Towards…Peace…B 2 1 講義
広島の歴史と国際社会 2 1 講義
霞キャンパスからの平和発信 2 2 講義
ひろしま平和共生リーダー概論 2 1 講義
平和への記憶学 2 1 講義

大学教育
基礎科目

大 学 教 育 入 門 大学教育入門 2 1 講義
教 養 ゼ ミ 教養ゼミ 2 1 演習

共

　
　通

　
　科

　
　目

領

　
　域

　
　科

　
　目

人文社会科学系
科目群

哲学Ａ 2 1 講義
哲学Ｂ 2 1 講義
感性哲学 2 1 講義
哲学の世界 2 1 講義
東洋の思想 2 1 講義
倫理学 2 1 講義
南アジア宗教論 2 1 講義
キリスト教学A 2 1 講義
キリスト教学B 2 1 講義
日本宗教論Ａ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
日本宗教論Ｂ 2 1 講義
比較宗教学 2 1 講義
芸術学Ａ 2 1 講義
芸術学Ｂ 2 1 講義
現代アート論 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
日本の美学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。



（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養20 ― ―教養21 ―

Ⅵ．平成31（2019）年度教養教育開設授業科目一覧

　各科目の開講時期，開講キャンパス，授業内容等の詳細は，「教養教育科目授業時間割」
及びシラバスなどで確認してください。

１．昼間授業時間帯に開設する授業科目
科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

平和科目

広島と平和 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
平和を考える 2 1 講義
ヒロシマ発平和学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
平和と人間Ａ - 環境と生物の未来へ - 2 1 講義
平和と人間Ｂ - 人間と文化の未来へ - 2 1 講義
平和と人間Ｃ－広島で学ぶ（原爆とは何だったか）－ 2 1 講義
平和と人権－グローバル化とジェンダー視点 2 1 講義
原爆体験と表象／文学 2 1 講義
Global…Partnership…Studies 2 1 講義
ヒロシマ学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
戦争と平和に関する学際的考察 2 1 講義
飢餓・貧困・環境問題からみた平和学 2 1 講義
環境と平和 2 1 講義
国際関係論 2 1 講義
医学からみた戦争と平和 2 1 講義
世界の紛争と平和 2 1 講義
国際政治と地球環境から見る平和 2 1 講義
平和と芸術 2 1 講義
暴力の比較宗教学 2 1 講義
核時代の科学と社会 2 1 講義
放射線と自然科学 2 1 講義
安全な社会環境の構築をめざして 2 1 講義
Global…Issues…Towards…Peace…A 2 1 講義
Global…Issues…Towards…Peace…B 2 1 講義
広島の歴史と国際社会 2 1 講義
霞キャンパスからの平和発信 2 2 講義
ひろしま平和共生リーダー概論 2 1 講義
平和への記憶学 2 1 講義

大学教育
基礎科目

大 学 教 育 入 門 大学教育入門 2 1 講義
教 養 ゼ ミ 教養ゼミ 2 1 演習

共

　
　通

　
　科

　
　目

領

　
　域

　
　科

　
　目

人文社会科学系
科目群

哲学Ａ 2 1 講義
哲学Ｂ 2 1 講義
感性哲学 2 1 講義
哲学の世界 2 1 講義
東洋の思想 2 1 講義
倫理学 2 1 講義
南アジア宗教論 2 1 講義
キリスト教学A 2 1 講義
キリスト教学B 2 1 講義
日本宗教論Ａ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
日本宗教論Ｂ 2 1 講義
比較宗教学 2 1 講義
芸術学Ａ 2 1 講義
芸術学Ｂ 2 1 講義
現代アート論 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
日本の美学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。

（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。
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科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

領

　
　域

　
　科

　
　目

人文社会科学系
科目群

合唱Ａ 1 1 実習
合唱Ｂ 1 1 実習
吹奏楽 I 1 1 実習
吹奏楽 II 1 1 実習
アジアの近現代 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
アジアの社会史 2 1 講義
アジア史Ａ 2 1 講義
アジア史Ｂ 2 1 講義
ヨーロッパの政治と社会 2 1 講義
ヨーロッパ史Ａ 2 1 講義
ヨーロッパ史Ｂ 2 1 講義
広島大学の歴史 2 1 講義
生活から見た日本の近代 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
西アジア近現代史 2 1 講義
中東・イスラームの世界 2 1 講義
日本の歴史と文化 2 1 講義
日本現代史 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
日本史Ａ 2 1 講義
日本史Ｂ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
歴史学の世界 2 1 講義
科学と宗教 2 1 講義
科学史Ａ 2 1 講義
科学史Ｂ 2 1 講義
技術史Ａ 2 1 講義
技術史Ｂ 2 1 講義
環境観と環境問題 2 1 講義
観光地理学 2 1 講義
人文地理学 2 1 講義
地域地理学 2 1 講義
日本の地域地理学 2 1 講義
地理・考古・文化財の世界 2 1 講義
文化人類学Ａ 2 1 講義
文化人類学Ｂ 2 1 講義
メディア学入門 2 1 講義
海外文化事情 I 2 1 講義
海外文化事情 II 2 1 講義
日本文化事情 I 2 1 講義
日本文化事情 II 2 1 講義
観光学入門 2 1 講義
人文学入門A 2 1 講義
人文学入門B 2 1 講義
英米文化事情概論 I 1 1 演習
英米文化事情概論 II 1 1 演習
英米文化事情概論 III 1 2 演習
英米文化事情概論 IV 1 2 演習
中国語圏の現代文化 2 1 講義
中国語圏の伝統文化 2 1 講義
英語圏の文学と社会 2 1 講義
西欧語圏の文学 2 1 講義
日本の文学 2 1 講義
文学の世界 2 1 講義
自動車産業と日本経済 2 1 講義
現代社会と経済 2 1 講義
グローバル経済と環境権 2 1 講義
社会経済統計論 2 1 講義
現代経済を考える I 2 1 講義
現代経済を考える II 2 1 講義
現代社会と福祉 2 1 講義



（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養22 ― ―教養23 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

領

　
　域

　
　科

　
　目

人文社会科学系
科目群

現代社会学Ａ 2 1 講義
現代社会学Ｂ 2 1 講義
社会的なものと人間 2 1 講義
社会福祉と貧困 2 1 講義
生活をとりまく家族・地域・産業 2 1 講義
社会統計学入門 2 1 講義
現代社会と農山村 2 1 講義
現代ジャーナリズム論 2 1 講義
政治の世界 2 1 講義
人の生と死をめぐる法と社会 2 1 講義
日本国憲法 2 1 講義
Law…and…Politics…I 2 1 講義
Law…and…Politics…II 2 1 講義
日本法入門 1 1 講義
国際協力を考える 2 1 講義
行動の科学 2 1 講義
心と社会 2 1 講義
心の健康 2 1 講義
心理学概論A 2 1 講義
心理学概論B 2 1 講義
睡眠の科学 2 1 講義
比較認知心理学 2 1 講義
教育と人間 2 1 講義
教育と制度 2 1 講義
大学と学生 2 1 講義
大学と社会 2 1 講義
Multiculturalism…in…Education 2 1 講義
意思決定とクリティカルシンキング 2 1 講義
地域社会を学ぶ 2 1 講義

自然科学系科目群

知識基盤社会における情報検索入門 2 1 講義
コンピュータ・プログラミング 2 1 講義
思考と情報のデザイン 2 1 講義
メディア活用研究 2 2 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
知能とコンピュータ 2 1 講義
数学の世界 2 1 講義
数理科学で考える 2 1 講義
自然環境形成論 2 1 講義
自然災害と防災 2 1 講義
水・物質循環の科学 2 1 講義
物質循環と地球環境 2 1 講義
地球と生物 2 1 講義
地球科学A 2 1 講義
地球科学B 2 1 講義
天文学 2 1 講義
物質とエネルギー 2 1 講義
物理の視点A 2 1 講義
物理の視点B 2 1 講義
物理入門 2 1 講義
物理数学入門 2 1 講義
物理学の原理 2 1 講義
物理学の手法 2 1 講義
新入生のための物理学入門 2 1 講義
いのちを支える酵素 2 1 講義
環境と化学 2 1 講義
文理科学コラボレーション 2 1 講義
現代化学 2 1 講義
化学基礎A 2 1 講義
化学基礎B 2 1 講義



（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。
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科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

領

　
　域

　
　科

　
　目

人文社会科学系
科目群

現代社会学Ａ 2 1 講義
現代社会学Ｂ 2 1 講義
社会的なものと人間 2 1 講義
社会福祉と貧困 2 1 講義
生活をとりまく家族・地域・産業 2 1 講義
社会統計学入門 2 1 講義
現代社会と農山村 2 1 講義
現代ジャーナリズム論 2 1 講義
政治の世界 2 1 講義
人の生と死をめぐる法と社会 2 1 講義
日本国憲法 2 1 講義
Law…and…Politics…I 2 1 講義
Law…and…Politics…II 2 1 講義
日本法入門 1 1 講義
国際協力を考える 2 1 講義
行動の科学 2 1 講義
心と社会 2 1 講義
心の健康 2 1 講義
心理学概論A 2 1 講義
心理学概論B 2 1 講義
睡眠の科学 2 1 講義
比較認知心理学 2 1 講義
教育と人間 2 1 講義
教育と制度 2 1 講義
大学と学生 2 1 講義
大学と社会 2 1 講義
Multiculturalism…in…Education 2 1 講義
意思決定とクリティカルシンキング 2 1 講義
地域社会を学ぶ 2 1 講義

自然科学系科目群

知識基盤社会における情報検索入門 2 1 講義
コンピュータ・プログラミング 2 1 講義
思考と情報のデザイン 2 1 講義
メディア活用研究 2 2 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
知能とコンピュータ 2 1 講義
数学の世界 2 1 講義
数理科学で考える 2 1 講義
自然環境形成論 2 1 講義
自然災害と防災 2 1 講義
水・物質循環の科学 2 1 講義
物質循環と地球環境 2 1 講義
地球と生物 2 1 講義
地球科学A 2 1 講義
地球科学B 2 1 講義
天文学 2 1 講義
物質とエネルギー 2 1 講義
物理の視点A 2 1 講義
物理の視点B 2 1 講義
物理入門 2 1 講義
物理数学入門 2 1 講義
物理学の原理 2 1 講義
物理学の手法 2 1 講義
新入生のための物理学入門 2 1 講義
いのちを支える酵素 2 1 講義
環境と化学 2 1 講義
文理科学コラボレーション 2 1 講義
現代化学 2 1 講義
化学基礎A 2 1 講義
化学基礎B 2 1 講義

（注１）…開設単位数（修得可能な上限単位数）と開講単位数（１科目当たりの単位数）が異なる授業科目については，（　）で開講単位数を表示
している。

（注２）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養22 ― ―教養23 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

領

　
　域

　
　科

　
　目

自然科学系科目群

機械工学入門 2 1 講義
応用化学・化学工学・生物工学序論 2 1 講義
産業と技術 2 1 講義
乗り物と輸送の科学 2 1 講義
機械システムの設計と最適化 2 1 講義
社会の中における工学 2 1 講義
燃料・燃焼と現代社会 2 1 講義
生物の世界 2 1 講義
生物学からみたストレス 2 1 講義
釣りの科学 - 魚と人間のインターラクション - 2 1 講義
適応の生理 2 1 講義
微生物の世界 2 1 講義
生物学入門 2 1 講義
カエルから見た生命システム 2 1 講義
脳と行動 2 1 講義
分子から生命へ 2 1 講義
フィールド科学入門 2 1 講義
食の安心・安全と健康科学 2 1 講義
生物生産と自然との関わり 2 1 講義
生命・食・環境のサイエンス 2 1 講義
大地と家畜からのめぐみ（農場体験） 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。
環境と開発 2 1 講義
環境と森林 2 1 講義
東広島キャンパスの自然環境管理 2 1 講義
自然科学研究の倫理と法令 2 1 講義
社会医学と疾病対策 2 1 講義
脳のはたらき 2 1 講義
全身の健康と口腔科学 I 2 1 講義
全身の健康と口腔科学 II 2 1 講義
人の健康と社会 2 1 講義
ヒトと微生物の関わり 2 1 講義

外

　国

　語

　科

　目

英

　
　
　
　
　語

ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ
基礎

コミュニケーション基礎 I 1 1 演習
コミュニケーション基礎 II 1 1 演習

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ I コミュニケーション IＡ 3…（1） 1 演習
コミュニケーション IＢ 3…（1） 1 演習

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ II コミュニケーション II Ａ 3…（1） 1 演習
コミュニケーション II Ｂ 3…（1） 1 演習

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ III
コミュニケーション III Ａ 1 2 演習
コミュニケーション III Ｂ 1 2 演習
コミュニケーション III Ｃ 1 2 演習
英語圏フィールドリサーチ 4…（1～4） 1 演習
オンライン英語演習 I 1 1 演習
オンライン英語演習 II 1 1 演習
オンライン英語演習 III 1 1 演習
コミュニケーション演習 I 1 1 演習
コミュニケーション演習 II 1 1 演習
コミュニケーション上級英語 2…（1） 1 演習

初

　修

　外

　国

　語

ﾍﾞｰｼｯｸ外国語

ベーシック・ドイツ語 I 1 1 演習
ベーシック・ドイツ語 II 1 1 演習
ベーシック・ドイツ語 III 1 1 演習
ベーシック・ドイツ語 IV 1 1 演習
ベーシック・フランス語 I 1 1 演習
ベーシック・フランス語 II 1 1 演習
ベーシック・フランス語 III 1 1 演習
ベーシック・フランス語 IV 1 1 演習
ベーシック・スペイン語 I 1 1 演習
ベーシック・スペイン語 II 1 1 演習
ベーシック・スペイン語 III 1 1 演習



（注１）…開設単位数（修得可能な上限単位数）と開講単位数（１科目当たりの単位数）が異なる授業科目については，（　）で開講単位数を表示
している。なお，スポーツ実習A，スポーツ実習B及びスポーツ演習については，開講単位数のみ設定している（上限単位数の設定なし）。

（注２）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養24 ― ―教養25 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

外

　国

　語

　科

　目

初

　修

　外

　国

　語

ﾍﾞｰｼｯｸ外国語

ベーシック・スペイン語 IV 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 I 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 II 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 III 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 IV 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 I 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 II 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 III 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 IV 1 1 演習
ベーシック中国語 I 1 1 演習
ベーシック中国語 II 1 1 演習
ベーシック中国語 III 1 1 演習
ベーシック中国語 IV 1 1 演習
ベーシック韓国語 I 1 1 演習
ベーシック韓国語 II 1 1 演習
ベーシック韓国語 III 1 1 演習
ベーシック韓国語 IV 1 1 演習

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ外国語

インテンシブ・ドイツ語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ・ドイツ語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ・ドイツ語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ・ドイツ語 II Ｂ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 II Ｂ 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IA 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IB 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IIA 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IIB 1 1 演習
インテンシブ中国語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ中国語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ中国語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ中国語 II Ｂ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 II Ｂ 1 1 演習
海外語学演習（ドイツ語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（フランス語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（スペイン語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（ロシア語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（中国語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（韓国語） 4…（1～4） 1 演習

情 報 科 目 情報活用基礎 2 1 演習
情報活用演習 2 1 演習

健康スポーツ科目

健康スポーツ科学 2 1 講義
スポーツ実習Ａ （1） 1 実習
スポーツ実習Ｂ （1） 1 実習

スポーツ演習 （1） 1 講義・実習 授業10時間と実習10時間の授業で１単位とする。

社 会 連 携 科 目

学生生活概論－生き方と暮らし方のヒント－ 2 1 講義
障害学生支援ボランティア実習Ａ 1 1 実習
障害学生支援ボランティア実習Ｂ 1 1 実習
INU特別協力講義 2 1 講義
INU特別集中講義 2 1 講義
ジェンダーと社会 2 1 講義
キャリアデザイン概論 2 1 講義
職業選択と自己実現－自分のキャリアをデザインしよう－ 2 1 講義



（注１）…開設単位数（修得可能な上限単位数）と開講単位数（１科目当たりの単位数）が異なる授業科目については，（　）で開講単位数を表示
している。なお，スポーツ実習A，スポーツ実習B及びスポーツ演習については，開講単位数のみ設定している（上限単位数の設定なし）。

（注２）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養24 ― ―教養25 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

外

　国

　語

　科

　目

初

　修

　外

　国

　語

ﾍﾞｰｼｯｸ外国語

ベーシック・スペイン語 IV 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 I 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 II 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 III 1 1 演習
ベーシック・ロシア語 IV 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 I 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 II 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 III 1 1 演習
ベーシック・アラビア語 IV 1 1 演習
ベーシック中国語 I 1 1 演習
ベーシック中国語 II 1 1 演習
ベーシック中国語 III 1 1 演習
ベーシック中国語 IV 1 1 演習
ベーシック韓国語 I 1 1 演習
ベーシック韓国語 II 1 1 演習
ベーシック韓国語 III 1 1 演習
ベーシック韓国語 IV 1 1 演習

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ外国語

インテンシブ・ドイツ語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ・ドイツ語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ・ドイツ語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ・ドイツ語 II Ｂ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ・フランス語 II Ｂ 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IA 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IB 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IIA 1 1 演習
インテンシブ・スペイン語 IIB 1 1 演習
インテンシブ中国語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ中国語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ中国語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ中国語 II Ｂ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 IＡ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 IＢ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 II Ａ 1 1 演習
インテンシブ韓国語 II Ｂ 1 1 演習
海外語学演習（ドイツ語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（フランス語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（スペイン語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（ロシア語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（中国語） 4…（1～4） 1 演習
海外語学演習（韓国語） 4…（1～4） 1 演習

情 報 科 目 情報活用基礎 2 1 演習
情報活用演習 2 1 演習

健康スポーツ科目

健康スポーツ科学 2 1 講義
スポーツ実習Ａ （1） 1 実習
スポーツ実習Ｂ （1） 1 実習

スポーツ演習 （1） 1 講義・実習 授業10時間と実習10時間の授業で１単位とする。

社 会 連 携 科 目

学生生活概論－生き方と暮らし方のヒント－ 2 1 講義
障害学生支援ボランティア実習Ａ 1 1 実習
障害学生支援ボランティア実習Ｂ 1 1 実習
INU特別協力講義 2 1 講義
INU特別集中講義 2 1 講義
ジェンダーと社会 2 1 講義
キャリアデザイン概論 2 1 講義
職業選択と自己実現－自分のキャリアをデザインしよう－ 2 1 講義

（注１）…開設単位数（修得可能な上限単位数）と開講単位数（１科目当たりの単位数）が異なる授業科目については，（　）で開講単位数を表示
している。

（注２）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養24 ― ―教養25 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

共

　
　通

　
　科

　
　目

社 会 連 携 科 目

実践フロントランナープログラム 2…（1） 1 演習
地域社会探検プロジェクト－インターン
シップ・ボランティアを体験してみよう－ 2 1 講義・実習 講義20時間と実習30時間の授業で２単位とする。
キャリア教養講座 - 世界に通用する
高い社会人力を身につける - 2 1 講義

キャリアデザイン講座 -先輩プロフェッショ
ナルが「あなたの未来」のために語る - 2 1 講義

現代霞が関論A 1 1 講義
現代霞が関論B 1 1 講義
学術的文章作成の基礎 1 1 講義
アカデミックライティング基礎 1 2 講義
アントレプレナーシップ 2 1 講義

海外フィールドスタディ 4…（2） 1 講義・演習 講義20時間と演習44時間の授業で２単位とする。

海外フィールドスタディ・アドバンスト 4…（2） 1 講義・演習 講義20時間と演習44時間の授業で２単位とする。

基　盤　科　目

ミクロ経済学入門 2 1 講義
マクロ経済学入門 2 1 講義
医療従事者のための心理学 2 1 講義
ヘルスサイエンスのための基盤数学 2 1 講義
基礎微分積分学 2 1 講義
基礎線形代数学 2 1 講義
微分積分通論 2 1 講義
微分積分学 I 2 1 講義
微分積分学 II 2 1 講義
数学演習 I 1 1 演習
数学演習 II 1 1 演習
線形代数学 I 2 1 講義
線形代数学 II 2 1 講義
線形代数学演習 I 1 1 演習
線形代数学演習 II 1 1 演習
統計学 2 1 講義
統計データ解析 2 1 講義

地学実験法・同実験 I 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

地学実験法・同実験 II 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。
初修物理学 2 1 講義
基礎物理学 I 2 1 講義
基礎物理学 II 2 1 講義
一般力学 I 2 1 講義
一般力学 II 2 1 講義
基礎電磁気学 2 1 講義

物理学実験法・同実験 I 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

物理学実験法・同実験 II 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。
初修化学 2 1 講義
一般化学 2 1 講義
有機化学 2 1 講義
基礎物理化学 2 1 講義

化学実験法・同実験 I 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

化学実験法・同実験 II 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。
初修生物学 2 1 講義
細胞科学 2 1 講義
生態学 2 1 講義
種生物学 2 1 講義



（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養26 ― ―教養27 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

基　盤　科　目

生物学実験法・同実験 I 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

生物学実験法・同実験 II 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。
人間理解のための人体解剖学 I 1 1 講義
人間理解のための人体解剖学 II 1 1 講義
国際医学連携開発学 2 1 講義

自然科学基礎実験法・同実験A 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

自然科学基礎実験法・同実験B 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。



（注１）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。

―教養26 ― ―教養27 ―

科　目　区　分 授　業　科　目 開設単位数 開設年次 授業の方法 備　　　　考

基　盤　科　目

生物学実験法・同実験 I 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

生物学実験法・同実験 II 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。
人間理解のための人体解剖学 I 1 1 講義
人間理解のための人体解剖学 II 1 1 講義
国際医学連携開発学 2 1 講義

自然科学基礎実験法・同実験A 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

自然科学基礎実験法・同実験B 1 1 講義・実験 講義８時間と実験24時間の授業で１単位とする。

―教養26 ― ―教養27 ―

２．夜間授業時間帯に開設する授業科目
科目区分 授業科目 開設

単位数
開設
年次

授業の
方法 備考 昼間授業時間帯

開設授業科目

平　和　科　目

平和と人間Ｃ－広島で学ぶ
（原爆とは何だったか）－ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。 平和と人間Ｃ－広島で学ぶ

（原爆とは何だったか）－
平和と人間Ｄ－広島から
未来に向けて－ 2 1 講義 （対応科目なし）

ヒロシマ発平和学 2 1 講義 ﾋﾛｼﾏ発平和学
大学教育
基礎科目

大学教育入門 大学教育入門 2 1 講義 （対応科目なし）
教 養 ゼ ミ 教養ゼミ 2 1 演習 （対応科目なし）

共通科目

領

　
　域

　
　科

　
　目

人文社会科学
系科目群

哲学Ａ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。哲学A
倫理学 2 1 講義 倫理学
宗教学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。（対応科目なし）
アジア史Ａ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。アジア史A
アジア史Ｂ 2 1 講義 アジア史B
ヨーロッパ史Ａ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。ヨーロッパ史A
科学技術史 2 1 講義 （対応科目なし）
地域地理学 2 1 講義 地域地理学
日本史Ａ 2 1 講義 日本史A
日本史Ｂ 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。日本史 B
文化人類学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。文化人類学A
日本の文学 2 1 講義 日本の文学
世界の文学（西洋文学） 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。西欧語圏の文学
世界の文学（東洋文学） 2 1 講義 中国語圏の現代文化
マネジメント概論 2 1 講義 （対応科目なし）
社会学の視点 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。現代社会学A
政治の世界 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。政治の世界
日本国憲法 2 1 講義 日本国憲法
心理学概論A 2 1 講義 心理学概論A
心理学概論B 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。心理学概論B

自然科学系科目群

統計学への招待 2 1 講義 統計データ解析
資源と生活 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。（対応科目なし）
地球とその環境 2 1 講義 （対応科目なし）
物理入門 2 1 講義 物理入門
化学と人間 2 1 講義 （対応科目なし）
食文化論 2 1 講義 （対応科目なし）
生物学 2 1 講義 平成31（2019）年度は開講しません。（対応科目なし）

外

　
　国

　
　語

　
　科

　
　目

英

　
　語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
基礎

コミュニケーション基礎 I 1 1 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 I
コミュニケーション基礎 II 1 1 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 II

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ I コミュニケーション IＡ 3…（1） 1 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IA
コミュニケーション IＢ 3…（1） 1 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IB

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ II コミュニケーション II Ａ 3…（1） 1 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IIA
コミュニケーション II Ｂ 3…（1） 1 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IIB

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ III
コミュニケーション III Ａ 1 2 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IIIA
コミュニケーション III Ｂ 1 2 演習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IIIB
コミュニケーション III Ｃ 1 2 演習 平成31（2019）年度は開講しません。 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ IIIC

初

　修

　外

　国

　語

ﾍﾞｰｼｯｸ外国語

ベーシック・ドイツ語 I 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾄﾞｲﾂ語 I
ベーシック・ドイツ語 II 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾄﾞｲﾂ語 II
ベーシック・ドイツ語 III 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾄﾞｲﾂ語 III
ベーシック・ドイツ語IV 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾄﾞｲﾂ語 IV
ベーシック・フランス語 I 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾌﾗﾝｽ語 I
ベーシック・フランス語 II 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾌﾗﾝｽ語 II
ベーシック・フランス語 III 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾌﾗﾝｽ語 III
ベーシック・フランス語IV 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ ･ ﾌﾗﾝｽ語 IV
ベーシック中国語 I 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ中国語 I
ベーシック中国語 II 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ中国語 II
ベーシック中国語 III 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ中国語 III
ベーシック中国語 IV 2…（1） 1 演習 ﾍﾞｰｼｯｸ中国語 IV

情 報 科 目 情報活用概論 2 1 講義 （対応科目なし）

健康スポーツ科目
健康スポーツ科学 2 1 講義 健康ｽﾎﾟｰﾂ科学
スポーツ実習Ａ （1） 1 実習 ｽﾎﾟｰﾂ実習A
スポーツ演習 （1） 1 講義・実習 平成31（2019）年度は開講しません。 ｽﾎﾟｰﾂ演習
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科目区分 授業科目 開設
単位数

開設
年次

授業の
方法 備考 昼間授業時間帯

開設授業科目

共通科目 社会連携科目

キャリアデザイン概論 2 1 講義 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ概論
職業選択と自己実現－自
分のキャリアをデザイン
しよう－

2 1 講義
職業選択と自己実
現－自分のｷｬﾘｱをﾃ゙
ｻ゙ ｲﾝしよう－

基　盤　科　目

経済学入門 2 1 講義 （対応科目なし）
経営学入門 2 1 講義 （対応科目なし）
微分積分通論 2 1 講義 微分積分通論
基礎線形代数学 2 1 講義 基礎線形代数学

（注１）…本表は平成31（2019）年度入学生が「平成31（2019）年度教養教育開設授業科目一覧」の「１．昼間授業時間帯に開設する授業科目」
に記載されている授業科目を履修した場合の対応表を兼ねる。本表の「昼間授業時間帯開設授業科目」に記載されている授業科目を履
修した場合は，左欄の授業科目を履修したものとみなされる。

（注２）…開設単位数（修得可能な上限単位数）と開講単位数（１科目当たりの単位数）が異なる授業科目については，（　）で開講単位数を示し
ている。なお，スポーツ実習A及びスポーツ演習については，開講単位数のみ設定している（上限単位数の設定なし）。

（注３）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。
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科目区分 授業科目 開設
単位数

開設
年次

授業の
方法 備考 昼間授業時間帯

開設授業科目

共通科目 社会連携科目

キャリアデザイン概論 2 1 講義 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ概論
職業選択と自己実現－自
分のキャリアをデザイン
しよう－

2 1 講義
職業選択と自己実
現－自分のｷｬﾘｱをﾃ゙
ｻ゙ ｲﾝしよう－

基　盤　科　目

経済学入門 2 1 講義 （対応科目なし）
経営学入門 2 1 講義 （対応科目なし）
微分積分通論 2 1 講義 微分積分通論
基礎線形代数学 2 1 講義 基礎線形代数学

（注１）…本表は平成31（2019）年度入学生が「平成31（2019）年度教養教育開設授業科目一覧」の「１．昼間授業時間帯に開設する授業科目」
に記載されている授業科目を履修した場合の対応表を兼ねる。本表の「昼間授業時間帯開設授業科目」に記載されている授業科目を履
修した場合は，左欄の授業科目を履修したものとみなされる。

（注２）…開設単位数（修得可能な上限単位数）と開講単位数（１科目当たりの単位数）が異なる授業科目については，（　）で開講単位数を示し
ている。なお，スポーツ実習A及びスポーツ演習については，開講単位数のみ設定している（上限単位数の設定なし）。

（注３）…各授業科目は，開設年次欄に記載する年次から履修することが可能である。なお，実際に開講する時期については，毎年度発行する教
養教育科目授業時間割等に示す。
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科 目 区 分 教育目標

平　 和　 科　 目 戦争・紛争，核廃絶，貧困，飢餓，人口増加，環境，教育，文化等の様々
な観点から平和について自ら考え，理解を深める。

大
学
教
育
基
礎
科
目

大…学…教…育…入…門 大学で学ぶことの意義と目標を理解し，大学で学ぶ上で基本となる技能
や態度を身につける。

教 養 ゼ ミ
人類や社会が抱えてきた歴史的，現代的な課題に対して，証拠に基づき
論理的に考え批判的に自身の思考を吟味する能力と，適切に自己表現を
行う能力を身につける。

共

　
　通

　
　科

　
　目

領 域 科 目

人間が蓄積してきた知識がどのようにして生まれ，育ってきたのか，そ
の根本の考え方は何であるのかについて，文化的・社会的・自然科学的
な視点を踏まえながら，専門分野の枠を超えて共通に求められる知的な
技法を学ぶ。

外 国 語 科 目
グローバル化時代に対応するため，様々な外国語で情報を受信し，発信で
きるコミュニケーション能力を養成し，知識・技能を修得するとともに，
異なる言語や文化に対する理解を深める。

情 報 科 目
高度情報化社会の中で情報及びコンピュータを活用していくのに必要と
なる基礎的な知識や技能を修得し，その有用性と問題点，情報倫理上の
課題を理解し，活用する能力を身につける。

健康スポーツ科目

体力・健康づくりのための科学的理論を修得するとともに，自己の特性
やスポーツの技能水準に適合したスポーツの実践を通じて，生涯にわ
たってスポーツを楽しむ態度・マナーや協調性などの社会的技能を修得
する。

社 会 連 携 科 目 社会における多様性を理解し，実践することを通して，社会で生き，活
躍するために必要な力を高める。

基 盤 科 目
専門教育との有機的関連性を持つ前専門教育として，それぞれの専門分
野を学ぶために必要な基礎的知識の学習により，基礎学問の論理的骨格
や体系及び学問形成に必要な知識・技術を修得する。

Ⅶ．教養教育関係規則等

１．広島大学教養教育科目履修規則
… 平成23年２月15日規則第３号
　（趣旨）
第…１条　この規則は，広島大学通則（平成16年４月１日規則第２号）第19条第３項の規定
に基づき，広島大学における教養教育科目の履修等に関し必要な事項を定めるものとす
る。
　（科目区分及び教育目標）
第２条　教養教育科目の科目区分及び教育目標は，次の表に掲げるとおりとする。

　（授業科目及び単位数等）
第…３条　教養教育科目として開設する授業科目（以下「授業科目」という。），単位数等は，
別表のとおりとする。
２　授業時間割は，学年の始めに発表する。
　（履修方法）
第…４条　教養教育科目の履修方法については，各学部細則の定めるところによる。
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　（単位数の計算の基準）
第…５条　授業科目の単位数は，授業の方法に応じ，次の基準により計算するものとする。
　（1）講義は，15時間の授業をもって１単位とする。
　（2）演習及び実習は，30時間の授業をもって１単位とする。
　（3）実験は，45時間の授業をもって１単位とする。
２…　一の授業科目について，二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は，
１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう，
前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
３…　前２項の規定にかかわらず，次の各号に掲げるものについては，当該各号に定めると
ころによる。
　（1）教養ゼミは，15時間の授業をもって１単位とする。
　（2）情報科目の情報活用基礎及び情報活用演習は，15時間の授業をもって１単位とする。
　（履修手続）
第…６条　学生は，授業科目を履修しようとするときは，毎学期指定する期間中に所定の手
続をしなければならない。ただし，受講者数の制限等を行う授業科目にあっては，所定
の手続を経た場合であっても履修が認められない場合がある。
２…　前項本文に規定する所定の手続をしなかった場合は，当該授業科目の履修を認めな
い。ただし，特別の事由がある場合に限り，当該授業科目担当教員の承認を経て，履修
を認めることがある。
３　既に単位を修得した授業科目については，原則として履修することができない。
　（試験）
第…７条　試験は，原則としてターム末に行う。ただし，授業科目によりレポート又は平常
の成績をもって試験の成績に代えることがある。
２　試験の方法及び期日は，あらかじめ発表する。
３…　授業実施時数の３分の２以上の出席を満たさない場合は，受験を認めない。ただし，
所定の手続を経て欠席した場合で，その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると
認められるときは，当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
　（追試験）
第…８条　次の各号のいずれかの理由により試験を受けることができなかった者は，追試験
を受けることができる。
　（1）配偶者又は３親等内の親族の死亡による忌引
　（2）負傷又は疾病（入院又はこれに準ずる場合に限る。）
　（3）天災その他の非常災害
　（4）交通機関の突発事故
　（5）その他やむを得ない事情
２…　追試験を受けようとする者は，原則として当該授業科目の試験実施後１週間以内に，
所定の追試験受験願を所属学部長に願い出なければならない。
３…　追試験受験を許可された者は，原則として当該授業科目担当教員の指定する日時に追
試験を受験しなければならない。
４…　追試験の実施期間は，当該授業科目の試験実施後３週間以内とする。
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　（単位数の計算の基準）
第…５条　授業科目の単位数は，授業の方法に応じ，次の基準により計算するものとする。
　（1）講義は，15時間の授業をもって１単位とする。
　（2）演習及び実習は，30時間の授業をもって１単位とする。
　（3）実験は，45時間の授業をもって１単位とする。
２…　一の授業科目について，二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は，
１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう，
前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。

３…　前２項の規定にかかわらず，次の各号に掲げるものについては，当該各号に定めると
ころによる。

　（1）教養ゼミは，15時間の授業をもって１単位とする。
　（2）情報科目の情報活用基礎及び情報活用演習は，15時間の授業をもって１単位とする。
　（履修手続）
第…６条　学生は，授業科目を履修しようとするときは，毎学期指定する期間中に所定の手
続をしなければならない。ただし，受講者数の制限等を行う授業科目にあっては，所定
の手続を経た場合であっても履修が認められない場合がある。

２…　前項本文に規定する所定の手続をしなかった場合は，当該授業科目の履修を認めな
い。ただし，特別の事由がある場合に限り，当該授業科目担当教員の承認を経て，履修
を認めることがある。

３　既に単位を修得した授業科目については，原則として履修することができない。
　（試験）
第…７条　試験は，原則としてターム末に行う。ただし，授業科目によりレポート又は平常
の成績をもって試験の成績に代えることがある。

２　試験の方法及び期日は，あらかじめ発表する。
３…　授業実施時数の３分の２以上の出席を満たさない場合は，受験を認めない。ただし，
所定の手続を経て欠席した場合で，その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると
認められるときは，当該授業科目担当教員の判断によるものとする。

　（追試験）
第…８条　次の各号のいずれかの理由により試験を受けることができなかった者は，追試験
を受けることができる。

　（1）配偶者又は３親等内の親族の死亡による忌引
　（2）負傷又は疾病（入院又はこれに準ずる場合に限る。）
　（3）天災その他の非常災害
　（4）交通機関の突発事故
　（5）その他やむを得ない事情
２…　追試験を受けようとする者は，原則として当該授業科目の試験実施後１週間以内に，
所定の追試験受験願を所属学部長に願い出なければならない。

３…　追試験受験を許可された者は，原則として当該授業科目担当教員の指定する日時に追
試験を受験しなければならない。

４…　追試験の実施期間は，当該授業科目の試験実施後３週間以内とする。
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　（雑則）
第…９条　この規則に定めるもののほか，教養教育科目の履修等に関し必要な事項は，教育
本部が定める。

（略）

　附　則
１　この規則は，平成31年４月１日から施行する。
２…　平成30年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については，この規則によ
る改正後の広島大学教養教育科目履修規則（以下「新規則」という。）の規定にかかわ
らず，なお従前の例による。
３…　前項の規定にかかわらず，教育上有益と認めるときは，教育本部の定めるところによ
り，新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。

　　別表（略）
　※…別表の内容は，「平成31（2019）年度教養教育科目開設授業科目一覧」（p. 教養20～…

p. 教養28）として掲載しています
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２．外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて

　広島大学通則（以下「通則」という。）第30条第１項及び第31条第２項に規定するその
他文部科学大臣が別に定める学修のうち，実用英語技能検定，TOEFL（R）及びTOEIC（R）
の検定試験等による単位認定については，次のとおり取り扱うものとする。

　（1）認定の対象となる外国語技能検定試験等
　　①　実用英語技能検定試験（英検）
　　②　TOEFL（R）テスト
　　③…　TOEIC（R）公開テスト及び広島大学外国語教育研究センターが認める TOEIC

（R）IP テスト

　（2）認定授業科目及び単位数
　　①　実用英語技能検定試験（英検）

　　②　TOEFL（R）テスト

　　③…　TOEIC（R）公開テスト及び広島大学外国語教育研究センターが認めるTOEIC（R）
IP テスト

得　点 認 定 授 業 科 目 認定単位数

860点以上
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ６単位以内

730点以上
860点未満

コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ４単位以内

級　　　位 認 定 授 業 科 目 認定単位数

１　級
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ６単位以内

準１級
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ４単位以内

得　　　　点
認定授業科目 認定単位数

Paper-Based Internet-Based

560点以上 83点以上
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ６単位以内

520点以上
560点未満

68点以上
83点未満

コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ４単位以内

※…本学で実施するTOEFL…ITP（R）テストの得点は，表中の Paper-Based の得点に読み替えて
認定する。

（注）・TOEIC（R）は，TOEIC（R）…Listening…&…Reading…Test を示す。
　　・…コミュニケーション基礎は，コミュニケーション基礎Ⅰ，コミュニケーション基礎Ⅱの授業科目を示

す。
　　・…コミュニケーション演習は，コミュニケーション演習Ⅰ，コミュニケーション演習Ⅱの授業科目を示

す。
　　・…コミュニケーションⅠ・Ⅱは，コミュニケーションⅠＡ，コミュニケーションⅠＢ，コミュニケーショ

ンⅡＡ，コミュニケーションⅡＢの授業科目を示す。
　　・…コミュニケーションⅢは，コミュニケーションⅢＡ，コミュニケーションⅢＢ，コミュニケーション

ⅢＣの授業科目を示す。
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２．外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて

　広島大学通則（以下「通則」という。）第30条第１項及び第31条第２項に規定するその
他文部科学大臣が別に定める学修のうち，実用英語技能検定，TOEFL（R）及びTOEIC（R）
の検定試験等による単位認定については，次のとおり取り扱うものとする。

　（1）認定の対象となる外国語技能検定試験等
　　①　実用英語技能検定試験（英検）
　　②　TOEFL（R）テスト
　　③…　TOEIC（R）公開テスト及び広島大学外国語教育研究センターが認める TOEIC

（R）IP テスト

　（2）認定授業科目及び単位数
　　①　実用英語技能検定試験（英検）

　　②　TOEFL（R）テスト

　　③…　TOEIC（R）公開テスト及び広島大学外国語教育研究センターが認めるTOEIC（R）
IP テスト

得　点 認 定 授 業 科 目 認定単位数

860点以上
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ６単位以内

730点以上
860点未満

コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ４単位以内

級　　　位 認 定 授 業 科 目 認定単位数

１　級
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ６単位以内

準１級
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ４単位以内

得　　　　点
認定授業科目 認定単位数

Paper-Based Internet-Based

560点以上 83点以上
コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ６単位以内

520点以上
560点未満

68点以上
83点未満

コミュニケーション基礎・演習 ２単位以内
コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ ４単位以内

※…本学で実施するTOEFL…ITP（R）テストの得点は，表中の Paper-Based の得点に読み替えて
認定する。

（注）・TOEIC（R）は，TOEIC（R）…Listening…&…Reading…Test を示す。
　　・…コミュニケーション基礎は，コミュニケーション基礎Ⅰ，コミュニケーション基礎Ⅱの授業科目を示

す。
　　・…コミュニケーション演習は，コミュニケーション演習Ⅰ，コミュニケーション演習Ⅱの授業科目を示

す。
　　・…コミュニケーションⅠ・Ⅱは，コミュニケーションⅠＡ，コミュニケーションⅠＢ，コミュニケーショ

ンⅡＡ，コミュニケーションⅡＢの授業科目を示す。
　　・…コミュニケーションⅢは，コミュニケーションⅢＡ，コミュニケーションⅢＢ，コミュニケーション

ⅢＣの授業科目を示す。
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　（3）単位認定の申請方法及び範囲
　　①…　入学前に所定の級位又は点数を得た者で，通則第31条第２項の規定に基づき単位

認定を受けようとするものは，広島大学既修得単位等の認定に関する細則に定める
既修得単位等認定願に代えて，外国語技能検定試験等による単位認定申請書（指定
様式）に，原則として認定証又は得点証明書の原本を添えて，所属する学部に申請
する。

　　②…　入学後に所定の級位又は点数を得た者で，通則第30条第１項の規定に基づき単位
認定を受けようとするものは，各セメスターの授業開始後２週間以内に，外国語技
能検定試験等による単位認定申請書に，原則として認定証又は得点証明書の原本を
添えて，所属する学部に申請する。

　　③　申請時に単位を修得していない授業科目についてのみ，申請を認める。
　　④　認定は単位のみとし，成績評価は付さない。
　　⑤　各授業科目の認定単位数は，１単位を限度とする。
　　⑥…　申請の際現に履修登録している授業科目の認定を希望する場合は，当該授業科目

の登録内容の変更について，「単位不要」又は「履修取消」のいずれかから選択する。

　（4）適用
　　①　この取扱いは，平成29年度の入学生から適用する。
　　②…　平成28年度以前に入学した学生の外国語技能検定試験等による単位認定の取扱い

については，この取扱いの規定にかかわらず，なお従前の例による。
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情報メディア教育研究センター西分室
　準備室　西図書館２階
　事務室　西図書館３階
　マルチメディアフロア　西図書館３階
外国語教育研究センター事務室　総合科学部Ｊ棟２階

北
グ
ラ
ン
ド

西
グ
ラ
ン
ド

南グランド

Ⅷ．配置図等

１．東広島キャンパス配置図

歯科診療所

本部

学内保育園

保育園

情報科学部
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情報メディア教育研究センター西分室
　準備室　西図書館２階
　事務室　西図書館３階
　マルチメディアフロア　西図書館３階
外国語教育研究センター事務室　総合科学部Ｊ棟２階

北
グ
ラ
ン
ド

西
グ
ラ
ン
ド

南グランド

Ⅷ．配置図等

１．東広島キャンパス配置図

歯科診療所

本部

学内保育園

保育園

情報科学部
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教育推進グループ教養教育担当
総合科学研究科支援室学生支援担当

情報メディア教育研究センター西分室
準… 備… 室（２階）
事… 務… 室（３階）
マルチメディアフロア（３階）

２．総合科学部付近配置図

馬
木
八
本
松
線 広大西口
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EV…エレベーター

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ

３．総合科学部講義室配置図

Ｋ ２ 0 1
CALL教室

CALL教室

入口
入口

入口

３．総合科学部講義室配置図

Ｋ 1 1 1
講 義 室

Ｋ 1 1 ２
講 義 室
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EV…エレベーター

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ

３．総合科学部講義室配置図

Ｋ ２ 0 1
CALL教室

CALL教室

入口
入口

入口

３．総合科学部講義室配置図

Ｋ 1 1 1
講 義 室

Ｋ 1 1 ２
講 義 室
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西講義棟（Ｊ）

Ｊ２０２
外 国 語 教 育
研究センター
長室・事務室

身障者用トイレ

CALL 教室

Ｊ２０３
外 国 語 教 育
研究センター
支 援 室

入口
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Ｈ 1 1 0
ゼミ室Ⅱ

Ｈ 1 0 9
ゼミ室Ⅰ

Ｈ 2 1 1
アクセシビリティセンター
研究 /実験室

万有引力
実 験 室

Ｘ線実験
準 備 室

Ｈ 1 0 ６

化学実験
準 備 室

Ｈ 1 0 ４ 物理学

学生実験棟（Ｈ）

入口
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Ｈ 1 1 0
ゼミ室Ⅱ

Ｈ 1 0 9
ゼミ室Ⅰ

Ｈ 2 1 1
アクセシビリティセンター
研究 /実験室

万有引力
実 験 室

Ｘ線実験
準 備 室

Ｈ 1 0 ６

化学実験
準 備 室

Ｈ 1 0 ４ 物理学

学生実験棟（Ｈ）

入口
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事務棟（Ｍ）

総合科学研究科支援室
（運営支援担当）

室長室

身障者用トイレ

身障者用
トイレ

拾得物棚

証明書自動発行機

レポートBOX教育推進グループ
教養教育担当

総合科学研究科支援室
（学生支援担当）

多目的室

研究科長室

客 員 教 員
控　　　室

入口

入口

客 員 教 員
控　　　室
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掲示板（東講義棟K２階）拡大図

① 一般情報
② 講義情報

※…なお，教養教育科目の休講・補講・期
末試験日程等の講義情報は，掲示では
なく「My…もみじ」で通知します。
　…詳しくは p. 教養16「学生情報の森　
もみじについて」を見てください。

４．教養教育に関する掲示板位置図（東広島キャンパス）

馬
木
八
本
松
線

広大西口

入
口
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掲示板（東講義棟K２階）拡大図

① 一般情報
② 講義情報

※…なお，教養教育科目の休講・補講・期
末試験日程等の講義情報は，掲示では
なく「My…もみじ」で通知します。
　…詳しくは p. 教養16「学生情報の森　
もみじについて」を見てください。

４．教養教育に関する掲示板位置図（東広島キャンパス）

馬
木
八
本
松
線

広大西口

入
口
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５．東千田キャンパス配置図

東千田キャンパス配置図
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東千田総合校舎 ･東千田校舎（Ｓ棟・Ａ棟）

① ③

東千田総合校舎・東千田校舎（S棟・A棟）

女子トイレ

EV

３０５演習室
（第５演習室）

男子トイレ

【東千田校舎】
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教員室
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４０４講義室 ４０３講義室

証明書 
自動発行機 

グループ学習室 

客員教員
控室

S114会議室

S113会議室
教員等控室

マネジメント専攻
心理実験室
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東千田総合校舎 ･東千田校舎（Ｓ棟・Ａ棟）

① ③

東千田総合校舎・東千田校舎（S棟・A棟）

女子トイレ

EV

３０５演習室
（第５演習室）

男子トイレ

【東千田校舎】

３Ｆ

教員室

金融庁
連携講座

放送大学

EV

【東千田校舎】

法務研究科院生自習室２

EV

教員室

法学部
夜間主ｺｰｽ主任室

会議室

教員室

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
専攻長室

教員室
②

２Ｆ

【東千田校舎】

教員室

【東千田総合校舎】

第３
演習室

教員室

資料室

教員室

東千田地区支援室

図書館
（東千田図書館）

女子トイレ

共用
講義室１

リーガル・サービ
ス・センター

（法律
相談
室）

教員室

EV

【東千田総合校舎】

１Ｆ

【東千田校舎】

２０７
講義室

身障者用
トイレ

▲

法務研究科長室

男子トイレ

ＥＶ

▲

教員室

教員室

第９
演習室

広島大学

校友会東

千田事務

室

非常勤
講師室

教員室 教員室

教員室

教員室

マネジメント

研究センター

女子
トイレ

教員室

男子トイレ

２０６
講義室

２０５
講義室

地域経済
システム
研究

センター

第２演習室

第１演習室

身障者用
トイレ

法務研究科
院生自習室１

女子トイレ

教員室

第４
演習室 ４０２講義室

（双方向・ＡＶ講義室）

教員室

教員室

身障者用
トイレ

教員室 教員室

２０８
講義室

女子トイレ

３０２講義室

ロッカー室

女子
トイレ

男子トイレ

４０５演習室
（第６演習室）

器
具
庫

女子トイレ

EV

男子トイレ

５Ｆ

放送大学

EV

５０１講義室
（双方向・ＡＶ講義室）

【東千田校舎】

男子トイレ
３０４講義室 教員室

体　育　室

６Ｆ

教員室

男子
更衣室

男子トイレ

ＥＶ

４Ｆ

経済学部
夜間主ｺｰｽ
主任室

５０３演習室
（第７演習室）

女子
更衣室

【東千田校舎】

４０４講義室 ４０３講義室

証明書 
自動発行機 

グループ学習室 

客員教員
控室

S114会議室

S113会議室
教員等控室

マネジメント専攻
心理実験室
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東千田未来創生センター（Ｍ棟）

１Ｆ ２Ｆ

３Ｆ ４Ｆ

東千田未来創生センター（Ｍ棟）

男子
トイレ

EVEV

EVEV

女子
トイレ

男子
トイレ

女子
トイレ

女子
トイレ

男子
トイレ

男子
トイレ

保健管理センター
東千田分室

教員控室

プロジェクト
ルーム3-1

ミーティング
ルーム4-1

ミーティング
ルーム4-2

ミーティング
ルーム4-3

ミーティング
ルーム4-4

M302
講義室

M301
講義室

ミーティング
ルーム3-1

ミーティング
ルーム3-2

プロジェクト
ルーム3-3

プロジェクト
ルーム3-2

プロジェクト
ルーム4-2

プロジェクト
ルーム4-1

プロジェクト
ルーム4-6

プロジェクト
ルーム4-5

プロジェクト
ルーム4-4

ミーティング
ルーム4-6

M401
講義室

M402
講義室

プロジェクト
ルーム4-3

ミーティング
ルーム4-5

女子
トイレ

M304
講義室

M303
講義室

ミーティング
ルーム3-3

BIBLA Senda 計算機室1

M201
講義室

M202
講義室

M203
講義室

M204
講義室

グループワーク室

身障者用
トイレ
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文章中にノンブルあるので注意すること！（１か所）

所属学部 教務担当窓口 電話番号 E-mail アドレス

医 学 部 霞地区運営支援部
学生支援グループ医学部担当 082-257-5049 kasumi-gaku-m@office.hiroshima-u.ac.jp

歯 学 部 霞地区運営支援部
学生支援グループ歯学部担当 082-257-5614 kasumi-gaku-d@office.hiroshima-u.ac.jp

薬 学 部 霞地区運営支援部
学生支援グループ薬学部担当 082-257-5777 kasumi-gaku-p@office.hiroshima-u.ac.jp

所属学部 教務担当窓口 電話番号 E-mail アドレス
法 学 部
夜間主コース

東千田地区支援室
法学部夜間主コース担当 082-542-6998

senda-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
経 済 学 部
夜間主コース

東千田地区支援室
経済学部夜間主コース担当 082-542-6961

所属学部 教務担当窓口 電話番号 E-mail アドレス

総合科学部

総合科学研究科支援室
総合科学科担当 082-424-6315

souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
総合科学研究科支援室
国際共創学科担当 082-424-7988

文 学 部 文学研究科支援室
学士課程担当 082-424-6613 bun-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

教 育 学 部 教育学研究科支援室
学士課程担当 082-424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

法 学 部
昼間コース

社会科学研究科支援室
法学部担当 082-424-7215

syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
経 済 学 部
昼間コース

社会科学研究科支援室
経済学部担当 082-424-7217

理 学 部 理学研究科支援室
学士課程担当 082-424-7317 ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

工 学 部 工学研究科支援室
工学部担当 082-424-7524 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

生物生産学部 生物圏科学研究科支援室
学士課程担当 082-424-7915 sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

情報科学部 工学研究科支援室
情報科学部担当 082-424-7611 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

教育推進グループ教養教育担当 082-424-4218 gsyugaku-group@office.hiroshima-u.ac.jp

６．教養教育担当及び各学部学生支援担当の連絡先

　教養教育科目の履修に関する質問・相談は，教育推進グループ教養教育担当及び東千田
地区支援室で受け付けています。また，学部が定める履修基準などに関する質問・相談に
ついては，所属学部の学生支援担当に相談してください。
　なお，E-mail を送るときには，必ず学生番号と名前を書いてください。

東広島キャンパス（東広島市）� 受付時間：（月～金）８時30分～17時15分

※教育推進グループ教養教育担当は総合科学部事務棟１階（場所は p. 教養39参照）にあります。

霞キャンパス（広島市）� 受付時間：（月～金）８時30分～17時15分

東千田キャンパス（広島市）� 受付時間：（月～金）12時30分～21時15分
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１ 諸手続について 
 

 

１. 各種手続について 

以下の各項目については，事前の届出や所定の様式による手続等が必要ですので，注意してく

ださい。なお，不明な点は医学部学生支援グループ（082-257-5049）に問い合わせてください。 

 

① 履修登録等 

授業を受けるためには，各学期始めに広島大学学生情報の森「もみじ」を利用して履修登録を

しなければなりません。＜広島大学学生情報の森「もみじ」は，本学の学生向けの情報を集めた

ポータルサイトです。＞ 

履修に関する各種の相談及び質問等は，医学部学生支援グループ窓口で対応します。 

  

② 休学願 

疾病その他の事故等（やむを得ない事由）により休学する場合は，休学願を提出して学部長の

許可を得なければなりません。休学願を提出する際は，事前にチューターや学生支援グループに

相談してください。（休学開始の時期や期間によって修業年限，授業料，奨学金等にも影響があり

ます。） 

なお，休学は真にやむを得ない事由による場合に認められるもので，安易な休学はできません。 

 

③ 復学願 

休学期間中に，その事由が消滅し修学を再開する場合には，復学願を提出して学部長の許可を

受けなければなりません。 

 

④ 欠席届 

病気その他の事由により，やむを得ず授業を欠席する場合は，欠席届を提出して授業担当教員

の承認を得なければなりません。 

なお，広島大学では「公欠」制度はありません。また，欠席届の提出をもって出席の扱いにな

るものでもありません。 

 

⑤ 退学願 

退学を希望する場合は，退学願を提出して学長の許可を受けなければなりません。この場合，

納入すべき授業料等が完納されていない場合には退学は許可されず，また，納入しない場合は除

籍となりますので注意してください。 

 

⑥ 留学願 

外国の大学又は短期大学等で学修しようとするときは，所定の願書を提出して，学長の許可を

受けなければなりません。 

 

⑦ 事件・事故報告書 

学生生活において，何らかの事件や事故にまきこまれた場合は，必ず学生支援グループ窓口（医

学部担当）に届け出てください。（次々ページの「事件・事故発生時の対応マニュアル」参照） 

 

⑧ 集会・行事届 

学生が，課外活動等で集会や大きな行事をする場合は，集会・行事届を提出しなければなりま

せん。 

 

⑨ その他 

・入学時に学生情報シートで届け出た内容に変更等（住所・電話番号の変更，改姓，保証人の変

更など）が生じた場合は，速やかに届け出をしなければなりません。 

・国家試験対策等の勉強やサークル活動等で講義室の使用や物品の借用もできますので，学生支

援グループ窓口（医学部担当）へ相談してください。 
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２.医学部に在籍する学生の父母等が死亡した場合の連絡について 

医学部に在籍する学生の父母，配偶者又は子が死亡した場合には，学生支援グループ（医学部

担当）へ連絡してください。 

連絡先：学生支援グループ（医学部担当） 

電話(082）257－5049 又は 5050 

 

３.各種証明書の交付について 

① 卒業見込証明書，学業成績証明書，在学証明書，学割証及び健康診断書（健康診断の結果，

異常のある者を除く）については，証明書自動発行機を利用して取得してください。 

    なお，その他の証明書を必要とする場合は，学生支援グループ窓口の交付願簿に記入して請

求してください。 

 

  ② 学業成績表について 

    各学期の学業成績表は，各自オンラインで確認することができます。 

    なお，前期分の学業成績は 10 月の初めに，後期分の成績は次年度の 4月初めにそれぞれ確認

できます。 

 

 

学業成績の送付について 

 

本学では，平成 16 年度入学生から学部学生のご父母様等に対して，前年度までの単位修得状

況及び当該年度前期の履修届を提出されている科目について入学翌年度から毎学年度の5月末を

目途にお知らせすることとしています。 

送付先については，「学生情報シート」により届けられた「父母等の連絡先」となっています

ので，転居等により「父母等の連絡先」が変更した場合は，速やかに届け出てください。 
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事件・事故発生時の対応マニュアル 
 
 

◎事件・事故が起きたら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

◎事件・事故後の対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交通違反等を犯すと国家試験に合格しても免許を受けることができなくなることが 

あるので注意すること！ 

 
<覚書> 

チューター（指導教員） 

氏    名 
連     絡     先 

 
 
 

（TEL）                         

事 件 事 故 

警察へ通報 

(110 番) 

けが人救助 
救急車へ連絡 

チューター・学生支援室 
（学生支援グループ）へ 

連 絡 ・ 相 談 

被害者への見舞い
保険会社へ連絡 

事件・事故報告書 

学生支援室へ提出 

(082) 

257-5049 

119番通報 

様式は次頁に 
掲載 
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事 件 ・ 事 故 報 告 書 
                           平成  年  月  日届出 

（ ふ り が な ） 

氏      名 
 学部・学科 

（学生番号） 
  
（                     ） 

現 住 所 
                              電話番号              

               携帯電話             

帰 省 先 
電話番号            

チューター氏名 
（指導教員氏名） 

 

発 生 日 時 平成   年   月   日  午前・午後    時   分頃 

場 所  

相 手 氏 名 
( 住 所 ・ 電 話 等 ) 

 

事件・事故の概要（ケガの程度・傷病名・病院名等を含め，簡潔に記入すること。） 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

発生原因（具体的に記入すること。 例：アルバイトによる疲労から居眠り運転など） 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

その他（運転免許取得年月日等） 
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２「賞罰」及び「除籍」について 

 
＜学長表彰＞ 

  ○ 本学では，学生が表彰に値する行為があるときは，学部長の推薦をもとに学長が表彰をするこ

とがあります。 
 
  ○ 表彰の対象は，次のとおりとなっています。 
  （１）学術研究活動において特に顕著な業績を挙げたと認められる者 
  （２）課外活動において特に優秀な成績をおさめ，課外活動の振興に功績があったと認められる者 
  （３）社会活動において特に顕著な功績を残し，社会的に高い評価を受けたと認められる者 
  （４）その他前3号と同等以上の表彰に値する行為があったと認められる者 
  
  
＜懲戒について＞ 

 ○ 学生が本学の諸規則に違反し，学内の秩序を乱し，その他学生の本分に反する行為をしたとき

は，懲戒処分となります。 
 
 ○ 懲戒の種類は，「訓告」，「停学」及び「退学」です。 

（ここでいう退学は，「自主退学」ではなく「強制退学」です。） 
 
 ○ 専門教育科目の期末試験等において不正行為を行った者は，その期に履修している専門教育科

目の全てを「不可」とするとともに，「広島大学学生懲戒指針」により懲戒処分を行います。 
 
 
＜除籍について＞ 

 ○ 除籍の対象となる事由は次のとおりです。 
 （１）入学料免除を不許可とされた者又は半額免除を許可された者であって，納付すべき入学料を

納付しない者 
 （２）所定の在学年限に達して，なお卒業の認定を得られない者 
 （３）授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者 
 

  ○ 上記（３）については，授業料を滞納し年度末までになお納めない者は，3月31日をもって除

籍になりますので注意してください。 
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３ 学生生活注意事項について 

 
＜諸書類の提出期限厳守について＞ 

   在学中に学生として提出をしなければならない届出や願出等の書類は，相当多数にのぼります。

これらは，その都度提出期限が指定されておりますので，期限を経過したものについては原則とし

て受理されません。 
   もし，不注意により重要な書類の提出を怠ったり，提出期限を経過したりすれば，場合によって

は卒業できなくなることもあり得ますので，提出期限は厳守してください。 
 
＜奨学金＞ 

１． 日本学生支援機構 
日本学生支援機構は，優れた学生で経済的理由により修学に困難がある人に対し，学資の貸与

を行うことにより，国家及び社会に有意な人材を育成するとともに，教育の機会均等を図ること

を目的とする機関です。 
貸与された奨学金は，卒業後返還することになりますが，返還金は後輩の奨学金として再び活

用する仕組みになっています。 
奨学金を希望する人は，自分の生活設計に基づき，奨学金の種類，申込条件，返還方法を十分

考えて申し込んでください。 
（１）奨学金の種類及び貸与月額（平成31年度入学者の貸与額） 

① 第一種奨学金《無利子貸与》 
・学部生－自宅 20,000円，30,000円または45,000円  

自宅外 20,000円，30,000円，40,000円または51,000円 
・大学院生－修士・博士前期課程  50,000円または88,000円 

  博士後期課程，博士医・歯・獣医学課程  80,000円または122,000円 
② 第二種奨学金《有利子貸与》 

貸与月額は，年収の区分に対応する月額の中から申込希望者が選択します。なお，卒業後

の利率は年利3％を上限として変動します。 
     【選択できる貸与月額】 
      学部生－20,000万円～120,000万円（10,000万円単位）から選択 
      大学院生－50,000円，80,000円，100,000円，130,000円，150,000円 
  （２）貸与期間 
     原則として標準修業年限の終期までです。 
  （３）募集時期，出願の方法，採用決定及び奨学金の交付等 
     定期採用については，その都度「もみじ」の奨学金のホームページに掲示します。 
     なお，家計急変，災害等で学資に困った時は，臨時に出願できる場合がありますので，学生

支援グループ窓口に問い合わせてください。 
  （４）奨学生の心得 
     学業成績が不振であったり，性行の状況が奨学生として適当でないと認められるときは，奨

学金の交付が打ち切られます。また，家計が好転したときは，奨学金を辞退してもらうことに

なります。 
（５）奨学金の返還方法 
   奨学生は卒業・修了あるいは退学するときに所定の返還誓約書を提出しなければなりません。

その際，今後の返還方法を月賦，月賦・半年賦併用の中から選択します。貸与が終了してから6
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か月経過した後，定められた期間内に，ゆうちょ銀行，銀行，信用金庫又は労働金庫の口座振

替によって返還することになります。 
（６）返還猶予 
   奨学生が，卒業・修了後，上級校へ進学した場合，あるいは疾病等で返還が困難と認められ

た場合は，返還が猶予されます。 
２．その他各種育英団体 

   各種育英事業団体は，全国に600団体以上ありますが，設立の趣旨並びに取扱要領（出願資格，

手続，交付方法等）は，それぞれの団体によって異なっています。大学を通して募集するものは，

ほとんどが 4 月～6 月の間ですので，常に「もみじ」の奨学金のホームページの掲示に注意し，

手続を行ってください。 
 

＜学割証について＞ 

   学割証は，年間（4 月～翌年 3 月）20 枚を限度として使用でき，取得は証明書自動発行機を利用

することになります。他人の名義を使用したり，身分，氏名を偽り又は有効期限を経過したものを

使用することはできません。 
 
＜学生の教室使用について＞ 

   授業又は公務に支障のない限り，学生は，研究その他の集会のため本学部の教室等を使用するこ

とができます。使用する場合は所定の用紙で学生支援グループ窓口へ申し込んでください。 
 
＜学生用ロッカールームについて＞ 

   授業中における着替えその他荷物などを保管できるよう，学生各人にロッカーを提供しています

ので，自主的に管理・使用してください。 
   ロッカーの使用にあたっては，特に火災予防，盗難予防を心がけてください。 
 
＜霞体育館の使用について＞ 

  （１）霞体育館では次の施設が利用できます。 
    ①体育場（バスケットボール，バレーボール，バドミントン，卓球） ②音楽練習室 ③格技

場（柔道，剣道，合気道，少林寺拳法） ④卓球場 ⑤団体連絡室 7 室 ⑥器具庫，倉庫 6 室 

⑦会議室 ⑧印刷室 
    ①～⑥は長期使用施設，⑦⑧は短期使用施設です。 

（２）霞体育館の使用は原則として，日曜日，祝祭日，12 月 28 日～1 月 4 日以外の日で午前 9 時

～午後9時までです。 
（３）長期使用施設の使用については，使用する団体連名で，所定の用紙に記入のうえ学生支援グ

ループ窓口で手続きしてください。 
  （４）短期使用施設の使用については，使用の都度，所定の用紙に記入のうえ学生支援グループ窓

口で手続きしてください。 
  （５）体育館は平日の正午～午後 1 時と，土曜日正午～午後 3 時の時間帯を職員に開放しますので

使用希望者は，学生支援グループ窓口で，鍵を受け取り，使用後は同窓口（土曜日は基礎棟警

備員室）に返却してください。 
  （６）霞体育館を特別な行事に使用したい場合は，使用の 3 日前までに所定の用紙により所属部局

の事務部を通じて学生支援グループ窓口へ申し込んでください。 
  （７）その他霞体育館については，学生支援グループ窓口で相談してください。 
   ＊ 霞体育館を使用する際は，1階ホールに掲示してある使用心得を遵守してください。 
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４ 国家試験について 
 

（１） 医師国家試験について 

医師を志望する者は，医師国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなければなりませ

ん。医師国家試験は，臨床上必要な医学及び公衆衛生学に関し，医師として有すべき知識及び

技能について例年 2月に実施されます。 

受験資格は，学校教育法に基づく大学において医学の課程を卒業した者となっており，本学

部医学科卒業予定者は，出願することができます。 

試験については，7 月の官報に公告され，出願手続等については，学内掲示板や電子掲示板

でお知らせします。 

 

（２）看護師国家試験について 

看護師を志望する者は，看護師国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなければなり

ません。看護師国家試験は，看護師として必要な知識，技能について例年 2月に実施されます。 

受験資格は，本学保健学科看護学専攻の卒業に必要な単位を取得すれば得ることができます。 

試験については，例年 8 月の官報に公告され，出願手続等については，学内掲示板や電子掲

示板でお知らせします。 

 

（３）保健師国家試験及び受験資格について 

保健師を志望する者は，保健師国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなければなり

ません。保健師国家試験は，保健師として必要な知識，技能について例年 2月に実施されます。 

受験資格は，本学保健学科看護学専攻の卒業に必要な単位に加え，指定の保健師国家試験資

格取得に必要な科目を修得することにより得ることができます。 

試験については，例年 8 月の官報に公告され，出願手続等については，学内掲示板や電子掲

示板でお知らせします。 

 

（４）助産師国家試験及び受験資格について 

助産師を志望する者は，助産師国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなければなり

ません。助産師国家試験は，助産師として必要な知識，技能について例年 2月に実施されます。 

受験資格は，本学保健学科看護学専攻の卒業に必要な単位に加え，指定の助産師国家試験資

格取得に必要な科目を修得することにより得ることができます。 

試験については，例年 8 月の官報に公告され，出願手続等については，学内掲示板や電子掲

示板でお知らせします。 

  

（５）理学療法士国家試験について 

理学療法士を志望する者は，理学療法士国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなけ

ればなりません。理学療法士国家試験は，理学療法士として必要な知識，技能について例年 2

月に実施されます。 

受験資格は，本学保健学科理学療法学専攻の卒業に必要な単位を取得すれば得ることができ

ます。 

試験については，例年 9 月の官報に公告され，出願手続等については，学内掲示板や電子掲

示板でお知らせします。 

 

（６）作業療法士国家試験について 

作業療法士を志望する者は，作業療法士国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなけ

ればなりません。作業療法士国家試験は，作業療法士として必要な知識，技能について例年 2

月に実施されます。 

受験資格は，本学保健学科作業療法学専攻の卒業に必要な単位を取得すれば得ることができ

ます。 

試験については，例年 9 月の官報に公告され，出願手続等については，学内掲示板や電子掲

示板でお知らせします。 

 

※ 各国家試験において，罰金以上の刑に処せられた者については，免許が発行されないことがあ

るので注意してください。 
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５ 保健管理センターについて 
 

 

  保健管理センターは，本学の学生と教職員の体と心の健康をサポートし，疾病予防や健康増進を

図ることを目的とした全学的施設であり，学生の諸々の悩みについての相談に応じています。 

 

【主な業務内容】 

 （１）定期健康診断 

    定期健康診断は，原則 4 月に実施されます。健康管理の一貫として，毎年必ず受診してくだ

さい。日時や場所は，学内掲示板や電子掲示板等でお知らせします。なお，随時の健康診断は

行わないので注意してください。 

    また，定期健康診断の受診者には健康診断証明書等を発行しますが，未受信者には発行でき

ません。再検査未受診の場合も発行できないことがありますので，必ず定期健康診断を受診し

てください。 

 

 （２）相談，診療等 

   １）健康・保健相談 

      医師または看護師が健康管理全般にわたって，相談に応じます。 
 
   ２）内科診療 

      内科医が診療します。内科以外でも体に異常や不安を感じることがあれば，情報提供や

助言，必要に応じて，外部医療機関を紹介します。 
 
   ３）応急処置 

      ケガに対しての応急処置を行います。場合により，専門医への紹介を行います。体調不

良の場合は，休養室で休むこともできます。 
 
   ４）カウンセリング・学生相談（予約制） 

      カウンセラー（臨床心理士）が相談に応じます。心身の不調や人間関係，自分の性格，

進路の相談などで悩んでいる方は，利用してください。 
 
   ５）メンタルヘルス（精神科相談・診療）（予約制） 

      精神科医が精神面での健康相談に応じます。「やる気がでない」「体がだるい」「眠れない」

「不安でしょうがない」「緊張する」などの症状で悩んでいる方は利用してください。 
 

６）婦人科健康相談（予約制） 

      女性婦人科医が相談に応じます。 
 
   ７）泌尿器科健康相談（予約制） 

      泌尿器科医が相談に応じます。 
 
   ８）歯科健康相談（予約制） 

 

 

【留意事項】 

１．予約制のものは随時予約を受け付けています。電話，メール，もしくは直接来室して予約して

ください。 

２．健康診断証明書は，証明書自動発行機でも発行できます。発行できない場合は，保健管理セン

ターで申し込んでください。 

  

※ 詳しくは保健管理センターホームページをご覧ください。 

     URL：http://home.hiroshima-u.ac.jp/health/ 
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し
，
医
学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科

及
び
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は
，
6
年
と
す
る
。
 

第
5
条
 
第

52
条
の

2
に
規
定
す
る
本
学
の
科
目
等
履
修
生
と
し
て
，
一
定
の
単
位
を
修
得

し
た
者
が
本
学
に
入
学
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
当
該
学
部
の
教

育
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
修
得
し
た
単
位
数
そ
の
他
の
事
項

を
勘
案
し
て
学
部
が
定
め
る
期
間
を
修
業
年
限
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，

そ
の
期
間
は
，
当
該
学
部
の
修
業
年
限
の

2
分
の

1
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(在
学
年
限
) 

第
6
条
 
本
学
の
学
部
(医

学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
，
薬
学
部
薬
学
科
及
び
工
学
部
を

除
く
。
)の

在
学
年
限
は
，
8
年
と
す
る
。
 

2 
医
学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
及
び
薬
学
部
薬
学
科
の
在
学
年
限
は
，
12

年
と
す
る
。
 

3 
工
学
部
の
在
学
年
限
は
，
6
年
と
す
る
。
 規
則

2

○
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
) 

広
島
大
学
通
則
 

目
次
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1
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総
則
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条
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第
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条
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第
2
章
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学
(第
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条
－
第
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条
) 
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章
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課
程
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－
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条
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章
 
他
の
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学
等
に
お
け
る
授
業
科
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の
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修
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－
第

31
条
) 

第
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章
 
休
学
及
び
退
学
(第

32
条
－
第

35
条
) 

第
6
章
 
転
学
部
，
転
学
科
及
び
転
学
(第

36
条
－
第

38
条
) 

第
7
章
 
賞
罰
及
び
除
籍
(第

39
条
－
第

43
条
) 

第
8
章
 
卒
業
及
び
学
位
の
授
与
(第

44
条
－
第

46
条
) 

第
9
章
 
授
業
料
(第

47
条
－
第

51
条
) 

第
10

章
 
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
及
び
外
国
人
特
別
学
生
等
(第

52
条
－
第

54
条
) 

第
11

章
 
厚
生
施
設
等
(第

55
条
・
第

56
条
) 

附
則
 第

1
章
 
総
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
通
則
は
，
広
島
大
学
学
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1
号
)第

18
条
の
規

定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
の
学
生
の
修
学
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
科
，
類
及
び
コ
ー
ス
) 

第
2
条
 
本
学
の
学
部
に
，
次
の
学
科
又
は
類
を
置
く
。
 

総
合
科
学
部
 

総
合
科
学
科
 

国
際
共
創
学
科
 

文
学
部
 

人
文
学
科
 

教
育
学
部
 

第
一
類
(学

校
教
育
系
) 

第
二
類
(科

学
文
化
教
育
系
) 

第
三
類
(言

語
文
化
教
育
系
) 

第
四
類
(生

涯
活
動
教
育
系
) 

第
五
類
(人

間
形
成
基
礎
系
) 

法
学
部
 

法
学
科
 

経
済
学
部
 

経
済
学
科
 

理
学
部
 

数
学
科
 

物
理
学
科
 

化
学
科
 

規
則

1

―規則� ―2



(6
) 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
 

(7
) 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
(平

成
17

年
文
部
科
学
省
令
第

1
号
)に

よ
る
高

等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
(同

規
則
附
則
第

2
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
(昭

和
26

年
文
部
省
令
第

13
号
)に

よ
る
大
学
入
学
資
格

検
定
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
) 

(8
) 

学
校
教
育
法
(昭

和
22

年
法
律
第

26
号
)第

90
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入

学
し
た
者
で
あ
っ
て
，
本
学
に
お
い
て
，
大
学
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し

い
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
 

(9
) 

本
学
に
お
い
て
，
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
，
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同

等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
，
18

歳
に
達
し
た
も
の
 

(入
学
出
願
手
続
) 

第
12

条
 
本
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
は
，
所
定
の
期
間
内
に
，
検
定
料

17
,0
00

円
(夜

間

主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

10
,0
00

円
)を

納
付
の
上
，
別
に
定
め
る
書
類
(以

下
「
出
願
書
類
」

と
い
う
。
)を

本
学
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
第

13
条
に
規
定
す
る
入
学
試
験
に
お
い
て
，
出
願
書
類
等
に
よ
る
選
抜
(以

下
「
第

1
段

階
目
の
選
抜
」
と
い
う
。
)を

行
い
，
そ
の
合
格
者
に
限
り
学
力
検
査
そ
の
他
に
よ
る
選
抜

(以
下
「
第

2
段
階
目
の
選
抜
」
と
い
う
。
)を

行
う
場
合
の
検
定
料
の
額
は
，
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
，
第

1
段
階
目
の
選
抜
に
係
る
額
は

4,
00
0
円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て

は
2,
20
0
円
)と

し
，
第

2
段
階
目
の
選
抜
に
係
る
額
は

13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ

っ
て
は

7,
80
0
円
)と

す
る
。
 

3 
第

1
項
の
規
定
は
，
第

14
条
，
第

18
条
又
は
第

38
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
志
願
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
，
検
定
料
の
額
は
，
30
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ

っ
て
は

18
,0
00

円
)と

す
る
。
 

(検
定
料
の
免
除
) 

第
12

条
の

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
は
，
検
定
料
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
検
定
料
の
免
除
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(入
学
試
験
) 

第
13

条
 
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
，
入
学
試
験
を
行
う
。
 

2 
前
項
の
入
学
試
験
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(学
士
入
学
及
び
再
入
学
) 

第
14

条
 
本
学
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
選
考
の
上
，
学
士
入
学
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

本
学
の
一
の
学
部
を
卒
業
し
て
，
更
に
同
一
学
部
の
他
の
学
科
若
し
く
は
類
又
は
他

の
学
部
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

(2
) 

他
の
大
学
の
学
部
を
卒
業
し
本
学
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

規
則

4

(学
年
) 

第
7
条
 
学
年
は
，
4
月

1
日
に
始
ま
り
，
翌
年

3
月

31
日
に
終
わ
る
。
 

(学
期
) 

第
8
条
 
学
年
は
，
前
期
及
び
後
期
の

2
期
に
分
け
，
前
期
を

4
月

1
日
か
ら

9
月

30
日
ま

で
，
後
期
を

10
月

1
日
か
ら
翌
年

3
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
各
学
期
は
，
前
半
及
び
後
半
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前
期
の
前
半
を
第

1
タ
ー
ム
，
後
半
を
第

2
タ
ー
ム
，
後
期
の
前
半
を
第

3
タ
ー
ム
，
後

半
を
第

4
タ
ー
ム
と
す
る
。
 

(休
業
日
) 

第
9
条
 
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
 

(2
) 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(昭

和
23

年
法
律
第

17
8
号
)に

規
定
す
る
休
日
 

(3
) 

春
季
休
業
 
4
月

1
日
か
ら

4
月

7
日
ま
で
 

(4
) 

夏
季
休
業
 
8
月

11
日
か
ら

9
月

30
日
ま
で
 

(5
) 

冬
季
休
業
 
12

月
26

日
か
ら
翌
年

1
月

5
日
ま
で
 

2 
学
長
は
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
，
前
項
第

3
号
か
ら
第

5
号
ま
で
の
休
業
日
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
臨
時
の
休
業
日
は
，
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
。
 

4 
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
，
前

3
項
に
定
め
る
休
業
日
に
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

第
2
章
 
入
学
 

(入
学
の
時
期
) 

第
10

条
 
入
学
の
時
期
は
，
学
年
の
始
め
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
期
の
始
め
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(入
学
資
格
) 

第
11

条
 
本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。
 

(1
) 

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
 

(2
) 

通
常
の
課
程
に
よ
る

12
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
又
は
通
常
の
課
程
以
外
の
課

程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
 

(3
) 

外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る

12
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者
で
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
も
の
 

(4
) 

専
修
学
校
の
高
等
課
程
(修

業
年
限
が

3
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
)で

文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の

を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日
以
後
に
修
了
し
た
者
 

(5
) 

文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し

た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
 

規
則

3

生
物
科
学
科
 

地
球
惑
星
シ
ス
テ
ム
学
科
 

医
学
部
 

医
学
科
 

保
健
学
科
 

歯
学
部
 

歯
学
科
 

口
腔
健
康
科
学
科
 

薬
学
部
 

薬
学
科
 

薬
科
学
科
 

工
学
部
 

第
一
類
(機

械
・
輸
送
・
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
系
) 

第
二
類
(電

気
電
子
・
シ
ス
テ
ム
情
報
系
) 

第
三
類
(応

用
化
学
・
生
物
工
学
・
化
学
工
学
系
) 

第
四
類
(建

設
・
環
境
系
) 

生
物
生
産
学
部
  

生
物
生
産
学
科
 

情
報
科
学
部
 

情
報
科
学
科
 

2 
法
学
部
及
び
経
済
学
部
は
昼
夜
開
講
制
と
し
，
昼
間
に
授
業
を
行
う
コ
ー
ス
(以

下
「
昼
間

コ
ー
ス
」
と
い
う
。
)及

び
主
と
し
て
夜
間
に
授
業
を
行
う
コ
ー
ス
(以

下
「
夜
間
主
コ
ー
ス
」

と
い
う
。
)を

置
く
。
 

(教
育
研
究
上
の
目
的
) 

第
2
条
の

2 
学
部
は
，
本
学
の
理
念
に
立
脚
し
，
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
教
育
目
標
を
明
確
に
掲

げ
る
と
と
も
に
，
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
教
育
研
究
を
通
じ
て
，
基
礎
力
と
応
用

力
を
兼
ね
備
え
た
柔
軟
性
に
富
む
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

2
 
学
部
，
学
科
，
類
等
ご
と
の
教
育
研
究
上
の
目
的
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
細
則
で
定
め
る
。
 

(収
容
定
員
) 

第
3
条
 
本
学
の
収
容
定
員
は
，
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(修
業
年
限
) 

第
4
条
 
本
学
の
修
業
年
限
は
，
4
年
と
す
る
。
た
だ
し
，
医
学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科

及
び
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は
，
6
年
と
す
る
。
 

第
5
条
 
第

52
条
の

2
に
規
定
す
る
本
学
の
科
目
等
履
修
生
と
し
て
，
一
定
の
単
位
を
修
得

し
た
者
が
本
学
に
入
学
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
当
該
学
部
の
教

育
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
修
得
し
た
単
位
数
そ
の
他
の
事
項

を
勘
案
し
て
学
部
が
定
め
る
期
間
を
修
業
年
限
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，

そ
の
期
間
は
，
当
該
学
部
の
修
業
年
限
の

2
分
の

1
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(在
学
年
限
) 

第
6
条
 
本
学
の
学
部
(医

学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
，
薬
学
部
薬
学
科
及
び
工
学
部
を

除
く
。
)の

在
学
年
限
は
，
8
年
と
す
る
。
 

2 
医
学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
及
び
薬
学
部
薬
学
科
の
在
学
年
限
は
，
12

年
と
す
る
。
 

3 
工
学
部
の
在
学
年
限
は
，
6
年
と
す
る
。
 規
則

2

○
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
) 

広
島
大
学
通
則
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履
修
生
及
び
外
国
人
特
別
学
生
等
(第

52
条
－
第

54
条
) 

第
11

章
 
厚
生
施
設
等
(第

55
条
・
第

56
条
) 

附
則
 第

1
章
 
総
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
通
則
は
，
広
島
大
学
学
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1
号
)第

18
条
の
規

定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
の
学
生
の
修
学
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
科
，
類
及
び
コ
ー
ス
) 

第
2
条
 
本
学
の
学
部
に
，
次
の
学
科
又
は
類
を
置
く
。
 

総
合
科
学
部
 

総
合
科
学
科
 

国
際
共
創
学
科
 

文
学
部
 

人
文
学
科
 

教
育
学
部
 

第
一
類
(学

校
教
育
系
) 

第
二
類
(科

学
文
化
教
育
系
) 

第
三
類
(言

語
文
化
教
育
系
) 

第
四
類
(生

涯
活
動
教
育
系
) 

第
五
類
(人

間
形
成
基
礎
系
) 

法
学
部
 

法
学
科
 

経
済
学
部
 

経
済
学
科
 

理
学
部
 

数
学
科
 

物
理
学
科
 

化
学
科
 

規
則

1
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(4
) 

入
学
料
を
納
付
し
た
者
が
入
学
手
続
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
 
そ
の
入
学
料

相
当
額
 

(編
入
学
) 

第
18

条
 
本
学
は
，
第

11
条
及
び
第

14
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
第

3
年
次
又

は
第

2
年
次
に
入
学
を
志
願
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
試
験
の
上
，
編
入
学
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

2 
編
入
学
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
3
章
 
教
育
課
程
 

(教
育
課
程
の
編
成
及
び
履
修
方
法
等
) 

第
19

条
 
本
学
の
教
育
課
程
は
，
本
学
の
理
念
に
基
づ
き
，
学
部
及
び
学
科
又
は
類
等
の
特

色
を

生
か

し
て

，
教

育
上

の
到

達
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

授
業

科
目

を
開

設
し

，

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
，
体
系
的
に
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
授
業
科
目
は
，
教
養
教
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
区
分
す
る
。
 

3 
前
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
及
び
そ
の
履
修
方
法
は
，
教
養
教
育
に
関
す
る
規
則
及
び
各

学
部
細
則
で
定
め
る
。
 

4 
教
育
課
程
の
履
修
上
の
区
分
と
し
て
，
細
目
の
区
分
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
教

養
教
育
に
関
す
る
規
則
及
び
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

5 
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(授
業
の
方
法
) 

第
19

条
の

2 
授
業
は
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
若
し
く
は
実
技
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
は
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を

高
度
に
利
用
し
て
，
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

3 
第

1
項
の
授
業
は
，
外
国
に
お
い
て
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
，

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
，
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修

さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
，
同
様
と
す
る
。
 

(単
位
数
の
計
算
の
基
準
) 

第
19

条
の

3 
各
授
業
科
目
の
単
位
数
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
1
単
位
の
授
業
科
目
を

4

5
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内
容
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
，
授
業
の
方
法

に
応
じ
，
当
該
授
業
に
よ
る
教
育
効
果
，
授
業
時
間
外
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
，

次
の
基
準
に
よ
り
単
位
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

講
義
及
び
演
習
に
つ
い
て
は
，
15

時
間
か
ら

30
時
間
ま
で
の
範
囲
で
規
則
等
(教

養

教
育
科
目
に
あ
っ
て
は
教
養
教
育
に
関
す
る
規
則
，
専
門
教
育
科
目
に
あ
っ
て
は
各
学

部
細
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)で

定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(2
) 

実
験
，
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
，
30

時
間
か
ら

45
時
間
ま
で
の
範
囲
で
規
則

等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
，
芸
術
等
の
分
野
に
お

規
則

6

(3
) 

学
校
教
育
法
第

10
4
条
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授

与
機
構
か
ら
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
本
学
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

2 
本
学
は
，
前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
を
退
学
し
同
一
学
部
に
入
学
を

願
い
出
た
者
に
つ
い
て
は
，
選
考
の
上
，
再
入
学
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

3 
前

2
項
に
よ
る
入
学
者
の
既
修
得
単
位
，
修
業
年
限
及
び
在
学
年
限
の
認
定
は
，
当
該
学

部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
行
う
。
 

(合
格
者
の
決
定
) 

第
15

条
 
入
学
を
許
可
す
べ
き
者
は
，
各
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
決
定
す
る
。
 

(入
学
手
続
) 

第
16

条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
，
別
に
定
め
る
書

類
(以

下
「
入
学
手
続
書
類
」
と
い
う
。
)を

提
出
す
る
と
と
も
に
，
入
学
料

28
2,
00
0
円

(夜
間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

14
1,
00
0
円
)を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
) 

第
16

条
の

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
は
，
入
学
料
の
全

額
又
は
半
額
を
免
除
し
，
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
別
に
定
め
る
広
島
大
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
制
度
に
よ
る

奨
学
生
(以

下
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

は
，
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

(入
学
許
可
) 

第
16

条
の

3 
学
長
は
，
第

16
条
の
入
学
手
続
を
完
了
し
た
者
(入

学
料
の
免
除
又
は
徴
収

猶
予
の
許
可
申
請
中
の
者
及
び
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
申
請
中
の
者
を
含
む
。
)に

入
学
を

許
可
す
る
。
 

(検
定
料
及
び
入
学
料
の
返
還
) 

第
17

条
 
既
納
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
納
付
し
た

者
の
申
出
に
よ
り
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
を
返
還
す
る
。
 

(1
) 

第
13

条
の
入
学
試
験
に
お
い
て
，
第

1
段
階
目
の
選
抜
を
行
い
，
第

2
段
階
目
の
選

抜
を
行
う
場
合
に
，
検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
第

1
段
階
目
の
選
抜
で
不
合
格
と
な
っ

た
と
き
 
13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

7,
80
0
円
) 

(2
) 

第
12

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
選
抜
の
出
願
の
受
付
後
に
，
検
定
料
を
納
付
し

た
者
が
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
受
験
科
目
の
不
足
等
に
よ
る
出
願
無
資
格
者
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
 
13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

7,
80
0
円
) 

(3
) 

検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
出
願
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
 
そ
の
検
定
料
相
当

額
 

規
則
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た
と
き
は
，
当
該
学
部
に
お
い
て
支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
そ
の
計
画
的
な
履
修
(以

下

「
長
期
履
修
」
と
い
う
。
)を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
長
期
履
修
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(教
育
課
程
の
修
了
) 

第
23

条
 
学
生
は
，
在
学
中
所
定
の
教
育
課
程
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
教
育
課
程
の
修
了
は
，
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
の
上
，
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
る
。
 

(教
員
の
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
の
取
得
) 

第
24

条
 
教
員
の
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
教
育
職
員
免
許

法
(昭

和
24

年
法
律
第

14
7
号
)及

び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
(昭

和
29

年
文
部
省
令

第
26

号
)に

定
め
る
所
要
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
本
学
に
お
い
て
当
該
所
要
資
格
を
取
得
で
き
る
教
員
の
免
許
状
の
種
類
等
に
つ
い
て
は
，

各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(他
学
部
等
の
授
業
科
目
の
履
修
) 

第
25

条
 
学
生
は
，
第

23
条
第

2
項
の
所
定
の
授
業
科
目
(学

部
の
学
生
を
対
象
と
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)の

ほ
か
，
他
の
学
部
，
研
究
科
，
附
置
研
究

所
，
教
育
本
部
，
全
国
共
同
利
用
施
設
及
び
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
他
学
部
等
」
と
い
う
。
）
の
授
業
科
目
(学

部
の
学
生
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)を

履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
生
が
他
学
部
等
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
及
び
当
該
他

学
部
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
) 

第
26

条
 
学
生
が
，
本
学
大
学
院
に
進
学
を
志
望
し
，
所
属
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る

と
き
は
，
学
生
が
進
学
を
志
望
す
る
研
究
科
の
長
の
許
可
を
得
て
，
当
該
研
究
科
の
授
業

科
目
(大

学
院
の
学
生
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)を

履

修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
生
が
，
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定

め
る
。
 

(教
育
内
容
等
の
改
善
の
た
め
の
組
織
的
な
研
修
等
) 

第
27

条
 
本
学
は
，
授
業
の
内
容
及
び
方
法
の
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織
的
な
研
修
及
び
研

究
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
4
章
 
他
の
大
学
等
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
 

(学
生
交
流
) 

第
28

条
 
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
前
項
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
，
当
該

学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
 

規
則

8

け
る
個
人
指
導
に
よ
る
実
技
の
授
業
に
つ
い
て
は
，
規
則
等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を

も
っ
て

1
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(3
) 

一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
又
は
実
技
の
う
ち
二
以
上

の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
，
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
応
じ
，
前

2
号

に
規
定
す
る
基
準
を
考
慮
し
て
規
則
等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す

る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
卒
業
論
文
，
卒
業
研
究
，
卒
業
制
作
等
の
授
業
科
目
に
つ

い
て
は
，
こ
れ
ら
の
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
，
こ
れ
ら
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
，
単
位
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

(単
位
の
授
与
) 

第
19

条
の

4 
一
の
授
業
科
目
を
履
修
し
た
者
に
対
し
て
は
，
試
験
及
び
出
席
状
況
に
よ
り

所
定
の
単
位
を
与
え
る
。
た
だ
し
，
前
条
第

2
項
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
の

定
め
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(授
業
科
目
の
成
績
評
価
) 

第
19

条
の

5 
授
業
科
目
の
成
績
の
評
価
は
，
秀
，
優
，
良
，
可
及
び
不
可
の

5
段
階
と
し
，

秀
，
優
，
良
及
び
可
を
合
格
，
不
可
を
不
合
格
と
す
る
。
 

(履
修
科
目
の
登
録
の
上
限
) 

第
20

条
 
学
生
が
各
年
次
に
わ
た
っ
て
適
切
に
授
業
科
目
を
履
修
す
る
た
め
，
卒
業
の
要
件

と
し
て
学
生
が
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
つ
い
て
，
学
生
が

1
年
間
又
は

1
学
期
に
履
修
科
目

と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
の
上
限
は
，
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

2 
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
所
定
の
単
位
を
優
れ
た
成
績
を
も
っ
て
修
得
し

た
学
生
に
つ
い
て
は
，
次
学
期
に
単
位
数
の
上
限
を
超
え
て
履
修
科
目
の
登
録
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
) 

第
21

条
 
外
国
人
留
学
生
及
び
外
国
人
留
学
生
以
外
の
学
生
で
外
国
に
お
い
て
相
当
の
期
間

中
等
教
育
を
受
け
た
も
の
の
た
め
に
，
日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
を
置

き
，
こ
れ
ら
に
関
す
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
科
目
は
，
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院
に
お
い
て
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
履
修
し
て
単
位
を
修
得
す
る
と
き
に
，
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す

べ
き
単
位
数
の
う
ち
，
当
該
授
業
科
目
の
単
位
で
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
科
目
及
び

単
位
数
等
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履
修
) 

第
22

条
 
学
生
が
，
職
業
を
有
し
て
い
る
等
の
事
情
に
よ
り
，
修
業
年
限
を
超
え
て
一
定
の

期
間
に
わ
た
り
計
画
的
に
教
育
課
程
を
履
修
し
卒
業
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出

規
則

7

(4
) 

入
学
料
を
納
付
し
た
者
が
入
学
手
続
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
 
そ
の
入
学
料

相
当
額
 

(編
入
学
) 

第
18

条
 
本
学
は
，
第

11
条
及
び
第

14
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
第

3
年
次
又

は
第

2
年
次
に
入
学
を
志
願
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
試
験
の
上
，
編
入
学
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

2 
編
入
学
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
3
章
 
教
育
課
程
 

(教
育
課
程
の
編
成
及
び
履
修
方
法
等
) 

第
19

条
 
本
学
の
教
育
課
程
は
，
本
学
の
理
念
に
基
づ
き
，
学
部
及
び
学
科
又
は
類
等
の
特

色
を

生
か

し
て

，
教

育
上

の
到

達
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

授
業

科
目

を
開

設
し

，

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
，
体
系
的
に
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
授
業
科
目
は
，
教
養
教
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
区
分
す
る
。
 

3 
前
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
及
び
そ
の
履
修
方
法
は
，
教
養
教
育
に
関
す
る
規
則
及
び
各

学
部
細
則
で
定
め
る
。
 

4 
教
育
課
程
の
履
修
上
の
区
分
と
し
て
，
細
目
の
区
分
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
教

養
教
育
に
関
す
る
規
則
及
び
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

5 
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(授
業
の
方
法
) 

第
19

条
の

2 
授
業
は
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
若
し
く
は
実
技
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
は
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を

高
度
に
利
用
し
て
，
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

3 
第

1
項
の
授
業
は
，
外
国
に
お
い
て
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
，

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
，
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修

さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
，
同
様
と
す
る
。
 

(単
位
数
の
計
算
の
基
準
) 

第
19

条
の

3 
各
授
業
科
目
の
単
位
数
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
1
単
位
の
授
業
科
目
を

4

5
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内
容
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
，
授
業
の
方
法

に
応
じ
，
当
該
授
業
に
よ
る
教
育
効
果
，
授
業
時
間
外
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
，

次
の
基
準
に
よ
り
単
位
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

講
義
及
び
演
習
に
つ
い
て
は
，
15

時
間
か
ら

30
時
間
ま
で
の
範
囲
で
規
則
等
(教

養

教
育
科
目
に
あ
っ
て
は
教
養
教
育
に
関
す
る
規
則
，
専
門
教
育
科
目
に
あ
っ
て
は
各
学

部
細
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)で

定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(2
) 

実
験
，
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
，
30

時
間
か
ら

45
時
間
ま
で
の
範
囲
で
規
則

等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
，
芸
術
等
の
分
野
に
お

規
則

6

(3
) 

学
校
教
育
法
第

10
4
条
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授

与
機
構
か
ら
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
本
学
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

2 
本
学
は
，
前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
を
退
学
し
同
一
学
部
に
入
学
を

願
い
出
た
者
に
つ
い
て
は
，
選
考
の
上
，
再
入
学
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

3 
前

2
項
に
よ
る
入
学
者
の
既
修
得
単
位
，
修
業
年
限
及
び
在
学
年
限
の
認
定
は
，
当
該
学

部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
行
う
。
 

(合
格
者
の
決
定
) 

第
15

条
 
入
学
を
許
可
す
べ
き
者
は
，
各
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
決
定
す
る
。
 

(入
学
手
続
) 

第
16

条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
，
別
に
定
め
る
書

類
(以

下
「
入
学
手
続
書
類
」
と
い
う
。
)を

提
出
す
る
と
と
も
に
，
入
学
料

28
2,
00
0
円

(夜
間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

14
1,
00
0
円
)を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
) 

第
16

条
の

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
は
，
入
学
料
の
全

額
又
は
半
額
を
免
除
し
，
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
別
に
定
め
る
広
島
大
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
制
度
に
よ
る

奨
学
生
(以

下
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

は
，
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

(入
学
許
可
) 

第
16

条
の

3 
学
長
は
，
第

16
条
の
入
学
手
続
を
完
了
し
た
者
(入

学
料
の
免
除
又
は
徴
収

猶
予
の
許
可
申
請
中
の
者
及
び
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
申
請
中
の
者
を
含
む
。
)に

入
学
を

許
可
す
る
。
 

(検
定
料
及
び
入
学
料
の
返
還
) 

第
17

条
 
既
納
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
納
付
し
た

者
の
申
出
に
よ
り
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
を
返
還
す
る
。
 

(1
) 

第
13

条
の
入
学
試
験
に
お
い
て
，
第

1
段
階
目
の
選
抜
を
行
い
，
第

2
段
階
目
の
選

抜
を
行
う
場
合
に
，
検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
第

1
段
階
目
の
選
抜
で
不
合
格
と
な
っ

た
と
き
 
13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

7,
80
0
円
) 

(2
) 

第
12

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
選
抜
の
出
願
の
受
付
後
に
，
検
定
料
を
納
付
し

た
者
が
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
受
験
科
目
の
不
足
等
に
よ
る
出
願
無
資
格
者
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
 
13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

7,
80
0
円
) 

(3
) 

検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
出
願
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
 
そ
の
検
定
料
相
当

額
 

規
則

5

―規則� ―5



3 
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
等
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本
学
の
授

業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(第
1
年
次
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
) 

第
31

条
 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
本
学
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
が
入

学
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
(外

国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く

は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て

位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
含

む
。
)に

お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修

得
し
た
単
位
を
含
む
。
)を

，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
本
学
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
が
入
学
前
に

行
っ
た
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
学
修
を
，
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，

単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数

は
，
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
)を

除
き
，
第

28
条
第

2
項
，
第

29
条
第

3
項
及
び
第

4
項
並
び
に
前
条
第

1
項
の
規
定
に
よ

り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

4 
前

3
項
の
規
定
に
よ
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
5
章
 
休
学
及
び
退
学
 

(休
学
) 

第
32

条
 
学
生
が
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
引
き
続
き

3
月
以
上
修
学
で
き

な
い
と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
休
学
の
期
間
は
，
引
き
続
き

1
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
情

が
あ
る
と
き
は
，
更
に

1
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

3 
前

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
医
学
部
医
学
科
の
学
生
で
あ
っ
て
，
広
島
大
学
大
学
院

規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

17
条
第

10
号
に
該
当
す
る
者
が
，
大
学
院

医
歯
薬
保
健
学
研
究
科
医
歯
薬
学
専
攻
の
博
士
課
程
に
入
学
す
る
と
き
は
，
当
該
学
部
長

の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
の
休
学
期
間
は
，
引
き
続
き

4
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
，
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
は
，
更
に

1
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

5 
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
文
部
科
学
省
が
実
施
す
る
日
韓
共
同
理
工

系
学
部
留
学
生
事
業
に
よ
り
受
け
入
れ
た
韓
国
人
留
学
生
が
兵
役
に
服
す
る
と
き
は
，
当

該
学
部
長
の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6 
前
項
の
休
学
期
間
は
，
兵
役
に
服
す
る
期
間
と
す
る
。
 

規
則

1
0

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
次
条
第

3
項

及
び
第

4
項
，
第

30
条
第

1
項
並
び
に
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得

し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え

な
い
も
の
と
す
る
。
 

4 
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
学
生
交
流
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(留
学
等
) 

第
29

条
 
学
生
は
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
で
学
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
学
長
の

許
可
を
得
て
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
留
学
の
期
間
は
，
本
学
の
在
学
期
間
に
算
入
す
る
。
 

3 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
第

1
項
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
，
当

該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
の
規
定
は
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を

我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す

る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ

っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を

我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

5 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
前
条
第

2

項
，
次
条
第

1
項
並
び
に
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と

み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と

す
る
。
 

6 
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を

有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設

で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本

学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

7 
留
学
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
) 

第
30

条
 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
行
う
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門

学
校
の
専
攻
科
に
お
け
る
学
修
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
，
当
該
学

部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，
単
位
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
第

28
条
第

2
項
，
前
条
第

3
項

及
び
第

4
項
並
び
に
次
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，

又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

規
則

9

―規則� ―6



(2
) 

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(3
) 

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者
 

(4
) 

学
内
の
秩
序
を
著
し
く
乱
し
た
者
 

(5
) 

学
生
の
本
分
に
著
し
く
反
し
た
者
 

第
42

条
 
停
学
が

3
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
，
そ
の
期
間
は
，
修
業
年
限
に
算
入
し
な
い
。
 

(除
籍
) 

第
43

条
 
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
学
長
は
，
当
該
学
部
の
教

授
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
除
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

入
学
料
の
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
，
半
額
免
除
若
し
く
は

徴
収
猶
予
を
許
可
さ
れ
た
者
又
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
不
採
用
と
な
っ
た
者
で
あ

っ
て
，
納
付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
い
も
の
 

(2
) 

所
定
の
在
学
年
限
に
達
し
て
，
な
お
卒
業
の
認
定
を
得
ら
れ
な
い
者
 

(3
) 

授
業
料
納
付
の
義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者
 

第
8
章
 
卒
業
及
び
学
位
の
授
与
 

(卒
業
の
要
件
) 

第
44

条
 
第

4
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
以
上
在
学
し
，
か
つ
，
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修

し
，
各
学
部
に
お
い
て
定
め
る
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
(1
24

単
位
以
上
。

医
学
部
医
学
科
及
び
歯
学
部
歯
学
科
に
あ
っ
て
は

18
8
単
位
以
上
，
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ

て
は

18
6
単
位
以
上
(将

来
の
薬
剤
師
と
し
て
の
実
務
に
必
要
な
薬
学
に
関
す
る
臨
床
に
係

る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
大
学
の
附
属
病
院
そ
の
他
の
病
院
及
び
薬

局
で
行
う
実
習
に
係
る

20
単
位
以
上
を
含
む
。
))
を
修
得
し
た
者
に
は
，
当
該
学
部
の
教

授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒
業
を
認
定
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
る
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
の
う
ち
，
第

19
条
の

2
第

2
項
の
授
業
の
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
が

12
4
単
位
(医

学
部
医
学
科
及
び
歯
学
部

歯
学
科
に
あ
っ
て
は

18
8
単
位
，
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は

18
6
単
位
。
以
下
同

じ
。
)の

場
合
は
，
60

単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(2
) 

卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
が

12
4
単
位
を
超
え
る
場
合
は
，
第

19
条

の
2
第

1
項
の
授
業
の
方
法
に
よ
っ
て

64
単
位
(医

学
部
医
学
科
及
び
歯
学
部
歯
学
科
に

あ
っ
て
は

12
8
単
位
，
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は

12
6
単
位
)以

上
の
修
得
が
な
さ
れ

て
い
れ
ば
，
60

単
位
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(早
期
卒
業
) 

第
45

条
 
本
学
の
学
生
(医

学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
及
び
薬
学
部
薬
学
科
に
在
学
す
る

学
生
を
除
く
。
)で

当
該
学
部
に

3
年
以
上
在
学
し
た
も
の
(こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文

部
科
学
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
含
む
。
)が

，
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
を
優

秀
な
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
，
か
つ
，
当
該
学
部
に
お
い
て
学
校
教
育
法

施
行
規
則
(昭

和
22

年
文
部
省
令
第

11
号
)第

14
7
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場

規
則

1
2

7 
休
学
期
間
内
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
得

て
，
復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
33

条
 
休
学
期
間
(前

条
第

4
項
及
び
第

6
項
に
規
定
す
る
休
学
期
間
を
除
く
。
)は

，
通

算
し
て
所
属
学
部
の
修
業
年
限
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
34

条
 
休
学
期
間
は
，
在
学
期
間
に
算
入
し
な
い
。
 

(退
学
) 

第
35

条
 
学
生
が
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
学
長
に
願
い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
6
章
 
転
学
部
，
転
学
科
及
び
転
学
 

(転
学
部
) 

第
36

条
 
学
生
が
他
の
学
部
に
移
る
こ
と
を
志
望
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
及
び
志
望
学
部

の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(転
学
科
等
) 

第
37

条
 
学
生
が
所
属
学
部
内
の
他
の
学
科
又
は
類
に
移
る
こ
と
を
志
望
す
る
と
き
は
，
当

該
学
部
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
法
学
部
又
は
経
済
学
部
の
学
生
が
所
属
学
部
内
の
他
の
コ
ー
ス
に
移
る
こ
と
を
志
望
す
る

と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(転
学
) 

第
38

条
 
他
の
大
学
か
ら
転
学
を
志
願
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を

経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
。
こ
の
場
合
，
既
修
得
単
位
，
修
業
年
限
及
び
在
学
年
限
の
認

定
は
，
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
行
う
。
 

2 
学
生
が
他
の
大
学
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，

学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
7
章
 
賞
罰
及
び
除
籍
 

(表
彰
) 

第
39

条
 
学
生
に
表
彰
に
値
す
る
行
為
が
あ
る
と
き
は
，
学
長
は
，
こ
れ
を
表
彰
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

2 
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(懲
戒
) 

第
40

条
 
学
生
が
本
学
の
諸
規
則
に
違
反
し
，
学
内
の
秩
序
を
乱
し
，
そ
の
他
学
生
の
本
分

に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
，
学
長
は
，
こ
れ
を
懲
戒
す
る
。
 

2 
懲
戒
の
種
類
は
，
訓
告
，
停
学
及
び
退
学
と
す
る
。
 

3 
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
41

条
 
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
懲
戒
に
よ
り
退
学
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
 

規
則

1
1

3 
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
等
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本
学
の
授

業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(第
1
年
次
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
) 

第
31

条
 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
本
学
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
が
入

学
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
(外

国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く

は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て

位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
含

む
。
)に

お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修

得
し
た
単
位
を
含
む
。
)を

，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
本
学
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
が
入
学
前
に

行
っ
た
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
学
修
を
，
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，

単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数

は
，
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
)を

除
き
，
第

28
条
第

2
項
，
第

29
条
第

3
項
及
び
第

4
項
並
び
に
前
条
第

1
項
の
規
定
に
よ

り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

4 
前

3
項
の
規
定
に
よ
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
5
章
 
休
学
及
び
退
学
 

(休
学
) 

第
32

条
 
学
生
が
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
引
き
続
き

3
月
以
上
修
学
で
き

な
い
と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
休
学
の
期
間
は
，
引
き
続
き

1
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
情

が
あ
る
と
き
は
，
更
に

1
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

3 
前

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
医
学
部
医
学
科
の
学
生
で
あ
っ
て
，
広
島
大
学
大
学
院

規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

17
条
第

10
号
に
該
当
す
る
者
が
，
大
学
院

医
歯
薬
保
健
学
研
究
科
医
歯
薬
学
専
攻
の
博
士
課
程
に
入
学
す
る
と
き
は
，
当
該
学
部
長

の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
の
休
学
期
間
は
，
引
き
続
き

4
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
，
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
は
，
更
に

1
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

5 
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
文
部
科
学
省
が
実
施
す
る
日
韓
共
同
理
工

系
学
部
留
学
生
事
業
に
よ
り
受
け
入
れ
た
韓
国
人
留
学
生
が
兵
役
に
服
す
る
と
き
は
，
当

該
学
部
長
の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6 
前
項
の
休
学
期
間
は
，
兵
役
に
服
す
る
期
間
と
す
る
。
 

規
則

1
0

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
次
条
第

3
項

及
び
第

4
項
，
第

30
条
第

1
項
並
び
に
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得

し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え

な
い
も
の
と
す
る
。
 

4 
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
学
生
交
流
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(留
学
等
) 

第
29

条
 
学
生
は
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
で
学
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
学
長
の

許
可
を
得
て
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
留
学
の
期
間
は
，
本
学
の
在
学
期
間
に
算
入
す
る
。
 

3 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
第

1
項
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
，
当

該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
の
規
定
は
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を

我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す

る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ

っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を

我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

5 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
前
条
第

2

項
，
次
条
第

1
項
並
び
に
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と

み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と

す
る
。
 

6 
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を

有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設

で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本

学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

7 
留
学
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
) 

第
30

条
 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
行
う
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門

学
校
の
専
攻
科
に
お
け
る
学
修
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
，
当
該
学

部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，
単
位
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
第

28
条
第

2
項
，
前
条
第

3
項

及
び
第

4
項
並
び
に
次
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，

又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

規
則
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あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
年
数
。
以
下
同
じ
。
)を

乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
者

が
在
学
し
た
期
間
(学

年
の
中
途
に
あ
っ
て
は
，
当
該
学
年
の
終
了
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
)に

納
付
す
べ
き
授
業
料
の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
，
長
期
履
修
の
期
間
の
短

縮
を
認
め
ら
れ
た
時
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
短
縮
後
の
期
間
が
修
業

年
限
に
相
当
す
る
期
間
の
と
き
は
，
第

1
項
本
文
に
定
め
る
授
業
料
に
当
該
者
が
在
学
し

た
期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
者
が
在
学
し
た
期
間
に
納
付
す
べ
き
授
業
料

の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

8 
所
定
の
期
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等

に
督
促
す
る
。
 

(授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
) 

第
48

条
 
経
済
的
理
由
に
よ
り
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
学

生
又
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生

に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
若
し
く
は
半
額
を
免
除
し
，
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
し
，

若
し
く
は
月
割
分
納
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
別
に
定
め
る
広
島
大
学
光
り
輝
く
奨
学
制
度
に
よ
る
奨

学
生
に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前

3
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

(休
学
者
の
授
業
料
) 

第
49

条
 
休
学
中
は
，
授
業
料
を
免
除
す
る
。
 

(退
学
者
等
の
授
業
料
) 

第
50

条
 
退
学
又
は
懲
戒
退
学
の
者
も
そ
の
期
の
授
業
料
は
，
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
，
そ
の
期
間
中
も
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(授
業
料
の
返
還
) 

第
51

条
 
既
納
の
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
授
業
料
を
納
付
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
，
納
付
し
た
者
の
申
出
に
よ
り
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
授
業
料
に
相
当
す

る
額
を
返
還
す
る
。
 

(1
) 

入
学
の
時
期
ま
で
に
入
学
を
辞
退
し
た
と
き
 
授
業
料
の
全
額
 

(2
) 

納
付
期
限
ま
で
に
休
学
を
許
可
さ
れ
た
と
き
 
そ
の
許
可
さ
れ
た
期
間
の
授
業
料
に

相
当
す
る
額
 

(3
) 

9
月

30
日
以
前
に
退
学
を
許
可
さ
れ
た
と
き
 
後
期
分
の
授
業
料
に
相
当
す
る
額
 

第
10

章
 
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
及
び
外
国
人
特
別
学
生
等
 

(研
究
生
) 

規
則

1
4

合
に
は
，
第

4
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒

業
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(卒
業
証
書
及
び
学
位
の
授
与
) 

第
46

条
 
卒
業
の
認
定
を
受
け
た
者
に
は
，
学
長
が
卒
業
証
書
及
び
学
士
の
学
位
を
授
与
す

る
。
 

2 
学
士
の
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
9
章
 
授
業
料
 

(授
業
料
) 

第
47

条
 
授
業
料
の
年
額
は
，
53
5,
80
0
円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

26
7,
90
0
円
)と

す
る
。
た
だ
し
，
第

22
条
に
よ
り
長
期
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
，
長
期
履
修

を
認
め
ら
れ
た
時
点
に
お
け
る
残
り
の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
に
授
業
料
の
年
額
を

乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
長
期
履
修
の
期
間
の
年
数
で
除
し
た
額
(そ

の
額
に

10
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
額
)と

す
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
授
業
料
は
，
前
期
及
び
後
期
に
区
分
し
，
各
期
ご
と
に
年
額
の

2
分
の

1

に
相
当
す
る
額
を
納
付
す
る
も
の
と
し
，
前
期
に
あ
っ
て
は

4
月
，
後
期
に
あ
っ
て
は

10

月
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
前
期
に
係
る
授
業
料
を
納
付
す
る
と
き
に
，
当
該
年
度
の

後
期
に
係
る
授
業
料
を
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
入
学
年
度
の
前
期
又
は
前
期
及
び
後
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
，
前

2
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
入
学
を
許
可
さ
れ
る
と
き
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
第

2
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
，
当
該
各
号
に
掲

げ
る
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

特
別
の
事
情
に
よ
り
期
の
中
途
に
お
い
て
入
学
，
復
学
，
転
学
，
編
入
学
又
は
再
入

学
し
た
者
 
月
割
計
算
に
よ
る
そ
の
期
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
日
の
属
す
る
月
の
末

日
 

(2
) 

学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
者
 
月
割
計
算
に
よ
る
そ
の
期
の
額
を
，
第

2
項
に
定
め

る
各
期
の
納
付
期
日
 

(3
) 

月
割
分
納
を
許
可
さ
れ
た
者
 
そ
の
月
の
末
日
。
た
だ
し
，
末
日
が
休
業
期
間
中
に

あ
る
場
合
は
，
当
該
休
業
期
間
の
開
始
す
る
日
の
前
日
 

(4
) 

免
除
，
徴
収
猶
予
及
び
月
割
分
納
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
，
又
は
猶
予
期
間
満
了
の

者
 
許
可
の
取
消
し
，
又
は
猶
予
期
間
満
了
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
 

6 
前
項
各
号
に
定
め
る
月
割
の
計
算
に
よ
る
額
は
，
第

1
項
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
の

12

分
の

1
に
相
当
す
る
額
(そ

の
額
に

10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ

た
額
)と

す
る
。
 

7 
既
に
長
期
履
修
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
長
期
履
修
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
た
と
き
は
，
当
該
短
縮
後
の
期
間
に
応
じ
て
第

1
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
授
業
料
に
当
該
者
が
在
学
し
た
期
間
の
年
数
(そ

の
期
間
に

1
年
に
満
た
な
い
端
数
が

規
則

1
3
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法
学
部
 法

学
科
夜
間
主
コ
ー
ス
 

27
0 

24
0 

21
0 

計
 

85
0 

82
0 

79
0 

総
 
計
 

9,
84
0 

9,
79
0 

9,
76
0 

3 
経
済
学
部
夜
間
主
コ
ー
ス
及
び
学
部
の
収
容
定
員
，
生
物
生
産
学
部
の
収
容
定
員
並
び
に

全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

16
年
度
に
あ
っ
て
は
，
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

経
済
学
部
 

経
済
学
科
夜
間
主
コ
ー
ス
 

27
0 

計
 

89
0 

生
物
生
産
学
部
 生

物
生
産
学
科
 

39
0 

計
 

39
0 

総
 
 
計
 

9,
84
0 

4 
平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
及
び
卒
業
要
件
等
に
つ
い
て
は
，
こ
の

通
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

5 
平
成

16
年

4
月

1
日
以
降
に
お
い
て
在
学
者
の
属
す
る
年
次
に
編
入
学
，
学
士
入
学
，
転

入
学
又
は
再
入
学
す
る
者
の
教
育
課
程
に
お
け
る
旧
広
島
大
学
通
則
(昭

和
26

年
10

月
1

日
制
定
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)に

つ
い
て
は
，
こ
の
通
則
の
施
行
後
も
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
 

6 
こ
の
通
則
の
施
行
の
際
旧
規
程
附
則
に
よ
り
存
続
す
る
も
の
と
さ
れ
た
学
部
，
学
科
及
び

課
程
に
つ
い
て
は
，
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
21

年
3
月

31
日
規
則
第

14
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

21
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
医
学
部
の
医
学
科
及
び
学
部
並
び
に
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
そ
の
収
容
定
員
は
，
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
通
則
(以

下
「
新
通
則
」
と
い
う
。
)別

表
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
，
平
成

21
年
度
か
ら
平
成

36
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。
 

年
 
度
 

入
学
定
員
 

収
容
定
員
 

医
学
科
 医

学
部
計
 総

計
 医

学
科
 医

学
部
計
 
総
計
 

平
成

21
年
度
 

11
0 

23
0 
2,
35
0 

61
0 

1,
13
0 

9,
90
5 

平
成

22
年
度
 

11
7 

23
7 
2,
35
7 

62
7 

1,
14
7 

9,
96
0 

平
成

23
年
度
 

11
7 

23
7 
2,
35
7 

64
4 

1,
16
4 
10
,0
15
 

平
成

24
年
度
 

11
7 

23
7 
2,
35
7 

66
1 

1,
18
1 
10
,0
32
 

平
成

25
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

68
1 

1,
20
1 
10
,0
49
 

規
則

1
6

第
52

条
 
本
学
の
学
生
以
外
の
者
で
，
本
学
に
お
い
て
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ

と
を
志
願
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
，
教
育
研
究
に
支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
選
考
の

上
，
研
究
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(科
目
等
履
修
生
) 

第
52

条
の

2 
本
学
の
学
生
以
外
の
者
で
，
本
学
に
お
い
て
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
を
履

修
す

る
こ

と
を

志
願

す
る

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
教

育
研

究
に

支
障

の
な

い
場

合
に

限
り

，

選
考
の
上
，
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(外
国
人
特
別
学
生
) 

第
53

条
 
第

13
条
，
第

14
条
及
び
第

18
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
入
学
を
志
願
す
る
外
国

人
は
，
外
国
人
特
別
学
生
と
し
て
選
考
の
上
，
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
) 

第
53

条
の

2 
本
学
の
教
育
研
究
上
の
資
源
を
活
か
し
，
社
会
人
等
へ
の
学
習
の
機
会
を
積

極
的
に
提
供
す
る
た
め
，
本
学
に
学
校
教
育
法
第

10
5
条
に
規
定
す
る
特
別
の
課
程
と
し
て

履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(公
開
講
座
) 

第
54

条
 
本
学
の
教
育
研
究
を
広
く
社
会
に
開
放
し
，
地
域
住
民
へ
の
学
習
の
機
会
を
積
極

的
に
提
供
す
る
た
め
，
本
学
に
公
開
講
座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
公
開
講
座
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
11

章
 
厚
生
施
設
等
 

(厚
生
施
設
) 

第
55

条
 
本
学
に
，
学
生
宿
舎
そ
の
他
の
厚
生
施
設
を
設
け
る
。
 

2 
前
項
の
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(雑
則
) 

第
56

条
 
学
部
長
は
，
学
部
細
則
を
改
正
し
た
と
き
は
，
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
こ
の
通
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
部
の
学
生
の
修
学
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に

定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
通
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
法
学
部
夜
間
主
コ
ー
ス
及
び
学
部
の
収
容
定
員
並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
別
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

16
年
度
か
ら
平
成

18
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

平
成

16
年
度
 平

成
17

年
度
 平

成
18

年
度
 

規
則

1
5

あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
年
数
。
以
下
同
じ
。
)を

乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
者

が
在
学
し
た
期
間
(学

年
の
中
途
に
あ
っ
て
は
，
当
該
学
年
の
終
了
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
)に

納
付
す
べ
き
授
業
料
の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
，
長
期
履
修
の
期
間
の
短

縮
を
認
め
ら
れ
た
時
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
短
縮
後
の
期
間
が
修
業

年
限
に
相
当
す
る
期
間
の
と
き
は
，
第

1
項
本
文
に
定
め
る
授
業
料
に
当
該
者
が
在
学
し

た
期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
者
が
在
学
し
た
期
間
に
納
付
す
べ
き
授
業
料

の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

8 
所
定
の
期
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等

に
督
促
す
る
。
 

(授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
) 

第
48

条
 
経
済
的
理
由
に
よ
り
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
学

生
又
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生

に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
若
し
く
は
半
額
を
免
除
し
，
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
し
，

若
し
く
は
月
割
分
納
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
別
に
定
め
る
広
島
大
学
光
り
輝
く
奨
学
制
度
に
よ
る
奨

学
生
に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前

3
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

(休
学
者
の
授
業
料
) 

第
49

条
 
休
学
中
は
，
授
業
料
を
免
除
す
る
。
 

(退
学
者
等
の
授
業
料
) 

第
50

条
 
退
学
又
は
懲
戒
退
学
の
者
も
そ
の
期
の
授
業
料
は
，
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
，
そ
の
期
間
中
も
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(授
業
料
の
返
還
) 

第
51

条
 
既
納
の
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
授
業
料
を
納
付
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
，
納
付
し
た
者
の
申
出
に
よ
り
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
授
業
料
に
相
当
す

る
額
を
返
還
す
る
。
 

(1
) 

入
学
の
時
期
ま
で
に
入
学
を
辞
退
し
た
と
き
 
授
業
料
の
全
額
 

(2
) 

納
付
期
限
ま
で
に
休
学
を
許
可
さ
れ
た
と
き
 
そ
の
許
可
さ
れ
た
期
間
の
授
業
料
に

相
当
す
る
額
 

(3
) 

9
月

30
日
以
前
に
退
学
を
許
可
さ
れ
た
と
き
 
後
期
分
の
授
業
料
に
相
当
す
る
額
 

第
10

章
 
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
及
び
外
国
人
特
別
学
生
等
 

(研
究
生
) 

規
則

1
4

合
に
は
，
第

4
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒

業
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(卒
業
証
書
及
び
学
位
の
授
与
) 

第
46

条
 
卒
業
の
認
定
を
受
け
た
者
に
は
，
学
長
が
卒
業
証
書
及
び
学
士
の
学
位
を
授
与
す

る
。
 

2 
学
士
の
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
9
章
 
授
業
料
 

(授
業
料
) 

第
47

条
 
授
業
料
の
年
額
は
，
53
5,
80
0
円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

26
7,
90
0
円
)と

す
る
。
た
だ
し
，
第

22
条
に
よ
り
長
期
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
，
長
期
履
修

を
認
め
ら
れ
た
時
点
に
お
け
る
残
り
の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
に
授
業
料
の
年
額
を

乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
長
期
履
修
の
期
間
の
年
数
で
除
し
た
額
(そ

の
額
に

10
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
額
)と

す
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
授
業
料
は
，
前
期
及
び
後
期
に
区
分
し
，
各
期
ご
と
に
年
額
の

2
分
の

1

に
相
当
す
る
額
を
納
付
す
る
も
の
と
し
，
前
期
に
あ
っ
て
は

4
月
，
後
期
に
あ
っ
て
は

10

月
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
前
期
に
係
る
授
業
料
を
納
付
す
る
と
き
に
，
当
該
年
度
の

後
期
に
係
る
授
業
料
を
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
入
学
年
度
の
前
期
又
は
前
期
及
び
後
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
，
前

2
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
入
学
を
許
可
さ
れ
る
と
き
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
第

2
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
，
当
該
各
号
に
掲

げ
る
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

特
別
の
事
情
に
よ
り
期
の
中
途
に
お
い
て
入
学
，
復
学
，
転
学
，
編
入
学
又
は
再
入

学
し
た
者
 
月
割
計
算
に
よ
る
そ
の
期
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
日
の
属
す
る
月
の
末

日
 

(2
) 

学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
者
 
月
割
計
算
に
よ
る
そ
の
期
の
額
を
，
第

2
項
に
定
め

る
各
期
の
納
付
期
日
 

(3
) 

月
割
分
納
を
許
可
さ
れ
た
者
 
そ
の
月
の
末
日
。
た
だ
し
，
末
日
が
休
業
期
間
中
に

あ
る
場
合
は
，
当
該
休
業
期
間
の
開
始
す
る
日
の
前
日
 

(4
) 

免
除
，
徴
収
猶
予
及
び
月
割
分
納
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
，
又
は
猶
予
期
間
満
了
の

者
 
許
可
の
取
消
し
，
又
は
猶
予
期
間
満
了
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
 

6 
前
項
各
号
に
定
め
る
月
割
の
計
算
に
よ
る
額
は
，
第

1
項
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
の

12

分
の

1
に
相
当
す
る
額
(そ

の
額
に

10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ

た
額
)と

す
る
。
 

7 
既
に
長
期
履
修
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
長
期
履
修
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
た
と
き
は
，
当
該
短
縮
後
の
期
間
に
応
じ
て
第

1
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
授
業
料
に
当
該
者
が
在
学
し
た
期
間
の
年
数
(そ

の
期
間
に

1
年
に
満
た
な
い
端
数
が

規
則

1
3

―規則� ―9



 
平
成

27
年
度
 

2,
35
8 

 
32
0 

 
48
0 

10
,0
47
 

 
平
成

28
年
度
 

2,
35
8 
 
 

 
 

10
,0
48
 

 
平
成

29
年
度
 

2,
35
8 
 
 

 
 

10
,0
51
 

 
平
成

30
年
度
 

2,
35
3 
 
 

 
 

10
,0
49
 

 
平
成

31
年
度
 

2,
35
3 
 
 

 
 

10
,0
44
 

 
平
成

32
年
度
  

 
 
 

 
 

10
,0
29
 

 
平
成

33
年
度
  

 
 
 

 
 

10
,0
14
 

 
平
成

34
年
度
  

 
 
 

 
 

9,
99
9 

 
平
成

35
年
度
  

 
 
 

 
 

9,
98
4 

 
平
成

36
年
度
  

 
 
 

 
 

9,
97
4 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
27

年
3
月

31
日
規
則
第

50
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

27
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
医
学
部
の
保
健
学
科
及
び
学
部
並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
広
島
大
学
通
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

27
年
度
か
ら
平
成

36
年
度
ま
で

に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
年
度
 

 
収
容
定
員
 

 
保
健
学
科
  

医
学
部
計
 
 
総
計
 

 
平
成

27
年
度
 

 
50
0 

 
1,
21
1 
 
10
,0
27
 

 
平
成

28
年
度
  

 
 
1,
19
4 
 
10
,0
08
 

 
平
成

29
年
度
  

 
 
1,
19
7 
 
10
,0
11
 

 
平
成

30
年
度
  

 
 
1,
19
5 
 
10
,0
09
 

 
平
成

31
年
度
  

 
 
1,
19
0 
 
10
,0
04
 

 
平
成

32
年
度
  

 
 
1,
17
5 

 
9,
98
9 

 
平
成

33
年
度
  

 
 
1,
16
0 

 
9,
97
4 

 
平
成

34
年
度
  

 
 
1,
14
5 

 
9,
95
9 

 
平
成

35
年
度
  

 
 
1,
13
0 

 
9,
94
4 

 
平
成

36
年
度
  

 
 
1,
12
0 

 
9,
93
4 

附
 
則
(平

成
28

年
3
月

31
日
規
則
第

51
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
教
育
学
部
の
第
一
類
(学

校
教
育
系
)及

び
学
部
の
収
容
定
員

並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
通
則
別
表
の
規

規
則

1
8

平
成

26
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

70
1 

1,
22
1 
10
,0
66
 

平
成

27
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

71
1 

1,
23
1 
10
,0
73
 

平
成

28
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

71
4 

1,
23
4 
10
,0
73
 

平
成

29
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

71
7 

1,
23
7 
10
,0
73
 

平
成

30
年
度
 

11
5 

23
5 
2,
35
2 

71
5 

1,
23
5 
10
,0
68
 

平
成

31
年
度
 

11
5 

23
5 
2,
35
2 

71
0 

1,
23
0 
10
,0
63
 

平
成

32
年
度
 

 
 

 
69
5 

1,
21
5 
10
,0
51
 

平
成

33
年
度
 

 
 

 
68
0 

1,
20
0 
10
,0
39
 

平
成

34
年
度
 

 
 

 
66
5 

1,
18
5 
10
,0
27
 

平
成

35
年
度
  

 
 

65
0 

1,
17
0 
10
,0
15
 

平
成

36
年
度
  

 
 

64
0 

1,
16
0 
10
,0
08
 

3 
歯
学
部
の
口
腔
保
健
学
科
は
，
新
通
則
第

2
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

21

年
3
月

31
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，

存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
歯
学
部
の
口
腔
保
健
学
科
及
び
口
腔
健
康
科
学
科
の
収
容
定
員
は
，
新
通
則
別
表
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

21
年
度
か
ら
平
成

23
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

平
成

21
年
度
 平

成
22

年
度
 平

成
23

年
度
 

歯
学
部
 口

腔
保
健
学
科
 

12
0 

80
 

40
 

 
 

口
腔
健
康
科
学
科
 

40
 

80
 

12
0 

5 
新
通
則
第

26
条
の
規
定
は
，
平
成

20
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
に
は
適
用
し
な
い
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
23

年
3
月

31
日
規
則
第

13
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
歯
学
部
の
歯
学
科
及
び
学
部
の
収
容
定
員
並
び
に
全
学
部
の

収
容

定
員

は
，

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
広

島
大

学
通

則
別

表
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，

平
成

23
年
度
か
ら
平
成

36
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
年
度
 

 
入
学
定
員
 

 
収
容
定
員
 

 
総
計
 

 
歯
学
科
  

歯
学
部
計
  

総
計
 

 
平
成

23
年
度
 

 
2,
35
5 

 
34
8 

 
50
8 
 
10
,0
08
 

 
平
成

24
年
度
 

 
2,
35
5 

 
34
1 

 
50
1 
 
10
,0
18
 

 
平
成

25
年
度
 

2,
35
8 

 
33
4 

 
49
4 

10
,0
31
 

 
平
成

26
年
度
 

2,
35
8 

 
32
7 

 
48
7 

10
,0
44
 

規
則

1
7

―規則� ―10



い
う
。
)第

2
条
及
び
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

32
年

3
月

31
日
に
当
該
類
に

在
学
す
る
者
が
当
該
類
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
医
学
部
医
学
科
及
び
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
工
学
部
及
び

情
報
科
学
部
の
編
入
学
定
員
並
び
に
全
学
部
の
編
入
学
定
員
並
び
に
総
合
科
学
部
，
文
学

部
，
教
育
学
部
，
法
学
部
，
経
済
学
部
，
医
学
部
，
工
学
部
及
び
情
報
科
学
部
の
収
容
定

員
並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
新
規
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

30
年
度

か
ら
平
成

36
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学
部

名
 

学
科
等
名
 

入
学
定
員
 
編
入
学
定

員
 

収
容
定
員
 

平
成

30
年

度
 

平
成

31
年

度
 

平
成

30
年

度
 

平
成

31
年

度
 

平
成

30
年

度
 

平
成

31
年

度
 

平
成

32
年

度
 

平
成

33
年

度
 

平
成

34
年

度
 

平
成

35
年

度
 

平
成

36
年

度
 

総
合

科
学

部
 

総
合
科
学
科
 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
0 

50
0 

49
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

国
際
共
創
学
科
 
 
 

 
 

 
 

 
 

40
 

80
 
12
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55
0 

58
0 

61
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

文
学

部
 

人
文
学
科
 

 
 

 
 

 
 

 
 

57
0 

56
0 

55
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

57
0 

56
0 

55
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

教
育

学
部
 第

一
類
(学

校
教

育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

65
7 

63
4 

63
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
類
(科

学
文

化
教
育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

34
6 

34
0 

33
4 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
類
(言

語
文

化
教
育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
5  

31
4 

30
3 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
類
(生

涯
活

動
教
育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

34
5 

33
8 

33
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
五
類
(人

間
形

成
基
礎
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
7  

21
4 

21
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
89 0  

1,
84 0  

1,
81 0  

 
 

 
 

 
 

 
 

法
学

部
 

夜
間
主
コ
ー
ス
 
 
 

 
 

 
 

 
 

17
0 

16
0 

15
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75
0 

74
0 

73
0 
 
 

 
 

 
 

 
 

経
済

学
部
 昼

間
コ
ー
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

61
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

夜
間
主
コ
ー
ス
 
 
 

 
 

 
 

 
 

24
0 

22
0 

20
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85
5 

83
0 

81
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

医
学

部
 

医
学
科
 

12
0 

12
0 
 
 

 
 

72
0 

72
0 

70
5 

69
0 

67
5 

66
0 

64
5 

計
 

24
0 

24
0 
 
 

 
 

1,
20 0  

1,
20 0  

1,
18 5  

1,
17 0  

1,
15 5  

1,
14 0  

1,
12 5  

工
学

第
一
類
(機

械
・

 
 

 
 

0 
0 

15
0 

30
0 

45
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

規
則

2
0

定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

28
年
度
か
ら
平
成

36
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。
 

年
度
 

入
学
定
員
 

収
容
定
員
 

総
計
 

第
一
類
(学

校
教
育
系
) 
教
育
学
部
計
 総

計
 

平
成

28
年
度
 

2,
33
8 

70
0 

1,
96
0 
9,
98
8 

平
成

29
年
度
 

2,
33
8 

68
0 

1,
94
0 
9,
97
1 

平
成

30
年
度
 

2,
33
3 

66
0 

1,
92
0 
9,
94
9 

平
成

31
年
度
 

2,
33
3 

 
 

 
 9
,9
24
 

平
成

32
年
度
  

 
 
 

 
 9
,9
09
 

平
成

33
年
度
  

 
 
 

 
 9
,8
94
 

平
成

34
年
度
  

 
 
 

 
 9
,8
79
 

平
成

35
年
度
  

 
 
 

 
 9
,8
64
 

平
成

36
年
度
  

 
 
 

 
 9
,8
54
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
29

年
3
月

14
日
規
則
第

18
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

29
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
理
学
部
の
物
理
科
学
科
は
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
通
則
(以

下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
)第

2
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

29
年

3
月

31
日
に
当
該
学
科

に
在

学
す

る
者

が
当

該
学

科
に

在
学

し
な

く
な

る
日

ま
で

の
間

，
存

続
す

る
も

の
と

す
る

。
 

3 
理
学
部
の
物
理
科
学
科
及
び
物
理
学
科
の
収
容
定
員
は
，
新
規
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
，
平
成

29
年
度
か
ら
平
成

31
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
学
部
名
  

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

平
成

29
年
度
 平

成
30

年
度
 平

成
31

年
度
 

理
学
部
 

物
理
科
学
科
 

19
8 

13
2 

66
 

物
理
学
科
 

66
 

13
2 

19
8 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

30
日
規
則
第

57
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
大
学
通
則
第

2
条
に
規
定
す
る
工
学
部
の
第
一
類
(機

械

シ
ス
テ
ム
工
学
系
)，

第
二
類
(電

気
・
電
子
・
シ
ス
テ
ム
・
情
報
系
)，

第
三
類
(化

学
・
バ

イ
オ
・
プ
ロ
セ
ス
系
)は

，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
通
則
(以

下
(新

規
則
)と

規
則

1
9

 
平
成

27
年
度
 

2,
35
8 

 
32
0 

 
48
0 

10
,0
47
 

 
平
成

28
年
度
 

2,
35
8 
 
 

 
 

10
,0
48
 

 
平
成

29
年
度
 

2,
35
8 
 
 

 
 

10
,0
51
 

 
平
成

30
年
度
 

2,
35
3 
 
 

 
 

10
,0
49
 

 
平
成

31
年
度
 

2,
35
3 
 
 

 
 

10
,0
44
 

 
平
成

32
年
度
  

 
 
 

 
 

10
,0
29
 

 
平
成

33
年
度
  

 
 
 

 
 

10
,0
14
 

 
平
成

34
年
度
  

 
 
 

 
 

9,
99
9 

 
平
成

35
年
度
  

 
 
 

 
 

9,
98
4 

 
平
成

36
年
度
  

 
 
 

 
 

9,
97
4 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
27

年
3
月

31
日
規
則
第

50
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

27
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
医
学
部
の
保
健
学
科
及
び
学
部
並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
広
島
大
学
通
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

27
年
度
か
ら
平
成

36
年
度
ま
で

に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
年
度
 

 
収
容
定
員
 

 
保
健
学
科
  

医
学
部
計
 
 
総
計
 

 
平
成

27
年
度
 

 
50
0 

 
1,
21
1 
 
10
,0
27
 

 
平
成

28
年
度
  

 
 
1,
19
4 
 
10
,0
08
 

 
平
成

29
年
度
  

 
 
1,
19
7 
 
10
,0
11
 

 
平
成

30
年
度
  

 
 
1,
19
5 
 
10
,0
09
 

 
平
成

31
年
度
  

 
 
1,
19
0 
 
10
,0
04
 

 
平
成

32
年
度
  

 
 
1,
17
5 

 
9,
98
9 

 
平
成

33
年
度
  

 
 
1,
16
0 

 
9,
97
4 

 
平
成

34
年
度
  

 
 
1,
14
5 

 
9,
95
9 

 
平
成

35
年
度
  

 
 
1,
13
0 

 
9,
94
4 

 
平
成

36
年
度
  

 
 
1,
12
0 

 
9,
93
4 

附
 
則
(平

成
28

年
3
月

31
日
規
則
第

51
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
教
育
学
部
の
第
一
類
(学

校
教
育
系
)及

び
学
部
の
収
容
定
員

並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
通
則
別
表
の
規

規
則

1
8

平
成

26
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

70
1 

1,
22
1 
10
,0
66
 

平
成

27
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

71
1 

1,
23
1 
10
,0
73
 

平
成

28
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

71
4 

1,
23
4 
10
,0
73
 

平
成

29
年
度
 

12
0 

24
0 
2,
35
7 

71
7 

1,
23
7 
10
,0
73
 

平
成

30
年
度
 

11
5 

23
5 
2,
35
2 

71
5 

1,
23
5 
10
,0
68
 

平
成

31
年
度
 

11
5 

23
5 
2,
35
2 

71
0 

1,
23
0 
10
,0
63
 

平
成

32
年
度
 

 
 

 
69
5 

1,
21
5 
10
,0
51
 

平
成

33
年
度
 

 
 

 
68
0 

1,
20
0 
10
,0
39
 

平
成

34
年
度
 

 
 

 
66
5 

1,
18
5 
10
,0
27
 

平
成

35
年
度
  

 
 

65
0 

1,
17
0 
10
,0
15
 

平
成

36
年
度
  

 
 

64
0 

1,
16
0 
10
,0
08
 

3 
歯
学
部
の
口
腔
保
健
学
科
は
，
新
通
則
第

2
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

21

年
3
月

31
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，

存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
歯
学
部
の
口
腔
保
健
学
科
及
び
口
腔
健
康
科
学
科
の
収
容
定
員
は
，
新
通
則
別
表
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

21
年
度
か
ら
平
成

23
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

平
成

21
年
度
 平

成
22

年
度
 平

成
23

年
度
 

歯
学
部
 口

腔
保
健
学
科
 

12
0 

80
 

40
 

 
 

口
腔
健
康
科
学
科
 

40
 

80
 

12
0 

5 
新
通
則
第

26
条
の
規
定
は
，
平
成

20
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
に
は
適
用
し
な
い
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
23

年
3
月

31
日
規
則
第

13
号
) 

  

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
歯
学
部
の
歯
学
科
及
び
学
部
の
収
容
定
員
並
び
に
全
学
部
の

収
容

定
員

は
，

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
広

島
大

学
通

則
別

表
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，

平
成

23
年
度
か
ら
平
成

36
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
年
度
 

 
入
学
定
員
 

 
収
容
定
員
 

 
総
計
 

 
歯
学
科
  

歯
学
部
計
  

総
計
 

 
平
成

23
年
度
 

 
2,
35
5 

 
34
8 

 
50
8 
 
10
,0
08
 

 
平
成

24
年
度
 

 
2,
35
5 

 
34
1 

 
50
1 
 
10
,0
18
 

 
平
成

25
年
度
 

2,
35
8 

 
33
4 

 
49
4 

10
,0
31
 

 
平
成

26
年
度
 

2,
35
8 

 
32
7 

 
48
7 

10
,0
44
 

規
則

1
7

―規則� ―11



計
 

13
0 

10
 

54
0 

教
育
学
部
 

第
一
類
(学

校
教
育
系
) 

15
7 
 
 

62
8 

第
二
類
(科

学
文
化
教
育
系
) 

82
  

 
32
8 

第
三
類
(言

語
文
化
教
育
系
) 

73
  

 
29
2 

第
四
類
(生

涯
活
動
教
育
系
) 

81
  

 
32
4 

第
五
類
(人

間
形
成
基
礎
系
) 

52
  

 
20
8 

計
 

44
5 
 
 

1,
78
0 

法
学
部
 

法
学
科
 

昼
間
コ
ー
ス
 

14
0 

10
 

58
0 

夜
間
主
コ
ー
ス
 

30
 

10
 

14
0 

計
 

17
0 

20
 

72
0 

経
済
学
部
 

経
済
学
科
 

昼
間
コ
ー
ス
 

15
0 

5 
61
0 

夜
間
主
コ
ー
ス
 

45
 

5 
19
0 

計
 

19
5 

10
 

80
0 

理
学
部
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

数
学
科
 

47
  

 
10
 

18
8 

物
理
学
科
 

66
 

26
4 

化
学
科
 

59
 

23
6 

生
物
科
学
科
 

34
 

13
6 

地
球
惑
星
シ
ス
テ
ム
学
科
 

24
 

96
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

計
 

23
0 

10
 

94
0 

医
学
部
 

医
学
科
 

10
5 
 
 

63
0 

保
健
学
科
 

12
0 

 
48
0 

計
 

22
5 

 
1,
11
0 

歯
学
部
 

歯
学
科
 

53
 

 
31
8 

口
腔
健
康
科
学
科
 

40
  

 
16
0 

計
 

93
 

 
47
8 

薬
学
部
 

薬
学
科
 

38
  

 
22
8 

薬
科
学
科
 

22
  

 
88
 

計
 

60
  

 
31
6 

工
学
部
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

第
一
類
(機

械
・
輸
送
・
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ

ー
系
) 

15
0 
 
 

5 
61
0 

第
二
類
(電

気
電
子
・
シ
ス
テ
ム
情
報
系
) 

90
  

 
3 

36
6 

第
三
類
(応

用
化
学
・
生
物
工
学
・
化
学
工

学
系
) 

11
5 
 
 

4 
46
8 

第
四
類
(建

設
・
環
境
系
) 

90
  

 
3 

36
6 

規
則

2
2

部
 

輸
送
・
材
料
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
系
)  

第
二
類
(電

気
電

子
・
シ
ス
テ
ム

情
報
系
) 

 
 

 
 

0 
0 

90
 
18
0 

27
3 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
類
(応

用
化

学
・
生
物
工

学
・
化
学
工
学

系
) 

 
 

 
 

0  
0 

11
5 

23
0 

34
9 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
類
(建

設
・

環
境
系
) 

 
 

 
 

10
 

10
 

49
5 

45
0 

40
8 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
類
(機

械
シ

ス
テ
ム
工
学
系
) 
 
 

 
 

31
5 

21
0 

10
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
類
(電

気
・

電
子
・
シ
ス
テ

ム
・
情
報
系
) 

 
 

 
 

40
5 

27
0 

13
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
類
(化

学
・

バ
イ
オ
・
プ
ロ

セ
ス
系
) 

 
 

 
 

34
5  

23
0 

11
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

10
 

10
 1
,9
3 5 

1,
89 0 

1,
85 0 

 
 

 
 

 
 

 
 

情
報

科
学

部
 

情
報
科
学
科
 

 
 

 
 

0 
0 

80
 
16
0 

24
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

0 
0 

80
 
16
0 

24
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

総
 
計
 

2,
33

8 

2,
33

8 
70
 

70
 9
,9
4 4  

9,
91 4  

9,
90 9  

9,
90 4  

9,
88 9  

9,
87 4  

9,
85 9  

附
 
則
(平

成
30

年
12

月
18

日
規
則
第

15
7
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

12
月

18
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島

大
学
通
則
の
規
定
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

別
表
(第

3
条
関
係
) 

収
容
定
員
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

入
学
定

員
 

編
入
学
定

員
 

収
容
定

員
 

総
合
科
学
部
 
総
合
科
学
科
 

12
0 
 
 

48
0 

国
際
共
創
学
科
 

40
  

 
16
0 

計
 

16
0 
 
 

64
0 

文
学
部
 

人
文
学
科
 

13
0 

10
 

54
0 

規
則

2
1

―規則� ―12



○
広
島
大
学
医
学
部
細
則
 

(平
成

16
年

6
月

10
日
学
部
長
決
裁
) 

改
正
 
平
成

17
年

1
月

13
日
 
一
部
改
正
 
平
成

18
年

3
月

31
日
 
一
部
改
正
 

平
成

18
年

12
月

7
日
 
一
部
改
正
 
平
成

19
年

12
月

6
日
 
一
部
改
正
 

平
成

20
年

3
月

5
日
 
一
部
改
正
 

平
成

20
年

12
月

4
日
 
一
部
改
正
 

平
成

21
年

8
月

26
日
 
一
部
改
正
 
平
成

21
年

12
月

3
日
 
一
部
改
正
 

平
成

22
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正
 
平
成

23
年

2
月

3
日
 
一
部
改
正
 

平
成

24
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正
 
平
成

25
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正
 

平
成

26
年

3
月

27
日
 
一
部
改
正
 
平
成

27
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正
 

平
成

28
年

3
月

17
日
 
一
部
改
正
 

平
成

29
年

3
月

17
日
 
一
部
改
正
 

平
成

28
年

10
月

13
日
 一

部
改
正
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
大
学
医
学
部
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
広
島
大
学
医
学
部
(以

下
「
本
学
部
」
と
い
う
。
)の

学
生
の
修
学
に
つ
い
て
は
，
広

島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い
う
。
)，

広
島
大

学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
則
(平

成
18

年
2
月

14
日
規
則
第

5
号
)及

び
広
島
大
学
教
養
教
育

科
目
履
修
規
則
(平

成
18

年
2
月

14
日
規
則
第

6
号
。
以
下
「
教
養
教
育
科
目
履
修
規
則
」

と
い
う
。
)に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(学
科
及
び
専
攻
) 

第
2
条
 
本
学
部
に
，
次
の
学
科
及
び
専
攻
を
置
く
。
 

医
学
科
 

保
健
学
科
 

 
看
護
学
専
攻
 

 
理
学
療
法
学
専
攻
 

 
作
業
療
法
学
専
攻
 

(教
育
研
究
上
の
目
的
) 

第
3
条
 
医
学
科
は
，
医
師
及
び
医
学
研
究
者
を
育
成
し
，
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
 

2 
保
健
学
科
は
，
看
護
学
，
理
学
療
法
学
及
び
作
業
療
法
学
領
域
の
能
力
に
優
れ
た
人
材
を

育
成
し
，
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

(保
健
学
科
の
各
専
攻
の
入
学
定
員
) 

第
3
条
の

2 
保
健
学
科
の
各
専
攻
の
入
学
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

看
護
学
専
攻
 
60

人
 

(2
) 

理
学
療
法
学
専
攻
 3
0
人
 

(3
) 

作
業
療
法
学
専
攻
 
30

人
 

規
則

2
4

 
 

 
  

 
 
 

 
 

計
 

44
5 

15
 

1,
81
0 

生
物
生
産
学

部
 

生
物
生
産
学
科
 

90
 

10
 

38
0 

計
 

90
 

10
 

38
0 

情
報
科
学
部
 
情
報
科
学
科
 

80
 

5 
33
0 

総
 
 
 
計
 

2,
32
3 

80
 

9,
84
4 

 

規
則

2
3
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3 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に

学
部
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
) 

第
11

条
 
外
国
人
留
学
生
及
び
外
国
人
留
学
生
以
外
の
学
生
で
，
外
国
に
お
い
て
相
当
の
期

間
中
等
教
育
を
受
け
た
も
の
が
，
日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
に
関
す
る

授
業
科
目
を
履
修
し
て
単
位
を
修
得
し
た
場
合
は
，
当
該
授
業
科
目
の
単
位
を
卒
業
の
要

件
と
し
て
修
得
す
べ
き
教
養
教
育
科
目
の
単
位
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
科
目
及
び
単
位
数
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(教
育
課
程
の
修
了
) 

第
12

条
 
教
育
課
程
の
修
了
は
，
所
定
の
試
験
に
合
格
し
，
別
表
第

1
及
び
別
表
第

2
に
規

定
す
る
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
る
。
 

(単
位
数
の
計
算
の
基
準
) 

第
13

条
 
各
授
業
科
目
の
単
位
数
は
，
授
業
の
方
法
に
応
じ
，
次
の
基
準
に
よ
り
計
算
す
る

も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

講
義
は
，
15

時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(2
) 

演
習
は
，
15

時
間
又
は

30
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(3
) 

実
験
及
び
実
習
は
，
30

時
間
又
は

45
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(試
験
) 

第
14

条
 
試
験
は
，
科
目
試
験
及
び
論
文
試
験
と
す
る
。
 

2 
試
験
は
，
原
則
と
し
て
当
該
授
業
科
目
の
授
業
の
終
了
し
た
学
期
末
に
行
う
。
た
だ
し
，

授
業
科
目
に
よ
り
レ
ポ
ー
ト
又
は
平
常
の
成
績
を
も
っ
て
試
験
の
成
績
に
代
え
る
こ
と
が

あ
る
。
 

3 
試
験
の
方
法
及
び
期
日
は
，
あ
ら
か
じ
め
発
表
す
る
。
 

4 
授
業
実
施
時
数
の

3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
，
受
験
を
認
め
な
い
。

た
だ
し
，
所
定
の
手
続
を
経
て
欠
席
し
た
場
合
で
，
そ
の
欠
席
が
病
気
そ
の
他
の
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
当
該
授
業
科
目
担
当
教
員
の
判
断
に
よ
る

も
の
と
す
る
。
 

(到
達
度
の
評
価
) 

第
15

条
 
通
則
第

19
条
の

5
に
規
定
す
る
成
績
評
価
の
ほ
か
，
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
到
達
目

標
へ
の
到
達
度
の
評
価
を
行
う
。
 

2 
前
項
の
到
達
度
の
評
価
は
，
別
に
定
め
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
学
習
の
成
果
の
評
価
項
目

と
評
価
基
準
に
基
づ
き
，
「
極
め
て
優
秀
」
，
「
優
秀
」
及
び
「
良
好
」
の

3
段
階
で
行

う
。
 

(教
員
免
許
) 

第
16

条
 
保
健
学
科
看
護
学
専
攻
の
学
生
は
，
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
，
教
育
職
員
免

許
法
(昭

和
24

年
法
律
第

14
7
号
)及

び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
(昭

和
29

年
文
部
省

規
則

2
6

(教
育
課
程
) 

第
4
条
 
本
学
部
の
教
育
課
程
は
，
教
育
上
の
到
達
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科

目
に
よ
り
，
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
，
体
系
的
に
編
成
す
る
。
 

2 
本
学
部
が
開
設
す
る
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学
科
名
 

専
攻
名
 

主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

医
学
科
 

―
 

医
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

保
健
学
科
 看

護
学
専
攻
 

看
護
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

理
学
療
法
学
専
攻
 理

学
療
法
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

作
業
療
法
学
専
攻
 作

業
療
法
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

3 
医
学
科
に
広
島
大
学
医
学
部
医
学
科
・
大
学
院
医
歯
薬
保
健
学
研
究
科
連
携

MD
-P
hD

コ
ー

ス
（
以
下

MD
-P
hD

コ
ー
ス
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

4 
MD
-P
hD

コ
ー
ス
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(授
業
科
目
及
び
履
修
方
法
) 

第
5
条
 
授
業
科
目
は
，
教
養
教
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
区
分
す
る
。
 

2 
教
養
教
育
科
目
の
授
業
科
目
及
び
履
修
方
法
は
，
教
養
教
育
科
目
履
修
規
則
及
び
別
表
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。
 

3 
専
門
教
育
科
目
の
授
業
科
目
及
び
履
修
方
法
は
，
別
表
第

2
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(履
修
手
続
) 

第
6
条
 
各
学
期
に
開
講
す
る
授
業
科
目
及
び
担
当
教
員
名
等
は
，
そ
の
学
期
の
始
め
に
公
示

す
る
。
 

第
7
条
 
学
生
は
，
履
修
し
よ
う
と
す
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
各
学
期
の
指
定
す
る
期
間
に

所
定
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
学
生
は
，
他
の
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
当
該
学
部
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
8
条
 
他
学
部
の
学
生
は
，
本
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
前
条
第

1
項
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(修
得
単
位
数
の
少
な
い
学
生
の
履
修
指
導
) 

第
9
条
 
指
導
教
員
は
，
修
得
単
位
数
の
少
な
い
学
生
に
対
し
，
履
修
促
進
の
た
め
の
適
切
な

指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(第
1
年
次
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
) 

第
10

条
 
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当
)決

裁
)第

2
条
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
第

1
年
次
に
入
学
し

た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
は
，
別
に
定
め
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
広
島
大
学
で
の
既
修
得
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修
得

し
た
単
位
を
含
む
。
)の

認
定
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
医
学
部
教
授
会
(以

下
「
教
授
会
」

と
い
う
。
)の

議
を
経
て
学
部
長
が
行
う
。
 

規
則

2
5
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2 
平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
に
つ
い
て
は
，
こ
の
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
，
教
育
上
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
，
こ
の
細
則
に
規

定
す
る
授
業
科
目
を
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

附
 
則
(平

成
17

年
1
月

13
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

17
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

16
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
履
修
方
法
等
に
つ
い
て
は
，
こ
の
細
則

に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
 附

 
則
(平

成
18

年
3
月

31
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

18
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

17
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
18

年
12

月
7
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

19
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

18
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
19

年
12

月
6
日
 
一
部
改
正
) 

  

こ
の
細
則
は
，
平
成

20
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
(平

成
20

年
3
月

5
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

20
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

19
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
20

年
12

月
4
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

21
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

20
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
21

年
8
月

26
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

22
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

21
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

規
則

2
8

令
第

26
号
)に

定
め
る
所
要
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
，
次
に
掲
げ
る
教
育
職
員
の
普
通

免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

免
許
状
の
種
類
 
養
護
教
諭
一
種
免
許
状
 

2 
前
項
に
定
め
る
授
業
科
目
及
び
そ
の
履
修
方
法
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(休
学
) 

第
17

条
 
学
生
は
，
休
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
定
の
書
類
を
学
部
長
に
提
出
し
，
そ

の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 

学
生

は
，

休
学
期

間
を

短
縮

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

所
定

の
書

類
を

学
部

長
に

提
出

し
，

そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(退
学
) 

第
18

条
 
学
生
は
，
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
定
の
書
類
を
学
部
長
に
提
出
し
，
学

長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(転
学
) 

第
19

条
 
学
生
は
，
他
の
大
学
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
定
の
書
類
を
学
部
長
に

提
出
し
，
学
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
他
の
大
学
か
ら
本
学
部
に
転
学
を
志
望
す
る
者
は
，
所
定
の
書
類
を
学
部
長
に
提
出
し
，

教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(登
録
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
更
) 

第
20

条
 
学
生
は
，
本
学
部
の
他
の
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
登
録
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
，
転
学
科
又
は
転
専
攻
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
転
学
科
又
は
転
専
攻
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

3 
学
生
は
，
他
の
学
部
の
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
登
録
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，

広
島
大
学
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生

担
当
)決

裁
)の

規
定
に
基
づ
き
，
事
前
に
転
学
部
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(卒
業
の
要
件
) 

第
21

条
 
本
学
部
の
卒
業
の
要
件
は
，
本
学
部
に
通
則
第

4
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
以
上

在
学
し
，
か
つ
，
別
表
第

1
及
び
別
表
第

2
に
定
め
る
教
育
課
程
に
お
け
る
所
定
の
単
位
を

修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
22

条
 
削
除
 

(雑
則
) 

第
23

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
本
学
部
の
学
生
の
修
学
に
関
し
必
要
な
事
項

は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

6
月

10
日
か
ら
施
行
し
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す

る
。
 

規
則

2
7

3 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に

学
部
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
) 

第
11

条
 
外
国
人
留
学
生
及
び
外
国
人
留
学
生
以
外
の
学
生
で
，
外
国
に
お
い
て
相
当
の
期

間
中
等
教
育
を
受
け
た
も
の
が
，
日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
に
関
す
る

授
業
科
目
を
履
修
し
て
単
位
を
修
得
し
た
場
合
は
，
当
該
授
業
科
目
の
単
位
を
卒
業
の
要

件
と
し
て
修
得
す
べ
き
教
養
教
育
科
目
の
単
位
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
科
目
及
び
単
位
数
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(教
育
課
程
の
修
了
) 

第
12

条
 
教
育
課
程
の
修
了
は
，
所
定
の
試
験
に
合
格
し
，
別
表
第

1
及
び
別
表
第

2
に
規

定
す
る
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
る
。
 

(単
位
数
の
計
算
の
基
準
) 

第
13

条
 
各
授
業
科
目
の
単
位
数
は
，
授
業
の
方
法
に
応
じ
，
次
の
基
準
に
よ
り
計
算
す
る

も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

講
義
は
，
15

時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(2
) 

演
習
は
，
15

時
間
又
は

30
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(3
) 

実
験
及
び
実
習
は
，
30

時
間
又
は

45
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(試
験
) 

第
14

条
 
試
験
は
，
科
目
試
験
及
び
論
文
試
験
と
す
る
。
 

2 
試
験
は
，
原
則
と
し
て
当
該
授
業
科
目
の
授
業
の
終
了
し
た
学
期
末
に
行
う
。
た
だ
し
，

授
業
科
目
に
よ
り
レ
ポ
ー
ト
又
は
平
常
の
成
績
を
も
っ
て
試
験
の
成
績
に
代
え
る
こ
と
が

あ
る
。
 

3 
試
験
の
方
法
及
び
期
日
は
，
あ
ら
か
じ
め
発
表
す
る
。
 

4 
授
業
実
施
時
数
の

3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
，
受
験
を
認
め
な
い
。

た
だ
し
，
所
定
の
手
続
を
経
て
欠
席
し
た
場
合
で
，
そ
の
欠
席
が
病
気
そ
の
他
の
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
当
該
授
業
科
目
担
当
教
員
の
判
断
に
よ
る

も
の
と
す
る
。
 

(到
達
度
の
評
価
) 

第
15

条
 
通
則
第

19
条
の

5
に
規
定
す
る
成
績
評
価
の
ほ
か
，
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
到
達
目

標
へ
の
到
達
度
の
評
価
を
行
う
。
 

2 
前
項
の
到
達
度
の
評
価
は
，
別
に
定
め
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
学
習
の
成
果
の
評
価
項
目

と
評
価
基
準
に
基
づ
き
，
「
極
め
て
優
秀
」
，
「
優
秀
」
及
び
「
良
好
」
の

3
段
階
で
行

う
。
 

(教
員
免
許
) 

第
16

条
 
保
健
学
科
看
護
学
専
攻
の
学
生
は
，
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
，
教
育
職
員
免

許
法
(昭

和
24

年
法
律
第

14
7
号
)及

び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
(昭

和
29

年
文
部
省

規
則

2
6

(教
育
課
程
) 

第
4
条
 
本
学
部
の
教
育
課
程
は
，
教
育
上
の
到
達
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科

目
に
よ
り
，
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
，
体
系
的
に
編
成
す
る
。
 

2 
本
学
部
が
開
設
す
る
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学
科
名
 

専
攻
名
 

主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

医
学
科
 

―
 

医
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

保
健
学
科
 看

護
学
専
攻
 

看
護
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

理
学
療
法
学
専
攻
 理

学
療
法
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

作
業
療
法
学
専
攻
 作

業
療
法
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

3 
医
学
科
に
広
島
大
学
医
学
部
医
学
科
・
大
学
院
医
歯
薬
保
健
学
研
究
科
連
携

MD
-P
hD

コ
ー

ス
（
以
下

MD
-P
hD

コ
ー
ス
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

4 
MD
-P
hD

コ
ー
ス
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(授
業
科
目
及
び
履
修
方
法
) 

第
5
条
 
授
業
科
目
は
，
教
養
教
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
区
分
す
る
。
 

2 
教
養
教
育
科
目
の
授
業
科
目
及
び
履
修
方
法
は
，
教
養
教
育
科
目
履
修
規
則
及
び
別
表
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。
 

3 
専
門
教
育
科
目
の
授
業
科
目
及
び
履
修
方
法
は
，
別
表
第

2
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(履
修
手
続
) 

第
6
条
 
各
学
期
に
開
講
す
る
授
業
科
目
及
び
担
当
教
員
名
等
は
，
そ
の
学
期
の
始
め
に
公
示

す
る
。
 

第
7
条
 
学
生
は
，
履
修
し
よ
う
と
す
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
各
学
期
の
指
定
す
る
期
間
に

所
定
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
学
生
は
，
他
の
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
当
該
学
部
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
8
条
 
他
学
部
の
学
生
は
，
本
学
部
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
前
条
第

1
項
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(修
得
単
位
数
の
少
な
い
学
生
の
履
修
指
導
) 

第
9
条
 
指
導
教
員
は
，
修
得
単
位
数
の
少
な
い
学
生
に
対
し
，
履
修
促
進
の
た
め
の
適
切
な

指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(第
1
年
次
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
) 

第
10

条
 
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当
)決

裁
)第

2
条
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
第

1
年
次
に
入
学
し

た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
は
，
別
に
定
め
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
広
島
大
学
で
の
既
修
得
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修
得

し
た
単
位
を
含
む
。
)の

認
定
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
医
学
部
教
授
会
(以

下
「
教
授
会
」

と
い
う
。
)の

議
を
経
て
学
部
長
が
行
う
。
 

規
則

2
5

―規則� ―15



2 
平
成

27
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
28

年
10

月
13

日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

29
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

28
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
29

年
3
月

17
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

29
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

28
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 別
表
第

1(
第

5
条
第

2
項
及
び
第

12
条
関
係
) 

教
養
教
育
科
目
履
修
基
準
表
 

医
学
科
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
看
護
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
理
学
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
作
業
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

別
表
第

2(
第

5
条
第

3
項
及
び
第

12
条
関
係
) 

専
門
教
育
科
目
履
修
基
準
表
 

医
学
科
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
看
護
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
理
学
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
作
業
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

規
則

3
0

附
 
則
(平

成
21

年
12

月
3
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

22
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

21
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
22

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

22
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

21
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
23

年
2
月

3
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

22
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
24

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

24
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
，
第

4
条
に

2
項
を
加
え

る
改
正
規
定
は
，
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

2 
平
成

23
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
25

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

25
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

24
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
26

年
3
月

27
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

26
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

25
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
27

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

27
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

26
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
28

年
3
月

17
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

2
9

―規則� ―16



○
広
島
大
学
学
生
交
流
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

7
号
)   

広
島
大
学
学
生
交
流
規
則
 

目
次
 

第
1
章
 
総
則
(第

1
条
・
第

2
条
) 

第
2
章
 
派
遣
学
生
(第

3
条
－
第

10
条
) 

第
3
章
 
特
別
聴
講
学
生
(第

11
条
－
第

18
条
) 

第
4
章
 
雑
則
(第

19
条
) 

附
則
 

 

第
1
章
 
総
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

28
条
第

5

項
，
第

29
条
第

7
項
，
第

30
条
第

4
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

1

5
日
規
則
第

2
号
)第

35
条
第

4
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い

う
。
)に

お
け
る
派
遣
学
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
派
遣
学
生
」
と
は
，
本
学
に
在
学
中
の
学
生
で
，
本
学
の
教

育
課
程
の
一
環
と
し
て
他
の
大
学
等
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
も
の
(外

国
の
大
学
又
は
短

期
大
学
(大

学
以
外
の
高
等
教
育
機
関
を
含
む
。
以
下
「
外
国
の
大
学
等
」
と
い
う
。
)へ

留

学
す
る
も
の
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外

国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修

す
る
も
の
及
び
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実

施
に
伴
う
特
別
措
置
法
(昭

和
51

年
法
律
第

72
号
)第

1
条
第

2
項
に
規
定
す
る

19
72

年

12
月

11
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学
(以

下
「
国
際

連
合
大
学
」
と
い
う
。
)の

教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
履
修
す
る
も
の
を
含
む
。
)を

い
う
。
 

2 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
特
別
聴
講
学
生
」
と
は
，
他
の
大
学
等
に
在
学
中
の
学
生
で
，
そ

の
大
学
等
の
教
育
課
程
の
一
環
と
し
て
本
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
も
の
を
い
う
。
 

3 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
他
の
大
学
等
」
と
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

を
い
う
。
 

(1
) 

本
学
と
学
生
の
交
流
を
行
う
大
学
，
短
期
大
学
(専

攻
科
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)又

は
高
等
専
門
学
校
(専

攻
科
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
) 

規
則

3
1

(2
) 

外
国
の
大
学
等
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の

と
し

て
当

該
外

国
の

学
校

教
育

制
度

に
お

い
て

位
置

付
け

ら
れ

た
教

育
施

設
で

あ
っ

て
，

文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
 

(3
) 

国
際
連
合
大
学
 

4 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
大
学
間
協
議
」
と
は
，
学
生
を
交
流
す
る
に
当
た
っ
て
，
あ
ら
か

じ
め
本
学
と
他
の
大
学
等
と
の
間
で
，
履
修
で
き
る
授
業
科
目
の
範
囲
，
対
象
と
な
る
学

生
数
，
単
位
の
認
定
方
法
，
授
業
料
等
の
費
用
の
取
扱
い
方
法
，
そ
の
他
必
要
と
さ
れ
る

具
体
的
な
措
置
に
関
し
て
行
う
協
議
を
い
う
。
 

5 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
部
局
間
協
議
」
と
は
，
学
生
を
交
流
す
る
に
当
た
っ
て
，
あ
ら
か

じ
め
本
学
の
学
部
又
は
研
究
科
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)と

他
の
大
学
等
と
の
間
で
，

履
修
で
き
る
授
業
科
目
の
範
囲
，
対
象
と
な
る
学
生
数
，
単
位
の
認
定
方
法
，
授
業
料
等

の
費
用
の
取
扱
い
方
法
，
そ
の
他
必
要
と
さ
れ
る
具
体
的
な
措
置
に
関
し
て
行
う
協
議
を

い
う
。
 

第
2
章
 
派
遣
学
生
 

(取
扱
い
の
要
件
) 

第
3
条
 
派
遣
学
生
の
取
扱
い
は
，
原
則
と
し
て
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
が
成
立
し
た

も
の
に
つ
い
て
行
う
。
 

2 
前
項
の
大
学
間
協
議
は
，
学
部
に
あ
っ
て
は
学
部
の
教
授
会
，
研
究
科
に
あ
っ
て
は
研
究

科
の
教
授
会
(以

下
「
当
該
教
授
会
」
と
い
う
。
)の

議
を
経
て
，
学
長
が
行
う
。
 

3 
第

1
項
の
部
局
間
協
議
は
，
当
該
教
授
会
の
議
を
経
て
，
当
該
学
部
等
の
長
が
行
う
。
 

(出
願
手
続
) 

第
4
条
 
派
遣
学
生
を
志
願
す
る
者
は
，
所
定
の
願
書
に
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
に
よ

り
決
定
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
出
願
の
時
期
は
，
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(派
遣
の
許
可
) 

第
5
条
 
派
遣
学
生
の
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
，
当
該
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
派
遣

を
許
可
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
他
の
大
学
等
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
，
当
該
他
の
大

学
等
の
長
に
必
要
書
類
を
添
え
て
学
生
の
受
入
れ
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，

部
局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
部
等
の
長
が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
に

依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(履
修
期
間
) 

第
6
条
 
派
遣
学
生
の
履
修
期
間
は
，
1
学
期
又
は

1
学
年
間
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
長
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
他

の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
(部

局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
部
等
の
長

が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
)，

履
修
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
，
履
修
期
間
は
，
通
算
し
て

2
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

規
則

3
2

2 
平
成

27
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
28

年
10

月
13

日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

29
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

28
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
29

年
3
月

17
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

29
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

28
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 別
表
第

1(
第

5
条
第

2
項
及
び
第

12
条
関
係
) 

教
養
教
育
科
目
履
修
基
準
表
 

医
学
科
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
看
護
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
理
学
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
作
業
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

別
表
第

2(
第

5
条
第

3
項
及
び
第

12
条
関
係
) 

専
門
教
育
科
目
履
修
基
準
表
 

医
学
科
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
看
護
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
理
学
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

保
健
学
科
作
業
療
法
学
専
攻
 

[別
紙
参
照
] 

規
則

3
0

附
 
則
(平

成
21

年
12

月
3
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

22
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

21
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
22

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

22
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

21
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
23

年
2
月

3
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

22
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
24

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

24
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
，
第

4
条
に

2
項
を
加
え

る
改
正
規
定
は
，
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

2 
平
成

23
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
25

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

25
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

24
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
26

年
3
月

27
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

26
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

25
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
27

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

27
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

26
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
等
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
大
学
医
学
部
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
(平

成
28

年
3
月

17
日
 
一
部
改
正
) 

  

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

2
9
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あ
る
場
合
は
，
そ
の
期
日
)ま

で
に
，
所
属
大
学
等
の
長
を
通
じ
て
学
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

本
学
所
定
の
特
別
聴
講
学
生
願
 

(2
) 

在
学
証
明
書
及
び
成
績
証
明
書
 

(3
) 

所
属
大
学
等
の
長
の
推
薦
書
 

(4
) 

医
師
の
健
康
診
断
書
 

(受
入
れ
の
通
知
) 

第
13

条
 
学
長
は
，
特
別
聴
講
学
生
の
受
入
れ
を
許
可
し
た
と
き
は
，
そ
の
所
属
大
学
等
の

長
を
経
て
本
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
14

条
 
削
除
 

(学
業
成
績
証
明
書
の
交
付
) 

第
15

条
 
学
部
等
の
長
は
，
特
別
聴
講
学
生
の
学
業
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
証
) 

第
16

条
 
特
別
聴
講
学
生
は
，
所
定
の
学
生
証
の
交
付
を
受
け
，
常
に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
) 

第
17

条
 
特
別
聴
講
学
生
に
係
る
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

2
 

特
別

聴
講

学
生
が

国
立

の
大

学
，

短
期

大
学

又
は

高
等

専
門

学
校

の
学

生
で

あ
る

と
き

は
，

本
学
で
の
授
業
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

3 
特
別
聴
講
学
生
が
公
立
若
し
く
は
私
立
の
大
学
，
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
，

外
国
の
大
学
等
又
は
国
際
連
合
大
学
の
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
履
修
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学

期
(前

期
又
は
後
期
)ご

と
に

1
単
位
に
相
当
す
る
授
業
に
つ
い
て

14
,8
00

円
の
授
業
料
を

所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
，
授
業
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
 

(1
) 

公
立
又
は
私
立
の
大
学
，
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
と
の
間
で
締
結
し
た
大
学

間
相
互
単
位
互
換
協
定
に
お
い
て
，
当
該
学
生
の
授
業
料
が
相
互
に
不
徴
収
と
さ
れ
て

い
る
と
き
。
 

(2
) 

外
国
の
大
学
等
又
は
国
際
連
合
大
学
と
の
間
で
締
結
し
た
大
学
間
交
流
協
定
，
部
局

間
交
流
協
定
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
，
当
該
学
生
の
授
業
料
が
相
互
に

不
徴
収
と
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

4 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
聴
講
学
生
が
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3

＋
１
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
大
学
間
交
流
協
定
に
基
づ
き
受
入
れ
る
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
履
修

す
る
期
間
に
応
じ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
を
所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

3
タ
ー
ム
 
39
9,
60
0
円
 

(2
) 

4
タ
ー
ム
 
53
2,
80
0
円
 

5 
既
納
の
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

規
則

3
4

(在
学
期
間
へ
の
算
入
) 

第
7
条
 
前
条
に
規
定
す
る
履
修
期
間
は
，
本
学
の
在
学
期
間
に
算
入
す
る
。
 

(履
修
報
告
書
の
提
出
) 

第
8
条
 
派
遣
学
生
は
，
履
修
期
間
が
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
(外

国
の
大
学
等
へ
留
学

す
る
学
生
に
つ
い
て
は
，
帰
国
の
日
か
ら

1
月
以
内
に
)所

属
の
学
部
等
の
長
を
経
て
，
学

長
に
履
修
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(授
業
料
等
) 

第
9
条
 
派
遣
学
生
は
，
本
学
に
正
規
の
授
業
料
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
派
遣
学
生
の
受
入
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
の
費
用
の
取
扱
い
は
，
大
学
間
協
議
又
は

部
局
間
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
，
派
遣
学
生
が
受
入
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
の
費
用
を
負
担
す

る
場
合
は
，
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
当
該
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
ご
と

に
理
事
(国

際
・
平
和
・
基
金
担
当
)が

定
め
る
期
間
，
本
学
の
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
 

(派
遣
の
許
可
の
取
消
し
) 

第
10

条
 
学
長
は
，
派
遣
学
生
が
そ
の
履
修
の
実
が
上
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
そ

の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
又
は
授
業
料
等
の
納
付
の
義
務
を

怠
っ
た
と
き
は
，
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
(部

局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い

て
は
，
当
該
学
部
等
の
長
が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
)，

派
遣
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

第
3
章
 
特
別
聴
講
学
生
 

(取
扱
い
の
要
件
等
の
準
用
) 

第
11

条
 
第

3
条
，
第

5
条
第

1
項
，
第

6
条
及
び
第

10
条
の
規
定
は
，
特
別
聴
講
学
生
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第

3
条
，
第

5
条
第

1
項
，
第

6
条
及
び
第

10
条
中

「
派
遣
学
生
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
聴
講
学
生
」
と
，
第

5
条
中
「
派
遣
」
と
あ
る
の
は

「
受
入
れ
」
と
，
第

10
条
中
「
派
遣
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
受
入
れ
の
許
可
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
特
別
聴
講
学
生
が
歯
学
部
と
外
国
の
大
学
と
の
間
で
成
立
し
た

部
局
間
協
議
に
基
づ
き
受
入
れ
る
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
第

6
条
第

1
項
中
「
1
学
期
又
は

1
学
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
4
学
年
間
」
と
，
同
条
第

2
項
た
だ
し
書
中
「
2
年
」
と
あ
る

の
は
「
5
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

(出
願
手
続
) 

第
12

条
 
特
別
聴
講
学
生
を
志
願
す
る
者
(広

島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
1
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
志
願
す
る
者
を
除
く
。
)は

，
次
の
各
号
(他

の
大
学
等
(外

国
の
大
学
等
及
び
国

際
連
合
大
学
を
除
く
。
)の

学
生
に
あ
っ
て
は
第

4
号
を
除
く
。
)に

掲
げ
る
書
類
を
，
履
修

を
希
望
す
る
学
期
の
始
ま
る

2
月
前
(外

国
の
大
学
等
の
学
生
の
場
合
は
，
原
則
と
し
て

6

月
前
。
た
だ
し
，
外
国
の
大
学
等
と
の
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
に
お
い
て
定
め
の

規
則

3
3
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○
広
島
大
学
学
位
規
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

8
号

) 
広
島
大
学
学
位
規
則

 
目
次

 
第

1
章
 
総
則

(第
1
条

) 
第

2
章
 
学
位
授
与
の
要
件
及
び
専
攻
分
野

(第
2
条
・
第

3
条

) 
第

3
章
 
博
士
の
学
位
授
与
の
申
請
及
び
学
位
論
文
の
審
査
方
法
等

(第
4
条
－
第

10
条

) 
第

4
章
 
博
士
の
学
位
授
与
等

(第
11

条
－
第

14
条

) 
第

5
章
 
雑
則

(第
15

条
－
第

17
条

) 
附
則

 
 

第
1
章
 
総
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
学
位
規
則

(昭
和

28
年
文
部
省
令
第

9
号

)第
13

条
第

1
項
，
広
島

大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
46

条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規

則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
46

条
第

3
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)が
行
う
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

 第
2
章
 
学
位
授
与
の
要
件
及
び
専
攻
分
野

 
(学

位
授
与
の
要
件

) 
第

2
条
 
本
学
を
卒
業
し
た
者
に
は
，
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
。

 
2 

本
学
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
，
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学

位
を
授
与
す
る
。

 
3 

前
2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
博
士
の
学
位
は
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
を
経
な
い

者
で
あ
っ
て
も
学
位
論
文
を
提
出
し
て
そ
の
審
査
に
合
格
し
，
か
つ
，
試
問
に
合
格
し
た

と
き
に
も
授
与
す
る
。

 
(専

攻
分
野
の
名
称

) 
第

3
条
 
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
別
表
第

1
に
掲
げ
る
専
攻
分
野
の
名

称
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

修
士
及
び
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
別
表
第

2
に
掲
げ
る
専
攻
分
野
の

名
称
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

専
門
職
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
別
表
第

3
に
掲
げ
る
学
位
の
名
称
を
付
記
す

る
も
の
と
す
る
。

 
第

3
章
 
博
士
の
学
位
授
与
の
申
請
及
び
学
位
論
文
の
審
査
方
法
等

 
(博

士
の
学
位
授
与
の
申
請
及
び
受
理

) 
第

4
条
 
博
士
の
学
位
の
授
与
の
申
請
に
要
す
る
学
位
論
文
は

1
編
と
し
，

2
通
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
別
に
参
考
論
文
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

規
則

3
6

(費
用
の
負
担
) 

第
18

条
 
実
験
，
実
習
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
特
別
聴
講
学
生
の
負
担
と
す
る
。
 

第
4
章
 
雑
則
 

(雑
則
) 

第
19

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

学
部
等
が
定
め
る
。
 

2 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
１
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
特
別
聴
講
学
生
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
交
流
規
程
(昭

和
47

年
広
島
大
学
規
程
第

32
号
)に

基
づ
き
許
可
さ
れ
て
い
る
派
遣
学
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
に
つ
い
て
は
，
こ
の
規

則
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
派
遣
学
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
と
み
な
す
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
10

月
1
日
規
則
第

12
5
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

3
5

あ
る
場
合
は
，
そ
の
期
日
)ま

で
に
，
所
属
大
学
等
の
長
を
通
じ
て
学
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

本
学
所
定
の
特
別
聴
講
学
生
願
 

(2
) 

在
学
証
明
書
及
び
成
績
証
明
書
 

(3
) 

所
属
大
学
等
の
長
の
推
薦
書
 

(4
) 

医
師
の
健
康
診
断
書
 

(受
入
れ
の
通
知
) 

第
13

条
 
学
長
は
，
特
別
聴
講
学
生
の
受
入
れ
を
許
可
し
た
と
き
は
，
そ
の
所
属
大
学
等
の

長
を
経
て
本
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
14

条
 
削
除
 

(学
業
成
績
証
明
書
の
交
付
) 

第
15

条
 
学
部
等
の
長
は
，
特
別
聴
講
学
生
の
学
業
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
証
) 

第
16

条
 
特
別
聴
講
学
生
は
，
所
定
の
学
生
証
の
交
付
を
受
け
，
常
に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
) 

第
17

条
 
特
別
聴
講
学
生
に
係
る
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

2
 

特
別

聴
講

学
生
が

国
立

の
大

学
，

短
期

大
学

又
は

高
等

専
門

学
校

の
学

生
で

あ
る

と
き

は
，

本
学
で
の
授
業
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

3 
特
別
聴
講
学
生
が
公
立
若
し
く
は
私
立
の
大
学
，
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
，

外
国
の
大
学
等
又
は
国
際
連
合
大
学
の
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
履
修
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学

期
(前

期
又
は
後
期
)ご

と
に

1
単
位
に
相
当
す
る
授
業
に
つ
い
て

14
,8
00

円
の
授
業
料
を

所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
，
授
業
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
 

(1
) 

公
立
又
は
私
立
の
大
学
，
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
と
の
間
で
締
結
し
た
大
学

間
相
互
単
位
互
換
協
定
に
お
い
て
，
当
該
学
生
の
授
業
料
が
相
互
に
不
徴
収
と
さ
れ
て

い
る
と
き
。
 

(2
) 

外
国
の
大
学
等
又
は
国
際
連
合
大
学
と
の
間
で
締
結
し
た
大
学
間
交
流
協
定
，
部
局

間
交
流
協
定
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
，
当
該
学
生
の
授
業
料
が
相
互
に

不
徴
収
と
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

4 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
聴
講
学
生
が
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3

＋
１
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
大
学
間
交
流
協
定
に
基
づ
き
受
入
れ
る
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
履
修

す
る
期
間
に
応
じ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
を
所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

3
タ
ー
ム
 
39
9,
60
0
円
 

(2
) 

4
タ
ー
ム
 
53
2,
80
0
円
 

5 
既
納
の
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

規
則

3
4

(在
学
期
間
へ
の
算
入
) 

第
7
条
 
前
条
に
規
定
す
る
履
修
期
間
は
，
本
学
の
在
学
期
間
に
算
入
す
る
。
 

(履
修
報
告
書
の
提
出
) 

第
8
条
 
派
遣
学
生
は
，
履
修
期
間
が
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
(外

国
の
大
学
等
へ
留
学

す
る
学
生
に
つ
い
て
は
，
帰
国
の
日
か
ら

1
月
以
内
に
)所

属
の
学
部
等
の
長
を
経
て
，
学

長
に
履
修
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(授
業
料
等
) 

第
9
条
 
派
遣
学
生
は
，
本
学
に
正
規
の
授
業
料
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
派
遣
学
生
の
受
入
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
の
費
用
の
取
扱
い
は
，
大
学
間
協
議
又
は

部
局
間
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
，
派
遣
学
生
が
受
入
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
の
費
用
を
負
担
す

る
場
合
は
，
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
当
該
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
ご
と

に
理
事
(国

際
・
平
和
・
基
金
担
当
)が

定
め
る
期
間
，
本
学
の
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
 

(派
遣
の
許
可
の
取
消
し
) 

第
10

条
 
学
長
は
，
派
遣
学
生
が
そ
の
履
修
の
実
が
上
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
そ

の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
又
は
授
業
料
等
の
納
付
の
義
務
を

怠
っ
た
と
き
は
，
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
(部

局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い

て
は
，
当
該
学
部
等
の
長
が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
)，

派
遣
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

第
3
章
 
特
別
聴
講
学
生
 

(取
扱
い
の
要
件
等
の
準
用
) 

第
11

条
 
第

3
条
，
第

5
条
第

1
項
，
第

6
条
及
び
第

10
条
の
規
定
は
，
特
別
聴
講
学
生
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第

3
条
，
第

5
条
第

1
項
，
第

6
条
及
び
第

10
条
中

「
派
遣
学
生
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
聴
講
学
生
」
と
，
第

5
条
中
「
派
遣
」
と
あ
る
の
は

「
受
入
れ
」
と
，
第

10
条
中
「
派
遣
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
受
入
れ
の
許
可
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
特
別
聴
講
学
生
が
歯
学
部
と
外
国
の
大
学
と
の
間
で
成
立
し
た

部
局
間
協
議
に
基
づ
き
受
入
れ
る
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
第

6
条
第

1
項
中
「
1
学
期
又
は

1
学
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
4
学
年
間
」
と
，
同
条
第

2
項
た
だ
し
書
中
「
2
年
」
と
あ
る

の
は
「
5
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

(出
願
手
続
) 

第
12

条
 
特
別
聴
講
学
生
を
志
願
す
る
者
(広

島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
1
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
志
願
す
る
者
を
除
く
。
)は

，
次
の
各
号
(他

の
大
学
等
(外

国
の
大
学
等
及
び
国

際
連
合
大
学
を
除
く
。
)の

学
生
に
あ
っ
て
は
第

4
号
を
除
く
。
)に

掲
げ
る
書
類
を
，
履
修

を
希
望
す
る
学
期
の
始
ま
る

2
月
前
(外

国
の
大
学
等
の
学
生
の
場
合
は
，
原
則
と
し
て

6

月
前
。
た
だ
し
，
外
国
の
大
学
等
と
の
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
に
お
い
て
定
め
の

規
則

3
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第
7
条
 
博
士
の
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
又
は
試
問
は
，
学
位
論
文
を
受
理
し
た
と
き

か
ら

1
年
以
内
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
，
教

授
会
の
議
を
経
て
，
そ
の
期
間
を

1
年
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(審

査
委
員
会
・
試
問
委
員
会
の
報
告

) 
第

8
条
 
審
査
委
員
会
は
，
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
を
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
論

文
の
内
容
の
要
旨
，
論
文
審
査
の
要
旨
及
び
試
験
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も
っ
て
教

授
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

試
問
委
員
会
は
，
試
問
を
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
そ
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も

っ
て
教
授
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(教

授
会
の
審
議
決
定

) 
第

9
条
 
教
授
会
は
，
前
条
の
報
告
に
基
づ
い
て
審
議
の
上
，
博
士
の
学
位
を
授
与
す
べ
き

か
ど
う
か
を
議
決
す
る
。

 
2 

前
項
の
議
決
を
す
る
に
は
，
教
授
会
の
構
成
員

(海
外
出
張
中
及
び
長
期
療
養
中
の
者
を
除

く
。

)の
3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
必
要
と
し
，
か
つ
，
出
席
者
の

3
分
の

2
以
上
の
賛
成

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
3 

教
授
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
研
究
科
若
し
く
は
他
の
研
究
科
の
教
員

又
は
他
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
の
教
員
等
を
，
こ
の
審
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
，
そ
の
出
席
者
は
，
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
(教

授
会
の
報
告

) 
第

10
条
 
教
授
会
が
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
る
も
の
と
し
た
と
き
は
，
研
究
科
の
長
は
，

学
位
論
文
と
と
も
に
論
文
の
内
容
の
要
旨
，
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨
及
び
試
験
又
は
試

問
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も
っ
て
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

教
授
会
が
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
，
研
究
科
の
長
は
，
そ
の

旨
を
文
書
を
も
っ
て
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

4
章
 
博
士
の
学
位
授
与
等

 
(博

士
の
学
位
授
与

) 
第

11
条
 
学
長
は
，
前
条
の
報
告
を
踏
ま
え
，
博
士
の
学
位
を
授
与
す
べ
き
者
に
は
，
学
位

記
を
授
与
し
，
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
な
い
者
に
は
，
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

 
(博

士
の
学
位
登
録

) 
第

12
条
 
本
学
が
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
と
き
は
，
学
長
は
，
学
位
簿
に
登
録
し
，
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(学

位
論
文
要
旨
の
公
表

) 
第

13
条
 
本
学
が
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
と
き
は
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
日
か

ら
3
月
以
内
に
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
内
容
の
要
旨
及
び
論
文
審
査

の
結
果
の
要
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(学

位
論
文
の
公
表

) 

規
則

3
8

2 
前
項
の
学
位
論
文
の
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
論
文
の
訳
文
，
模
型
及
び
標
本

等
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
3 

第
2
条
第

3
項
に
該
当
す
る
者
が
，
博
士
の
学
位
の
授
与
を
申
請
す
る
場
合
は
，
学
位
申

請
書
に
学
位
論
文
，
論
文
目
録
，
論
文
の
要
旨
，
履
歴
書
及
び
審
査
手
数
料

57
,0

00
円
を

添
え
，
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
を
指
定
し
，
当
該
研
究
科
の
長
を
経
て
学
長

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
に
所
定
の
修
業
年
限
以

上
在
学
し
，
所
定
の
単
位
を
修
得
し

(博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
単
位
の
修
得
の
定
め
が

な
い
場
合
は
，
単
位
の
修
得
を
要
し
な
い
。

)，
か
つ
，
学
位
論
文
の
作
成
等
に
対
す
る
指

導
を
受
け
た
後
退
学
し
た
者

(以
下
「
本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学

し
た
者
」
と
い
う
。

)が
，
再
入
学
し
な
い
で
，
退
学
し
た
と
き
か
ら

1
年
以
内
に
博
士
の

学
位
の
授
与
を
申
請
す
る
と
き
は
，
審
査
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
4 

前
項
に
よ
り
学
位
論
文
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
，
学
長
は
，
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分

野
の
名
称
に
よ
り
，
適
当
と
認
め
る
研
究
科
の
教
授
会

(以
下
「
教
授
会
」
と
い
う
。

)に
審

査
を
付
託
す
る
。

 
5 

受
理
し
た
学
位
論
文
及
び
審
査
手
数
料
は
，
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
返
還
し

な
い
。

 
(審

査
委
員
会
・
試
問
委
員
会

) 
第

5
条
 
教
授
会
は
，
博
士
の
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
を
行
う
た
め
，
審
査
委
員

3
人

以
上
か
ら
な
る
審
査
委
員
会
を
設
け
る
。

 
2 

教
授
会
は
，
第

2
条
第

3
項
に
定
め
る
試
問
を
行
う
た
め
，
試
問
委
員

3
人
以
上
か
ら
な

る
試
問
委
員
会
を
設
け
る
。

 
3 

教
授
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
研
究
科
若
し
く
は
他
の
研
究
科
の
教
員

又
は
他
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
の
教
員
等
を
審
査
委
員
又
は
試
問
委
員
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
(試

験
及
び
試
問
の
方
法

) 
第

6
条
 
試
験
は
，
博
士
の
学
位
論
文
を
中
心
と
し
て
，
こ
れ
に
関
連
あ
る
科
目
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

 
2 

試
問
は
，
筆
答
試
問
及
び
口
頭
試
問
に
よ
り
，
専
攻
分
野
に
関
し
本
学
大
学
院
に
お
い
て

博
士

課
程

を
修

了
し

た
者

と
同

等
以

上
の

学
力

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

行
う

。
 

3 
前
項
の
試
問
に
つ
い
て
は
，
外
国
語
は

2
種
類
を
課
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
，

教
授
会
が
特
別
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
，

1
種
類
の
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
4 

本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学
し
た
者
か
ら
各
研
究
科
が
定
め
る
年

限
内
に
学
位
論
文
を
受
理
し
た
と
き
は
，
第

2
条
第

3
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
試
問

に
代
え
て
試
験
と
す
る
。

 
(審

査
期
間

) 

規
則

3
7

―規則� ―20



2 
平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
学
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
に

つ
い
て
は
，
別
表
第

1
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
3 

平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
修
士
又
は
博
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野

の
名
称
に
つ
い
て
は
，
別
表
第

2
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
4 

第
2
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
る
博
士
の
学
位
の
授
与
は
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
を
経

た
者
に
同
種
類
の
学
位
を
授
与
し
た
後
に
お
い
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

30
日
規
則
第

58
号

) 
 

 

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

別
表
第

1(
第

3
条
第

1
項
関
係

) 

学
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称

 
学
部
名

 
専
攻
分
野
の
名
称

 
備
考

 
総
合
科
学
部

 
総
合
科
学

 
 

 
文
学
部

 
文
学

 
 

 
教
育
学
部

 
教
育
学

 
第
五
類

(心
理
学
系
コ
ー
ス

)を
除
く

 
心
理
学

 
第
五
類

(心
理
学
系
コ
ー
ス

) 
法
学
部

 
法
学

 
 

 
経
済
学
部

 
経
済
学

 
 

 
理
学
部

 
理
学

 
 

 
医
学
部

 
医
学

 
医
学
科

 
看
護
学

 
保
健
学
科

(看
護
学
専
攻

) 
保
健
学

 
保
健
学
科

(理
学
療
法
学
専
攻
及
び
作
業
療
法
学
専
攻

) 
歯
学
部

 
歯
学

 
歯
学
科

 
口
腔
健
康
科
学

 
口
腔
健
康
科
学
科

 
薬
学
部

 
薬
学

 
薬
学
科

 
薬
科
学

 
薬
科
学
科

 
工
学
部

 
工
学

 
 

 
生
物
生
産
学
部

 農
学

 
 

 
情
報
科
学
部

 
情
報
科
学

 
 

別
表
第

2(
第

3
条
第

2
項
関
係

) 

修
士
及
び
博
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称

 
研
究
科
名

 
専
攻
分
野
の
名
称

 

規
則

4
0

第
14

条
 
本
学
に
お
い
て
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
さ

れ
た
日
か
ら

1
年
以
内
に
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
全
文
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
前
に
既
に
公
表
し
た
と

き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
2 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
，
や
む
を
得
な
い
事
由

が
あ
る
場
合
に
は
，
学
長
の
承
認
を
受
け
て
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の

全
文
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
，
学
長
は
，
そ
の
学
位
論
文
の
全
文
を
求
め
に
応
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。

 
3 

博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
が
行
う
前

2
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
，
本
学
の
協
力
を

得
て
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 
4 

前
3
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
を
公
表
す
る
と
き
は
，

「
広
島
大
学
審
査
学
位
論
文
」
と
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

5
章
 
雑
則

 
(修

士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
の
授
与
の
取
消
し

) 
第

15
条
 
本
学
に
お
い
て
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

が
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
学
長
は
，
教
育
研
究
評
議
会

(以
下

「
評
議
会
」
と
い
う
。

)の
議
を
経
て
，
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
の

授
与
を
取
り
消
し
，
学
位
記
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
不
正
の
方
法
に
よ
り
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
受
け
た
こ
と

が
判
明
し
た
と
き
。

 
(2

) 
そ
の
名
誉
を
汚
辱
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

 
2 

評
議
会
に
お
い
て
，
前
項
の
議
決
を
行
う
場
合
は
，
評
議
員

(海
外
出
張
中
及
び
長
期
療
養

中
の
者
を
除
く
。

)の
3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
必
要
と
し
，
か
つ
，
出
席
者
の

4
分
の

3
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
3 

学
位
の
授
与
を
取
り
消
し
た
と
き
は
，
そ
の
旨
の
理
由
を
付
し
て
本
学
学
報
に
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

 
(学

位
記
及
び
申
請
書
等
の
様
式

) 
第

16
条
 
学
位
記
及
び
第

4
条
第

3
項
の
申
請
書
等
の
様
式
は
，
別
記
様
式
第

1
号
か
ら
別

記
様
式
第

7
号
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(そ

の
他

) 
第

17
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
各
学

部
又
は
各
研
究
科
が
定
め
る
。

 

附
 
則

 
1 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

3
9

第
7
条
 
博
士
の
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
又
は
試
問
は
，
学
位
論
文
を
受
理
し
た
と
き

か
ら

1
年
以
内
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
，
教

授
会
の
議
を
経
て
，
そ
の
期
間
を

1
年
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(審

査
委
員
会
・
試
問
委
員
会
の
報
告

) 
第

8
条
 
審
査
委
員
会
は
，
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
を
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
論

文
の
内
容
の
要
旨
，
論
文
審
査
の
要
旨
及
び
試
験
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も
っ
て
教

授
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

試
問
委
員
会
は
，
試
問
を
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
そ
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も

っ
て
教
授
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(教

授
会
の
審
議
決
定

) 
第

9
条
 
教
授
会
は
，
前
条
の
報
告
に
基
づ
い
て
審
議
の
上
，
博
士
の
学
位
を
授
与
す
べ
き

か
ど
う
か
を
議
決
す
る
。

 
2 

前
項
の
議
決
を
す
る
に
は
，
教
授
会
の
構
成
員

(海
外
出
張
中
及
び
長
期
療
養
中
の
者
を
除

く
。

)の
3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
必
要
と
し
，
か
つ
，
出
席
者
の

3
分
の

2
以
上
の
賛
成

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
3 

教
授
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
研
究
科
若
し
く
は
他
の
研
究
科
の
教
員

又
は
他
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
の
教
員
等
を
，
こ
の
審
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
，
そ
の
出
席
者
は
，
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
(教

授
会
の
報
告

) 
第

10
条
 
教
授
会
が
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
る
も
の
と
し
た
と
き
は
，
研
究
科
の
長
は
，

学
位
論
文
と
と
も
に
論
文
の
内
容
の
要
旨
，
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨
及
び
試
験
又
は
試

問
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も
っ
て
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

教
授
会
が
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
，
研
究
科
の
長
は
，
そ
の

旨
を
文
書
を
も
っ
て
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

4
章
 
博
士
の
学
位
授
与
等

 
(博

士
の
学
位
授
与

) 
第

11
条
 
学
長
は
，
前
条
の
報
告
を
踏
ま
え
，
博
士
の
学
位
を
授
与
す
べ
き
者
に
は
，
学
位

記
を
授
与
し
，
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
な
い
者
に
は
，
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

 
(博

士
の
学
位
登
録

) 
第

12
条
 
本
学
が
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
と
き
は
，
学
長
は
，
学
位
簿
に
登
録
し
，
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(学

位
論
文
要
旨
の
公
表

) 
第

13
条
 
本
学
が
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
と
き
は
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
日
か

ら
3
月
以
内
に
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
内
容
の
要
旨
及
び
論
文
審
査

の
結
果
の
要
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(学

位
論
文
の
公
表

) 

規
則

3
8

2 
前
項
の
学
位
論
文
の
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
論
文
の
訳
文
，
模
型
及
び
標
本

等
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
3 

第
2
条
第

3
項
に
該
当
す
る
者
が
，
博
士
の
学
位
の
授
与
を
申
請
す
る
場
合
は
，
学
位
申

請
書
に
学
位
論
文
，
論
文
目
録
，
論
文
の
要
旨
，
履
歴
書
及
び
審
査
手
数
料

57
,0

00
円
を

添
え
，
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
を
指
定
し
，
当
該
研
究
科
の
長
を
経
て
学
長

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
に
所
定
の
修
業
年
限
以

上
在
学
し
，
所
定
の
単
位
を
修
得
し

(博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
単
位
の
修
得
の
定
め
が

な
い
場
合
は
，
単
位
の
修
得
を
要
し
な
い
。

)，
か
つ
，
学
位
論
文
の
作
成
等
に
対
す
る
指

導
を
受
け
た
後
退
学
し
た
者

(以
下
「
本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学

し
た
者
」
と
い
う
。

)が
，
再
入
学
し
な
い
で
，
退
学
し
た
と
き
か
ら

1
年
以
内
に
博
士
の

学
位
の
授
与
を
申
請
す
る
と
き
は
，
審
査
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
4 

前
項
に
よ
り
学
位
論
文
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
，
学
長
は
，
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分

野
の
名
称
に
よ
り
，
適
当
と
認
め
る
研
究
科
の
教
授
会

(以
下
「
教
授
会
」
と
い
う
。

)に
審

査
を
付
託
す
る
。

 
5 

受
理
し
た
学
位
論
文
及
び
審
査
手
数
料
は
，
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
返
還
し

な
い
。

 
(審

査
委
員
会
・
試
問
委
員
会

) 
第

5
条
 
教
授
会
は
，
博
士
の
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
を
行
う
た
め
，
審
査
委
員

3
人

以
上
か
ら
な
る
審
査
委
員
会
を
設
け
る
。

 
2 

教
授
会
は
，
第

2
条
第

3
項
に
定
め
る
試
問
を
行
う
た
め
，
試
問
委
員

3
人
以
上
か
ら
な

る
試
問
委
員
会
を
設
け
る
。

 
3 

教
授
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
研
究
科
若
し
く
は
他
の
研
究
科
の
教
員

又
は
他
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
の
教
員
等
を
審
査
委
員
又
は
試
問
委
員
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
(試

験
及
び
試
問
の
方
法

) 
第

6
条
 
試
験
は
，
博
士
の
学
位
論
文
を
中
心
と
し
て
，
こ
れ
に
関
連
あ
る
科
目
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

 
2 

試
問
は
，
筆
答
試
問
及
び
口
頭
試
問
に
よ
り
，
専
攻
分
野
に
関
し
本
学
大
学
院
に
お
い
て

博
士

課
程

を
修

了
し

た
者

と
同

等
以

上
の

学
力

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

行
う

。
 

3 
前
項
の
試
問
に
つ
い
て
は
，
外
国
語
は

2
種
類
を
課
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
，

教
授
会
が
特
別
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
，

1
種
類
の
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
4 

本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学
し
た
者
か
ら
各
研
究
科
が
定
め
る
年

限
内
に
学
位
論
文
を
受
理
し
た
と
き
は
，
第

2
条
第

3
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
試
問

に
代
え
て
試
験
と
す
る
。

 
(審

査
期
間

) 

規
則

3
7

―規則� ―21



法
務
研
究
科

 
法
務
博
士

(専
門
職

) 
 

規
則

4
2

修
士

 
博
士

 
総
合
科
学
研
究
科

 
学
術

 
学
術

 
文
学
研
究
科

 
文
学

 
文
学

 
教
育
学
研
究
科

 
教
育
学

 
教
育
学

 
心
理
学

 
心
理
学

 
学
術

 
学
術

 
社
会
科
学
研
究
科

 
法
学

 
法
学

 
経
済
学

 
経
済
学

 
学
術

 
学
術

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 
理
学
研
究
科

 
理
学

 
理
学

 
先
端
物
質
科
学
研
究
科

 理
学

 
理
学

 
工
学

 
工
学

 
学
術

 
学
術

 
医
歯
薬
保
健
学
研
究
科

 口
腔
健
康
科
学

 医
学

 
薬
科
学

 
歯
学

 
看
護
学

 
薬
学

 
保
健
学

 
学
術

 
医
科
学

 
口
腔
健
康
科
学

 
歯
科
学

 
薬
科
学

 
学
術

 
看
護
学

 
公
衆
衛
生
学

 
保
健
学

 
工
学
研
究
科

 
工
学

 
工
学

 
学
術

 
学
術

 
生
物
圏
科
学
研
究
科

 
農
学

 
農
学

 
学
術

 
学
術

 
国
際
協
力
研
究
科

 
学
術

 
学
術

 
教
育
学

 
教
育
学

 
工
学

 
工
学

 
農
学

 
農
学

 
国
際
協
力
学

 
国
際
協
力
学

 

別
表
第

3(
第

3
条
第

3
項
関
係

) 

専
門
職
学
位
に
付
記
す
る
学
位
の
名
称

 
研
究
科
名

 
学
位
の
名
称

 
教
育
学
研
究
科

 教
職
修
士

(専
門
職

) 

規
則

4
1

―規則� ―22



別
記
様
式
第

2
号

(第
16

条
関
係

) 
第

2条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(大

学
院
の
課
程

(博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
専
門
職
学
位
課
程
を
除
く
。

)を
修
了
し
た

場
合

) 
 

 

割 印  

第
 
 
 
号

 
 

学
位
記

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

    
本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
修
了
し
た
の
で
修

(博
)士

(「
専
攻
分

野
」

)の
学
位
を
授
与
す
る
。

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
 
 
□印

 

 

修
士
課
程
 

博
士
課
程
前
期
 

博
士
課
程
 

規
則

4
4

別
記
様
式
第

1
号

(第
16

条
関
係

) 
第

2条
第

1項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(大

学
を
卒
業
し
た
場
合

) 
 

 

割 印  

第
 
 
 
号

 
 

卒
業
証
書
 
 
学
位
記

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
 本
学
○
○
学
部
○
○
学
科
所
定
の
課
程

(○
○
プ
ロ
グ
ラ
ム

)を
修
め
て
本
学
を
卒
業
し
た
こ
と
を
認
め
学

士
(「

専
攻
分
野
」

)の
学
位
を
授
与
す
る

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
○
○
学
部
長
 
 
 
 
 
□印

  
広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
□印

 
 

規
則

4
3

法
務
研
究
科

 
法
務
博
士

(専
門
職

) 
 

規
則

4
2

修
士

 
博
士

 
総
合
科
学
研
究
科

 
学
術

 
学
術

 
文
学
研
究
科

 
文
学

 
文
学

 
教
育
学
研
究
科

 
教
育
学

 
教
育
学

 
心
理
学

 
心
理
学

 
学
術

 
学
術

 
社
会
科
学
研
究
科

 
法
学

 
法
学

 
経
済
学

 
経
済
学

 
学
術

 
学
術

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 
理
学
研
究
科

 
理
学

 
理
学

 
先
端
物
質
科
学
研
究
科

 理
学

 
理
学

 
工
学

 
工
学

 
学
術

 
学
術

 
医
歯
薬
保
健
学
研
究
科

 口
腔
健
康
科
学

 医
学

 
薬
科
学

 
歯
学

 
看
護
学

 
薬
学

 
保
健
学

 
学
術

 
医
科
学

 
口
腔
健
康
科
学

 
歯
科
学

 
薬
科
学

 
学
術

 
看
護
学

 
公
衆
衛
生
学

 
保
健
学

 
工
学
研
究
科

 
工
学

 
工
学

 
学
術

 
学
術

 
生
物
圏
科
学
研
究
科

 
農
学

 
農
学

 
学
術

 
学
術

 
国
際
協
力
研
究
科

 
学
術

 
学
術

 
教
育
学

 
教
育
学

 
工
学

 
工
学

 
農
学

 
農
学

 
国
際
協
力
学

 
国
際
協
力
学

 

別
表
第

3(
第

3
条
第

3
項
関
係

) 

専
門
職
学
位
に
付
記
す
る
学
位
の
名
称

 
研
究
科
名

 
学
位
の
名
称

 
教
育
学
研
究
科

 教
職
修
士

(専
門
職

) 

規
則

4
1
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別
記
様
式
第

5号
(第

16
条
関
係

) 
 

 

割 印 

第
 
 
 
号

 
 

学
位
記

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
 本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
問
に
合
格
し
た
の
で
博
士

(「
専
攻
分
野
」

)の
学
位
を

授
与
す
る
。

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
 
 
□印

 

備
考
 
第

6
条
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
各
研
究
科
が
定
め
る
年
限
内
に
学
位
論
文
を
提
出
し
た
者
に
授
与

す
る
学
位
記
の
様
式
は
，
こ
の
様
式
中
「
試
問
」
を
「
試
験
」
に
代
え
た
も
の
と
す
る
。

 
 別
記
様
式
第

6号
(第

16
条
関
係

) 
第

2条
第

3項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(学

位
論
文
提
出
に
よ
る
場
合

) 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
殿

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

学
位
申
請
書

 
 
貴
学
学
位
規
則
第

4条
第

3項
の
規
定
に
基
づ
き
学
位
論
文
，
論
文
要
旨
，
履
歴
書
及
び
審
査
手
数
料
○

○
○
円
を
添
え
て
博
士

(「
専
攻
分
野
」

)の
学
位
の
授
与
を
申
請
い
た
し
ま
す
。

 

 

規
則

4
6

別
記
様
式
第

3号
(第

16
条
関
係

) 
第

2条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(博

士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
た
場
合

) 
 

 

割 印  

第
 
 
 
号

 
 

学
位
記

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

    
本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程

(○
○
プ
ロ
グ
ラ
ム

)を
修
了
し
た
の
で
博
士

(「
専
攻
分

野
」

)の
学
位
を
授
与
す
る
。

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
 
 
□印

 

 別
記
様
式
第

4号
(第

16
条
関
係

) 
第

2条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(専

門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
場
合

) 
 

 
割 印 

第
 
 
 
号

 
学
位
記

 
氏
名
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
専
門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
の
で
○
○
修

(博
)士

(専
門
職

)の
学
位
を
授
与
す
る
。

 
年
 
 
月
 
 
日

 
広

島
大

学
 
□印

 

  

規
則

4
5
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ロ
 
第

4条
第

3項
の
規
定
に
よ
る
履
歴
書
の
様
式

 

履
歴
書

 
 
本
籍

(都
道
府
県
名

) 
現
住
所

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

  
学
歴

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
職
歴

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
研
究
歴

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
賞
罰

 
 
上
記
の
と
お
り
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
印

 

備
考

 (1
) 

履
歴
事
項
は
，
高
等
学
校
卒
業
後
の
履
歴
に
つ
い
て
年
次
を
追
っ
て
記
載
す
る
。

 
(2

) 
本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学
し
た
者
は
，
単
位
修
得
証
明
書
を
添
付
す

る
こ
と
。

 
(3

) 
用
紙
の
規
格
は
，

A4
と
し
，
縦
に
し
て
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。

 

 

規
則

4
8

別
記
様
式
第

7
号

(第
16

条
関
係

) 
学
位
申
請
書
添
付
書
類
の
様
式

 
イ
 
論
文
目
録
の
様
式

 
(表

紙
) 

論
文
目
録

 
    

学
位
申
請
者

 
氏
名
 
 
印

 

備
考
 
用
紙
の
規
格
は
，

A4
と
し
，
縦
に
し
て
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。

 
 

 
題
目
 
 
 
 
 
 
公
表
の
方
法
 
 
 
 
 
 
公
表
年
月
日
 
 
 
 
 
 
冊
数

 
学
位
論
文

 

 
 

 
 

  参
考
論
文

 

1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

 
 

備
考

 (1
) 

論
文
題
目
が
外
国
語
の
場
合
は
，
和
訳
を
つ
け
て
，
外
国
語
，
日
本
語
の
順
序
で
列
記
す
る
こ

と
。

 
(2

) 
参
考
論
文
が

2種
以
上
あ
る
場
合
は
，
列
記
す
る
こ
と
。

 
(3

) 
学
位
論
文
を
ま
だ
公
表
し
て
い
な
い
と
き
は
，
公
表
予
定
の
方
法
及
び
時
期
を
記
載
す
る
こ

と
。

 
(4

) 
論
文
の
要
旨
は
，

40
0字

詰
原
稿
用
紙

10
枚
以
内
と
す
る
こ
と
。

 
(5

) 
用
紙
の
規
格
は
，

A4
と
し
，
縦
に
し
て
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。

 

規
則

4
7

別
記
様
式
第

5号
(第

16
条
関
係

) 
 

 

割 印 

第
 
 
 
号

 
 

学
位
記

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
 本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
問
に
合
格
し
た
の
で
博
士

(「
専
攻
分
野
」

)の
学
位
を

授
与
す
る
。

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
 
 
□印

 

備
考
 
第

6
条
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
各
研
究
科
が
定
め
る
年
限
内
に
学
位
論
文
を
提
出
し
た
者
に
授
与

す
る
学
位
記
の
様
式
は
，
こ
の
様
式
中
「
試
問
」
を
「
試
験
」
に
代
え
た
も
の
と
す
る
。

 
 別
記
様
式
第

6号
(第

16
条
関
係

) 
第

2条
第

3項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(学

位
論
文
提
出
に
よ
る
場
合

) 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
殿

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

学
位
申
請
書

 
 
貴
学
学
位
規
則
第

4条
第

3項
の
規
定
に
基
づ
き
学
位
論
文
，
論
文
要
旨
，
履
歴
書
及
び
審
査
手
数
料
○

○
○
円
を
添
え
て
博
士

(「
専
攻
分
野
」

)の
学
位
の
授
与
を
申
請
い
た
し
ま
す
。

 

 

規
則

4
6

別
記
様
式
第

3号
(第

16
条
関
係

) 
第

2条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(博

士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
た
場
合

) 
 

 

割 印  

第
 
 
 
号

 
 

学
位
記

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

    
本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程

(○
○
プ
ロ
グ
ラ
ム

)を
修
了
し
た
の
で
博
士

(「
専
攻
分

野
」

)の
学
位
を
授
与
す
る
。

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
 
 
□印

 

 別
記
様
式
第

4号
(第

16
条
関
係

) 
第

2条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式

 
(専

門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
場
合

) 
 

 
割 印 

第
 
 
 
号

 
学
位
記

 
氏
名
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
専
門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
の
で
○
○
修

(博
)士

(専
門
職

)の
学
位
を
授
与
す
る
。

 
年
 
 
月
 
 
日

 
広

島
大

学
 
□印

 

  

規
則

4
5
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す
る
場
合
は
，
免
除
の
不
許
可
及
び
半
額
免
除
の
許
可
を
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

1

4
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
第

1
項
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
す
る
期
間
は
次
の
と
お
り
と
し
，
当
該
期
間
内
に
納
付
す
べ

き
入
学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

4
月
入
学
者
 
当
該
年
度
の

8
月
末
日
 

(2
) 

10
月
入
学
者
 
当
該
年
度
の

2
月
末
日
 

4 
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
許
可
又
は
不
許
可
と
す
る
ま
で
の
間
は
，
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を

申
請
し
た
者
に
係
る
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
。
 

5 
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
(第

2

項
た
だ
し
書
に
よ
り
徴
収
猶
予
の
申
請
を
し
た
者
を
除
く
。
)は

，
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶

予
の
不
許
可
又
は
半
額
免
除
の
許
可
を
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

14
日
以
内
に
，
納

付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
係
る
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
並
び
に
光
り
輝
く
奨
学
生

に
係
る
入
学
料
の
免
除
) 

第
3
条
の

2 
広
島
大
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
(以

下
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
並
び
に
広
島
大
学
光
り
輝
く

奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
(以

下
「
光
り
輝
く
奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料
の
免
除

に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
奨
学
制
度
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

6
号
)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
に
係
る
入
学
料
の
徴
収
猶
予
) 

第
3
条
の

3 
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ

た
者
(以

下
「
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料

の
徴
収
猶
予
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
規

則
(平

成
24

年
9
月

18
日
規
則
第

12
2
号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(死
亡
等
に
よ
る
入
学
料
の
免
除
) 

第
4
条
 
入
学
料
の
徴
収
猶
予
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
，
第

3
条
第

3
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。
 

2 
入
学
料
の
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
，
第

3
条
第

4
項
の
規
定
に
よ

り
徴
収
を
猶
予
し
て
い
る
期
間
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額

を
免
除
す
る
。
 

3
 

免
除

又
は

徴
収
猶

予
を

不
許

可
と

さ
れ

た
者

又
は

半
額

免
除

を
許

可
さ

れ
た

者
に

つ
い

て
，

第
3
条
第

5
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額

を
免
除
す
る
。
 

4 
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
で
あ

っ
て
，
納
付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
よ
り
学
籍
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る

場
合
は
，
そ
の
者
に
係
る
未
納
の
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。
 

(経
済
的
理
由
に
基
づ
く
授
業
料
免
除
) 

規
則

5
0

○
広
島
大
学
授
業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

9
号
)   

広
島
大
学
授
業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

16
条
の

2

第
3
項
及
び
第

48
条
第

4
項
(広

島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2

号
)第

49
条
第

5
項
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

2

0
日
規
則
第

44
号
)第

21
条
第

1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)並

び
に
広
島
大

学
大
学
院
規
則
第

22
条
第

4
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い

う
。
)の

学
部
，
研
究
科
及
び
専
攻
科
の
学
生
の
入
学
料
及
び
授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶

予
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(経
済
的
理
由
等
に
基
づ
く
入
学
料
の
免
除
，
徴
収
猶
予
等
) 

第
2
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
，
入
学
料
の
全
額
又
は
半
額
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

本
学
の
研
究
科
又
は
専
攻
科
の
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に

よ
っ
て
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
が
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

(2
) 

本
学
の
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

学
生
と
し
て

入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
入
学
前

1
年
以
内
に
お
い
て
学
生
の
学
資
を
主
と
し
て
負
担

し
て
い
る
者
(以

下
「
学
資
負
担
者
」
と
い
う
。
)が

死
亡
し
た
場
合
，
本
人
若
し
く
は

学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
学
長
が
相

当
と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

2 
前
項
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
手
続
終
了
の
日
ま
で
に
次
の
書
類
を
学
長

に
提
出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

入
学
料
免
除
申
請
書
(別

記
様
式
第

1
号
) 

(2
) 

そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

第
3
条
 
本
学
の
学
部
等
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
は
，
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
が
優

秀
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(2
) 

入
学
前

1
年
以
内
に
お
い
て
，
学
資
負
担
者
が
死
亡
し
た
場
合
，
本
人
若
し
く
は
学

資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
学
長
が
相
当

と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
者
 

2 
前
項
に
よ
る
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
手
続
終
了
の
日
ま
で
に
入
学
料

徴
収
猶
予
申
請
書
(別

記
様
式
第

2
号
)に

前
条
第

2
項
第

2
号
の
書
類
を
添
え
て
学
長
に
提

出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
入
学
料
免
除
を
申
請
し
，
免

除
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
及
び
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
が
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と

規
則

4
9
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2 
休
学
を
許
可
し
た
場
合
は
，
休
学
当
月
の
翌
月
(休

学
開
始
日
が
月
の
初
日
の
場
合
は
休
学

当
月
)か

ら
復
学
当
月
の
前
月
ま
で
の
月
数
に
授
業
料
年
額
の

12
分
の

1
に
相
当
す
る
額
を

乗
じ
て
得
た
額
の
全
額
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
，
授
業
料
の
納
付
期
限
経
過
後
休
学
を
許

可
し
た
場
合
は
，
そ
の
期
の
授
業
料
は
免
除
し
な
い
。
 

3 
第

1
項
第

2
号
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
，
第

5
条
第

2
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

(経
済
的
理
由
等
に
基
づ
く
授
業
料
の
徴
収
猶
予
) 

第
7
条
 
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
各
期
ご
と
の
授
業
料
の
全
部

又
は
一
部
を
徴
収
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，

学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(2
) 

行
方
不
明
の
場
合
 

(3
) 

授
業
料
の
各
期
ご
と
の
納
付
月
前

6
月
以
内
(入

学
し
た
月
の
属
す
る
期
分
は
入
学
前

1
年
以
内
)に

お
い
て
，
学
生
又
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
，
納
付
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(4
) 

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

2 
前
項
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
，
第

5
条
第

2
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

3 
第

1
項
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
す
る
期
間
は
次
の
と
お
り
と
し
，
当
該
期
間
内
に
納
付
す
べ

き
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

前
期
分
 
当
該
年
度
の

8
月
末
日
 

(2
) 

後
期
分
 
当
該
年
度
の

2
月
末
日
 

(博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
に
係
る
授
業
料
の
徴
収
猶
予
) 

第
7
条
の

2 
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
に
係
る
授
業
料
の
徴
収
猶
予
に

つ
い
て
は
，
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。
 

(授
業
料
の
月
割
分
納
) 

第
8
条
 
第

7
条
第

1
項
第

3
号
又
は
第

4
号
に
該
当
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
，
授
業
料
の
月
割
分
納
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
月
割
分
納

額
は
，
年
額
の

12
分
の

1
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
月
割
分
納
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
納
付
期
限
ま
で
に
授
業
料
月
割
分

納
許
可
申
請
書
(別

記
様
式
第

4
号
)に

第
5
条
第

2
項
第

2
号
の
書
類
を
添
え
て
学
長
に
提

出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(許
可
さ
れ
た
者
の
義
務
等
) 

第
9
条
 
免
除
，
徴
収
猶
予
及
び
月
割
分
納
を
許
可
さ
れ
た
者
は
，
当
該
期
間
の
中
途
に
お
い

て
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
そ
の
旨
を
学
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

2 
前
項
の
者
に
対
す
る
許
可
は
，
届
出
の
日
か
ら
そ
の
効
力
を
失
う
。
 

3
 

許
可

さ
れ

た
事
由

に
つ

い
て

虚
偽

の
事

実
が

判
明

し
た

と
き

は
，

そ
の

許
可

を
取

り
消

す
。
 

規
則

5
2

第
5
条
 
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
各
期
ご

と
の
授
業
料
に
つ
い
て
全
額
又
は
半
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
 

前
項

の
免

除
を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

，
納

付
期

限
ま

で
に

次
の

書
類

を
学

長
に

提
出

し
，

そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

授
業
料
免
除
申
請
書
(別

記
様
式
第

3
号
) 

(2
) 

そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

(成
績
優
秀
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

2 
成
績
優
秀
学
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ

ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
規
則
(平

成
18

年
4
月

18
日
規
則
第

91
号
)の

定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

(フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
及
び
光
り
輝
く
奨
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

3 
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
及
び
光
り
輝
く
奨
学
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，

広
島
大
学
奨
学
制
度
に
関
す
る
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(入
学
前
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

4 
広
島
大
学
入
学
前
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，
広

島
大
学
入
学
前
奨
学
制
度
規
則
(平

成
29

年
2
月

21
日
規
則
第

6
号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

(給
付
奨
学
金
制
度
に
よ
る
給
付
奨
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

5 
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
給
付
奨
学
金
制
度
に
よ
る
給
付
奨
学
生

の
授
業
料
に
つ
い
て
は
，
全
額
免
除
と
す
る
。
 

(や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
授
業
料
免
除
) 

第
6
条
 
死
亡
，
行
方
不
明
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
次
の
と

お
り
授
業
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

死
亡
，
行
方
不
明
の
た
め
学
籍
を
除
い
た
場
合
は
，
未
納
の
授
業
料
の
全
額
 

(2
) 

授
業
料
の
各
期
ご
と
の
納
付
月
前

6
月
以
内
(入

学
し
た
日
の
属
す
る
期
分
の
免
除
に

係
る
場
合
は
，
入
学
前

1
年
以
内
)に

お
い
て
，
学
資
負
担
者
が
死
亡
し
た
場
合
，
学
生

若
し
く
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て

学
長
が
相
当
と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
，
当
該
事
由
の
発
生
し
た
日
の
属
す
る
期
の
翌
期
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
の

全
額
又
は
半
額
。
た
だ
し
，
当
該
事
由
発
生
の
時
期
が
当
該
期
の
授
業
料
の
納
付
期
限

以
前
で
あ
り
，
か
つ
，
当
該
学
生
が
当
該
期
分
の
授
業
料
を
納
付
し
て
い
な
い
場
合
に

お
い
て
は
，
翌
期
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
に
代
え
て
当
該
期
分
の
授
業
料
の
全
額
又
は

半
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(3
) 

授
業
料
又
は
入
学
料
未
納
の
た
め
除
籍
し
た
場
合
は
，
未
納
の
授
業
料
の
全
額
 

(4
) 

授
業
料
の
徴
収
猶
予
(月

割
分
納
に
よ
る
徴
収
猶
予
を
含
む
。
)を

許
可
し
て
い
る
者

に
対
し
，
そ
の
願
出
に
よ
り
退
学
を
許
可
し
た
場
合
は
，
月
割
計
算
に
よ
る
退
学
の
翌

月
以
降
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
の
全
額
 規
則

5
1

す
る
場
合
は
，
免
除
の
不
許
可
及
び
半
額
免
除
の
許
可
を
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

1

4
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
第

1
項
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
す
る
期
間
は
次
の
と
お
り
と
し
，
当
該
期
間
内
に
納
付
す
べ

き
入
学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

4
月
入
学
者
 
当
該
年
度
の

8
月
末
日
 

(2
) 

10
月
入
学
者
 
当
該
年
度
の

2
月
末
日
 

4 
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
許
可
又
は
不
許
可
と
す
る
ま
で
の
間
は
，
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を

申
請
し
た
者
に
係
る
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
。
 

5 
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
(第

2

項
た
だ
し
書
に
よ
り
徴
収
猶
予
の
申
請
を
し
た
者
を
除
く
。
)は

，
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶

予
の
不
許
可
又
は
半
額
免
除
の
許
可
を
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

14
日
以
内
に
，
納

付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
係
る
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
並
び
に
光
り
輝
く
奨
学
生

に
係
る
入
学
料
の
免
除
) 

第
3
条
の

2 
広
島
大
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
(以

下
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
並
び
に
広
島
大
学
光
り
輝
く

奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
(以

下
「
光
り
輝
く
奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料
の
免
除

に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
奨
学
制
度
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

6
号
)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
に
係
る
入
学
料
の
徴
収
猶
予
) 

第
3
条
の

3 
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ

た
者
(以

下
「
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料

の
徴
収
猶
予
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
規

則
(平

成
24

年
9
月

18
日
規
則
第

12
2
号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(死
亡
等
に
よ
る
入
学
料
の
免
除
) 

第
4
条
 
入
学
料
の
徴
収
猶
予
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
，
第

3
条
第

3
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。
 

2 
入
学
料
の
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
，
第

3
条
第

4
項
の
規
定
に
よ

り
徴
収
を
猶
予
し
て
い
る
期
間
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額

を
免
除
す
る
。
 

3
 

免
除

又
は

徴
収
猶

予
を

不
許

可
と

さ
れ

た
者

又
は

半
額

免
除

を
許

可
さ

れ
た

者
に

つ
い

て
，

第
3
条
第

5
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額

を
免
除
す
る
。
 

4 
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
で
あ

っ
て
，
納
付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
よ
り
学
籍
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る

場
合
は
，
そ
の
者
に
係
る
未
納
の
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。
 

(経
済
的
理
由
に
基
づ
く
授
業
料
免
除
) 

規
則

5
0

○
広
島
大
学
授
業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

9
号
)   

広
島
大
学
授
業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

16
条
の

2

第
3
項
及
び
第

48
条
第

4
項
(広

島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2

号
)第

49
条
第

5
項
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

2

0
日
規
則
第

44
号
)第

21
条
第

1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)並

び
に
広
島
大

学
大
学
院
規
則
第

22
条
第

4
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い

う
。
)の

学
部
，
研
究
科
及
び
専
攻
科
の
学
生
の
入
学
料
及
び
授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶

予
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(経
済
的
理
由
等
に
基
づ
く
入
学
料
の
免
除
，
徴
収
猶
予
等
) 

第
2
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
，
入
学
料
の
全
額
又
は
半
額
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

本
学
の
研
究
科
又
は
専
攻
科
の
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に

よ
っ
て
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
が
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

(2
) 

本
学
の
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

学
生
と
し
て

入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
入
学
前

1
年
以
内
に
お
い
て
学
生
の
学
資
を
主
と
し
て
負
担

し
て
い
る
者
(以

下
「
学
資
負
担
者
」
と
い
う
。
)が

死
亡
し
た
場
合
，
本
人
若
し
く
は

学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
学
長
が
相

当
と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

2 
前
項
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
手
続
終
了
の
日
ま
で
に
次
の
書
類
を
学
長

に
提
出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

入
学
料
免
除
申
請
書
(別

記
様
式
第

1
号
) 

(2
) 

そ
の
他
学
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

第
3
条
 
本
学
の
学
部
等
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
は
，
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
が
優

秀
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(2
) 

入
学
前

1
年
以
内
に
お
い
て
，
学
資
負
担
者
が
死
亡
し
た
場
合
，
本
人
若
し
く
は
学

資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
学
長
が
相
当

と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
者
 

2 
前
項
に
よ
る
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
手
続
終
了
の
日
ま
で
に
入
学
料

徴
収
猶
予
申
請
書
(別

記
様
式
第

2
号
)に

前
条
第

2
項
第

2
号
の
書
類
を
添
え
て
学
長
に
提

出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
入
学
料
免
除
を
申
請
し
，
免

除
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
及
び
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
が
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と

規
則

4
9
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別
記
様
式
第

1号
(第

2条
第

2項
関
係

) 
 

入
学

料
免

除
申

請
書

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
  

※
 
学

  部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
学
科
・
類

( 
 
系

) 
研
究
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
修
士
・
博
士
前
期
・
博
士
後
期
・
博
士

 
専
攻
 
 
 
 
 
 
※
 
専
門
職
学
位

 
専
攻
科

 
 

入
学

年
月
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
 
※
 
入
学
・
編
入
学

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  受
験
番
号

 
 
平
成
 
 
年
度
入
学
料
の
免
除
を
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
い
た
し
ま
す
。

 
な
お
，
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 (免

除
申
請
を
す
る
に
至
っ
た
理
由

) 
        (主

た
る
家
計
支
持
者
が
無
職
・
失
職
中
の
場
合
の
生
活
費
の
出
所

) 

 

規
則

5
4

(雑
則
) 

第
10

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
の
入
学
料
及
び
授
業
料
の
免
除
及
び
徴

収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 (略
) 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

19
日
規
則
第

24
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

 

規
則

5
3
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別
記
様
式
第

3
号

(第
5
条
第

2
項
関
係

) 
 

授
業

料
免

除
申

請
書

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
 

 
学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
学
科
・
課
程
・
類

( 
 
系

) 
 
 
 
 
 

 
研
究
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
修
士
・
博
士
前
期
・
博
士
後
期
・
博
士
 
 

 
専
攻
 
 
 
 
 
 
※
 
専
門
職
学
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
専
攻
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

入
(進

)学
年
月
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
※
 
入
学
・
進
学
・
編
入
学
 
学
年
 
 
年
 
 

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号

 
  

平
成
 
 
年
度
 
 
期
分
の
授
業
料
免
除
を
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
い
た
し

ま
す
。

 
な
お
，
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 (免

除
申
請
を
す
る
に
至
っ
た
理
由

) 
    (主

た
る
家
計
支
持
者
が
無
職
・
失
職
中
の
場
合
の
生
活
費
の
出
所

) 
   休 学 歴 

期
間

 
～

 
理

由
 
※
留
学
・
病
気
・
そ
の
他

( 
 
 
 

) 

期
間

 
～

 
理

由
 
※
留
学
・
病
気
・
そ
の
他

( 
 
 
 

) 

期
間

 
～

 
理

由
 
※
留
学
・
病
気
・
そ
の
他

( 
 
 
 

) 

 

規
則

5
6

別
記
様
式
第

2
号

(第
3
条
第

2
項
関
係

) 

入
学

料
徴

収
猶

予
申

請
書

 平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
広

島
大

学
長
 
 
殿

 
 

 
 

 
※

 
学

 
部

 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
学
科
・
課
程
・
類

( 
 
 
 
系

) 
 

 
研
究
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
修
士
・
博
士
前
期
・
博
士
後
期
・
博
士

 
専
攻
 
 
 
 
 
※
 
専
門
職
学
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
専
攻
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
入
学
年
月
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
 
 
 
 
※
 
入
学
・
編
入
学
 
 
 

 

フ
リ
ガ
ナ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 受
験
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
 
 
年
度
入
学
料
の
徴
収
猶
予
を
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
い
た
し

ま
す
。

 
な
お
，
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

(申
請
を
す
る
に
至
っ
た
理
由

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

規
則

5
5

(雑
則
) 

第
10

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
の
入
学
料
及
び
授
業
料
の
免
除
及
び
徴

収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 (略
) 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

19
日
規
則
第

24
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

 

規
則

5
3
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○
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当

)決
裁

) 
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い

う
。

)第
31

条
第

4
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大

学
院
規
則
」
と
い
う
。

)第
36

条
第

3
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
新
た
に
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い

う
。

)の
学
部
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
又
は
大
学
院
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(認

定
単
位
数
等

) 
第

2
条
 
通
則
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
等
に
つ
い
て

は
，
通
則
第

31
条
第

3
項
又
は
大
学
院
規
則
第

36
条
第

2
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
で
，
学
部
又
は
研

究
科
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

 
2 

本
学
に
お
け
る
既
修
得
単
位

(科
目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。

)の
認
定
単
位
数
等
に
つ

い
て
は
，
学
部
又
は
研
究
科
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

 
3 

副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
等
に
つ
い
て
は
，

広
島
大
学
副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
細
則

(平
成

18
年

3
月

14
日
副
学
長

(教
育
・
研
究
担
当

)決
裁

)又
は
広
島
大
学
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
細
則

(平
成

18
年

3
月

14
日
副
学
長

(教
育
・
研
究
担
当

)決
裁

)の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
(手

続
) 

第
3
条
 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，

4
月
入
学
者
に
あ
っ
て
は
入
学
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に
，

10
月
入
学
者
に
あ
っ
て
は
入
学
し
た
年
度
の

12
月

28
日
ま
で
に
，
副
専
攻
プ
ロ

グ
ラ
ム
又
は
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
登
録
し
た
者
に
あ
っ
て
は
登
録
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に
，
別

記
様
式
第

1
号
の
既
修
得
単
位
等
認
定
願
に
成
績
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
，
所
属
す
る
学

部
又
は
研
究
科

(以
下
「
所
属
学
部
等
」
と
い
う
。

)の
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

4
条
 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
，
所
属
学
部
等
の
教
授
会
の

審
査
を
経
て
，
第

2
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
単
位
数
等
を
超
え
な
い
よ
う
既

修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
認
定
を
希
望
す
る
本
学
の
授
業
科
目

(教
養
教
育
科
目
を
除
く
。

)の
う
ち
，
所

属
学
部
等
以
外
が
開
設
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し
て
関
係
す
る
学
部
又
は
研
究
科
等

(研
究
科
，

附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)と
事
前
に

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第

5
条
 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
前
条
第

1
項
の
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
，
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
っ

た
と
き
は
別
記
様
式
第

2
号
又
は
別
記
様
式
第

3
号
の
既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書
に
よ
り
，
認
定
を
行

わ
な
か
っ
た
と
き
は
適
宜
な
方
法
に
よ
り
，
速
や
か
に
申
請
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

規
則

5
8

別
記
様
式
第

4
号

(第
8
条
第

2
項
関
係

) 

 
授

業
料

月
割

分
納

許
可

申
請

書
 

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
  

学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
学
科
・
課
程
・
類

( 
 
系

) 
 
 
 
 
 

 
研
究
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
修
士
・
博
士
前
期
・
博
士
後
期
・
博
士
 
 

 
専
攻
 
 
 
 
 
 
※
 
専
門
職
学
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
専
攻
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

入
(進

)学
年
月
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
※
 
入
学
・
進
学
・
編
入
学
 
学
年
 
 
年
 
 

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号

 
  
平
成
 
 
年
度
 
 
期
分
の
授
業
料
月
割
分
納
を
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
い
た

し
ま
す
。

 
な
お
，
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 (月

割
分
納
申
請
を
す
る
に
至
っ
た
理
由

) 

  

規
則

5
7

―規則� ―30



別
記
様
式
第

1
号

(第
3
条
関
係

) 

既
修
得
単
位
等
認
定
願

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

(所
属
す
る
学
部
又
は
研
究
科
の
長

) 

広
島
大
学
 
 
 
 
長
 
殿

 

所
属
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

  

の
規
定
に
よ
り
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
，

  
成
績
証
明
書
を
添
付
の
上
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

 
記

 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
既
修
得
単
位
等

 
認

定
を

希
望

す
る

広
島

大
学

の
授

業
科

目
名
等

 

既
修

得
授

業
科

目
名

等
 

修
得

単

位
数
等

 

単
位

を
修

得
し

た
大

学
(短

期
大

学
)・

学
部

名
又

は
研

究
科

名
，

学

修
し
た
講
習
名
等

 
区
分

 
授
業
科
目

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(注
)1
 
「
氏
名
」
欄
は
，
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
，
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

 
2 

区
分
欄
に
は
，
広
島
大
学
の
各
学
部
又
は
各
研
究
科
で
定
め
る
授
業
科
目
の
区
分
を
記
入
す
る

こ
と
。

 
3 

成
績
証
明
書
の
ほ
か
，
認
定
証
明
書
，
授
業
内
容
，
学
修
内
容
を
記
載
し
た
シ
ラ
バ
ス
等
必
要

な
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

 
 

広
島
大
学
通
則
第

31
条

 
 広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

36
条

 

規
則

6
0

2 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
所
属
学
部
等
以
外
が
開
設
す
る
授
業
科
目

(教
養
教
育
科
目
を
除
く
。

)の
既
修
得

単
位
等
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
，
そ
の
旨
を
関
係
す
る
学
部
又
は
研
究
科
等
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

 
(履

修
の
指
導

) 
第

6
条
 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
，
認
定
し
た
単
位
に
代
え
て
他
の
選
択
科
目
等
の
履
修

を
行
わ
せ
る
な
ど
，
所
属
学
部
等
に
お
い
て
適
切
な
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 

附
 
則

(平
成

22
年

3
月

5
日
 
一
部
改
正

) 
こ
の
細
則
は
，
平
成

22
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

5
9

○
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当

)決
裁

) 
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い

う
。

)第
31

条
第

4
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大

学
院
規
則
」
と
い
う
。

)第
36

条
第

3
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
新
た
に
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い

う
。

)の
学
部
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
又
は
大
学
院
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(認

定
単
位
数
等

) 
第

2
条
 
通
則
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
等
に
つ
い
て

は
，
通
則
第

31
条
第

3
項
又
は
大
学
院
規
則
第

36
条
第

2
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
で
，
学
部
又
は
研

究
科
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

 
2 

本
学
に
お
け
る
既
修
得
単
位

(科
目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。

)の
認
定
単
位
数
等
に
つ

い
て
は
，
学
部
又
は
研
究
科
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

 
3 

副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
等
に
つ
い
て
は
，

広
島
大
学
副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
細
則

(平
成

18
年

3
月

14
日
副
学
長

(教
育
・
研
究
担
当

)決
裁

)又
は
広
島
大
学
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
細
則

(平
成

18
年

3
月

14
日
副
学
長

(教
育
・
研
究
担
当

)決
裁

)の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
(手

続
) 

第
3
条
 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，

4
月
入
学
者
に
あ
っ
て
は
入
学
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に
，

10
月
入
学
者
に
あ
っ
て
は
入
学
し
た
年
度
の

12
月

28
日
ま
で
に
，
副
専
攻
プ
ロ

グ
ラ
ム
又
は
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
登
録
し
た
者
に
あ
っ
て
は
登
録
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に
，
別

記
様
式
第

1
号
の
既
修
得
単
位
等
認
定
願
に
成
績
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
，
所
属
す
る
学

部
又
は
研
究
科

(以
下
「
所
属
学
部
等
」
と
い
う
。

)の
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

4
条
 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
，
所
属
学
部
等
の
教
授
会
の

審
査
を
経
て
，
第

2
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
単
位
数
等
を
超
え
な
い
よ
う
既

修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
認
定
を
希
望
す
る
本
学
の
授
業
科
目

(教
養
教
育
科
目
を
除
く
。

)の
う
ち
，
所

属
学
部
等
以
外
が
開
設
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し
て
関
係
す
る
学
部
又
は
研
究
科
等

(研
究
科
，

附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)と
事
前
に

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第

5
条
 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
前
条
第

1
項
の
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
，
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
っ

た
と
き
は
別
記
様
式
第

2
号
又
は
別
記
様
式
第

3
号
の
既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書
に
よ
り
，
認
定
を
行

わ
な
か
っ
た
と
き
は
適
宜
な
方
法
に
よ
り
，
速
や
か
に
申
請
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

規
則

5
8

別
記
様
式
第

4
号

(第
8
条
第

2
項
関
係

) 

 
授

業
料

月
割

分
納

許
可

申
請

書
 

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
  

学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
学
科
・
課
程
・
類

( 
 
系

) 
 
 
 
 
 

 
研
究
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
修
士
・
博
士
前
期
・
博
士
後
期
・
博
士
 
 

 
専
攻
 
 
 
 
 
 
※
 
専
門
職
学
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
専
攻
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

入
(進

)学
年
月
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
※
 
入
学
・
進
学
・
編
入
学
 
学
年
 
 
年
 
 

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号

 
  
平
成
 
 
年
度
 
 
期
分
の
授
業
料
月
割
分
納
を
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
い
た

し
ま
す
。

 
な
お
，
記
載
事
項
は
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 (月

割
分
納
申
請
を
す
る
に
至
っ
た
理
由

) 

  

規
則

5
7

―規則� ―31



別
記
様
式
第

3
号

(第
5
条
第

1
項
関
係

) 
  

既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書

(大
学
院
学
生
用

) 
 

学
生
番
号

 
氏
名

 
 
広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

36
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
広
島
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の

と
し
て
単
位
を
認
定
す
る
。

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(所

属
す
る
研
究
科
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
印

 

認
定
す
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
等

 
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
既
修
得
単
位
等

 

区
分

 
授
業
科
目

 
認
定
単

位
数

 
評
価
等

 
既
修
得
授
業
科
目
名
等

 修
得
単

位
数
等

 
評
価

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

単
位
を
修
得
し
た
大
学
院
・
研
究
科
名

 

備
考

 
 ※
評
価
を
含
め
て
単
位
認
定
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
評
価
を
評
価
等
欄
に
「
秀
」
，
「
優
」
，
「
良
」
，

「
可
」
の

4段
階
で
表
記
し
，
単
位
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
は
「
単
位
認
定
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

 
 

 

規
則

6
2

別
記
様
式
第

2
号

(第
5
条
第

1
項
関
係

) 
 

既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書

(学
部
学
生
用

) 

学
生
番
号

 

氏
名

 

広
島
大
学
通
則
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
広
島
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
し
て

単
位
を
認
定
す
る
。

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

(所
属
す
る
学
部
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
印

 

認
定
す
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
等

 
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
既
修
得
単
位
等

 

区
分

 
授
業
科
目

 
認

定
単

位
数

 
評

価

等
 

既
修
得
授
業
科
目
名
等

 
修
得
単

位
数
等

 
評
価

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
位
を
修
得
し
た
大
学

(短
期
大
学

)・
学
部
名
，
学
修
し
た
講
習
名
等

 

備
考

 

※
評

価
を

含
め

て
単
位

認
定
さ

れ
た

場
合

は
そ

の
評

価
を
評

価
等

欄
に

「
秀

」
，

「
優
」

，
「

良
」

，

「
可
」
の

4段
階
で
表
記
し
，
単
位
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
は
「
単
位
認
定
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

 
 

規
則

6
1

―規則� ―32



附
 
則

 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則

(平
成

18
年

2
月

20
日
 
一
部
改
正

) 
1 

こ
の
細
則
は
，
平
成

18
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
2 

平
成

17
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
転
学
部
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改

正
後
の
広
島
大
学
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
 

規
則

6
4

○
広
島
大
学
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当

)決
裁

) 
広
島
大
学
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
36

条
第

2
項
の
規
定
に

基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)に
お
け
る
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

 
(資

格
) 

第
2
条
 
転
学
部
は
，
本
学
に
在
学
す
る
学
生
で
，
所
属
学
部
及
び
志
望
学
部
の
教
授
会
が
学
生
の
適
性
上

転
学
部
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
能
力
を
伸
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
，
許
可
す
る

こ
と
が
あ
る
。

 
(公

示
) 

第
3
条
 
各
学
部
長
は
，
転
学
部
を
志
望
す
る
者
に
対
す
る
当
該
年
度
の
選
考
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

決
定
し
，

12
月

15
日
ま
で
に
学
長
へ
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

学
長
は
，

1
月

10
日
ま
で
に
各
学
部
の
選
考
方
法
等
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(手

続
) 

第
4
条
 
転
学
部
を
志
望
す
る
者
は
，
転
学
部
願

(別
記
様
式
第

1
号

)を
2
月

1
日
か
ら

2
月

10
日
ま
で

に
所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
を
経
て
所
属
学
部
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

前
項
に
よ
り
出
願
で
き
る
学
部
は
，
一
の
学
部
に
限
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
は
，
転
学
部
を
志
望
す
る
者
か
ら
志
望
理
由
を
聴
取
の
上
，
調
査
書

(別
記
様

式
第

2
号

)を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

 
4 

転
学
部
の
志
望
を
認
め
た
所
属
学
部
の
長
は
，

2
月
末
日
ま
で
に
志
望
学
部
の
長
に
転
学
部
願
及
び
調

査
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(選

考
方
法

) 
第

5
条
 
転
学
部
願
を
受
理
し
た
志
望
学
部
は
，
志
望
の
動
機
，
入
学
試
験
の
成
績
，
学
業
成
績
，
面
接
，

小
論
文
，
筆
記
試
験
，
実
技
検
査
等
を
組
み
合
わ
せ
て
総
合
的
に
判
定
し
，
受
入
れ
の
可
否
を
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

 
2 

志
望
学
部
の
長
は
，
学
長
へ
転
学
部
許
可
の
申
請
を

3
月

31
日
ま
で
に
終
え
る
も
の
と
す
る
。

 
(許

可
の
時
期

) 
第

6
条
 
転
学
部
の
許
可
の
時
期
は
，

4
月

1
日
と
す
る
。

 
(配

属
年
次

) 
第

7
条
 
転
学
部
を
許
可
さ
れ
た
者
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
配
属
年
次
は
，
原
則
と
し
て

2
年
次
と
す
る
。

 
(在

学
年
限

) 
第

8
条
 
転
学
部
を
許
可
さ
れ
た
者
の
残
り
の
在
学
年
限
は
，
転
学
部
先
の
学
部
に
お
け
る
所
定
の
在
学
年

限
か
ら
当
該
者
が
既
に
在
学
し
た
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
と
す
る
。

 
(転

学
部
の
制
限

) 
第

9
条
 
転
学
部
を
許
可
さ
れ
た
者
は
，
原
則
と
し
て
再
び
転
学
部
を
願
い
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

規
則
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別
記
様
式
第

3
号

(第
5
条
第

1
項
関
係

) 
  

既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書

(大
学
院
学
生
用

) 
 

学
生
番
号

 
氏
名

 
 
広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

36
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
広
島
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の

と
し
て
単
位
を
認
定
す
る
。

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(所

属
す
る
研
究
科
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
印

 

認
定
す
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
等

 
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
既
修
得
単
位
等

 

区
分

 
授
業
科
目

 
認
定
単

位
数

 
評
価
等

 
既
修
得
授
業
科
目
名
等

 修
得
単

位
数
等

 
評
価

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

単
位
を
修
得
し
た
大
学
院
・
研
究
科
名

 

備
考

 
 ※
評
価
を
含
め
て
単
位
認
定
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
評
価
を
評
価
等
欄
に
「
秀
」
，
「
優
」
，
「
良
」
，

「
可
」
の

4段
階
で
表
記
し
，
単
位
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
は
「
単
位
認
定
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

 
 

 

規
則
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別
記
様
式
第

2
号

(第
5
条
第

1
項
関
係

) 
 

既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書

(学
部
学
生
用

) 

学
生
番
号

 

氏
名

 

広
島
大
学
通
則
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
広
島
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
し
て

単
位
を
認
定
す
る
。

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

(所
属
す
る
学
部
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
印

 

認
定
す
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
等

 
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
既
修
得
単
位
等

 

区
分

 
授
業
科
目

 
認

定
単

位
数

 
評

価

等
 

既
修
得
授
業
科
目
名
等

 
修
得
単

位
数
等

 
評
価

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
位
を
修
得
し
た
大
学

(短
期
大
学

)・
学
部
名
，
学
修
し
た
講
習
名
等

 

備
考

 

※
評

価
を

含
め

て
単
位

認
定
さ

れ
た

場
合

は
そ

の
評

価
を
評

価
等

欄
に

「
秀

」
，

「
優
」

，
「

良
」

，

「
可
」
の

4段
階
で
表
記
し
，
単
位
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
は
「
単
位
認
定
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

 
 

規
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別
記
様
式
第

2
号

(第
4
条
第

3
項
関
係

) 
 

調
査

書
 

 学
生

番
号

  
 

ふ
り

が
な

  
 

氏
名

 
年
 
 
月
 
 
日
生

 

男 女 

所
属

 
学

部
 

学
科
・
類
 
 
 
 
専
攻
・
コ
ー
ス

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

志
望

 
学

部
 

学
科
・
類
 
 
 
 
専
攻
・
コ
ー
ス

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

入
学

前
の

学
歴

 

 
 
 
 
 
 
 
高
等
学
校

 
昭
和
・
平
成
 
 
年
 
 
月
卒
業

 
所
在
地

 
 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市

 
 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡

 

 
 

所
在
地

 
 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市

 
 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡

 

 
 

所
在
地

 
 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市

 
 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡

 

在
学

中
の

異
動

(休
学

・
改

姓

等
) 

事
項

 
期

間
 
事

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

父
母

等
 

氏
名

 
 

 
続
柄

 
 

 

住
所

 
(〒

 
 
 

) 
 

TE
L 

 
( 

 
 

) 
 
 
 

 

趣
味

特
技

 
 

 

総
合

所
見

 
チ
ュ
ー
タ
ー
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

規
則
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別
記
様
式
第

1号
(第

4条
第

1項
関
係

) 
 

 
チ

ュ
ー

タ
ー

印
 
 

 

 

転
学
部
願

 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 

学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
生

 

私
こ
と
，
下
記
の
と
お
り
転
学
部
し
た
い
の
で
，
御
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
記

 
転
学
部
希
望
日
 
 
 
 
平
成
 
 
年

4月
1日

 
希

望
学

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
科
・
類

 
専
攻
・
コ
ー
ス

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
 

理
由

(詳
細

) 

  

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

本
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

父
母
等
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現
住
所

 

電
話

 

 
(注

) 
1．

「
父
母
等
氏
名
」
は
，
父
母
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
と
す
る
こ

と
。
外
国
人
留
学
生
は
，
日
本
国
内
に
在
住
す
る
者
と
す
る
こ

と
。

 
2．

「
氏
名
」
欄
及
び
「
本
人
氏
名
」
欄
は
，
必
ず
願
出
者
本
人
が

自
署
し
，
「
父
母
等
氏
名
」
欄
は
必
ず
父
母
等
本
人
が
自
署
す
る

 規
則
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○
広
島
大
学
科
目
等
履
修
生
規
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

12
号

) 
広
島
大
学
科
目
等
履
修
生
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い

う
。

)第
52

条
の

2
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下

「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。

)第
54

条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い

う
。

)の
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(履

修
期
間

) 
第

2
条
 
科
目
等
履
修
生
の
履
修
の
期
間
は
，

1
学
年
又
は

1
学
期

(前
期
又
は
後
期

)と
す
る
。

 
(入

学
資
格

) 
第

3
条
 
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
，
学
部
に
あ
っ
て
は
通
則
第

11
条
各
号

に
規
定
す
る
者
，
大
学
院
に
あ
っ
て
は
大
学
院
規
則
第

15
条
各
号
に
規
定
す
る
者
で
，
本
学
に
お
い
て

科
目
等
履
修
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
科
目
等
履
修
生
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
留
資
格
を
得
よ
う
と

す
る
者
は
入
学
を
認
め
な
い
。

 
(出

願
手
続

) 
第

4
条
 
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
志
願
す
る
者

(以
下
「
入
学
志
願
者
」
と
い
う
。

)は
，
学
年
又
は

学
期
の
始
め
の

1
月
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
検
定
料

9,
80

0
円
を
添
え
，
履
修
を
希
望
す
る
学
部

又
は
研
究
科
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(1

) 
科
目
等
履
修
生
許
可
願

(別
記
様
式

) 
(2

) 
履
歴
書

 
(3

) 
最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書

 
(4

) 
官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
諾
書

 
(5

) 
外
国
人
で
，
既
に
日
本
に
在
住
し
て
い
る
者

(永
住
者
及
び
特
別
永
住
者
は
除
く
。

)は
，
在
留
カ
ー

ド
の
写
し

 
2 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
入
学
志
願
者
が
現
職
教
育
職
員
で
所
轄
庁
の
推
薦
派
遣
に
よ
る
者

(以
下

「
現
職
教
育
職
員
」
と
い
う
。

)で
あ
る
と
き
は
，
前
項
第

1
号
及
び
第

2
号
の
書
類
に
当
該
所
轄
庁
の

推
薦
派
遣
委
託
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(入

学
志
願
者
の
選
考
及
び
入
学
の
許
可

) 
第

5
条
 
前
条
の
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
，
当
該
学
部
又
は
当
該
研
究
科
の
教
授
会
が
そ
の
定
め
る
方
法

に
よ
り
，
選
考
を
行
う
。

 
2 

前
項
の
選
考
の
結
果
に
基
づ
き
合
格
の
通
知
を
受
け
た
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
誓
約
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
，
入
学
料

28
,2

00
円
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
3 

学
長
は
，
前
項
の
手
続
を
完
了
し
た
者
に
入
学
を
許
可
す
る
。

 
(履

修
期
間
の
更
新

) 

規
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入
学

試
験

成
績

 

選
抜
の
種
類

 
成
績
順
位

 
受
験
番
号

 
 一
般
選
抜

(前
期
日
程
・
後
期
日
程

) 
 広
島
大
学

AO
選
抜

 
(総

合
評

価
方

式
―

Ⅰ
型

，
Ⅱ

型
，
Ⅲ
型

) 
(フ

ェ
ニ
ッ
ク
ス
方
式

) 
(対

象
別
評
価
方
式

) 

人
中
 
 
 
位

 
 

 

試
験

 国
語

 
地

歴
 
公

民
 
数

学
 
理

科
 外

国
語

 実
技

 
小

論
文

総

合
問

題
面

接
 

合
計
点

 調
査
書

評
定
平

均
値

 

大
学
入
試

セ
ン
タ
ー

試
験

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

一
般
選
抜

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島

大

学
AO

選

抜
 

第
1
次

選
考

 
第

2
次

選
考

 

(注
) 

1 
広
島
大
学

AO
選
抜
の
第

1次
選
考
及
び
第

2次
選
考
の
欄
に
つ
い
て
は
，
審
査
内
容
，
評
価
等

を
記
入
す
る
こ
と
。

 

2 
こ
の
調
査
書
に
は
，
本
学
で
の
学
業
成
績
表
を
添
付
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
第

2
号

(第
4
条
第

3
項
関
係

) 
 

調
査

書
 

 学
生

番
号

  
 

ふ
り

が
な

  
 

氏
名

 
年
 
 
月
 
 
日
生

 

男 女 

所
属

 
学

部
 

学
科
・
類
 
 
 
 
専
攻
・
コ
ー
ス

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

志
望

 
学

部
 

学
科
・
類
 
 
 
 
専
攻
・
コ
ー
ス

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

入
学

前
の

学
歴

 

 
 
 
 
 
 
 
高
等
学
校

 
昭
和
・
平
成
 
 
年
 
 
月
卒
業

 
所
在
地

 
 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市

 
 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡

 

 
 

所
在
地

 
 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市

 
 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡

 

 
 

所
在
地

 
 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市

 
 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡

 

在
学

中
の

異
動

(休
学

・
改

姓

等
) 

事
項

 
期

間
 
事

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

父
母

等
 

氏
名

 
 

 
続
柄

 
 

 

住
所

 
(〒

 
 
 

) 
 

TE
L 

 
( 

 
 

)  
 
 
 

 

趣
味

特
技

 
 

 

総
合

所
見

 
チ
ュ
ー
タ
ー
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

規
則

6
6

別
記
様
式
第

1号
(第

4条
第

1項
関
係

) 
 

 
チ

ュ
ー

タ
ー

印
 
 

 

 

転
学
部
願

 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 

学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
生

 

私
こ
と
，
下
記
の
と
お
り
転
学
部
し
た
い
の
で
，
御
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
記

 
転
学
部
希
望
日
 
 
 
 
平
成
 
 
年

4月
1日

 
希

望
学

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
科
・
類

 
専
攻
・
コ
ー
ス

 
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
 

理
由

(詳
細

) 

  

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

本
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

父
母
等
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現
住
所

 

電
話

 

 
(注

) 
1．

「
父
母
等
氏
名
」
は
，
父
母
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
と
す
る
こ

と
。
外
国
人
留
学
生
は
，
日
本
国
内
に
在
住
す
る
者
と
す
る
こ

と
。

 
2．

「
氏
名
」
欄
及
び
「
本
人
氏
名
」
欄
は
，
必
ず
願
出
者
本
人
が

自
署
し
，
「
父
母
等
氏
名
」
欄
は
必
ず
父
母
等
本
人
が
自
署
す
る

 規
則

6
5

―規則� ―35



第
15

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通
則
又
は
大
学

院
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

24
年

8
月

30
日
規
則
第

11
9
号

) 
こ
の
規
則
は
，
平
成

24
年

8
月

30
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
科
目
等

履
修
生
規
則
の
規
定
は
，
平
成

24
年

7
月

9
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
 

規
則

7
0

第
6
条
 
前
期
の
履
修
期
間
で
入
学
を
許
可
さ
れ
た
科
目
等
履
修
生
が
引
き
続
き
後
期
に
お
い
て
履
修
す
る

こ
と
を
志
願
す
る
と
き
は
，
第

2
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
そ
の
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
2 

前
項
の
更
新
手
続
は
，
前

2
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
入
学
料
は
，
納
付
を
要

し
な
い
。

 
(授

業
料

) 
第

7
条
 
科
目
等
履
修
生
は
，
履
修
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
期

(前
期
又
は
後
期

)ご
と
に
，
指
定
の
期
日
ま
で

に
1
単
位
に
相
当
す
る
授
業
に
つ
い
て

14
,8

00
円
の
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

指
定
の
期
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に
督
促
す
る
。

 
3 

第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
科
目
等
履
修
生
が
，
広
島
大
学
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
則

(平
成

2
0
年

12
月

16
日
規
則
第

17
2
号

)に
定
め
る
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
で
あ
り
，
当
該
履
修
証
明

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
授
業
科
目
の
単
位
を
修
得
す
る
場
合
は
，
当
該
授
業
科
目
に
係
る
授
業

料
は
納
付
を
要
し
な
い
。

 
(現

職
教
育
職
員
の
検
定
料
等

) 
第

8
条
 
現
職
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
，
第

4
条
第

1
項
及
び
第

5
条
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
検

定
料
及
び
入
学
料
は
，
納
付
を
要
し
な
い
。

 
2 

現
職
教
育
職
員
で
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
単
位
の
認
定
を
受
け
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
，
前
項

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
授
業
料
は
，
納
付
を
要
し
な
い
。

 
(既

納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
の
返
還

) 
第

9
条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。

 
(実

験
，
実
習
等
の
費
用

) 
第

10
条
 
実
験
，
実
習
等
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
科
目
等
履
修
生
の
負
担
と
す
る
。

 
(単

位
の
授
与

) 
第

11
条
 
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
単
位
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
当
該
授
業
科
目
の
試

験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

前
項
の
試
験
及
び
出
席
状
況
に
よ
り
，
所
定
の
単
位
を
与
え
る
。

 
(証

明
書
の
交
付

) 
第

12
条
 
前
条
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
単
位
に
つ
い
て
は
，
本
人
の
請
求
に
よ
り
，
単
位
を
修
得
し
た
旨
の

証
明
書
を
交
付
す
る
。

 
(大

学
の
命
ず
る
退
学

) 
第

13
条
 
学
長
は
，
科
目
等
履
修
生
が
そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
，
退
学
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(履

修
許
可
の
取
消
し

) 
第

14
条
 
学
長
は
，
科
目
等
履
修
生
が
履
修
の
実
が
上
が
ら
な
い
と
認
め
た
と
き
，
又
は
授
業
料
納
付
の

義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
と
き
は
，
当
該
授
業
科
目
の
履
修
の
許
可
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

 
(雑

則
) 

規
則

6
9
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2 
「
承
諾
印
」
欄
は
，
事
前
に
受
講
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
授
業
担
当
教
員
に
確
認
の
上
，
押

印
を
依
頼
す
る
こ
と
。

 
3 

許
可
願
は
，
学
部
又
は
研
究
科
ご
と
に
別
葉
と
す
る
こ
と
。

 
 

規
則

7
2

別
記
様
式

(第
4
条
第

1
項
関
係

) 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
広
島
大
学
長
 
 
殿

 
ふ
り
が
な
 
 
 
 
 
 
 

 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞

 
生
年
月
日
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
 

科
目

等
履

修
生

許
可

願
 

 
貴
学
科
目
等
履
修
生
と
し
て
下
記
の
と
お
り
履
修
し
た
い
の
で
，
御
許
可
願
い
ま
す
。

 
 

記
 

 最
終

卒
業

学
校

 
 

 

現
職

 
 

 

履
修

希
望

学
部

名

又
は

研
究

科
名

 
 

 

履
修

期
間

 
 
 
自
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
至
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

履
修

理
由

 
 

 

授
業

科
目

 単
位

数
 
前

・
後

通
年

の

別
 

単
位
認

定
の

要
・
不

要
 

承
諾
印

 

履
修
証
明
プ
ロ

グ
ラ
ム
履
修
生

と
し
て
の
履
修

の
有
無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無

 
同
一
年
度
に
お
け
る
他
の
学
部
又
は
研
究
科
で
の
履
修
の
有
無

 
 
 
 
 
 
□
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
無

 
有
の
場
合
は
学
部
名
又
は
研
究
科
名
〔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕

 
同
一
年
度
に
お
け
る
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
と
し
て
の
履
修
の
有
無

 
□
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
無

 
 
 
有
の
場
合
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
名
〔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕

 
(注

) 
1 

「
氏
名
」
欄
は
，
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
，
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

 

規
則

7
1

第
15

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通
則
又
は
大
学

院
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

24
年

8
月

30
日
規
則
第

11
9
号

) 
こ
の
規
則
は
，
平
成

24
年

8
月

30
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
科
目
等

履
修
生
規
則
の
規
定
は
，
平
成

24
年

7
月

9
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
 

規
則

7
0

第
6
条
 
前
期
の
履
修
期
間
で
入
学
を
許
可
さ
れ
た
科
目
等
履
修
生
が
引
き
続
き
後
期
に
お
い
て
履
修
す
る

こ
と
を
志
願
す
る
と
き
は
，
第

2
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
そ
の
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
2 

前
項
の
更
新
手
続
は
，
前

2
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
入
学
料
は
，
納
付
を
要

し
な
い
。

 
(授

業
料

) 
第

7
条
 
科
目
等
履
修
生
は
，
履
修
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
期

(前
期
又
は
後
期

)ご
と
に
，
指
定
の
期
日
ま
で

に
1
単
位
に
相
当
す
る
授
業
に
つ
い
て

14
,8

00
円
の
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

指
定
の
期
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に
督
促
す
る
。

 
3 

第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
科
目
等
履
修
生
が
，
広
島
大
学
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
則

(平
成

2
0
年

12
月

16
日
規
則
第

17
2
号

)に
定
め
る
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
で
あ
り
，
当
該
履
修
証
明

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
授
業
科
目
の
単
位
を
修
得
す
る
場
合
は
，
当
該
授
業
科
目
に
係
る
授
業

料
は
納
付
を
要
し
な
い
。

 
(現

職
教
育
職
員
の
検
定
料
等

) 
第

8
条
 
現
職
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
，
第

4
条
第

1
項
及
び
第

5
条
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
検

定
料
及
び
入
学
料
は
，
納
付
を
要
し
な
い
。

 
2 

現
職
教
育
職
員
で
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
単
位
の
認
定
を
受
け
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
，
前
項

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
授
業
料
は
，
納
付
を
要
し
な
い
。

 
(既

納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
の
返
還

) 
第

9
条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。

 
(実

験
，
実
習
等
の
費
用

) 
第

10
条
 
実
験
，
実
習
等
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
科
目
等
履
修
生
の
負
担
と
す
る
。

 
(単

位
の
授
与

) 
第

11
条
 
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
単
位
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
当
該
授
業
科
目
の
試

験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

前
項
の
試
験
及
び
出
席
状
況
に
よ
り
，
所
定
の
単
位
を
与
え
る
。

 
(証

明
書
の
交
付

) 
第

12
条
 
前
条
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
単
位
に
つ
い
て
は
，
本
人
の
請
求
に
よ
り
，
単
位
を
修
得
し
た
旨
の

証
明
書
を
交
付
す
る
。

 
(大

学
の
命
ず
る
退
学

) 
第

13
条
 
学
長
は
，
科
目
等
履
修
生
が
そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
，
退
学
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
(履

修
許
可
の
取
消
し

) 
第

14
条
 
学
長
は
，
科
目
等
履
修
生
が
履
修
の
実
が
上
が
ら
な
い
と
認
め
た
と
き
，
又
は
授
業
料
納
付
の

義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
と
き
は
，
当
該
授
業
科
目
の
履
修
の
許
可
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

 
(雑

則
) 

規
則

6
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第
8

条
 

学
生

の
表

彰
に

関
す

る
事

務
は

，
学

生
総

合
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 
(雑

則
) 

第
9
条

 
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
学

生
の

表
彰

に
関

し
必

要
な

事
項

は
，

別
に

定
め

る
。

 

附
 

則
 

こ
の

規
則

は
，

平
成

16
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  
 

(略
) 

附
 

則
(平

成
28

年
4
月

1
日

規
則

第
86

号
) 

  

こ
の

規
則

は
，

平
成

28
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

規
則

7
4

○
広

島
大

学
学

生
表

彰
規

則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日

規
則

第
14

号
)   

広
島

大
学

学
生

表
彰

規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条

 
こ

の
規

則
は

，
広

島
大

学
通

則
(平

成
16

年
4
月

1
日

規
則

第
2
号

)第
39

条
第

2
項

(広
島

大
学

大
学

院
規

則
(平

成
20

年
1
月

15
日

規
則

第
2
号

)第
40

条
及

び
広

島

大
学

特
別

支
援

教
育

特
別

専
攻

科
規

則
(平

成
19

年
3
月

20
日

規
則

第
44

号
)第

16
条

第
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)の
規

定
に

基
づ

き
，

広
島

大
学

(以
下

「
本

学
」

と
い

う
。

)の
学

生
の

表
彰

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
(表

彰
の

基
準

) 
第

2
条

 
表

彰
は

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
本

学
の

学
生

又
は

学
生

を
構

成
員

と
す

る
団

体
に

つ
い

て
行

う
。

 
(1

) 
学

術
研

究
活

動
に

お
い

て
，

特
に

顕
著

な
業

績
を

挙
げ

た
と

認
め

ら
れ

る
者

 
(2

) 
課

外
活

動
に

お
い

て
，

特
に

優
秀

な
成

績
を

お
さ

め
，

課
外

活
動

の
振

興
に

功
績

が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
者

 
(3

) 
社

会
活

動
に

お
い

て
，

特
に

顕
著

な
功

績
を

残
し

，
社

会
的

に
高

い
評

価
を

受
け

た

と
認

め
ら

れ
る

者
 

(4
) 

そ
の

他
前

3
号

と
同

等
以

上
の

表
彰

に
値

す
る

行
為

等
が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
者

 
(表

彰
対

象
者

の
推

薦
) 

第
3
条

 
理

事
(教

育
・

東
千

田
担

当
)，

副
学

長
(学

生
支

援
担

当
)，

学
部

長
及

び
研

究
科

長

は
，

前
条

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
る

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
学

長
に

推
薦

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(表
彰

の
審

議
) 

第
4
条

 
学

長
は

，
前

条
の

推
薦

が
あ

っ
た

と
き

は
，

審
査

会
を

設
置

す
る

。
 

2 
審

査
会

の
構

成
員

は
，

別
に

定
め

る
。

 
3 

表
彰

は
，

審
査

会
の

意
見

を
聴

き
，

教
育

研
究

評
議

会
の

議
を

経
て

行
う

。
 

(表
彰

の
方

法
) 

第
5
条

 
表

彰
は

，
学

長
が

表
彰

状
を

授
与

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

 
(表

彰
の

時
期

) 
第

6
条

 
表

彰
は

，
原

則
と

し
て

次
の

日
に

行
う

。
 

 
入

学
式

の
日

 
 

学
位

記
授

与
式

の
日

 
2 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

表
彰

す
る

必
要

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
と

き
は

，
そ

の
都

度
行

う
。

 
(公

表
) 

第
7
条

 
被

表
彰

者
は

，
学

内
に

公
表

す
る

。
 

(事
務

) 

規
則

7
3

―規則� ―38



価
を

受
け

た
者
が

い
る

場
合

に
，

表
彰

の
対
象

と
し

て
考

慮
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 
(2

) 
課

外
活
動

に
関

す
る

表
彰

に
つ

い
て

 

 
 

ア
 

体
育
系

 

 
 

 
 

体
育
系

の
課

外
活

動
に

お
け

る
成
績

と
し

て
は

，
次

の
各

レ
ベ
ル

を
想

定
す

る
こ

と
が

で
き
る

が
，

一
応

の
目

安
と
し

て
｢
全

国
規

模
の

競
技
会

で
の

入
賞

及
び

そ
れ

に
準
じ

る
成

績
｣
以

上
の

成

績
を

収
め

た
者
を

表
彰

候
補

者
と

し
て

考
慮
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
○

体
育
活

動
で

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

，
世
界

選
手

権
，

ア
ジ

ア
大

会
，
国

民
体

育
大

会
及

び
日

本
選
手

権
等

の
権

威
あ
る

競
技

会
に

出
場

し
た

者
 

 
 

 
○

体
育
活

動
で

全
国

規
模

の
競

技
会
で

の
入

賞
者

及
び

そ
れ

に
準
じ

る
者

 

 
 

 
○

体
育

活
動

で
ブ

ロ
ッ

ク
規

模
(西

日
本

大
会

，
中

国
・

四
国

地
区

大
会

，
中

国
地

区
大

会
)の

競

技
会

で
の

優
勝
者

及
び

そ
れ

に
準

じ
る

者
 

 
 

 
○

医
学
系

な
ど

限
ら

れ
た

学
生

の
み
が

参
加

で
き

る
体

育
系

競
技
会

で
は

，
全

国
大

会
あ

る
い
は

西
日

本
大

会
で
の

優
勝

者
 

 
 

イ
 

文
化
系

 

 
 

 
 

文
化
系

の
課

外
活

動
に

お
け

る
成
績

と
し

て
は

，
次

の
各

レ
ベ
ル

を
想

定
す

る
こ

と
が

で
き
る

が
，

一
応

の
目
安

と
し

て
「

全
国

規
模

の
コ
ン

ク
ー

ル
等

で
の

高
い

評
価
及

び
そ

れ
に

準
じ

る
評

価
」

以
上

の
評
価

を
得

た
者

を
表

彰
候

補
者
と

し
て

考
慮

す
る

も
の

と
す
る

。
 

 
 

 
○

芸
術
・

文
化

活
動

で
権

威
あ

る
国
際

レ
ベ

ル
又

は
国

内
最

高
レ
ベ

ル
の

コ
ン

ク
ー

ル
等

に
出
場

し
た

者
 

 
 

 
○

芸
術
・

文
化

活
動

で
全

国
規

模
の
コ

ン
ク

ー
ル

等
で

の
高

い
評
価

を
得

た
者

及
び

そ
れ

に
準
じ

る
者

 

 
 

 
○

芸
術
・
文
化

活
動

で
ブ

ロ
ッ

ク
規
模

(西
日

本
大

会
，
中

国
・
四
国

地
区
大

会
，
中
国

地
区

大
会

)
の
コ

ン
ク

ー
ル
等

で
の

最
も

高
い

評
価

を
得
た

者
及

び
そ

れ
に

準
じ

る
者

 

 
(3

) 
社

会
活
動

に
関

す
る

表
彰

に
つ

い
て

 

 
 

 
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

活
動

，
人

命
救

助
，
犯

罪
防

止
，

災
害

防
止

等
の
社

会
活

動
で

特
に

顕
著

な
功
績

が
あ

っ
た

者
を
表

彰
候

補
者

と
し

て
考

慮
す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
な

お
，
国

内
外

の
公

的
機

関
等

に
よ
る

表
彰

の
有

無
，

新
聞

等
に
よ

る
報

道
の

有
無

は
，

あ
く
ま

で
も

参
考

に
と
ど

め
，

表
彰

の
絶

対
的

基
準
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 
(4

) 
そ

の
他
の

活
動

に
よ

る
表

彰
に

つ
い
て

 

 
 

 
そ

の
行
為

が
社

会
的

に
高

く
評

価
さ
れ

，
医

学
部

学
生

の
模

範
と
な

り
う

る
者

を
表

彰
候

補
者
と

し
て

考
慮

す
る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
申

合
せ
は

，
平

成
17

年
2
月

10
日

か
ら
施

行
す

る
。

 
 
 

 
附

 
則

(平
成

21
年

3
月

19
日

 
一

部
改
正

) 
 
こ

の
申

合
せ
は

，
平

成
21

年
3
月

19
日

か
ら
施

行
す

る
。

 
   

規
則

7
6

○
広

島
大

学
医

学
部

学
生

表
彰

内
規

に
関

す
る

申
合

せ
 

平
成

17
年

2
月

10
日

 
学
部

長
決

裁
 

 
 

改
正

 
平

成
 2

1.
3.

19
 

 
 

 
広

島
大
学

医
学

部
学

生
表

彰
内

規
に
関

す
る

申
合

せ
 

 
(趣

旨
) 

第
1 

こ
の
申

合
せ

は
，
広

島
大

学
医

学
部
学

生
表

彰
内

規
(平

成
17

年
2
月

10
日

学
部

長
決

裁
。
以
下

「
内

規
」
と

い
う

。
)第

9
条

の
規

定
に

基
づ
き

，
広
島

大
学
医

学
部

学
生
の

表
彰

の
基

準
等

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(表

彰
の

対
象

者
) 

第
2 

表
彰

の
時

点
に

お
い

て
，

死
亡

又
は
卒

業
等

に
よ

り
学

籍
を

離
れ
て

い
る

者
に

つ
い

て
も

，
そ
の

者
の

在
学

中
に
行

っ
た

行
為

が
死

亡
又

は
卒
業

等
の

後
に

高
く

評
価

さ
れ
た

と
き

は
，
内
規

第
1
条
及

び
第

2
条

の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず

，
表

彰
の
対

象
と

し
て

考
慮

す
る

も
の
と

す
る

。
 

 
(表

彰
候

補
者

の
推

薦
方
法

) 
第

3 
内

規
第

3
条
に

定
め

る
表

彰
候

補
者
の

推
薦

は
，

別
記

様
式

に
よ
り

行
う

も
の

と
し

，
当

該
学
生

の
行

為
が

表
彰
に

値
す

る
こ

と
を

確
認

で
き
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 
(重

複
表

彰
) 

第
4 

重
複

表
彰

の
制

限
は

し
な

い
も

の
と
し

，
一

度
表

彰
さ

れ
た

者
に
再

度
表

彰
に

値
す

る
行

為
等
が

あ
っ

た
場

合
に
は

，
再

度
の

表
彰

を
行

う
こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

 
(表

彰
の

方
法

) 
第

5 
表

彰
は

，
次

の
方
法

に
よ

り
行

う
。

 

 
(1

) 
内

規
第

5
条
に

よ
り

授
与

さ
れ

る
表
彰

状
の

様
式

は
，

別
に

定
め
る

。
 

 
(2

) 
サ

ー
ク
ル

等
の

学
生

団
体

の
活

動
が
表

彰
に

値
す

る
も

の
で

あ
っ
た

場
合

に
は

，
そ

の
団

体
を
表

彰
す

る
も

の
と
す

る
が

，
表

彰
状

は
，

そ
の
活

動
に

従
事

し
た

構
成

員
個
々

に
授

与
す

る
こ

と
が
で

き
る

も
の

と
す
る

(例
え

ば
，
団
体

競
技

で
優
秀

な
成

績
を

収
め

た
こ

と
を
理

由
に

表
彰

す
る

場
合

は
，

そ
の

競
技

会
に
つ

い
て

出
場

選
手

登
録

が
な
さ

れ
て

い
た

学
生

個
々

に
表
彰

状
を

授
与

す
る

。
)。

 

 
(公

表
) 

第
6 

内
規

第
7
条
に

よ
る

表
彰

を
受

け
た
者

の
公

表
は

，
医

学
部

ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
及

び
医

学
部

内
掲
示

板
等

へ
の

掲
示
等

の
方

法
に

よ
り

行
う

も
の
と

す
る

。
 

 
(表

彰
の

基
準

) 
第

7 
表

彰
の

基
準

は
，
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

 
(1

) 
学

術
研
究

活
動

に
関

す
る

表
彰

に
つ
い

て
 

 
 

ア
 

学
部
生

 

 
 

 
 

学
部
生

に
つ

い
て

は
，

成
績

優
秀
者

を
表

彰
の

対
象

と
す

る
も
の

と
し

，
選

定
す

る
方

法
は
，

各
学

科
に

委
ね
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

イ
 

大
学
院

生
 

 
 

 
 

大
学
院

生
に

つ
い

て
は

，
研

究
論
文

，
研

究
業

績
等

が
国

内
外
の

学
界

に
お

い
て

特
に

高
い
評

規
則

7
5

第
8

条
 

学
生

の
表

彰
に

関
す

る
事

務
は

，
学

生
総

合
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 
(雑

則
) 

第
9
条

 
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
学

生
の

表
彰

に
関

し
必

要
な

事
項

は
，

別
に

定
め

る
。

 

附
 

則
 

こ
の

規
則

は
，

平
成

16
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  
 

(略
) 

附
 

則
(平

成
28

年
4
月

1
日

規
則

第
86

号
) 

  

こ
の

規
則

は
，

平
成

28
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

規
則

7
4

○
広

島
大

学
学

生
表

彰
規

則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日

規
則

第
14

号
)   

広
島

大
学

学
生

表
彰

規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条

 
こ

の
規

則
は

，
広

島
大

学
通

則
(平

成
16

年
4
月

1
日

規
則

第
2
号

)第
39

条
第

2
項

(広
島

大
学

大
学

院
規

則
(平

成
20

年
1
月

15
日

規
則

第
2
号

)第
40

条
及

び
広

島

大
学

特
別

支
援

教
育

特
別

専
攻

科
規

則
(平

成
19

年
3
月

20
日

規
則

第
44

号
)第

16
条

第
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)の
規

定
に

基
づ

き
，

広
島

大
学

(以
下

「
本

学
」

と
い

う
。

)の
学

生
の

表
彰

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
(表

彰
の

基
準

) 
第

2
条

 
表

彰
は

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
本

学
の

学
生

又
は

学
生

を
構

成
員

と
す

る
団

体
に

つ
い

て
行

う
。

 
(1

) 
学

術
研

究
活

動
に

お
い

て
，

特
に

顕
著

な
業

績
を

挙
げ

た
と

認
め

ら
れ

る
者

 
(2

) 
課

外
活

動
に

お
い

て
，

特
に

優
秀

な
成

績
を

お
さ

め
，

課
外

活
動

の
振

興
に

功
績

が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
者

 
(3

) 
社

会
活

動
に

お
い

て
，

特
に

顕
著

な
功

績
を

残
し

，
社

会
的

に
高

い
評

価
を

受
け

た

と
認

め
ら

れ
る

者
 

(4
) 

そ
の

他
前

3
号

と
同

等
以

上
の

表
彰

に
値

す
る

行
為

等
が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
者

 
(表

彰
対

象
者

の
推

薦
) 

第
3
条

 
理

事
(教

育
・

東
千

田
担

当
)，

副
学

長
(学

生
支

援
担

当
)，

学
部

長
及

び
研

究
科

長

は
，

前
条

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
る

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
学

長
に

推
薦

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(表
彰

の
審

議
) 

第
4
条

 
学

長
は

，
前

条
の

推
薦

が
あ

っ
た

と
き

は
，

審
査

会
を

設
置

す
る

。
 

2 
審

査
会

の
構

成
員

は
，

別
に

定
め

る
。

 
3 

表
彰

は
，

審
査

会
の

意
見

を
聴

き
，

教
育

研
究

評
議

会
の

議
を

経
て

行
う

。
 

(表
彰

の
方

法
) 

第
5
条

 
表

彰
は

，
学

長
が

表
彰

状
を

授
与

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

 
(表

彰
の

時
期

) 
第

6
条

 
表

彰
は

，
原

則
と

し
て

次
の

日
に

行
う

。
 

 
入

学
式

の
日

 
 

学
位

記
授

与
式

の
日

 
2 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

表
彰

す
る

必
要

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
と

き
は

，
そ

の
都

度
行

う
。

 
(公

表
) 

第
7
条

 
被

表
彰

者
は

，
学

内
に

公
表

す
る

。
 

(事
務

) 

規
則

7
3

―規則� ―39



各
研
究
科
等
は
，
研
究
論
文
，
研
究
業
績
等
が
国
内
外
の
学
界
に
お
い
て
特
に
高
い
評
価

(学
会

賞
の
受
賞
又
は
評
価
の
高
い
学
術
誌
へ
の
発
表
等

)を
受
け
，
本
学
の
名
誉
を
高
め
た
者
が
い
る
場

合
に
表
彰
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
し
，
推
薦
は
原
則
と
し
て

1
人
と
す
る
。

 
(2

) 
課
外
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て

  
ア
 
体
育
系

 
体
育
系
の
課
外
活
動
に
お
け
る
成
績
と
し
て
は
，
「
全
国
規
模
の
競
技
会
で
の
入
賞
及
び
そ
れ

に
準
じ
る
成
績
」
以
上
の
成
績
を
収
め
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
文
化
系

 
文
化
系
の
課
外
活
動
に
お
け
る
成
績
と
し
て
は
，
「
全
国
規
模
の
コ
ン
ク
ー
ル
等
で
の
高
い
評

価
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
評
価
」
以
上
の
評
価
を
得
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と

す
る
。

 
(3

) 
社
会
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
人
命
救
助
，
犯
罪
防
止
，
災
害
防
止
等
の
社
会
活
動
で
特
に
顕
著
な
功
績

が
あ
っ
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
な
お
，
国
内
外
の
公
的
機
関
等
に
よ
る
表
彰
の
有
無
，
新
聞
等
に
よ
る
報
道
の
有
無
は
，
あ
く
ま

で
も
参
考
に
と
ど
め
，
表
彰
の
絶
対
的
基
準
と
は
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
(4

) 
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
表
彰
に
つ
い
て

 
そ
の
行
為
が
社
会
的
に
高
く
評
価
さ
れ
，
本
学
学
生
の
模
範
と
な
り
う
る
者
を
表
彰
候
補
者
と
し

て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
基
準
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

14
日
 
一
部
改
正

) 
こ
の
基
準
は
，
平
成

30
年

3
月

14
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

7
8

○
広
島
大
学
学
生
表
彰
基
準

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当

)決
裁

) 
広
島
大
学
学
生
表
彰
基
準

 
1 

表
彰
の
対
象
者
に
つ
い
て

 
表
彰
の
時
点
に
お
い
て
，
死
亡
，
卒
業
等
に
よ
り
学
籍
を
離
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
，
そ
の
者
の

在
学
中
に
行
っ
た
行
為
が
死
亡
，
卒
業
等
の
後
に
高
く
評
価
さ
れ
た
と
き
は
，
広
島
大
学
学
生
表
彰
規
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

14
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

)第
1
条
及
び
第

2
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
，
表
彰
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

表
彰
候
補
者
の
推
薦
方
法
に
つ
い
て

 
規
則
第

3
条
に
規
定
す
る
表
彰
候
補
者
の
推
薦
は
，
所
定
の
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
，
当
該
学

生
の
行
為
が
表
彰
に
値
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

審
査
会
に
つ
い
て

 
規
則
第

4
条
に
規
定
す
る
審
査
会
は
，
教
育
研
究
評
議
会
の
構
成
員
を
中
心
に
，
学
長
が
指
名
す
る

者
若
干
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。

 
4 

重
複
表
彰
に
つ
い
て

 
重
複
表
彰
の
制
限
は
し
な
い
も
の
と
し
，
一
度
表
彰
さ
れ
た
学
生
に
再
度
表
彰
に
値
す
る
行
為
等
が

あ
っ
た
場
合
に
は
，
再
度
の
表
彰
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
5 

表
彰
の
方
法
に
つ
い
て

 
(1

) 
規
則
第

5
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
表
彰
状
の
様
式
は
，
別
に
定
め
る
。

  
(2

) 
サ
ー
ク
ル
等
の
学
生
団
体
の
活
動
が
表
彰
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
，
そ
の
団
体
を
表

彰
す
る
も
の
と
す
る
が
，
表
彰
状
は
，
そ
の
活
動
に
従
事
し
た
構
成
員
個
々
に
授
与
で
き
る
も
の
と

す
る

(例
え
ば
，
団
体
競
技
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
こ
と
を
理
由
に
表
彰
す
る
場
合
は
，
そ
の
競
技

会
に
つ
い
て
出
場
選
手
登
録
が
な
さ
れ
て
い
た
学
生
個
々
に
表
彰
状
を
授
与
す
る
。

)。
  

6 
表
彰
の
公
表
に
つ
い
て

 
規
則
第

7
条
の
規
定
に
よ
り
表
彰
を
受
け
た
者
の
公
表
は
，
学
報
等
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

 
7 

表
彰
の
基
準
に
つ
い
て

 
(1

) 
学
術
研
究
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て

  
ア
 
学
部
生

  
 

  ①
  

「
成
績
優
秀
者
」

 

 
  

  
各
学
部
は
，
各
年
度
に
お
い
て
卒
業
す
る
学
生
の
中
か
ら
，
原
則
と
し
て

1
人
の
「
成
績
優
秀

者
」
を
選
定
し
，
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

  ②
  

そ
の
他

 

 
  

  
上
記
の
「
成
績
優
秀
者
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
，
所
属
学
部
の
専
門
領
域
に
お
い
て
国
内
外

の
学
界
で
高
く
評
価
さ
れ
る
研
究
実
績
を
あ
げ
た
者
に
つ
い
て
は
，
別
途
表
彰
の
対
象
者
と
し
て

推
薦
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
大
学
院
生
等

 

規
則

7
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(事
実
関
係
の
調
査

) 
第

7
条
 
学
部
等
の
長
は
，
事
実
関
係
の
調
査
並
び
に
事
件
事
故
に
係
る
事
実
の
存
否
及
び
周
辺
事
情
の

認
定
に
当
た
っ
て
は
，
原
則
と
し
て
，
学
生
か
ら
事
情
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

学
生
が
刑
事
法
上
の
身
柄
拘
束
等
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
，
事
情
聴
取
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合

で
，
か

つ
，
学

部
等

の
長

が
事

情
聴

取
の
必

要
性

を
認

め
る

と
き

は
，
事

情
聴

取
が

可
能

と
な

る

ま
で
の
間
，
前
条
の
調
査
結
果
の
報
告
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
証
拠
が
伝
聞
で
あ
り
，
か
つ
，
学
生
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
は
，
当
該

学
生

の
供
述

よ
り
も

信
用

す
る

に
足

る
べ

き
他
者

の
供

述
が

得
ら

れ
た

場
合
な

ど
，

特
別

な
情

況
が

あ

る
と
き
に
限
り
，
当
該
事
実
が
あ
っ
た
と
認
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
(審

査
会

) 
第

8
条
 
学
長
は
，
第

6
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
事
件
事
故
に
つ
い
て
，
懲
戒
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

(ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
，
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す

る
規
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

11
1
号

)第
6
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
教
育
研
究
評
議
会

(以
下
「
評
議
会
」
と
い
う
。

)に
付
議
し
た
事
案
に
お
い
て
，
評
議
会
が
学
生
の
懲
戒
が
相
当
と
判
断
し
た

と
き

)は
，
学
生
懲
戒
審
査
会

(以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。

)を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

審
査
会
は
，
副
学
長

(学
生
支
援
担
当

)，
当
該

学
生
が
所
属
す
る
学

部
等
の
長
及
び
他
の
学
部
等

の
長

若
干

人
で
組

織
す
る

も
の

と
し

，
事

件
事

故
の
内

容
に

応
じ

て
学

長
が

必
要
と

認
め

る
者

を
加

え
る

こ

と
が
で
き
る
。

 
3 

審
査
会
は
，
第

6
条
の
報
告

(次
項
の
規
定
に
よ
り
追
加
の
調
査
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
調
査
の
結
果

の
報
告
を
含
む
。

)に
基
づ
き
，
学
生
へ
の
懲
戒
の
要
否
，
懲
戒
の
種
類
及
び
懲
戒
の
内
容
に
つ
い
て
審

査
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
審

査
会

は
，

当
該
学

生
に

対
し

て
，

口
頭
又

は
文

書
に

よ
る

意
見

陳

述
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

 
4 

審
査
会
は
，
必
要
に
応
じ
て
，
学
部
等
の
長
に
対
し
て
，
当
該
学
部
等
が
行
っ
た
事
実
関
係
の
調
査
及

び
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
，
又
は
追
加
の
調
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
5 

審
査
会
は
，
審
査
の
結
果
を
文
書
で
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(審

査
の
結
果
の
通
知

) 
第

9
条
 
学
長
は
，
前
条
第

5
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
，
審
査
会
の
審
査
の
結
果
を
当
該
学
生
が
所

属
す
る
学
部
等
の
長
に
通
知
す
る
。

 
(学

部
等
に
お
け
る
審
議

) 
第

10
条
 
学
部
等
の
長
は
，
前
条
の
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
教
授
会
の
審
議
に

付
す

も
の
と

す
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
教
授

会
は

，
当

該
学

生
の

懲
戒
に

つ
い

て
学

長
に

意
見

を

述
べ
る
も
の
と
す
る
。

 
(評

議
会
へ
の
諮
問

) 
第

11
条
 
学
長
は
，
審
査
会
の
審
査
の
結
果
及
び
学
部
等
の
教
授
会
の
意
見
の
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方

が
学

生
の
懲

戒
を
提

案
す

る
も

の
で

あ
る

と
き
は

，
学

生
の

懲
戒

に
つ

い
て
評

議
会

に
諮

問
す

る
。

こ

の
場

合
に
お

い
て
，

評
議

会
は

，
当

該
学

生
に
対

し
て

，
口

頭
又

は
文

書
に
よ

る
意

見
陳

述
の

機
会

を

規
則

8
0

○
広
島
大
学
学
生
懲
戒
規
則

 
(平

成
28

年
3
月

7
日
規
則
第

20
号

) 
広
島
大
学
学
生
懲
戒
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
40

条
第

3
項

(広
島
大

学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
41

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)
の
規
定
に
基
づ
き
，
学
生
の
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(懲

戒
の
種
類

) 
第

2
条
 
懲
戒
の
内
容
は
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
懲
戒
の
種
類
に
応
じ
，
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

 
(1

) 
訓
告
 
文
書
に
よ
り
注
意
を
与
え
，
将
来
を
戒
め
る
こ
と
。

 
(2

) 
停
学
 
一
定
の
期
間
又
は
期
間
を
定
め
ず
に
登
校
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

 
イ
 
有
期
の
停
学
 

3
月
未
満
の
停
学
で
，
確
定
期
限
を
付
す
も
の

 
ロ
 
無
期
の
停
学
 

3
月
以
上
の
停
学
で
，
確
定
期
限
を
付
さ
ず
，
指
導
に
よ
る
効
果
等
の
状
況
を
勘

案
し
な
が
ら
そ
の
解
除
の
時
期
を
決
定
す
る
も
の

 
(3

) 
退
学
 
学
生
と
し
て
の
身
分
を
失
わ
せ
る
こ
と
。

 
(懲

戒
の
要
否
等
の
決
定

) 
第

3
条
 
懲
戒
に
相
当
す
る
行
為
の
存
否
及
び
懲
戒
の
処
分
量
定
は
，
学
生
に
よ
る
事
件
事
故
に
係
る
原

因
行
為
の
悪
質
性
，
結
果
の
重
大
性
等
を
踏
ま
え
て
，
総
合
的
に
勘
案
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

原
因
行
為
の
悪
質
性
の
認
否
に
当
た
っ
て
は
，
学
生
の
主
観
的
態
様
，
行
為
の
性
質
，
当
該
行
為
に
至

る
動

機
及
び

事
後
の

対
応

等
を

勘
案

し
て

判
断
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

，
過

去
に

懲

戒
を

受
け
た

者
又
は

次
条

に
規

定
す

る
学

部
等
の

長
の

指
導

を
受

け
た

者
に
よ

る
事

件
事

故
で

あ
る

場

合
は
，
よ
り
悪
質
性
が
高
い
も
の
と
み
な
す
。

 
3 

結
果

の
重
大

性
の

認
否

に
当

た
っ

て
は

，
精

神
的

損
害
を

含
め

た
人

身
損

害
の

有
無
及

び
そ

の
程

度
，

物
的

損
害
の

有
無

及
び
そ

の
程

度
，

当
該

行
為
が

社
会

に
与

え
た

影
響

等
を

勘
案
し

て
判

断
す

る
も

の

と
す
る
。

 
 (
学
部
等
の
長
の
指
導

) 
第

4
条
 
学
生
に
よ
る
事
件
事
故
が
懲
戒
に
至
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
，
学
部
又
は
研
究
科

 
(以

下
「

学
部

等
」

と
い
う

。
)の

長
は

，
学

生
に

対
し
，

厳
重

注
意
そ

の
他
の

指
導

(以
下
「

学
部
等
の

長
の
指
導
」
と
い
う
。

)を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
(懲

戒
の
処
分
量
定
の
標
準
例

) 
第

5
条
 
懲
戒
の
処
分
量
定
の
標
準
例
は
，
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 (
事
件
事
故
の
報
告

) 
第

6
条
 
学
生
に
よ
る
事
件
事
故

(ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
不
正
受
験
を
除
く
。

)が
発
生
し
た
場
合
は
，
当
該

学
生

が
所
属

す
る
学

部
等

の
長

は
，

速
や

か
に
学

長
に

通
報

す
る

と
と

も
に
，

事
実

関
係

の
調

査
を

行

い
，
そ
の
調
査
の
結
果
を
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

規
則

7
9

各
研
究
科
等
は
，
研
究
論
文
，
研
究
業
績
等
が
国
内
外
の
学
界
に
お
い
て
特
に
高
い
評
価

(学
会

賞
の
受
賞
又
は
評
価
の
高
い
学
術
誌
へ
の
発
表
等

)を
受
け
，
本
学
の
名
誉
を
高
め
た
者
が
い
る
場

合
に
表
彰
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
し
，
推
薦
は
原
則
と
し
て

1
人
と
す
る
。

 
(2

) 
課
外
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て

  
ア
 
体
育
系

 
体
育
系
の
課
外
活
動
に
お
け
る
成
績
と
し
て
は
，
「
全
国
規
模
の
競
技
会
で
の
入
賞
及
び
そ
れ

に
準
じ
る
成
績
」
以
上
の
成
績
を
収
め
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
文
化
系

 
文
化
系
の
課
外
活
動
に
お
け
る
成
績
と
し
て
は
，
「
全
国
規
模
の
コ
ン
ク
ー
ル
等
で
の
高
い
評

価
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
評
価
」
以
上
の
評
価
を
得
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と

す
る
。

 
(3

) 
社
会
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
人
命
救
助
，
犯
罪
防
止
，
災
害
防
止
等
の
社
会
活
動
で
特
に
顕
著
な
功
績

が
あ
っ
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
な
お
，
国
内
外
の
公
的
機
関
等
に
よ
る
表
彰
の
有
無
，
新
聞
等
に
よ
る
報
道
の
有
無
は
，
あ
く
ま

で
も
参
考
に
と
ど
め
，
表
彰
の
絶
対
的
基
準
と
は
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
(4

) 
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
表
彰
に
つ
い
て

 
そ
の
行
為
が
社
会
的
に
高
く
評
価
さ
れ
，
本
学
学
生
の
模
範
と
な
り
う
る
者
を
表
彰
候
補
者
と
し

て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
基
準
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

14
日
 
一
部
改
正

) 
こ
の
基
準
は
，
平
成

30
年

3
月

14
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
学
生
表
彰
基
準

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当

)決
裁

) 
広
島
大
学
学
生
表
彰
基
準

 
1 

表
彰
の
対
象
者
に
つ
い
て

 
表
彰
の
時
点
に
お
い
て
，
死
亡
，
卒
業
等
に
よ
り
学
籍
を
離
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
，
そ
の
者
の

在
学
中
に
行
っ
た
行
為
が
死
亡
，
卒
業
等
の
後
に
高
く
評
価
さ
れ
た
と
き
は
，
広
島
大
学
学
生
表
彰
規
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

14
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

)第
1
条
及
び
第

2
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
，
表
彰
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

表
彰
候
補
者
の
推
薦
方
法
に
つ
い
て

 
規
則
第

3
条
に
規
定
す
る
表
彰
候
補
者
の
推
薦
は
，
所
定
の
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
，
当
該
学

生
の
行
為
が
表
彰
に
値
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

審
査
会
に
つ
い
て

 
規
則
第

4
条
に
規
定
す
る
審
査
会
は
，
教
育
研
究
評
議
会
の
構
成
員
を
中
心
に
，
学
長
が
指
名
す
る

者
若
干
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。

 
4 

重
複
表
彰
に
つ
い
て

 
重
複
表
彰
の
制
限
は
し
な
い
も
の
と
し
，
一
度
表
彰
さ
れ
た
学
生
に
再
度
表
彰
に
値
す
る
行
為
等
が

あ
っ
た
場
合
に
は
，
再
度
の
表
彰
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
5 

表
彰
の
方
法
に
つ
い
て

 
(1

) 
規
則
第

5
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
表
彰
状
の
様
式
は
，
別
に
定
め
る
。

  
(2

) 
サ
ー
ク
ル
等
の
学
生
団
体
の
活
動
が
表
彰
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
，
そ
の
団
体
を
表

彰
す
る
も
の
と
す
る
が
，
表
彰
状
は
，
そ
の
活
動
に
従
事
し
た
構
成
員
個
々
に
授
与
で
き
る
も
の
と

す
る

(例
え
ば
，
団
体
競
技
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
こ
と
を
理
由
に
表
彰
す
る
場
合
は
，
そ
の
競
技

会
に
つ
い
て
出
場
選
手
登
録
が
な
さ
れ
て
い
た
学
生
個
々
に
表
彰
状
を
授
与
す
る
。

)。
  

6 
表
彰
の
公
表
に
つ
い
て

 
規
則
第

7
条
の
規
定
に
よ
り
表
彰
を
受
け
た
者
の
公
表
は
，
学
報
等
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

 
7 

表
彰
の
基
準
に
つ
い
て

 
(1

) 
学
術
研
究
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て

  
ア
 
学
部
生

  
 

  ①
  

「
成
績
優
秀
者
」

 

 
  

  
各
学
部
は
，
各
年
度
に
お
い
て
卒
業
す
る
学
生
の
中
か
ら
，
原
則
と
し
て

1
人
の
「
成
績
優
秀

者
」
を
選
定
し
，
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

  ②
  

そ
の
他

 

 
  

  
上
記
の
「
成
績
優
秀
者
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
，
所
属
学
部
の
専
門
領
域
に
お
い
て
国
内
外

の
学
界
で
高
く
評
価
さ
れ
る
研
究
実
績
を
あ
げ
た
者
に
つ
い
て
は
，
別
途
表
彰
の
対
象
者
と
し
て

推
薦
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

 
イ
 
大
学
院
生
等
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与
え
る
も
の
と
す
る
。

 
(懲

戒
の
決
定

) 
第

12
条
 
学
長
は
，
評
議
会
の
審
議
を
踏
ま
え
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

 
(不

正
受
験
の
取
扱
い

) 
第

13
条
 
学
部
等
の
長
は
，学

生
に
よ
る
不
正
受
験
が
発
覚
し
た
場
合
は
，学

長
に
通
報
す
る
と
と
も
に
，

当
該
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
教
授
会
の
審
議
に
付
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
教
授
会
は
，

当
該
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
学
長
に
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

学
長
は
，
前
項
の
教
授
会
の
意
見
が
学
生
の
懲
戒
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
，
学
生
の
懲
戒
に

つ
い

て
評
議

会
に
諮

問
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い

て
，

評
議

会
は

，
当

該
学
生

に
対

し
て

，
口

頭
又

は

文
書
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

学
長
は
，
評
議
会
の
審
議
を
踏
ま
え
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

 
(懲

戒
の
手
続

) 
第

14
条
 
懲
戒
処
分
は
，
学
生
に
処
分
通
知
書

(別
記
様
式
第

1
号

)を
交
付
し
，
又
は
口
頭
に
よ
り
通
知

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
2 

処
分
通
知
書
の
交
付
を
行
う
際
に
，
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
学
生
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
，
当
該
学
生
の
最
後
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
簡
易
裁
判
所
に
対
し
民
法

(明
治

29
年
法
律
第

89
号

)
に
定
め
る
公
示
の
手
続
を
行
い
，
公
示
さ
れ
た
日
か
ら

2
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
処
分
通
知
書
の
交

付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 
(懲

戒
処
分
の
効
力

) 
第

15
条
 
懲
戒
処
分
の
効
力
は
，
処
分
通
知
書
を
学
生
に
交
付
し
た
と
き
，
又
は
口
頭
に
よ
り
通
知
し
た

時
点
で
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(停

学
期
間

) 
第

16
条
 
停
学
の
期
間
の
計
算
は
，
暦
に
従
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
し
，
懲
戒
処
分
の
効
力
発
生
日
の
翌

日
か
ら
起
算
す
る
。

 
(無

期
の
停
学
の
解
除

) 
第

17
条
 
無
期
の
停
学
の
解
除
は
，
学
生
が
所
属
す
る
学
部
等
の
長
か
ら
の
申
出
に
よ
り
，
学
長
が
評
議

会
に
諮
問
し
て
行
う
。

 
 

(停
学
中
の
学
生
指
導

) 
第

18
条
 
停
学
中
の
学
生
に
対
す
る
指
導
は
，
学
生
が
所
属
す
る
学
部
等
が
行
う
も
の
と
す
る
。

 
(停

学
中
の
期
末
試
験
及
び
履
修
登
録

) 
第

19
条
 
停
学
の
期
間
中
に
お
け
る
期
末
試
験
の
受
験
及
び
履
修
手
続
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
各

号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 
 

(1
) 

停
学
を
開
始

し
た
タ
ー
ム
又
は

学
期
の
期
末
試
験
の
受
験
を

認
め
る
。
た
だ
し
，
受
験
資

格
を
満

た
し
て
い
な
い
と
き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(2

) 
停
学
の
期
間
中
の
全
て
の
履
修
登
録
を
認
め
る
。

 
(告

示
) 

規
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別
記
様
式
第

1
号

(第
14

条
第

1
項
関
係

) 
  

処
 
分
 

通
 

知
 
書

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度
入
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
部
・
学
科

(研
究
科
・
専
攻

) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
 
広
島
大
学
通
則
第

40
条

(広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

41
条
に
お
い
て
準
用
す
る
広
島
大
学
通
則
第

40
条

)の
規
定
に
基
づ
き
，
 
 
 
に
処
す
る
。

 
  

処
 
分
 
理
 
由

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
長
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○
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
規
則

 
(平

成
18

年
4
月

18
日
規
則
第

91
号

)  
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
40

条
及
び
広

島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則

(平
成

19
年

3
月

20
日
規
則
第

44
号

)第
16

条
第

1
項
に
お

い
て
準
用
す
る
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
39

条
第

2
項
の
規
定
並
び
に
広

島
大
学
大
学
院
規
則
第

56
条
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
第

24
条
に
お
い
て
準

用
す
る
広
島
大
学
通
則
第

56
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)の
大
学
院

又
は
専
攻
科
の
学
生
で
本
学
の
入
学
試
験
の
成
績
若
し
く
は
本
学
に
お
け
る
学
業
成
績
が
特
に
優
れ
て
い

る
も
の
又
は
学
術
研
究
活
動
に
お
い
て
特
に
優
秀
な
成
果
を
修
め
た
も
の

(以
下
「
成
績
優
秀
学
生
」
と

い
う
。

)に
対
す
る
奨
学
制
度
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(名

称
) 

第
2
条
 
成
績
優
秀
学
生
に
対
す
る
奨
学
制
度
の
名
称
は
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス

カ
ラ
シ
ッ
プ
と
す
る
。

 
(方

法
) 

第
3
条
 
奨
学
の
方
法
は
，
成
績
優
秀
学
生
と
し
て
決
定
さ
れ
た
年
度
の
後
期
分
の
授
業
料
の
全
額
免
除
と

す
る
。

 
(対

象
者

) 
第

4
条
 
授
業
料
の
免
除
対
象
者
は
，
大
学
院
又
は
専
攻
科
の
学
生
で
，
成
績
優
秀
学
生
と
し
て
決
定
さ
れ

た
も
の
と
す
る
。

 
(候

補
者
の
推
薦
枠

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
実
施
要
綱

(平
成

18
年

4
月

3
日
学
長
決
裁
。
以
下
「
実
施
要
綱
」
と
い
う
。

)に
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
，
研
究
科
又
は
専
攻
科

(以
下
「
部
局
等
」
と
い
う
。

)ご
と
に
成
績
優
秀
学
生
候
補
者
の
推
薦
枠
を
決
定
し
，
部
局
等
の
長
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(候

補
者
の
選
考

) 
第

6
条
 
部
局
等
の
長
は
，
成
績
優
秀
学
生
候
補
者
を
選
考
す
る
た
め
，
選
考
委
員
会
を
設
置
す
る
。

 
2 

部
局
等
の
長
は
，
実
施
要
綱
に
定
め
る
選
考
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
選
考
基
準
を
定
め
，
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

 
3 

部
局
等
の
長
は
，
前
項
の
選
考
基
準
に
基
づ
き
成
績
優
秀
学
生
候
補
者
を
選
考
し
，
学
長
へ
推
薦
す
る

も
の
と
す
る
。

 
(成

績
優
秀
学
生
の
決
定

) 
第

7
条
 
学
長
は
，
部
局
等
の
長
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
，
成
績
優
秀
学
生
を
決
定
す
る
。

 
(表

彰
) 

第
8
条
 
学
長
は
，
成
績
優
秀
学
生
を
表
彰
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(雑

則
) 

別
記
様
式
第

2
号

(第
20

条
関
係

) 

    

 

懲
戒
告
示

 
 こ
の
た
び
，
本

学
学

生
が

学
生

の
本

分
に

反
す

る
行

為
を

行
っ

た
た
め
，
広
島

大
学

通
則

第
40

条
の

規
定

に
基

づ
き

，
下

記
の

と

お
り
懲
戒
処

分
を

行
っ

た
の

で
，

告
示

す
る

。
 

今
後
こ
の

よ
う

な
不

祥
事

が
再

発
し

な
い

よ
う

，
学

生
諸

君
の

一
層
の
自
覚

を
促

す
も

の
で

あ
る

。
 

 

記
 

  事
案
の
概
要

 

懲
戒
の
種
類

 

処
分
年
月
日
 

 
平

成
 
年

 
月

 
日

 

  平
成
 

年
 
月

 
日

  

 

広
 島

 大
 学

 長
  

 

規
則
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第
9
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ

の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
実
施
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
規
則
は
，
平
成

18
年

4
月

18
日
か
ら
施
行
し
，
平
成

18
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

19
日
規
則
第

23
号

) 
 
こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 

○
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
規
則

 
(平

成
18

年
4
月

18
日
規
則
第

91
号

)  
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
40

条
及
び
広

島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則

(平
成

19
年

3
月

20
日
規
則
第

44
号

)第
16

条
第

1
項
に
お

い
て
準
用
す
る
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
39

条
第

2
項
の
規
定
並
び
に
広

島
大
学
大
学
院
規
則
第

56
条
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
第

24
条
に
お
い
て
準

用
す
る
広
島
大
学
通
則
第

56
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)の
大
学
院

又
は
専
攻
科
の
学
生
で
本
学
の
入
学
試
験
の
成
績
若
し
く
は
本
学
に
お
け
る
学
業
成
績
が
特
に
優
れ
て
い

る
も
の
又
は
学
術
研
究
活
動
に
お
い
て
特
に
優
秀
な
成
果
を
修
め
た
も
の

(以
下
「
成
績
優
秀
学
生
」
と

い
う
。

)に
対
す
る
奨
学
制
度
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(名

称
) 

第
2
条
 
成
績
優
秀
学
生
に
対
す
る
奨
学
制
度
の
名
称
は
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス

カ
ラ
シ
ッ
プ
と
す
る
。

 
(方

法
) 

第
3
条
 
奨
学
の
方
法
は
，
成
績
優
秀
学
生
と
し
て
決
定
さ
れ
た
年
度
の
後
期
分
の
授
業
料
の
全
額
免
除
と

す
る
。

 
(対

象
者

) 
第

4
条
 
授
業
料
の
免
除
対
象
者
は
，
大
学
院
又
は
専
攻
科
の
学
生
で
，
成
績
優
秀
学
生
と
し
て
決
定
さ
れ

た
も
の
と
す
る
。

 
(候

補
者
の
推
薦
枠

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
実
施
要
綱

(平
成

18
年

4
月

3
日
学
長
決
裁
。
以
下
「
実
施
要
綱
」
と
い
う
。

)に
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
，
研
究
科
又
は
専
攻
科

(以
下
「
部
局
等
」
と
い
う
。

)ご
と
に
成
績
優
秀
学
生
候
補
者
の
推
薦
枠
を
決
定
し
，
部
局
等
の
長
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(候

補
者
の
選
考

) 
第

6
条
 
部
局
等
の
長
は
，
成
績
優
秀
学
生
候
補
者
を
選
考
す
る
た
め
，
選
考
委
員
会
を
設
置
す
る
。

 
2 

部
局
等
の
長
は
，
実
施
要
綱
に
定
め
る
選
考
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
選
考
基
準
を
定
め
，
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

 
3 

部
局
等
の
長
は
，
前
項
の
選
考
基
準
に
基
づ
き
成
績
優
秀
学
生
候
補
者
を
選
考
し
，
学
長
へ
推
薦
す
る

も
の
と
す
る
。

 
(成

績
優
秀
学
生
の
決
定

) 
第

7
条
 
学
長
は
，
部
局
等
の
長
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
，
成
績
優
秀
学
生
を
決
定
す
る
。

 
(表

彰
) 

第
8
条
 
学
長
は
，
成
績
優
秀
学
生
を
表
彰
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(雑

則
) 

○
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

15
号
)   

広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則

2
号
)第

56
条
第

2
項

の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
生
(以

下
「
学
生
」
と
い

う
。
)が

学
生
生
活
上
守
る
べ
き
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
証
) 

第
2
条
 
学
生
は
，
学
生
証
の
交
付
を
受
け
，
常
に
携
帯
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
学
生
証
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(住
所
届
) 

第
3
条
 
学
生
は
，
入
学
後
速
や
か
に
，
本
人
の
住
所
並
び
に
帰
省
先
住
所
及
び
連
絡
先
(以

下
「
住
所
等
」
と
い
う
。
)を

所
定
の
様
式
で
所
属
学
部
の
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
は
，
速
や
か
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

(健
康
診
断
) 

第
4
条
 
学
生
は
，
本
学
が
行
う
健
康
診
断
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
や
む
を
得
な

い
理
由
の
た
め
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
，
所
属
学
部
の
長
に
届
け
出
て
そ
の

指
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
団
体
の
届
出
) 

第
5
条
 
学
生
が
，
単
一
の
学
部
の
学
生
を
も
っ
て
団
体
を
結
成
す
る
と
き
は
，
代
表
責
任
者

は
，
そ
の
所
属
学
部
の
長
に
所
定
の
学
生
団
体
結
成
届
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
団
体
の
構
成
員
が

2
学
部
以
上
に
わ
た
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
，
代
表
責
任
者
は
，
学
長

に
所
定
の
学
生
団
体
結
成
届
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
結
成
さ
れ
た
団
体
の
活
動
が
継
続
す
る
場
合
は
，
毎
年

5
月
末
日
ま
で
に
，
第

1
項
に
基

づ
く
学
生
団
体
の
代
表
責
任
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
所
属
学
部
の
長
に
，
前
項
に
基
づ
く
学

生
団

体
の

代
表

責
任

者
に

あ
っ

て
は

学
長

に
，

所
定

の
更

新
届

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

4 
前

3
項
に
規
定
す
る
届
に
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

団
体
の
名
称
 

(2
) 

団
体
の
目
的
 

(3
) 

連
絡
先
 

(4
) 

代
表
責
任
者
の
氏
名
 

(5
) 

所
属
学
部
別
の
構
成
員
数
 

(6
) 

団
体
の
構
成
員
の
氏
名
及
び
連
絡
先
 

(学
生
又
は
学
生
団
体
の
施
設
使
用
) 

第
6
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
が
学
内
施
設
(運

動
場
及
び
道
路
等
を
含
む
。
)を

使
用
す
る
と

き
(ち

ら
し
・
ビ
ラ
等
の
文
書
を
配
付
す
る
場
合
を
含
む
。
)は

，
責
任
者
は
，
原
則
と
し
て

規
則
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3 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
て
い
る
住
所
届
及
び
学
生
団
体

は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
た
住
所
届
及
び
学
生
団
体
と
み
な
す
。
 

4 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
学
生
又
は
学
生

団
体
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
学
生
又
は
学
生
団
体
と
み
な
す
。
 

附
 
則
(平

成
30

年
9
月

14
日
規
則
第

11
7
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

9
月

14
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

8
8

3
日
前
ま
で
に
，
学
部
の
施
設
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
学
部
の
長
に
，
そ
の
他
の
施
設
の

場
合
に
あ
っ
て
は
学
長
に
，
所
定
の
施
設
使
用
願
を
提
出
し
，
そ
の
承
認
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
施
設
使
用
願
に
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

使
用
目
的
 

(2
) 

日
時
及
び
場
所
 

(3
) 

責
任
者
の
氏
名
 

(4
) 

参
加
人
員
(学

外
者
の
人
員
を
含
む
。
) 

(掲
示
及
び
立
看
板
) 

第
7
条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
生
又
は
学
生
団
体
に
よ
る
学
内
で
の
掲
示
物
の
掲

示
又
は
立
看
板
の
掲
出
に
つ
い
て
は
，
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

掲
示
物
は
，
所
定
の
学
生
用
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

立
看
板
は
，
所
定
の
学
生
用
掲
示
場
に
掲
出
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

掲
示
板
の
掲
示
物
の
大
き
さ
は

1
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
，
立
看
板
の
大
き
さ
は

2
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

掲
示
及
び
掲
出
の
期
間
は

3
週
間
以
内
と
し
，
こ
の
期
間
を
経
過
し
た
掲
示
物
及
び

立
看
板
は
，
撤
去
す
る
こ
と
。
 

(行
事
及
び
集
会
) 

第
8
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
は
，
学
内
に
お
い
て
行
事
又
は
集
会
を
行
う
場
合
は
，
授
業
，

研
究
，
診
療
，
試
験
実
施
等
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
9
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
は
，
法
令
及
び
本
学
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
も
の
と
し
，
本
学

の
秩
序
又
は
風
紀
を
乱
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

(準
用
) 

第
10

条
 
こ
の
規
則
の
規
定
は
，
大
学
院
及
び
専
攻
科
の
学
生
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

2 
第

2
条
か
ら
第

4
条
ま
で
の
規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含
む
。
)及

び
科
目
等

履
修
生
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
11

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
程
(平

成
7
年
広
島
大
学

規
程
第

4
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)に

よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
学
生
証
は
，
こ
の

規
則
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
学
生
証
と
み
な
す
。
 

規
則
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3 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
て
い
る
住
所
届
及
び
学
生
団
体

は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
た
住
所
届
及
び
学
生
団
体
と
み
な
す
。
 

4 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
学
生
又
は
学
生

団
体
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
学
生
又
は
学
生
団
体
と
み
な
す
。
 

附
 
則
(平

成
30

年
9
月

14
日
規
則
第

11
7
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

9
月

14
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

8
8

3
日
前
ま
で
に
，
学
部
の
施
設
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
学
部
の
長
に
，
そ
の
他
の
施
設
の

場
合
に
あ
っ
て
は
学
長
に
，
所
定
の
施
設
使
用
願
を
提
出
し
，
そ
の
承
認
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
施
設
使
用
願
に
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

使
用
目
的
 

(2
) 

日
時
及
び
場
所
 

(3
) 

責
任
者
の
氏
名
 

(4
) 

参
加
人
員
(学

外
者
の
人
員
を
含
む
。
) 

(掲
示
及
び
立
看
板
) 

第
7
条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
生
又
は
学
生
団
体
に
よ
る
学
内
で
の
掲
示
物
の
掲

示
又
は
立
看
板
の
掲
出
に
つ
い
て
は
，
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

掲
示
物
は
，
所
定
の
学
生
用
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

立
看
板
は
，
所
定
の
学
生
用
掲
示
場
に
掲
出
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

掲
示
板
の
掲
示
物
の
大
き
さ
は

1
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
，
立
看
板
の
大
き
さ
は

2
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

掲
示
及
び
掲
出
の
期
間
は

3
週
間
以
内
と
し
，
こ
の
期
間
を
経
過
し
た
掲
示
物
及
び

立
看
板
は
，
撤
去
す
る
こ
と
。
 

(行
事
及
び
集
会
) 

第
8
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
は
，
学
内
に
お
い
て
行
事
又
は
集
会
を
行
う
場
合
は
，
授
業
，

研
究
，
診
療
，
試
験
実
施
等
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
9
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
は
，
法
令
及
び
本
学
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
も
の
と
し
，
本
学

の
秩
序
又
は
風
紀
を
乱
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

(準
用
) 

第
10

条
 
こ
の
規
則
の
規
定
は
，
大
学
院
及
び
専
攻
科
の
学
生
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

2 
第

2
条
か
ら
第

4
条
ま
で
の
規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含
む
。
)及

び
科
目
等

履
修
生
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
11

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
程
(平

成
7
年
広
島
大
学

規
程
第

4
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)に

よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
学
生
証
は
，
こ
の

規
則
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
学
生
証
と
み
な
す
。
 

規
則

8
7

第
8
条
 
学
生
は
，
学
生
証
を
紛
失
し
た
と
き
，
若
し
く
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
，
若
し
く

は
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
学
生
証
の
有
効
期
間
を
超
え
て
在
学
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
，
速
や
か
に
再
交
付
を
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(準
用
) 

第
9
条
 
こ
の
細
則
(第

4
条
第

2
項
を
除
く
。
)の

規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
)，

科
目
等
履
修
生
，
特
別
研
究
学
生
，
特
別
聴
講
学
生
及
び
日
本
語
等

予
備
教
育
生
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第

2
条
中
「
入
学
，
転
学
部
転
学
科

を
し

た
と

き
」

と
あ

る
の

は
特

別
研

究
学

生
に

あ
っ

て
は

「
受

入
れ

を
認

め
ら

れ
た

と
き

」

と
，
特
別
聴
講
学
生
及
び
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
あ
っ
て
は
「
受
入
れ
を
許
可
さ
れ
た

と
き
」
と
，
「
所
属
の
学
部
又
は
研
究
科
」
と
あ
る
の
は
研
究
生
に
あ
っ
て
は
「
所
属
の

学
部
，
研
究
科
，
原
爆
放
射
線
医
科
学
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教

育
研
究
施
設
」
と
，
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
あ
っ
て
は
「
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院
」

と
，
第

4
条
第

1
項
中
「
学
部
に
あ
っ
て
は
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い
う
。
)第

4
条
に
定
め
ら
れ
た
修
業
年
限
，
研
究
科
に
あ
っ
て

は
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」

と
い
う
。
)第

6
条
か
ら
第

9
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
標
準
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
研
究

生
に
あ
っ
て
は
「
許
可
さ
れ
た
研
究
期
間
」
と
，
科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
に

あ
っ

て
は

「
許

可
さ

れ
た

履
修

期
間

」
と

，
特

別
研

究
学

生
に

あ
っ

て
は

「
受

入
れ

期
間

」

と
，
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
あ
っ
て
は
「
許
可
さ
れ
た
研
修
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
，
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
，
特
別
研
究
学
生
，
特
別
聴
講
学
生
及

び
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
対
し
て
学
生
証
を
交
付
す
る
と
き
は
，
そ
れ
ぞ
れ
研
究
生
，

科
目
等
履
修
生
，
特
別
研
究
学
生
，
特
別
聴
講
学
生
又
は
日
本
語
等
予
備
教
育
生
の
表
示

を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
10

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
細
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
細
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
証
取
扱
細
則
(昭

和
31

年
9
月

14
日
制

定
)に

基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
学
生
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
第

4
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 (略
) 

附
 
則
(平

成
30

年
10

月
1
日
 
一
部
改
正
) 

  

規
則

9
0

○
広
島
大
学
学
生
証
取
扱
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
)   

広
島
大
学
学
生
証
取
扱
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

15
号
)第

2
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
学
生
証
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

(交
付
) 

第
2
条
 
学
生
は
，
入
学
，
転
学
部
若
し
く
は
転
学
科
を
し
た
と
き
，
又
は
そ
の
有
効
期
間
が

経
過
し
た
と
き
に
は
，
所
属
の
学
部
又
は
研
究
科
で
，
所
定
の
学
生
証
(別

記
様
式
)の

交
付

を
受
け
，
常
に
こ
れ
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3
条
 
学
生
証
に
は
，
本
学
指
定
の
形
式
に
よ
る
本
人
の
写
真
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
有
効
と

認
め
な
い
。
 

(有
効
期
間
) 

第
4
条
 
学
生
証
の
有
効
期
間
は
，
発
行
の
日
か
ら
学
部
に
あ
っ
て
は
広
島
大
学
通
則
(平

成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い
う
。
)第

4
条
に
定
め
ら
れ
た
修
業
年

限
，
研
究
科
に
あ
っ
て
は
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。

以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

6
条
か
ら
第

9
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
標
準
修
業
年

限
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
 

2 
修
業
年
限
又
は
標
準
修
業
年
限
を
超
え
て
在
学
し
，
前
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
が
経
過

し
た
後
に
交
付
す
る
学
生
証
の
有
効
期
間
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

通
則
第

22
条
第

1
項
又
は
大
学
院
規
則
第

32
条
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
長
期
に

わ
た
る
教
育
課
程
の
履
修
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
は
，
発
行
の
日
か
ら
当
該
履
修
を
認

め
ら
れ
た
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
 

(2
) 

前
号
以
外
の
者
は
，
発
行
の
日
か
ら

1
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
，
発
行
時
に
お
い
て

休
学
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
，
発
行
の
日
か
ら
当
該
許
可
さ
れ
た
休
学
期

間
の
終
了
後

1
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。
 

(提
示
) 

第
5
条
 
学
生
証
は
，
本
学
職
員
の
要
求
が
あ
れ
ば
，
い
つ
で
も
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(取
扱
い
) 

第
6
条
 
学
生
証
は
，
他
人
に
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
7
条
 
学
生
証
は
，
学
生
が
学
籍
を
離
れ
た
と
き
，
又
は
有
効
期
間
を
経
過
し
た
と
き
，
速

や
か
に
発
行
者
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(再
交
付
) 

規
則

8
9

―規則� ―47



別
記
様
式
(第

2条
関
係
) 

(表
) 

 

(学
章
) 

 
 
 
 
広

島
大

学
学

生
証

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

入
学
年
度
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

所
 
 
属
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(写

真
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
効
期
限
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
記
の
者
は
，
本
学
の
学
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

広
島
大
学
長
 
印
 

 

(裏
) 

 

注
 
意
 
事
 
項
 

1 
次
の
場
合
に
お
い
て
，
必
要
に
応
じ
本
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 (
1)
本
学
の
施
設
等
を
利
用
す
る
と
き
 

 
 (
2)
本
学
の
学
内
外
で
本
学
の
学
生
又
は
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
き
 

2 
本
証
は
，
他
人
に
貸
与
し
，
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

3 
本
証
を
紛
失
し
，
若
し
く
は
著
し
く
損
傷
し
，
又
は
本
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
，

遅
滞
な
く
届
け
出
て
，
再
発
行
を
受
け
る
こ
と
。
な
お
，
紛
失
(盗

難
)も

し
く
は
著
し
い
損
傷
に
お

い
て
，
そ
の
事
由
が
天
災
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
ら
な
い
場
合
の
再
発
行
費
用
は
有
償
と
す
る
。
 

4 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
遅
滞
な
く
本
証
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 (
1)
学
生
又
は
職
員
が
そ
の
身
分
を
喪
失
し
た
と
き
 

 
 (
2)
(1
)に

掲
げ
る
以
外
の
も
の
が
本
学
の
施
設
等
の
利
用
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
 

 
 (
3)
本
証
の
有
効
期
限
が
満
了
し
た
と
き
 

5 
本
証
は
，
認
証
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
IC
チ
ッ
プ
に
記
録
し
て
い
る
の
で
，
取
り
扱
い
に
留

意
す
る
こ
と
。
 

6 
こ
の
注
意
事
項
に
定
め
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
，
身
分
証
毎
に
定
め
ら
れ
た
取
扱
規
則
等
(広

島

大
学
学
生
証
取
扱
細
則
，
広
島
大
学
職
員
証
取
扱
要
項
，
広
島
大
学
利
用
登
録
証
取
扱
規
則
)及

び

そ
の
他
本
学
の
諸
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
【
連
絡
先
】
国
立
大
学
法
人
広
島
大
学
 
 

 
 
 
〒
73
9-
85
11
 
広
島
県
東
広
島
市
鏡
山
1-
3-
2 

℡
 
08
2-
42
2-
71
11
(代

表
) 

 

       

5.
4 

cm
    

 
 

 
 

8.
5c
m 

 
 

  

規
則

9
2

こ
の
細
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

    
 

規
則

9
1
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別
記
様
式
(第

2条
関
係
) 

(表
) 

 

(学
章
) 

 
 
 
 
広

島
大

学
学

生
証

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

入
学
年
度
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

所
 
 
属
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(写

真
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
効
期
限
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
記
の
者
は
，
本
学
の
学
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

広
島
大
学
長
 
印
 

 

(裏
) 

 

注
 
意
 
事
 
項
 

1 
次
の
場
合
に
お
い
て
，
必
要
に
応
じ
本
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 (
1)
本
学
の
施
設
等
を
利
用
す
る
と
き
 

 
 (
2)
本
学
の
学
内
外
で
本
学
の
学
生
又
は
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
き
 

2 
本
証
は
，
他
人
に
貸
与
し
，
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

3 
本
証
を
紛
失
し
，
若
し
く
は
著
し
く
損
傷
し
，
又
は
本
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
，

遅
滞
な
く
届
け
出
て
，
再
発
行
を
受
け
る
こ
と
。
な
お
，
紛
失
(盗

難
)も

し
く
は
著
し
い
損
傷
に
お

い
て
，
そ
の
事
由
が
天
災
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
ら
な
い
場
合
の
再
発
行
費
用
は
有
償
と
す
る
。
 

4 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
遅
滞
な
く
本
証
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 (
1)
学
生
又
は
職
員
が
そ
の
身
分
を
喪
失
し
た
と
き
 

 
 (
2)
(1
)に

掲
げ
る
以
外
の
も
の
が
本
学
の
施
設
等
の
利
用
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
 

 
 (
3)
本
証
の
有
効
期
限
が
満
了
し
た
と
き
 

5 
本
証
は
，
認
証
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
IC
チ
ッ
プ
に
記
録
し
て
い
る
の
で
，
取
り
扱
い
に
留

意
す
る
こ
と
。
 

6 
こ
の
注
意
事
項
に
定
め
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
，
身
分
証
毎
に
定
め
ら
れ
た
取
扱
規
則
等
(広

島

大
学
学
生
証
取
扱
細
則
，
広
島
大
学
職
員
証
取
扱
要
項
，
広
島
大
学
利
用
登
録
証
取
扱
規
則
)及

び

そ
の
他
本
学
の
諸
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
【
連
絡
先
】
国
立
大
学
法
人
広
島
大
学
 
 

 
 
 
〒
73
9-
85
11
 
広
島
県
東
広
島
市
鏡
山
1-
3-
2 

℡
 
08
2-
42
2-
71
11
(代

表
) 

 

       

5.
4 

cm
    

 
 

 
 

8.
5c
m 

 
 

  

規
則

9
2

こ
の
細
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

    
 

規
則

9
1

第
7
条
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処

理
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
8
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 (略
) 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

19
日
規
則
第

22
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

9
4

○
広
島
大
学
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ー
ム
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

13
0
号
)   

広
島
大
学
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

56
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
の
設
置
等
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(設
置
) 

第
2
条
 
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
生
が
，
学
生
生
活
上
の
諸
問
題
に
対
処

す
る
に
当
た
り
，
学
生
同
士
が
気
軽
に
相
談
し
，
互
い
に
助
け
合
う
学
風
を
醸
成
す
る
よ

う
，
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
学
生
の
相
談
に
応
じ
る
た
め
，
本
学
に
広
島
大
学
ピ
ア
サ
ポ

ー
ト
ル
ー
ム
(以

下
「
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
」
と
い
う
。
)を

置
く
。
 

(組
織
) 

第
3
条
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
は
，
学
長
が
選
考
し
た
次
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。
 

(1
) 

本
学
が
実
施
す
る
広
島
大
学
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
し
た
本
学
学

生
の
う
ち
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
学
生
の
相
談
を
受
け
る
者
(以

下
「
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ

ー
」
と
い
う
。
)数

十
人
 

(2
) 

本
学
が
実
施
す
る
広
島
大
学
ピ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
養
成
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
し
た
本
学

大
学
院
生
の
う
ち
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
に
助
言
を
す
る
者
(以

下

「
ピ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
と
い
う
。
)若

干
人
 

(3
) 

本
学
の
専
任
教
員
及
び
相
談
活
動
に
精
通
し
た
学
外
の
者
の
う
ち
，
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ

ー
及
び
ピ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
対
し
専
門
的
な
見
地
か
ら
指
導
・
助
言
を
行
う
者
(以

下

「
専
門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
と
い
う
。
)若

干
人
 

2 
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
及
び
ピ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
任
期
は

1
年
と
す
る
。
た
だ
し
，
再
任
は

妨
げ
な
い
。
 

3 
専
門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
任
期
は
，
本
学
の
専
任
教
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は

2
年
，
学
外

の
者
に
あ
っ
て
は

1
年
と
す
る
。
た
だ
し
，
再
任
は
妨
げ
な
い
。
 

第
4
条
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
に
室
長
を
置
き
，
専
門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
，
本
学
の
専
任
教

員
の
う
ち
か
ら
学
長
が
任
命
す
る
。
 

2 
室
長
の
任
期
は

2
年
と
す
る
。
た
だ
し
，
再
任
は
妨
げ
な
い
。
 

(設
置
場
所
) 

第
5
条
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
は
，
学
生
プ
ラ
ザ

4
階
に
設
置
す
る
。
 

(開
室
時
間
) 

第
6
条
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
の
開
室
時
間
は
，
原
則
と
し
て
，
通
則
第

9
条
に
規
定
す
る

休
業
日
を
除
く
日
の
午
前

9
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で
と
す
る
。
 

(事
務
) 

規
則

9
3
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第
7
条
 
支
援
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
並
び
に
所
属
学
部
等
を
支
援
す
る
東
広
島
地

区
運
営
支
援
部
の
支
援
室
及
び
霞
地
区
運
営
支
援
部
学
生
支
援
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
処
理
す
る
。

 
(雑

則
) 

第
8
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則

 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 

附
 
則

(平
成

28
年

6
月

21
日
規
則
第

16
0
号

) 
  

こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

6
月

21
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
障
害
学

生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

規
則

9
6

○
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則

 (平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

12
9
号

)   
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
(広

島
大
学
大
学

院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規

則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号

)第
24

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)の
規
定
及
び

広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)が
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
者
を
受
け
入
れ
，
修
学
等
の
支
援

(以
下

「
支
援
」
と
い
う
。

)を
積
極
的
に
行
う
と
い
う
理
念
に
基
づ
き
，
本
学
に
お
い
て
身
体
等
に
障
害
の
あ

る
学
生
を
入
学
前
か
ら
卒
業
に
至
る
ま
で
支
援
す
る
体
制
を
整
備
し
，
そ
の
支
援
を
円
滑
に
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(定

義
) 

第
2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
障
害
学
生
」
と
は
，
身
体
障
害
，
知
的
障
害
，
精
神
障
害

(発
達
障
害
を

含
む
。

)そ
の
他
の
心
身
の
機
能
の
障
害

(以
下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。

)が
あ
り
，
障
害
者
手
帳
を
有
す

る
者
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
障
害
が
あ
る
こ
と
を
示
す
診
断
書
を
有
す
る
者
で
，
本
人
が
修
学
上
の
支
援
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
し
，
か
つ
，
そ
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

 
(支

援
の
申
出

) 
第

3
条
 
支
援
は
，
入
学
前
，
入
学
後
の
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
，
障
害
学
生
本
人
か
ら
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
2 

支
援
の
必
要
性
の
有
無
及
び
支
援
の
範
囲
に
つ
い
て
は
，
そ
の
都
度
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(支

援
体
制

) 
第

4
条
 
支
援
は
，
障
害
学
生
が
志
望
又
は
所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科

(以
下
「
所
属
学
部
等
」

と
い
う
。

)が
主
た
る
責
任
を
持
つ
も
の
と
す
る
。

 
2 

所
属
学
部
等
は
，
教
養
教
育
に
関
し
て
は
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
等
と
緊
密
な
協
力
関
係
を
持
つ
な

ど
，
相
互
に
積
極
的
に
連
携
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

前
2
項
の
支
援
を
円
滑
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
，
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
は
，
関

係
部
局
間
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
(入

学
試
験
等
に
関
す
る
相
談
体
制

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
本
学
の
入
学
試
験
の
受
験
を
希
望
す
る
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
し
，
入
学
試
験

の
特
別
措
置
等
の
相
談
及
び
入
学
後
の
修
学
等
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
た
め
の
指
針
を
設
け
る
。

 
2 

前
項
の
指
針
は
，
別
に
定
め
る
。

 
(試

験
等
に
関
す
る
特
別
措
置

) 
第

6
条
 
学
長
は
，
障
害
学
生
に
対
し
，
試
験
等
に
お
い
て
他
の
学
生
と
同
じ
基
準
で
評
価
を
受
け
る
こ
と

を
保
証
す
る
た
め
，
試
験
等
に
関
し
て
特
別
措
置
を
講
ず
る
。

 
2 

前
項
の
特
別
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

 
(事

務
) 

規
則

9
5
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第
7
条
 
支
援
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
並
び
に
所
属
学
部
等
を
支
援
す
る
東
広
島
地

区
運
営
支
援
部
の
支
援
室
及
び
霞
地
区
運
営
支
援
部
学
生
支
援
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
処
理
す
る
。

 
(雑

則
) 

第
8
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則

 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 

附
 
則

(平
成

28
年

6
月

21
日
規
則
第

16
0
号

) 
  

こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

6
月

21
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
障
害
学

生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

規
則

9
6

○
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則

 (平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

12
9
号

)   
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
(広

島
大
学
大
学

院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規

則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号

)第
24

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)の
規
定
及
び

広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)が
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
者
を
受
け
入
れ
，
修
学
等
の
支
援

(以
下

「
支
援
」
と
い
う
。

)を
積
極
的
に
行
う
と
い
う
理
念
に
基
づ
き
，
本
学
に
お
い
て
身
体
等
に
障
害
の
あ

る
学
生
を
入
学
前
か
ら
卒
業
に
至
る
ま
で
支
援
す
る
体
制
を
整
備
し
，
そ
の
支
援
を
円
滑
に
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(定

義
) 

第
2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
障
害
学
生
」
と
は
，
身
体
障
害
，
知
的
障
害
，
精
神
障
害

(発
達
障
害
を

含
む
。

)そ
の
他
の
心
身
の
機
能
の
障
害

(以
下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。

)が
あ
り
，
障
害
者
手
帳
を
有
す

る
者
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
障
害
が
あ
る
こ
と
を
示
す
診
断
書
を
有
す
る
者
で
，
本
人
が
修
学
上
の
支
援
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
し
，
か
つ
，
そ
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

 
(支

援
の
申
出

) 
第

3
条
 
支
援
は
，
入
学
前
，
入
学
後
の
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
，
障
害
学
生
本
人
か
ら
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
2 

支
援
の
必
要
性
の
有
無
及
び
支
援
の
範
囲
に
つ
い
て
は
，
そ
の
都
度
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(支

援
体
制

) 
第

4
条
 
支
援
は
，
障
害
学
生
が
志
望
又
は
所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科

(以
下
「
所
属
学
部
等
」

と
い
う
。

)が
主
た
る
責
任
を
持
つ
も
の
と
す
る
。

 
2 

所
属
学
部
等
は
，
教
養
教
育
に
関
し
て
は
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
等
と
緊
密
な
協
力
関
係
を
持
つ
な

ど
，
相
互
に
積
極
的
に
連
携
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
3 

前
2
項
の
支
援
を
円
滑
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
，
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
は
，
関

係
部
局
間
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
(入

学
試
験
等
に
関
す
る
相
談
体
制

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
本
学
の
入
学
試
験
の
受
験
を
希
望
す
る
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
し
，
入
学
試
験

の
特
別
措
置
等
の
相
談
及
び
入
学
後
の
修
学
等
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
た
め
の
指
針
を
設
け
る
。

 
2 

前
項
の
指
針
は
，
別
に
定
め
る
。

 
(試

験
等
に
関
す
る
特
別
措
置

) 
第

6
条
 
学
長
は
，
障
害
学
生
に
対
し
，
試
験
等
に
お
い
て
他
の
学
生
と
同
じ
基
準
で
評
価
を
受
け
る
こ
と

を
保
証
す
る
た
め
，
試
験
等
に
関
し
て
特
別
措
置
を
講
ず
る
。

 
2 

前
項
の
特
別
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

 
(事

務
) 

規
則

9
5

部
等
は
，
速
や
か
に
当
該
授
業
の
担
当
教
員
に
連
絡
す
る
。
 

5 
 
特
別
措
置
の
申
請
を
受
け
た
志
望
学
部
等
又
は
開
設
学
部
等
は
，
必
要
に
応
じ
て
，

特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
に
助

言
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
．
 

E 
 
特
別
措
置
の
措
置
状
況
報
告
 

 
  

特
別
措
置
の
申
請
が
あ
っ
た
授
業
科
目
を
開
設
す
る
学
部
等
の
長
は
，
特
別
措
置
の

意
義
・
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
，
各
学
期
ご
と
に
特
別
措
置
の
措
置
状
況
を
と

り
ま
と
め
，
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
に
文
書
で
報
告
す
る
。
 

附
 
則
(平

成
17

年
11

月
1
日
 
一
部
改
正
) 

  

こ
の
申
合
せ
は
，
平
成

17
年

11
月

1
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
申
合
せ
に
よ
る
改
正
後
の

身
体
等
に
障
害
の
あ
る
学
生
に
対
す
る
試
験
等
に
お
け
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
(申

合
せ
)は

，

平
成

17
年

7
月

15
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
28

年
3
月

31
日
 
一
部
改
正
) 

  

こ
の
申
合
せ
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

9
8

○
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
学
生
に
対
す
る
試
験
等
に
お
け
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
(申

合
せ
) 

(平
成

16
年

4
月

1
日
学
長
決
裁
)   

A 
 
理
念
 

 
  

こ
の
特
別
措
置
は
，
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
（
平
成

1

6
年

4
月

1
日
規
則
第

12
9
号
）
第

6
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
障
害
の
あ
る
学
生

に
対
し
て
，
試
験
等
の
評
価
基
準
は
変
更
し
な
い
が
，
そ
の
伝
達
方
法
及
び
回
答
方
法

等
に
つ
い
て
，
当
該
学
生
の
障
害
に
応
じ
て
変
更
を
加
え
，
そ
の
学
生
の
不
利
益
に
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
定
め
る
。
 

B 
 
特
別
措
置
の
対
象
者
 

 
  

広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
（
平
成

16
年

4
月

1
日
規
則

第
12
9
号
）
第

3
条
に
定
め
る
支
援
の
申
し
出
を
行
い
，
当
該
学
生
が
志
望
す
る
，
若

し
く
は
所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
が
試
験
等
に
お
け
る
特
別
措
置
の
必
要

性
を
認
め
た
者
 

C 
 
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
等
 

1 
 
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
は
，
障
害
の
有
無
に
関
係
な
く
公
平
な

評
価
を
可
能
と
す
る
た
め
に
入
学
セ
ン
タ
ー
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
等
を
基
準
と
し

て
，
試
験
の
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
学
生
及
び
教

職
員
に
公
開
す
る
。
 

2 
 
入
学
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
は
，
前
項
に
定
め
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
基
準
と
し
て
，
当
該
学
生
と
志
望
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
（
以
下

「
志
望
学
部
等
」
と
い
う
．
）
が
協
議
し
て
決
め
る
。
 

3 
 
授
業
の
成
績
・
評
価
に
関
わ
る
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て

は
，
第

1
項
に
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
準
と
し
て
，
当
該
学
生
及
び
チ
ュ
ー
タ
ー

（
指
導
教
員
）
又
は
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
委
員
と
授
業
担
当
教
員
が
協

議
し
て
決
め
る
。
 

D 
 
特
別
措
置
の
申
請
 

1 
 
入
学
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
を
希
望
す
る
者
は
，
原
則
と
し
て
，
出
願
受
付
開
始

日
の
１
週
間
前
ま
で
に
，
点
字
受
験
等
，
準
備
に
時
間
を
要
す
る
特
別
措
置
を
希
望
す

る
者
は
，
出
願
受
付
開
始
日
の
４
週
間
前
ま
で
に
，
志
望
学
部
等
に
対
し
て
特
別
措
置

を
申
請
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

2 
 
授
業
の
成
績
・
評
価
に
関
わ
る
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
を
希
望
す
る
者
は
，
特
別

措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
科
目
の
開
設
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
（
以
下
，

「
開
設
学
部
等
」
と
い
う
．
）
に
，
原
則
と
し
て
履
修
登
録
確
定
後
か
ら
２
週
間
以
内

に
特
別
措
置
を
申
請
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
  

な
お
，
不
測
の
事
態
に
よ
り
特
別
措
置
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
，
上
述
の
期
間

に
か
か
わ
ら
ず
速
や
か
に
申
請
す
る
．
 

3 
 
入
学
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
申
請
を
受
け
た
志
望
学
部
等
は
，
速
や
か
に
当
該

入
試
担
当
者
に
連
絡
す
る
。
 

4 
 
授
業
の
成
績
・
評
価
に
関
わ
る
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
申
請
を
受
け
た
開
設
学

規
則
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 別
記
様
式
第

1号
(第

3，
第

4関
係

) 
(用

紙
 
日
本
工
業
規
格

A4
) 

  
証

明
願

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
 

学
部

(研
究
科

)等
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氏
 
 
 
 

  名
 

 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
ま
し
た
の
で
，
証
明
願
い
ま
す
。

 
 

記
 

 
1 

従
事
し
た
社
会
貢
献
活
動
 
 
 

(具
体
的
に

) 
 

2 
従
事
し
た
期
間

 
 

3 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

 
   
上
記
の
と
お
り
推
薦
し
ま
す
の
で
，
証
明
書
の
発
行
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 
  
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

(所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
の
長

) 
 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
 
 
 

□印
 

  備
考
 
証
明
願
の
提
出
に
当
た
っ
て
は
，
可
能
な
限
り
社
会
貢
献
活
動
を
証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

 
  

 

規
則

1
0
0

○
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項

 (平
成

16
年

4
月

1
日
学
長
決
裁

)   
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項

 
 

(趣
旨

) 
第 1 

 
こ
の
要
項
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
(広

島
大
学
大
学
院

規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規

則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号

)第
24

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)の
規
定
に

基
づ
き
，
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
た
広
島
大
学
の
学
生

(以
下
「
学
生
」
と
い
う
。

)に
対
す
る
証
明
書

発
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(目
的

) 
第 2 

 
こ
の
要
項
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
人
命
救
助
，
犯
罪
防
止
，
災
害
防
止
等
の
社
会
貢
献
活
動

を
行
っ
た
者
に
対
し
て
，
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
生
が
行
う
自
由
な
社
会
貢
献
活
動

を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 

(証
明
で
き
る
活
動

) 
第 3 

 
本
学
の
学
部
，
大
学
院
又
は
専
攻
科

(以
下
「
学
部
等
」
と
い
う
。

)に
在
籍
す
る
学
生
が
，
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
活
動
を
行
っ
た
場
合
は
，
所
属
す
る
学
部
等
の
長

(以
下
「
所
属
長
」
と

い
う
。

)に
別
記
様
式
第

1
号
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 (1
) 

 
身
体
に
障
害
の
あ
る
学
生
へ
の
勉
学
等
支
援
活
動

 
 

 (2
) 

 
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
学
生
相
談
支
援
活
動

 
 

 (3
) 

 
学
生
個
人
又
は
学
生
を
構
成
員
と
す
る
団
体
が
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(平
成

10
年

法
律
第

7
号

)別
表
に
掲
げ
る
活
動

 
 

 (4
) 

 
そ
の
他
前

3
号
に
掲
げ
る
活
動
に
準
ず
る
活
動

 
 

(所
属
長
の
推
薦

) 
第 4 

 
所
属
長
は
，
第

3
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
の
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
そ
の
内
容
を
検
討
の

上
，
別
記
様
式
第

1
号
に
よ
り
，
学
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(証
明
書
の
発
行

) 
第 5 

 
学
長
は
，
所
属
長
の
推
薦
に
よ
り
，
別
記
様
式
第

2
号
に
よ
り
証
明
書
を
発
行
す
る
も
の
と
す

る
。

 
 

(取
消
し

) 
第 6 

 
学
生
が
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
又
は
虚
偽
の
記
載
が
明
ら
か
な
場
合
は
，
学
長
は
，
発
行
時

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

 
 

(事
務

) 
第 7 

 
証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。

 

 
(準

用
) 

第 8 
 
こ
の
要
項
の
規
定
は
，
研
究
生

(外
国
人
研
究
生
を
含
む
。

)及
び
科
目
等
履
修
生
に
準
用
す
る
。

 

附
 
則

 
こ
の
要
項
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正

) 
こ
の
要
項
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

9
9
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 別
記
様
式
第

1号
(第

3，
第

4関
係

) 
(用

紙
 
日
本
工
業
規
格

A4
) 

  
証

明
願

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
 

学
部

(研
究
科

)等
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氏
 
 
 
 

  名
 

 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
ま
し
た
の
で
，
証
明
願
い
ま
す
。

 
 

記
 

 
1 

従
事
し
た
社
会
貢
献
活
動
 
 
 

(具
体
的
に

) 
 

2 
従
事
し
た
期
間

 
 

3 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

 
   
上
記
の
と
お
り
推
薦
し
ま
す
の
で
，
証
明
書
の
発
行
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 
  
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

(所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
の
長

) 
 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
 
 
 

□印
 

  備
考
 
証
明
願
の
提
出
に
当
た
っ
て
は
，
可
能
な
限
り
社
会
貢
献
活
動
を
証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

 
  

 

規
則

1
0
0

○
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項

 (平
成

16
年

4
月

1
日
学
長
決
裁

)   
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項

 
 

(趣
旨

) 
第 1 

 
こ
の
要
項
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
(広

島
大
学
大
学
院

規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
56

条
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規

則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号

)第
24

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)の
規
定
に

基
づ
き
，
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
た
広
島
大
学
の
学
生

(以
下
「
学
生
」
と
い
う
。

)に
対
す
る
証
明
書

発
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(目
的

) 
第 2 

 
こ
の
要
項
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
人
命
救
助
，
犯
罪
防
止
，
災
害
防
止
等
の
社
会
貢
献
活
動

を
行
っ
た
者
に
対
し
て
，
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
生
が
行
う
自
由
な
社
会
貢
献
活
動

を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 

(証
明
で
き
る
活
動

) 
第 3 

 
本
学
の
学
部
，
大
学
院
又
は
専
攻
科

(以
下
「
学
部
等
」
と
い
う
。

)に
在
籍
す
る
学
生
が
，
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
活
動
を
行
っ
た
場
合
は
，
所
属
す
る
学
部
等
の
長

(以
下
「
所
属
長
」
と

い
う
。

)に
別
記
様
式
第

1
号
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 (1
) 

 
身
体
に
障
害
の
あ
る
学
生
へ
の
勉
学
等
支
援
活
動

 
 

 (2
) 

 
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
学
生
相
談
支
援
活
動

 
 

 (3
) 

 
学
生
個
人
又
は
学
生
を
構
成
員
と
す
る
団
体
が
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(平
成

10
年

法
律
第

7
号

)別
表
に
掲
げ
る
活
動

 
 

 (4
) 

 
そ
の
他
前

3
号
に
掲
げ
る
活
動
に
準
ず
る
活
動

 
 

(所
属
長
の
推
薦

) 
第 4 

 
所
属
長
は
，
第

3
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
の
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
そ
の
内
容
を
検
討
の

上
，
別
記
様
式
第

1
号
に
よ
り
，
学
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(証
明
書
の
発
行

) 
第 5 

 
学
長
は
，
所
属
長
の
推
薦
に
よ
り
，
別
記
様
式
第

2
号
に
よ
り
証
明
書
を
発
行
す
る
も
の
と
す

る
。

 
 

(取
消
し

) 
第 6 

 
学
生
が
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
又
は
虚
偽
の
記
載
が
明
ら
か
な
場
合
は
，
学
長
は
，
発
行
時

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

 
 

(事
務

) 
第 7 

 
証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。

 

 
(準

用
) 

第 8 
 
こ
の
要
項
の
規
定
は
，
研
究
生

(外
国
人
研
究
生
を
含
む
。

)及
び
科
目
等
履
修
生
に
準
用
す
る
。

 

附
 
則

 
こ
の
要
項
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正

) 
こ
の
要
項
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

9
9

○
期
末
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
学
長
決
裁

)   
1 

期
末
試
験
等
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
の
当
該
期
の
履
修
科
目
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の

と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
教
養
教
育
科
目
の
試
験
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
は
，
す
べ
て
の
教
養
教
育
科
目
の
評
価

を
「
不
可
」
と
す
る
。
た
だ
し
，
教
養
ゼ
ミ
を
除
く
。

 
(2

) 
専
門
教
育
科
目
の
試
験
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
は
，
す
べ
て
の
専
門
教
育
科
目
の
評
価

を
「
不
可
」
と
す
る
。

 
2 

期
末
試
験
等
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
は
，
広
島
大
学
学
生
懲
戒
規
則

(平
成

28
年

3
月

7
日

規
則
第

20
号

)に
よ
り
懲
戒
処
分
を
行
う
。

 
3 

大
学
院
及
び
専
攻
科
の
期
末
試
験
等
に
つ
い
て
は
，

1
及
び

2
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。

 

(注
)(平

成
18

年
3
月

14
日
 
一
部
改
正

) 
  

1 
こ
の
改
正
は
，
平
成

18
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
2 

教
養
的
教
育
科
目
及
び
専
門
的
教
育
科
目
の
期
末
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，

こ
の
改
正
に
よ
る
改
正
後
の
期
末
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
定
め
に
か
か
わ
ら

ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
 

(略
) 

 

(注
)(平

成
30

年
3
月

9
日
 
一
部
改
正

) 
  

こ
の
改
正
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

規
則

1
0
2

別
記
様
式
第

2号
(第

5関
係

) 
(用

紙
 
日
本
工
業
規
格

A4
) 

 
学
章
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号

 
  

証
明

書
 

   
 

大
学
印

 
学
部

(研
究
科

)等
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
  氏

  
 
 
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 生
 
年
 
月
 
日

 

 
上
記
学
生
は
，
次
の
と
お
り
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

 
  

 

従
事

し
た

社
会

貢
献

活
動

 
 

 

 
 

従
事

し
た

期
間

 
 

 

そ
の

他
特

記
事

項
 
 

 

   
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
 
 
□印

 
    

規
則

1
0
1
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第
6
条
 
研
究
生
が
研
究
期
間
終
了
後
な
お
引
き
続
き
研
究
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研
究
終
了
日
の

15
日

前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
当
該
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
研
究
期
間
に
つ
い
て
は
，
第

1
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
(1

) 
研
究
生
研
究
継
続
許
可
願

 
(2

) 
官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
認
書

 
2 

前
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
継
続
を
す
る
者
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
(入

学
料

) 
第

7
条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
料

84
,6

00
円
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
者
に
つ
い
て
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
(研

究
料

) 
第

8
条
 
研
究
生
は
，

1
月
に
つ
き

29
,7

00
円
の
研
究
料
を
，
研
究
期
間
に
応
じ

6
月
分
ず
つ

(研
究
期
間

が
6
月
未
満
の
と
き
は
そ
の
期
間
分

)指
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
者
に
つ
い
て
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
2 

指
定
の
期
日
ま
で
に
研
究
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に
督
促
す
る
。

 
(指

導
教
員

) 
第

9
条
 
当
該
学
部
等
の
長
は
，
研
究
生
に
対
す
る
指
導
教
員
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(費

用
の
負
担

) 
第

10
条
 
研
究
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
研
究
生
の
負
担
と
す
る
。

 
(研

究
許
可
の
取
消
し

) 
第

11
条
 
学
長
は
，
研
究
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
研
究
の
許
可
を
取
り
消
す

こ
と
が
あ
る
。

 
(1

) 
研
究
の
実
が
あ
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
(2

) 
そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
(3

) 
研
究
料
の
納
付
の
義
務
を
怠
っ
た
と
き
。

 
(既

納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
の
返
還

) 
第

12
条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
返
還
し
な
い
。

 
(雑

則
) 

第
13

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通
則
又
は
大
学
院
規
則

の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
附
 
則

 
1 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
2 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
研
究
生
規
程

(昭
和

51
年
広
島
大
学
規
程
第

1
号

)に
よ
り
引

き
続
き
研
究
生
と
し
て
研
究
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
引
き
続
き
研
究
生
と
し
て
研

究
を
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

 
3 

本
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
が
，
履
修
を
開
始
す
る

ま
で
の
間
研
究
生
と
し
て
学
部
等
に
入
学
を
希
望
し
，
当
該
者
の
受
入
れ
を
許
可
す
る
場
合
は
，
第

3
条

規
則

1
0
4

○
広
島
大
学
研
究
生
規
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

10
号

) 
広
島
大
学
研
究
生
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い

う
。

)第
52

条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大

学
院
規
則
」
と
い
う
。

)第
53

条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)の
学
部
，
大
学
院
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設

(以
下
「
学
部

等
」
と
い
う
。

)に
お
い
て

1
学
期
又
は

1
学
年
間
特
定
の
事
項
を
研
究
す
る
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(研

究
の
願
い
出
及
び
検
定
料

) 
第

2
条
 
研
究
生
と
し
て
学
部
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
に
入

学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 
(1

) 
大
学
を
卒
業
し
た
者

 
(2

) 
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者

 
(3

) 
本
学
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
者

 
2 

研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

す
る
。

 
(1

) 
大
学
を
卒
業
し
た
者

 
(2

) 
本
学
大
学
院
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
者

 
第

3
条
 
研
究
生
を
志
願
す
る
者
は
，
学
期
始
め
の

1
月
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
検
定
料

9,
80

0
円

を
添
え
，
研
究
を
希
望
す
る
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(1

) 
研
究
生
許
可
願

(別
記
様
式

) 
(2

) 
履
歴
書

 
(3

) 
最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書

 
(4

) 
官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
認
書

 
2 

現
職
教
育
職
員
で
所
轄
庁
の
推
薦
派
遣
に
よ
る
者
は
，
前
項
第

1
号
及
び
第

2
号
の
書
類
に
当
該
所
轄

庁
の
推
薦
派
遣
委
託
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
検
定
料
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
(受

入
れ
の
許
可

) 
第

4
条
 
研
究
生
の
受
入
れ
は
，
当
該
学
部
等
の
教
授
会

(全
国
共
同
利
用
施
設
及
び
学
内
共
同
教
育
研
究

施
設
に
あ
っ
て
は
運
営
委
員
会
。
以
下
同
じ
。

)の
議
を
経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
。

 
(研

究
期
間
及
び
願
い
出
期
限
の
特
例

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
，
第

1
条
及
び
第

3
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
，
研
究
期
間
及
び
願
い
出
期
限
の
特
例
を
，
当
該
学
部
等
の
教
授
会
の
議
を
経
て
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
(研

究
継
続

) 

規
則

1
0
3
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第
6
条
 
研
究
生
が
研
究
期
間
終
了
後
な
お
引
き
続
き
研
究
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研
究
終
了
日
の

15
日

前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
当
該
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
研
究
期
間
に
つ
い
て
は
，
第

1
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
(1

) 
研
究
生
研
究
継
続
許
可
願

 
(2

) 
官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
認
書

 
2 

前
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
継
続
を
す
る
者
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
(入

学
料

) 
第

7
条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
料

84
,6

00
円
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
者
に
つ
い
て
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
(研

究
料

) 
第

8
条
 
研
究
生
は
，

1
月
に
つ
き

29
,7

00
円
の
研
究
料
を
，
研
究
期
間
に
応
じ

6
月
分
ず
つ

(研
究
期
間

が
6
月
未
満
の
と
き
は
そ
の
期
間
分

)指
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
者
に
つ
い
て
は
，
徴
収
し
な
い
。

 
2 

指
定
の
期
日
ま
で
に
研
究
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に
督
促
す
る
。

 
(指

導
教
員

) 
第

9
条
 
当
該
学
部
等
の
長
は
，
研
究
生
に
対
す
る
指
導
教
員
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(費

用
の
負
担

) 
第

10
条
 
研
究
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
研
究
生
の
負
担
と
す
る
。

 
(研

究
許
可
の
取
消
し

) 
第

11
条
 
学
長
は
，
研
究
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
研
究
の
許
可
を
取
り
消
す

こ
と
が
あ
る
。

 
(1

) 
研
究
の
実
が
あ
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
(2

) 
そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
(3

) 
研
究
料
の
納
付
の
義
務
を
怠
っ
た
と
き
。

 
(既

納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
の
返
還

) 
第

12
条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
返
還
し
な
い
。

 
(雑

則
) 

第
13

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通
則
又
は
大
学
院
規
則

の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
附
 
則

 
1 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
2 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
研
究
生
規
程

(昭
和

51
年
広
島
大
学
規
程
第

1
号

)に
よ
り
引

き
続
き
研
究
生
と
し
て
研
究
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
引
き
続
き
研
究
生
と
し
て
研

究
を
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

 
3 

本
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
が
，
履
修
を
開
始
す
る

ま
で
の
間
研
究
生
と
し
て
学
部
等
に
入
学
を
希
望
し
，
当
該
者
の
受
入
れ
を
許
可
す
る
場
合
は
，
第

3
条

規
則

1
0
4

 
 

 
 

○
広
島

大
学

研
究

生
規

則
医

学
部
取

扱
内

規
 

平
成

18
年

3
月

6
日

 
学
部

長
決

裁
 

 
 

 
広

島
大
学

研
究

生
規

則
医

学
部

取
扱
内

規
 

 
（

趣
旨

）
 

第
1
条
 

こ
の

内
規
は

，
広

島
大

学
研

究
生
規

則
(平

成
16

年
4
月

1
日

規
則

第
10

号
)第

5
条

の
規
定

に
基

づ
き

，
広

島
大
学

医
学

部
に

お
け

る
研
究

生
の

研
究

期
間

及
び

願
い
出

期
限

の
特

例
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め
る

も
の

と
す

る
。

 
 
（

研
究

期
間
の

特
例

）
 

第
2
条
 

研
究

開
始
日

は
随

時
と

し
，
研

究
終

了
日

は
研

究
開

始
日

の
属
す

る
学

期
又

は
学

年
の

末
日
を

原
則

と
す

る
。

 
 
（

願
い

出
期
限

の
特

例
）

 
第

3
条
 

願
い

出
期
限

は
，

研
究

を
開

始
し
よ

う
と

す
る

日
の

3
日

前
ま

で
と
す

る
。

 
 
 

 
附

 
則

 
 
こ

の
内

規
は
，

平
成

18
年

4
月

1
日
か

ら
施
行

し
，

同
日

以
降

に
入
学

す
る

者
か

ら
適

用
す

る
。

 

規
則

1
0
6

第
1
項
，
第

7
条
及
び
第

8
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，

徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 (略

) 
 附
 
則

(平
成

24
年

5
月

15
日
規
則
第

10
3
号

) 
こ
の
規
則
は
，
平
成

24
年

5
月

15
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
研
究
生

規
則
附
則
第

3
項
の
規
定
は
，
平
成

24
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。

 
 別
記
様
式

(第
3条

第
1項

関
係

) 
 

年
 
 
月
 
 
日

 
広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
り
が
な
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
年
 
 
月
 
 
日
生

 
研
究
生
許
可
願

 
貴
学
研
究
生
と
し
て
，
下
記
の
と
お
り
研
究
し
た
い
の
で
御
許
可
願
い
ま
す
。

 
記

 
最

終
卒

業
学

校
 
 

 
現

職
 
 

 
現

在
ま

で
の

研
究

歴
 
 

 
研

究
場

所
 
 

 

研
究

期
間

 
年
 
 
月
 
 
日
～
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

( 
 
か
月

) 

指
導

教
員

 
職

名
 

 
 

氏
名

 
 

 

研
究

題
目

 
 

 

備
考

 
 

 

(注
) 

「
氏
名
」
欄
は
，
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
，
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

 
 

規
則

1
0
5
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2 
外
国
人
研
究
生
と
し
て
志
願
す
る
者
が
，
志
願
す
る
学
部
若
し
く
は
研
究
科
に
特
別
聴
講

学
生
と
し
て
在
学
中
の
場
合
又
は
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
1
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
特
別
聴
講
学
生
と
し
て
在
学
中
の
場
合
は
，
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
掲
げ

る
書
類
に
よ
り
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

外
国
人
研
究
生
許
可
願
 

(2
) 

履
歴
書
 

(3
) 

在
留
カ
ー
ド
の
写
し
 

(受
入
れ
の
許
可
) 

第
4
条
 
外
国
人
研
究
生
の
受
入
れ
は
，
当
該
学
部
等
の
教
授
会
(全

国
共
同
利
用
施
設
及
び

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
に
あ
っ
て
は
運
営
委
員
会
)の

議
を
経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
す
る
者
の
う
ち
外
国
に
居
住
す
る
者
に
は
，
あ
ら
か

じ
め
承
諾
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(研
究
期
間
) 

第
5
条
 
外
国
人
研
究
生
の
研
究
期
間
は
，
原
則
と
し
て

1
学
期
又
は

1
学
年
間
と
す
る
。
た

だ
し
，
学
長
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(研
究
継
続
) 

第
6
条
 
外
国
人
研
究
生
が
研
究
期
間
終
了
後
な
お
引
き
続
き
研
究
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研

究
終
了
日
の

30
日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
当
該
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願

い
出
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
研
究
期
間
に
つ

い
て
は
，
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

(1
) 

外
国
人
研
究
生
研
究
継
続
許
可
願
 

(2
) 

自
国
政
府
若
し
く
は
在
日
公
館
又
は
所
属
長
の
発
行
す
る
承
認
書
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
継
続
を
す
る
者
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

(入
学
料
) 

第
7
条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
料

84
,6
00

円

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(研
究
料
) 

第
8
条
 
外
国
人
研
究
生
は
，
1
月
に
つ
き

29
,7
00

円
の
研
究
料
を
研
究
期
間
に
応
じ

6
月

分
ず
つ
(研

究
期
間
が

6
月
未
満
の
と
き
は
そ
の
期
間
分
)指

定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
指
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に
督
促
す

る
。
 

(指
導
教
員
) 

第
9
条
 
当
該
学
部
等
の
長
は
，
外
国
人
研
究
生
に
対
す
る
指
導
教
員
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(費
用
の
負
担
) 

規
則

1
0
8

○
広
島
大
学
外
国
人
研
究
生
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

11
号
)   

広
島
大
学
外
国
人
研
究
生
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

52
条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

53
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
，
大
学
院
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

お
い
て
特
定
の
事
項
を
研
究
す

る
外
国
人
の
研
究
生
(国

費
外
国
人
留
学
生
制
度
実
施
要
項
(昭

和
29

年
3
月

31
日
文
部
大

臣
裁
定
)に

基
づ
く
研
究
留
学
生
(以

下
「
研
究
留
学
生
」
と
い
う
。
)を

含
む
。
以
下
「
外

国
人
研
究
生
」
と
い
う
。
)に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(研
究
の
願
い
出
及
び
検
定
料
) 

第
2
条
 
外
国
人
研
究
生
と
し
て
学
部
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同

教
育
研
究
施
設
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。
 

(1
) 

外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る

14
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 

(2
) 

外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る

12
年
の
課
程
を
修
了
し
，
日
本
の
大
学
又
は

短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
 

(3
) 

本
学
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
外
国
人
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
者
 

2 
外
国
人
研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 

外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る

16
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 

(2
) 

本
学
大
学
院
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
外
国
人
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め

た
者
 

第
3
条
 
外
国
人
研
究
生
を
志
願
す
る
者
で
，
日
本
に
居
住
す
る
者
に
つ
い
て
は
研
究
開
始
日

の
30

日
前
ま
で
に
，
外
国
に
居
住
す
る
者
に
つ
い
て
は
研
究
開
始
日
の
原
則
と
し
て

4
月

前
ま
で
に
，
次
に
掲
げ
る
書
類
に
検
定
料

9,
80
0
円
を
添
え
て
，
研
究
を
希
望
す
る
学
部
等

を
経
て
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

外
国
人
研
究
生
許
可
願
 

(2
) 

履
歴
書
 

(3
) 

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
及
び
成
績
証
明
書
 

(4
) 

住
民
票
の
写
し
又
は
在
留
資
格
を
記
載
し
た
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
(日

本
に
居
住

し
て
い
る
者
の
場
合
に
限
る
。
) 

(5
) 

出
身
学
校
の
所
属
学
科
長
以
上
の
長
又
は
指
導
教
員
の
発
行
す
る
推
薦
書
 

(6
) 

医
師
の
健
康
診
断
書
 

規
則

1
0
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(3
) 

履
修
期
間
を
終
了
し
た
次
学
期
か
ら
外
国
人
の
研
究
生
と
し
て
本
学
大
学
院
に
入
学

す
る
者
(研

究
期
間
終
了
後
，
本
学
大
学
院
に
学
生
と
し
て
入
学
を
希
望
す
る
者
に
限

る
。
) 

2 
前
項
の
外
国
人
の
研
究
生
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
，
研
究
の
許

可
を
取
り
消
す
。
 

(1
) 

本
学
大
学
院
の
入
学
出
願
手
続
又
は
研
究
の
願
い
出
を
期
日
ま
で
に
行
わ
な
か
っ
た

と
き
。
 

(2
) 

本
学
大
学
院
の
入
学
試
験
を
受
験
し
な
か
っ
た
と
き
。
 

(3
) 

本
学
大
学
院
の
入
学
試
験
の
結
果
が
不
合
格
と
な
っ
た
と
き
。
 

(4
) 

本
学
大
学
院
へ
の
入
学
手
続
を
期
日
ま
で
に
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
同
項
第

3
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
が
次
学
期
か
ら
外

国
人
の
研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
入
学
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研
究
許
可
の
取
消
し
は
行

わ
な
い
。
 

(雑
則
) 

第
15

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
外
国
人
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通

則
又
は
大
学
院
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
外
国
人
研
究
生
規
程
(昭

和
47

年
広
島
大
学
規

程
第

5
号
)に

よ
り
外
国
人
研
究
生
と
し
て
受
入
れ
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
規
則

に
よ
り
外
国
人
研
究
生
と
し
て
受
入
れ
を
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。
 

3 
本
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
が
，
履
修

を
開
始
す
る
ま
で
の
間
外
国
人
研
究
生
と
し
て
学
部
等
に
入
学
を
希
望
し
，
当
該
者
の
受

入
れ
を
許
可
す
る
場
合
は
，
第

3
条
，
第

7
条
及
び
第

8
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
10

月
1
日
規
則
第

12
6
号
) 

  

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

1
1
0

第
10

条
 
研
究
，
実
験
及
び
実
習
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
外
国
人
研
究
生
の
負
担

と
す
る
。
 

(研
究
許
可
の
取
消
し
) 

第
11

条
 
学
長
は
，
外
国
人
研
究
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
研
究

の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

(1
) 

研
究
の
実
が
あ
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(2
) 

そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

2 
学
長
は
，
研
究
料
納
付
の
義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
外
国
人
研
究

生
に
つ
い
て
，
本
学
が
当
該
外
国
人
研
究
生
に
対
し
研
究
料
の
請
求
を
行
っ
た
日
(郵

送
で

請
求
を
行
っ
た
場
合
は
請
求
書
が
到
達
し
た
日
)か

ら
起
算
し
て

3
月
以
内
に
納
付
し
な
い

と
き
は
，
研
究
の
許
可
を
取
り
消
す
。
 

第
12

条
 
削
除
 

(既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
の
返
還
) 

第
13

条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

(研
究
留
学
生
等
に
対
す
る
特
例
) 

第
14

条
 
研
究
留
学
生
に
つ
い
て
は
，
第

3
条
及
び
第

6
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

検
定
料
の
納
付
並
び
に
第

3
条
第

3
号
及
び
第

5
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第

6
条
第

1
項
第

2
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。
 

2 
本
学
と
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
(大

学
以
外
の
高
等
教
育
機
関
を
含
む
。
)と

の
間
で

締
結

し
た

大
学

間
交

流
協

定
，

部
局

間
交

流
協

定
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

で
検

定
料

，

入
学
料
及
び
研
究
料
を
不
徴
収
と
す
る
外
国
人
研
究
生
(以

下
「
協
定
に
基
づ
き
授
業
料
等

が
不
徴
収
と
な
る
外
国
人
研
究
生
」
と
い
う
。
)に

つ
い
て
は
，
第

3
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
，
検
定
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
 

3 
研
究
留
学
生
及
び
協
定
に
基
づ
き
授
業
料
等
が
不
徴
収
と
な
る
外
国
人
研
究
生
に
つ
い
て

は
，
第

7
条
及
び
第

8
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
 

第
14

条
の

2 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
別
聴
講
学
生
(広

島
大
学
学
生
交
流
規

則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

7
号
)第

2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
特
別
聴
講
学
生
を
い

う
。
)が

，
履
修
期
間
終
了
後
か
ら
当
該
学
期
末
ま
で
，
外
国
人
の
研
究
生
と
し
て
学
部
，

附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
利
用
施
設
に
入
学
を
希
望
し
，
受
入

れ
を

許
可

さ
れ

た
場

合
は
，

当
該

者
に

係
る

検
定

料
，

入
学

料
及

び
研

究
料

は
，

第
3
条
，

第
7
条
及
び
第

8
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
徴
収
し
な
い
。
 

(1
) 

履
修
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
に
本
学
大
学
院
に
入
学
す
る
た
め
に
入
学
試
験
を
受
験

し
，
学
生
と
し
て
本
学
大
学
院
に
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者
又
は
試
験
の
結
果
が
出
て
い

な
い
者
 

(2
) 

履
修
期
間
終
了
後
か
ら
当
該
学
期
末
ま
で
に
学
生
と
し
て
本
学
大
学
院
に
入
学
す
る

た
め
に
入
学
試
験
を
受
験
す
る
者
 

規
則

1
0
9

―規則� ―57



イ
 
学
部
学
生
の

1
年
次
生
及
び

2
年
次
生
 

ロ
 
池
の
上
学
生
宿
舎
又
は
国
際
交
流
会
館
に
居
住
し
て
い
る
者
 

ハ
 
県
道
馬
木
八
本
松
線
，
県
道
吉
川
西
条
線
，
市
道
下
見
御
薗
宇
線
及
び
構
内
境
界
線
に
囲
ま
れ

た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
者
 

(3
) 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
 

(4
) 

部
局
等
に
配
属
若
し
く
は
所
属
す
る
職
員
又
は
学
生
の
う
ち
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
，
次
に
該
当
す
る
も
の
。
 

イ
 
職
員
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な

っ
て
い
る
者
 

ロ
 
学
生
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な

っ
て
い
る
者
で
，
安
全
教
育
を
受
講
し
て
い
る
も
の
 

(5
) 

本
学
に
お
け
る
教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学
外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
 

(6
) 

そ
の
他
教
育
研
究
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
理
事
が
認
め
た
者
 

(構
内
駐
車
証
等
の
申
請
が
可
能
な
期
間
等
) 

第
5
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
を
申
請
で
き
る
期
間
は
，
当
該
各
号
に
掲
げ
る

期
間
と
す
る
。
 

(1
) 

前
条
第

1
号
か
ら
第

3
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
 
次
に
掲
げ
る
期
間
 

イ
 
毎
年
理
事
が
定
め
る
日
か
ら

4
月

15
日
ま
で
 

ロ
 
毎
年
理
事
が
定
め
る
日
か
ら

10
月

15
日
ま
で
 

ハ
 
4
月

16
日
以
降
及
び

10
月

16
日
以
降
(た

だ
し
，
駐
車
場
に
余
裕
が
あ
る
場
合
の
み
申
請
で
き

る
も
の
と
す
る
。
) 

(2
) 

前
条
第

4
号
か
ら
第

6
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
 
随
時
 

2 
構
内
駐
車
証
等
の
種
類
及
び
交
付
申
請
手
続
の
方
法
等
は
，
別
紙
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。
 

3 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
か
ら
自
動
車
に
よ
る
構
内
へ
の

入
構
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
部
局
等
の
長
は
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
期
間
を
限
度
と
し
て
，
当

該
申
し
出
た
者
に
構
内
駐
車
証
等
を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

業
務
上
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 
1
週
間
 

(2
) 

本
学
構
内
で
の
営
繕
工
事
等
に
よ
り
自
動
車
に
よ
る
入
構
が
必
要
な
者
 
1
月
 

(3
) 

疾
病
等
に
よ
り
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 
3
月
 

4 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
当
日
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
，
関
係
の
部
局
等
の
長
の
許
可
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(
1)
 
部
局
等
以
外
に
配
属
又
は
所
属
す
る
本
学
の
職
員
が
，
一
時
的
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
す
る
た
め
，

ゲ
ー
ト
管
理
員
に
身
分
を
証
明
で
き
る
書
類
等
を
提
示
し
，
そ
の
用
務
を
申
し
出
て
，
認
め
ら
れ
た

と
き
。
 

(2
) 

所
用
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
外
来
者
又
は
商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
が
，
一
時
的
に
入

構
す
る
た
め
，
用
務
を
申
し
出
て
，
認
め
ら
れ
た
と
き
。
 

(経
費
等
) 

規
則

1
1
2

○
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(財

務
担
当
)決

裁
)   

広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
構
内
駐
車
場
利
用
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

11
5
号
)第

9

条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
(以

下
「
構
内
」
と
い
う
。
)に

お
け
る
自
動

車
及
び
二
輪
車
(以

下
「
車
両
」
と
い
う
。
)の

交
通
規
制
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
，
道
路
交
通
法
(昭

和
35

年
法
律
第

10
5
号
)に

規
定
す

る
自
動
車
(自

動
二
輪
車
を
除
く
。
)を

い
い
，
「
二
輪
車
」
と
は
，
同
法
に
規
定
す
る
自
動
二
輪
車
及
び

原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
 

2 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
部
局
等
」
と
は
，
構
内
に
所
在
す
る
学
部
，
研
究
科
，
図
書
館
，
教
育
本
部
，

全
国
共
同
利
用
施
設
，
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
，
学
内
共
同
利
用
施
設
，
附
属
学
校
，
総
合
戦
略
室
，

グ
ロ
ー
バ
ル
化
推
進
室
，
基
金
室
，
監
査
室
，
理
事
室
及
び
東
広
島
地
区
運
営
支
援
部
を
い
う
。
 

(入
構
制
限
) 

第
3
条
 
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
構
の
許
可
を
受
け
，
広
島
大
学
(以

下

「
本
学
」
と
い
う
。
)が

発
行
す
る
職
員
証
，
学
生
証
，
利
用
登
録
証
又
は
構
内
駐
車
証
(以

下
「
構
内
駐

車
証
等
」
と
い
う
。
)を

所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
入
構
の
許
可
は
，
部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
部
局
等
の
長
，

そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
関
係
の
部
局
等
の
長
が
行
う
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
公
用
車
，
消
防
車
等
の
緊
急
自
動
車
，
構
内
を
警
備
す
る
自
動

車
そ
の
他
本
学
の
業
務
上
及
び
安
全
管
理
上
，
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
自
動
車
に
対
し
て
は
，
理
事

(財
務
・
総
務
担
当
)(
以
下
「
理
事
」
と
い
う
。
)が

入
構
の
許
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
交
付
申
請
資
格
) 

第
4
条
 
前
条
第

1
項
に
定
め
る
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
申
請
資
格
者
は
，
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 

部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
職
員
(障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
)で

自
動

車
に
よ
る
通
勤
届
出
が
あ
り
，
か
つ
，
自
動
車
任
意
保
険
の
う
ち
「
対
人
賠
償
保
険
」
(以

下
「
任
意

保
険
」
と
い
う
。
)の

契
約
を
締
結
を
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
。

た
だ
し
，
次
に
該
当
す
る
者
は
除
く
。
 

イ
 
下
見
職
員
宿
舎
又
は
が
が
ら
職
員
宿
舎
に
居
住
し
て
い
る
者
 

ロ
 
県
道
馬
木
八
本
松
線
，
県
道
吉
川
西
条
線
，
市
道
下
見
御
薗
宇
線
及
び
構
内
境
界
線
に
囲
ま
れ

た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
者
 

(2
) 

部
局
等
に
所
属
す
る
学
生
(研

究
生
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
，
こ
の
号
に
お
い
て
，
障
害

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
)で

任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保

険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
で
，
副
学
長
(学

生
支
援
担
当
)が

定
め
る
安
全
教
育
(以

下
「
安
全

教
育
」
と
い
う
。
)を

受
講
し
て
い
る
も
の
(構

内
駐
車
証
等
の
交
付
ま
で
に
受
講
す
る
者
を
含
む
。
)。

た
だ
し
，
次
に
該
当
す
る
者
は
除
く
。
 

規
則

1
1
1
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イ
 
学
部
学
生
の

1
年
次
生
及
び

2
年
次
生
 

ロ
 
池
の
上
学
生
宿
舎
又
は
国
際
交
流
会
館
に
居
住
し
て
い
る
者
 

ハ
 
県
道
馬
木
八
本
松
線
，
県
道
吉
川
西
条
線
，
市
道
下
見
御
薗
宇
線
及
び
構
内
境
界
線
に
囲
ま
れ

た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
者
 

(3
) 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
 

(4
) 

部
局
等
に
配
属
若
し
く
は
所
属
す
る
職
員
又
は
学
生
の
う
ち
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
，
次
に
該
当
す
る
も
の
。
 

イ
 
職
員
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な

っ
て
い
る
者
 

ロ
 
学
生
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な

っ
て
い
る
者
で
，
安
全
教
育
を
受
講
し
て
い
る
も
の
 

(5
) 

本
学
に
お
け
る
教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学
外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
 

(6
) 

そ
の
他
教
育
研
究
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
理
事
が
認
め
た
者
 

(構
内
駐
車
証
等
の
申
請
が
可
能
な
期
間
等
) 

第
5
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
を
申
請
で
き
る
期
間
は
，
当
該
各
号
に
掲
げ
る

期
間
と
す
る
。
 

(1
) 

前
条
第

1
号
か
ら
第

3
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
 
次
に
掲
げ
る
期
間
 

イ
 
毎
年
理
事
が
定
め
る
日
か
ら

4
月

15
日
ま
で
 

ロ
 
毎
年
理
事
が
定
め
る
日
か
ら

10
月

15
日
ま
で
 

ハ
 
4
月

16
日
以
降
及
び

10
月

16
日
以
降
(た

だ
し
，
駐
車
場
に
余
裕
が
あ
る
場
合
の
み
申
請
で
き

る
も
の
と
す
る
。
) 

(2
) 

前
条
第

4
号
か
ら
第

6
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
 
随
時
 

2 
構
内
駐
車
証
等
の
種
類
及
び
交
付
申
請
手
続
の
方
法
等
は
，
別
紙
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。
 

3 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
か
ら
自
動
車
に
よ
る
構
内
へ
の

入
構
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
部
局
等
の
長
は
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
期
間
を
限
度
と
し
て
，
当

該
申
し
出
た
者
に
構
内
駐
車
証
等
を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

業
務
上
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 
1
週
間
 

(2
) 

本
学
構
内
で
の
営
繕
工
事
等
に
よ
り
自
動
車
に
よ
る
入
構
が
必
要
な
者
 
1
月
 

(3
) 

疾
病
等
に
よ
り
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 
3
月
 

4 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
当
日
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
，
関
係
の
部
局
等
の
長
の
許
可
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(
1)
 
部
局
等
以
外
に
配
属
又
は
所
属
す
る
本
学
の
職
員
が
，
一
時
的
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
す
る
た
め
，

ゲ
ー
ト
管
理
員
に
身
分
を
証
明
で
き
る
書
類
等
を
提
示
し
，
そ
の
用
務
を
申
し
出
て
，
認
め
ら
れ
た

と
き
。
 

(2
) 

所
用
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
外
来
者
又
は
商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
が
，
一
時
的
に
入

構
す
る
た
め
，
用
務
を
申
し
出
て
，
認
め
ら
れ
た
と
き
。
 

(経
費
等
) 

規
則

1
1
2

(構
内
駐
車
証
等
の
貸
与
等
の
禁
止
) 

第
7
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を
受
け
た
者
は
，
構
内
駐
車
証
等
を
他
人
に
貸
与
し
，
若
し
く

は
譲
渡
し
，
又
は
構
内
駐
車
証
等
の
記
載
事
項
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
等
) 

第
8
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
間
は
，
4
月

1
日
か
ら
翌
年

3
月

31
日
ま
で
の
間
を
限
度
と
す
る
。
た

だ
し
，
第

3
条
第

3
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
許
可
さ
れ
た
期
間
，
臨
時
構
内
駐
車
証
に
あ
っ

て
は
当
日
限
り
と
す
る
。
 

(ゲ
ー
ト
の
運
用
) 

第
9
条
 
自
動
車
に
よ
り
入
出
構
で
き
る
ゲ
ー
ト
及
び
時
間
等
に
つ
い
て
は
，
別
紙
第

2
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
10

条
 
構
内
に
お
い
て
車
両
を
運
転
す
る
者
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ
て
運
転
す
る

こ
と
。
 

(2
) 

構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

(3
) 

構
内
で
は
，
時
速

20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

駐
車
場
又
は
駐
輪
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
又
は
駐
輪
し
な
い
こ
と
。
 

(5
) 

外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

(6
) 

身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

(指
導
及
び
取
締
り
) 

第
11

条
 
構
内
の
車
両
の
交
通
指
導
及
び
取
締
り
は
，
理
事
が
指
定
す
る
者
(以

下
「
交
通
指
導
員
」
と
い

う
。
)が

行
う
も
の
と
す
る
。
 

(違
反
者
に
対
す
る
措
置
) 

第
12

条
 
車
両
を
運
転
し
て
入
構
し
た
者
が
，
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
，
次
に
掲
げ
る
措
置
を
採

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
別
紙
第

3
の
告
知
書
を
当
該
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録

す
る
。
 

(2
) 

違
反
回
数
が

3
回
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
た
だ
し
，
構

内
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

(放
置
車
両
に
対
す
る
措
置
) 

第
13

条
 
長
期
間
に
わ
た
り
構
内
に
放
置
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
は
，
1
月
間
警
告
措
置
を
採
っ
た
上
，
撤

去
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
撤
去
に
要
し
た
費
用
は
，
当
該
放
置
車
両
所
有
者
の
負
担
と
す
る
。
 

(事
故
処
理
等
) 

第
14

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
構
内
に
お
け
る
車
両
の
通
行
方
法
及
び
事
故
処
理
等
に
つ

い
て
は
，
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2
 
駐
車
場
そ
の
他
構
内
に
お
け
る
車
両
の
盗
難
等
の
事
故
に
つ
い
て
は
，
本
学
は
一
切
責
任
を
負
わ
な
い
。
 

(臨
時
の
規
制
) 

規
則

1
1
4

第
6
条
 
自
動
車
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
整
理
業
務
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
に
よ
る
入
構
の

許
可
を
受
け
た
者
(以

下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
)の

負
担
と
し
，
そ
の
負
担
金
(以

下
「
利
用
者
負
担
金
」

と
い
う
)は

，
自
動
車
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
整
理
業
務
に
要
す
る
最
低
限
度
の
費
用
相
当
額
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
は
，
午
後

9
時
か
ら
翌
日
午
前

6
時
ま
で
の
入
構
及
び
駐
車
整
理

業
務
等
に
要
す
る
経
費
及
び
構
内
の
安
全
管
理
に
必
要
な
経
費
を
負
担
す
る
。
 

3 
第

1
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
金
の
額
は
次
の
表
の
と
お
り
と
し
，
日
割
り
計
算
は
行
わ
な
い
も
の

と
す
る
。
 

区
分
 

金
額
 

1 
 
第

4
条
第

1
号
か
ら
第

3
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第

6
号
に
該
当
す
る
者
  

 
 (
1)
 

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間

1
年
 

6，
00
0
円
 

 
 (
2)
 

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間
半
年
 

3，
00
0
円
 

2 
 
第

4
条
第

4
号
又
は
第

5
号
に
該
当
す
る
者
 

無
料
 

4 
特
別
の
事
情
に
よ
り
前
項
の
表
第

1
項
第

1
号
及
び
第

2
号
に
規
定
す
る
期
間
の
構
内
駐
車
証
等
を
申

請
で
き
な
い
者
で
あ
っ
て
，
部
局
等
の
長
が
認
め
た
も
の
は
，
駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間
に
応
じ
た
構
内

駐
車
証
等
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
利
用
者
負
担
金
の
額
は
，
駐

車
場
を
利
用
す
る
月
数
に

50
0
円
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
 

5 
利
用
者
負
担
金
は
，
本
学
が
指
定
す
る
金
融
機
関
の
口
座
へ
の
振
込
，
給
与
か
ら
の
控
除
又
は
現
金
に

よ
る
納
付
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

6 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
，
利
用
者
か
ら
所
定
の
様
式
に
よ
り
，
納
付
し
た
利
用
者

負
担
金
の
返
還
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
を
当
該
利
用
者
に
返
還
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
返
還
の
請
求
が
，
入
構
を
中
止
す
る
日
が
属
す
る
年
度
の

3
月
末
日
ま
で
に
受

理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
ま
で
に
，
申
請
者
が
当
該
申
請
を
取
下
げ
た
場
合
 
納
付
し
た
額
 

(2
) 

第
4
条
及
び
第

5
条
第

1
項
第

1
号
に
規
定
す
る
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
に
係
る
要
件
を
満
た
し

て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
不
交
付
と
な
っ
た
場
合
 
納
付
し
た
額
 

(3
) 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
後
に
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
，
利
用

者
が
，
当
該
構
内
駐
車
証
等
を
そ
の
有
効
期
限
内
に
お
い
て
未
使
用
の
ま
ま
本
学
に
返
却
し
た
場
合

 
納
付
し
た
額
 

(4
) 

錯
誤
に
よ
る
納
付
が
あ
っ
た
場
合
 
第

3
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
金
の
額
を
超
え
て
納
付
し

た
額
 

(5
) 

職
員
が
部
局
等
か
ら
本
学
の
他
の
地
区
等
に
異
動
又
は
他
の
機
関
に
転
出
し
た
場
合
 
入
構
を
中

止
す
る
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
の
末
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

に
50
0
円
を
乗
じ
た
額
 

(6
) 

学
生
が
休
学
又
は
卒
業
し
た
場
合
 
入
構
を
中
止
す
る
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
構
内
駐
車
証

等
の
有
効
期
限
の
末
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に

50
0
円
を
乗
じ
た
額
 

(7
) 

そ
の
他
理
事
が
認
め
た
場
合
 
納
付
し
た
額
又
は
入
構
を
中
止
す
る
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら

構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
の
末
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に

50
0
円
を
乗
じ
た
額
 

規
則

1
1
3
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別
紙
第
1(
第
5条

第
2項

関
係
) 

 区 分 

構
内
駐
車
証
等
の
種

類
 

申
請
の
受
付
期
間
 

申
請
者
 

申
請
書
の
受
付
及
び

交
付
担
当
(以

下
「
受

付
担
当
」
と
い
う
。
) 

交
付
申
請
書
等
 

自 動 車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 
理
事
が
定
め
る
日
か
ら
4

月
15
日
又
は
理
事
が
定
め

る
日
か
ら
10
月
15
日
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

4月
16
日
及
び
10
月
16
日

以
降
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
4号

に
該
当
す
る
者
) 

 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

構
内
駐
車
証
(別

記
様

式
第

2
号
) 

 

   

教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学

外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
(第

4
条

第
5
号
に
該
当
す
る
者
) 

 

用
務
先
の
支
援
室
 

 

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
6号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

交
付
申
請
理
由
書
(様

式
自
由
) 

規
則

1
1
6

第
15

条
 
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
は
，
こ
の
細
則
に
か
か
わ
ら
ず
，

臨
時
の
構
内
交
通
規
制
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(雑
則
) 

第
16

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

理
事
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
細
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
要
項
(平

成
11

年
3
月

9
日
全
部
改
正
)に

基
づ
い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
細
則
に
基
づ
き
許
可
さ
れ
た
者
と

み
な
す
。
 

 

(略
) 

 附
 
則
(平

成
30

年
4
月

1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 

規
則

1
1
5
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別
紙
第
1(
第
5条

第
2項

関
係
) 

 区 分 

構
内
駐
車
証
等
の
種

類
 

申
請
の
受
付
期
間
 

申
請
者
 

申
請
書
の
受
付
及
び

交
付
担
当
(以

下
「
受

付
担
当
」
と
い
う
。
) 

交
付
申
請
書
等
 

自 動 車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 
理
事
が
定
め
る
日
か
ら
4

月
15
日
又
は
理
事
が
定
め

る
日
か
ら
10
月
15
日
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

4月
16
日
及
び
10
月
16
日

以
降
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
4号

に
該
当
す
る
者
) 

 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

構
内
駐
車
証
(別

記
様

式
第

2
号
) 

 

   

教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学

外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
(第

4
条

第
5
号
に
該
当
す
る
者
) 

 

用
務
先
の
支
援
室
 

 

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
6号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

交
付
申
請
理
由
書
(様

式
自
由
) 

規
則

1
1
6

第
15

条
 
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
は
，
こ
の
細
則
に
か
か
わ
ら
ず
，

臨
時
の
構
内
交
通
規
制
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(雑
則
) 

第
16

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

理
事
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
細
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
要
項
(平

成
11

年
3
月

9
日
全
部
改
正
)に

基
づ
い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
細
則
に
基
づ
き
許
可
さ
れ
た
者
と

み
な
す
。
 

 

(略
) 

 附
 
則
(平

成
30

年
4
月

1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 

規
則

1
1
5

別
紙
第

2 
ゲ
ー
ト
の
運
用
等

(第
9条

関
係

) 
1 

ゲ
ー
ト
の
配
置

 

 

2 
ゲ
ー
ト
の
運
用

 
(1

) 
平
日

 ・
 
終
日
規
制
を
行
う
。

 
 た

だ
し
，
許
可
を
受
け
て
い
な
い
職
員
，
学
生
で
特
別
な
事
情
に
よ
り
自
動
車
で
入
構
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
身
分
証
明

書
等
を
提
示
の
う
え
，

18
：

00
以
降
ゲ
ー
ト
①

(1
8：

00
～

6：
00

)を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

16
:3

0以
降
ゲ
ー
ト

④
（

16
:3

0～
21

:0
0）

を
開
放
す
る
。

 
 

 (2
) 

土
・
日
・
祝
日

(年
末
・
年
始
含
む

)及
び
休
業
期
間

 
・
 
昼
間

(6
：

00
～

21
：

00
)の

規
制
は
行
わ
な
い
。

 
 参

考
 春

季
休
業
 

(4
月

1日
～

4月
8日

) 
夏
季
休
業
 

(8
月

1日
～

9月
30

日
) 

冬
季
休
業
 

(1
2月

24
日
～

1月
7日

) 
学
年
末
休
業
 

(2
月

12
日
～

3月
31

日
) 

  
 

規
則

1
1
8

臨
時
構
内
駐
車
証
(別

記
様
式
第

3
号
) 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

外
来
者
 

第
1ゲ

ー
ト
及
び
第
3

ゲ
ー
ト
 

 

 
構
内
駐
車
証
等
を
紛
失
し

た
時
 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を

受
け
た
者
 

当
初
交
付
又
は
貸
与

を
受
け
た
際
の
受
付

担
当
 

紛
失
届
 

(別
記
様
式
第
4号

) 

     
 

規
則

1
1
7
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別
記
様
式
第
1号

 
 

構
内

駐
車

証
等

交
付

申
請

書
 

 
(自

動
車
) 

 
 平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

申
請

理
由
 
・
新

規
 
 
・
更

新
 
 
・
自
動
車
の
変
更
 
 
・
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

業 者 等 

  
会
  

社
  

名
 
等
 

  

 
 

電
話
番
号
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

  
所
  
 
在
  
 
地
 

  

 
 

フ
  
リ
  
ガ
  
ナ
 

氏
 
 
 
 
名
 

 
 

 
 

 
主

た
る

用
務

先
 

 
 
 

利
用

登
録

番
号
 
 

登 録 申 込 車 

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

 
そ
の
他
 

車
名

(
色

) 
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

車
両

番
号
 
 

現
在

の
登

録
番

号
 
 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認
印
 

 

 

 
＊
こ
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
手
続
き
及
び
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
駐
車
す
る
車

両
の

管
理
等
を
行

う
目
的
で
利

用
す
る

も
の
で
あ
り

，
こ
の
目
的

以
外
の

目
的
で
利
用

又
は
提
供
す

る
こ
と

は
あ
り
ま

せ

ん
。
 

 
 

以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 構
内

駐
車

証
番

号
 
 
 

規
則

1
2
0

別
紙
第
3(
第
12
条
関
係
) 

 

告
知

書
 

 

こ
の
車
両
は
，
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
に
下
記
の
と
お
り
違
反
し
て
い

ま
す
の
で
，
同
細
則
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
す
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
間
 
 
：
 
 
 

広
島

大
学
 
 
 
 
 

記
 

違
反
事
項
(○

印
が
違
反
事
項
) 

1．
構
内
駐
車
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

2．
構
内
駐
車
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
 

3．
こ
の
場
所
は
，
駐
車
禁
止
で
す
。
 

4．
こ
の
場
所
は
，
外
来
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

5．
こ
の
場
所
は
，
身
障
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

6．
こ
の
車
両
は
，
長
期
間
放
置
さ
れ
た
車
両
で
す
。
 

 措
置
(○

印
が
措
置
事
項
) 

1．
違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

  
 

規
則

1
1
9
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別
記
様
式
第
1号

 
 

構
内

駐
車

証
等

交
付

申
請

書
 

 
(自

動
車
) 

 
 平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

申
請

理
由
 
・
新

規
 
 
・
更

新
 
 
・
自
動
車
の
変
更
 
 
・
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

業 者 等 

  
会
  

社
  

名
 
等
 

  

 
 

電
話
番
号
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

  
所
  
 
在
  
 
地
 

  

 
 

フ
  
リ
  
ガ
  
ナ
 

氏
 
 
 
 
名
 

 
 

 
 

 
主

た
る

用
務

先
 

 
 
 

利
用

登
録

番
号
 
 

登 録 申 込 車 

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

 
そ
の
他
 

車
名

(
色

)  
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

車
両

番
号
 
 

現
在

の
登

録
番

号
 
 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認
印
 

 

 

 
＊
こ
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
手
続
き
及
び
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
駐
車
す
る
車

両
の

管
理
等
を
行

う
目
的
で
利

用
す
る

も
の
で
あ
り

，
こ
の
目
的

以
外
の

目
的
で
利
用

又
は
提
供
す

る
こ
と

は
あ
り
ま

せ

ん
。
 

 
 

以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 構
内

駐
車

証
番

号
 
 
 

規
則

1
2
0

別
紙
第
3(
第
12
条
関
係
) 

 

告
知

書
 

 

こ
の
車
両
は
，
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
に
下
記
の
と
お
り
違
反
し
て
い

ま
す
の
で
，
同
細
則
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
す
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
間
 
 
：
 
 
 

広
島

大
学
 
 
 
 
 

記
 

違
反
事
項
(○

印
が
違
反
事
項
) 

1．
構
内
駐
車
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

2．
構
内
駐
車
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
 

3．
こ
の
場
所
は
，
駐
車
禁
止
で
す
。
 

4．
こ
の
場
所
は
，
外
来
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

5．
こ
の
場
所
は
，
身
障
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

6．
こ
の
車
両
は
，
長
期
間
放
置
さ
れ
た
車
両
で
す
。
 

 措
置
(○

印
が
措
置
事
項
) 

1．
違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

  
 

規
則

1
1
9

別
記
様
式
第
3号

 

運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

臨
時

構
内

駐
車

証
 

(注
) 

有
効
期
限
は
，
当
日
限
り
で
す
。
 
 

 
 

入
構

年
月

日
 

平
成
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
 
 
日
 

 
 

運
転

者
氏

名
 
 
 

用
務

先
 
 
 

勤
務

先
・
所

属
部

局
又

は
住

所
 

連
絡
電
話
番
号
(内

線
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注
意

事
項
 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ
て
運
転

す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3．
駐
車
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

4．
外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
交
通
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
 

7．
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
等
で
，
臨
時
に
規
制
を
行
う

と
き
に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ
る
入
構
を

禁
止
す
る
。
 

こ
の
記
載
事
項
は
，
緊
急
に
車
両
の
移
動
を
お
願
い
す
る
際
に
利
用
し
ま
す
の
で
，
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

広
島

大
学
 

    
 

規
則

1
2
2

別
記
様
式
第
2号

 

表
面
 

構
内

駐
車

証
 

 
 

職
員

・
学

生

(
外

来
者

等
) 

 
 

 
 

氏
名
 

登
録

番
号
 

車
両

番
号
 

有
効

期
限
 

広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
 

 

裏
面
 

注
意

事
項
 

 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示

に
従
っ
て
運
転
す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

3．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意

す
る
こ
と
。
 

4．
駐
車
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

7．
交
通
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
 

8．
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
等
で
，
臨
時

に
規
制
を
行
う
と
き
に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録

す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す

る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車

両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

 

規
則

1
2
1
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○
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(財

務
担
当
)決

裁
)  

広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
構
内
駐
車
場
利
用
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1

15
号
)第

9
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
(以

下
「
構
内
」

と
い
う
。
)に

お
け
る
自
動
車
及
び
二
輪
車
(以

下
「
車
両
」
と
い
う
。
)の

交
通
規
制
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
，
道
路
交
通
法
(昭

和
35

年
法
律
第

10
5

号
)に

規
定
す
る
自
動
車
(自

動
二
輪
車
を
除
く
。
)を

い
い
，
「
二
輪
車
」
と
は
，
同
法
に

規
定
す
る
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
 

2 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
部
局
等
」
と
は
，
構
内
に
所
在
す
る
学
部
，
研
究
科
，
図
書
館
，

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
及
び
東
広
島
地
区
運
営
支
援
部
東
千
田
地
区
支
援
室
(以

下
「
支

援
室
」
と
い
う
。
)を

い
う
。
 

(入
構
制
限
) 

第
3
条
 
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
構
の
許
可
を
受
け
，
広
島
大

学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)が

発
行
す
る
職
員
証
，
学
生
証
又
は
パ
ス
カ
ー
ド
の
い
ず
れ

か
及
び
構
内
駐
車
証
(以

下
「
構
内
駐
車
証
等
」
と
い
う
。
)を

所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
入
構
の
許
可
は
，
部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
部

局
等
の
長
，
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
関
係
の
部
局
等
の
長
が
行
う
。
 

3 
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
で
，
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
臨
時

入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
，
業
務
先
の
確
認
印
及
び
駐
車
券

と
と
も
に
支
援
室
へ
提
示
し
，
関
係
の
部
局
等
の
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

4 
支
援
室
は
，
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
，
駐
車
券
の
無
料
認
証
を
行
う
こ
と
と

す
る
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
交
付
申
請
資
格
等
) 

第
4
条
 
前
条
第

1
項
に
定
め
る
構
内
駐
車
証
等
交
付
申
請
資
格
者
は
，
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。
 

(1
) 

部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
職
員
(第

7
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)で

自
動

車
に
よ
る
通
勤
届
出
が
あ
り
，
か
つ
，
自
動
車
任
意
保
険
の
う
ち
「
対
人
賠
償
保
険
」

(以
下
「
任
意
保
険
」
と
い
う
。
)の

契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保

険
者
と
な
っ
て
い
る
者
 

(2
) 

本
学
の
学
生
(研

究
生
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
，
こ
の
号
に
お
い
て
第

7
号

ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)で

，
特
別
な
事
情
に
よ
り
自
動
車
を
利
用
し
な
け
れ
ば
構

規
則

1
2
4

別
記
様
式
第
4号

 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

紛
失
届
 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
員
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
下
記
理
由
に
よ
り
利
用
登
録
証
(構

内
駐
車
証
)を

紛
失
し
ま
し
た
。
 

  
 
 
 
理
由
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 旧
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

規
則

1
2
3

―規則� ―64



○
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(財

務
担
当
)決

裁
)  

広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
構
内
駐
車
場
利
用
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1

15
号
)第

9
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
(以

下
「
構
内
」

と
い
う
。
)に

お
け
る
自
動
車
及
び
二
輪
車
(以

下
「
車
両
」
と
い
う
。
)の

交
通
規
制
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
，
道
路
交
通
法
(昭

和
35

年
法
律
第

10
5

号
)に

規
定
す
る
自
動
車
(自

動
二
輪
車
を
除
く
。
)を

い
い
，
「
二
輪
車
」
と
は
，
同
法
に

規
定
す
る
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
 

2 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
部
局
等
」
と
は
，
構
内
に
所
在
す
る
学
部
，
研
究
科
，
図
書
館
，

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
及
び
東
広
島
地
区
運
営
支
援
部
東
千
田
地
区
支
援
室
(以

下
「
支

援
室
」
と
い
う
。
)を

い
う
。
 

(入
構
制
限
) 

第
3
条
 
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
構
の
許
可
を
受
け
，
広
島
大

学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)が

発
行
す
る
職
員
証
，
学
生
証
又
は
パ
ス
カ
ー
ド
の
い
ず
れ

か
及
び
構
内
駐
車
証
(以

下
「
構
内
駐
車
証
等
」
と
い
う
。
)を

所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
入
構
の
許
可
は
，
部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
部

局
等
の
長
，
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
関
係
の
部
局
等
の
長
が
行
う
。
 

3 
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
で
，
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
臨
時

入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
，
業
務
先
の
確
認
印
及
び
駐
車
券

と
と
も
に
支
援
室
へ
提
示
し
，
関
係
の
部
局
等
の
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

4 
支
援
室
は
，
前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
，
駐
車
券
の
無
料
認
証
を
行
う
こ
と
と

す
る
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
交
付
申
請
資
格
等
) 

第
4
条
 
前
条
第

1
項
に
定
め
る
構
内
駐
車
証
等
交
付
申
請
資
格
者
は
，
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。
 

(1
) 

部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
職
員
(第

7
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)で

自
動

車
に
よ
る
通
勤
届
出
が
あ
り
，
か
つ
，
自
動
車
任
意
保
険
の
う
ち
「
対
人
賠
償
保
険
」

(以
下
「
任
意
保
険
」
と
い
う
。
)の

契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保

険
者
と
な
っ
て
い
る
者
 

(2
) 

本
学
の
学
生
(研

究
生
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
，
こ
の
号
に
お
い
て
第

7
号

ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)で

，
特
別
な
事
情
に
よ
り
自
動
車
を
利
用
し
な
け
れ
ば
構

規
則

1
2
4

別
記
様
式
第
4号

 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

紛
失
届
 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
員
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
下
記
理
由
に
よ
り
利
用
登
録
証
(構

内
駐
車
証
)を

紛
失
し
ま
し
た
。
 

  
 
 
 
理
由
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 旧
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

規
則

1
2
3

2 
本
学
が
支
弁
す
る
経
費
及
び
利
用
者
の
負
担
金
に
つ
い
て
は
，
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。
 

(1
) 

本
学
が
支
弁
す
る
経
費
は
，
利
用
者
が
負
担
す
る
平
日
の
午
前

7
時
か
ら
午
後

11
時

ま
で
の
入
構
及
び
駐
車
整
理
の
業
務
等
に
要
す
る
経
費
以
外
の
も
の
で
，
本
学
が
管
理

の
必
要
か
ら
支
弁
す
る
経
費
と
す
る
。
 

(2
) 

利
用
者
の
負
担
金
の
額
は
，
車
両
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
整
理
の
業
務
に
要
す
る
最

低
限
度
の
費
用
相
当
額
と
す
る
。
 

(3
) 

前
号
に
規
定
す
る
利
用
者
(第

4
条
第

1
号
か
ら
第

6
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第

1

0
号
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
)の

負
担
金
の
額
は
次
の
表
の
と
お
り
と
し
，
日
割
り
計

算
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

区
分
 

金
額
 

イ
  

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間

1
年
 1
0,
00
0
円
 

ロ
  

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間
半
年
 
5,
00
0
円
 

ハ
  

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間

1
月
 
1,
00
0
円
 

3 
利
用
者
の
負
担
金
に
つ
い
て
は
，
次
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
，
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(1
) 

第
4
条
第

7
号
，
第

8
号
又
は
第

9
号
に
該
当
す
る
者
 

(2
) 

二
輪
車
に
よ
り
入
構
す
る
者
 

4 
第

3
条
第

3
項
の
許
可
を
受
け
ず
に
入
構
し
た
者
(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
外
来
者
」

と
い
う
。
)が

負
担
す
る
経
費
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
理
事
が
定
め
る
。
。
 

5 
特
別
の
事
情
に
よ
り
第

2
項
第

3
号
の
表
に
規
定
す
る
期
間
の
構
内
駐
車
証
等
を
申
請
で

き
な
い
者
で
あ
っ
て
，
部
局
等
の
長
が
認
め
た
も
の
は
，
駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間
に
応

じ
た
構
内
駐
車
証
等
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

6 
利
用
者
の
負
担
金
は
，
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

7 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
，
利
用
者
か
ら
所
定
の
様
式
に
よ
り
，
納
付

し
た
利
用
者
の
負
担
金
の
返
還
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
を

当
該
利
用
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
返
還
の
請
求
の
対
象
と
な
る
事

実
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の

3
月
末
日
ま
で
に
，
当
該
返
還
の
請
求
が
受
理
さ
れ

な
か
っ
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
ま
で
に
，
申
請
者
が
当
該
申
請
を
取
下
げ
た
場
合
 
納
付
し

た
額
 

(2
) 

第
4
条
及
び
第

5
条
第

1
項
第

1
号
に
規
定
す
る
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
に
係
る
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
不
交
付
と
な
っ
た
場
合
 
納
付
し
た
額
 

(3
) 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
後
に
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た

た
め
，
利
用
者
が
，
当
該
構
内
駐
車
証
等
を
そ
の
有
効
期
限
内
に
お
い
て
未
使
用
の
ま

ま
本
学
に
返
却
し
た
場
合
 
納
付
し
た
額
 

規
則

1
2
6

内
へ
の
通
学
が
困
難
で
あ
り
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険

の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
で
，
副
学
長
(学

生
支
援
担
当
)が

定
め
る
安
全
教
育
を

受
講
し
て
い
る
者
。
た
だ
し
，
次
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
 

イ
 
学
部
学
生
の

1
年
次
生
 

ロ
 
広
島
市
内
(中

区
，
南
区
，
西
区
及
び
東
区
に
限
る
。
)在

住
者
。
た
だ
し
，
勤
務

先
が
遠
隔
地
で
あ
る
者
又
は
公
共
の
交
通
機
関
が
極
端
に
少
な
い
地
域
に
居
住
し
て

い
る
者
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(3
) 

放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
の
職
員
(第

8
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
) 

(4
) 

放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
の
学
生
(第

8
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)で

，
特

別
な
事
情
に
よ
り
自
動
車
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
学
が
困
難
で
，
任
意
保
険
の
契
約
を

締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
 

(5
) 

構
内
に
お
い
て
食
堂
及
び
売
店
等
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
業
所

の
職
員
 

(6
) 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
 

(7
) 

部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
職
員
及
び
本
学
の
学
生
の
う
ち
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
で
，
次
に
該
当
す
る
も
の
 

イ
 
職
員
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被

保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
 

ロ
 
本
学
の
学
生
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保

険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
で
，
安
全
教
育
を
受
講
し
て
い
る
も
の
 

(8
) 

放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
の
職
員
及
び
学
生
の
う
ち
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者
 

(9
) 

本
学
に
お
け
る
教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学
外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
 

(1
0)
 
そ
の
他
教
育
研
究
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
理
事
(財

務
・
総
務
担
当
)

(以
下
「
理
事
」
と
い
う
。
)が

認
め
た
者
 

(構
内
駐
車
証
等
の
申
請
期
間
等
) 

第
5
条
 
構
内
駐
車
証
等
交
付
申
請
期
間
は
，
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

前
条
第

1
号
か
ら
第

6
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
，
毎
年

4
月

1
日
か
ら

4
月

15
日
ま
で
，
又
は

10
月

1
日
か
ら

10
月

15
日
ま
で
と
し
，
そ
れ
以
外
の
期
間
は
，

駐
車
場
に
余
裕
が
あ
る
場
合
の
み
申
請
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(2
) 

前
条
第

7
号
か
ら
第

10
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
，
随
時
申
請
で
き
る
も

の
と
す
る
。
 

2 
構
内
駐
車
証
等
の
様
式
及
び
交
付
申
請
手
続
の
方
法
等
は
，
別
紙
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(整
理
業
務
等
) 

第
6
条
 
車
両
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
整
理
の
業
務
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
，
本
学
が
管

理
の
必
要
か
ら
支
弁
す
る
も
の
の
ほ
か
，
車
両
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
の
許
可
を
受
け
た

者
(以

下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
)の

負
担
と
す
る
。
 

規
則

1
2
5
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(違
反
者
に
対
す
る
措
置
) 

第
12

条
 
車
両
を
運
転
し
て
入
構
し
た
者
が
，
第

10
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
，
次
に

掲
げ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
別
紙
第

2
の
告
知
書
を
の
り
付
け
し
た
上
，
当
該
車
両
を

固
定
す
る
。
 

(2
) 

違
反
回
数
が

3
回
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。

た
だ
し
，
構
内
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に

よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

2 
前
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
固
定
さ
れ
た
者
は
，
本
学
の
学
生
に
あ
っ
て
は
指
導

教
員
又
は
チ
ュ
ー
タ
ー
，
職
員
に
あ
っ
て
は
部
局
等
の
長
，
学
外
者
に
あ
っ
て
は
用
務
先

の
部
局
等
の
長
の
固
定
解
除
承
諾
書
を
警
備
員
に
提
示
の
上
，
固
定
解
除
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。
 

(放
置
車
両
に
対
す
る
措
置
) 

第
13

条
 
長
期
間
に
わ
た
り
構
内
に
放
置
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
は
，
1
月
間
警
告
措
置
を

採
っ
た
上
，
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
撤
去
に
要
し
た
費
用
は
，
当
該
放
置
車

両
所
有
者
の
負
担
と
す
る
。
 

(適
用
除
外
) 

第
14

条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
車
両
で
，
一
時
的
に
入
構
し
駐
車
し
よ
う
と

す
る
者
に
つ
い
て
は
，
第

3
条
第

1
項
の
規
定
は
，
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

清
掃
車
 

(2
) 

消
防
車
等
の
緊
急
自
動
車
 

(3
) 

郵
便
物
，
電
報
及
び
新
聞
等
の
配
達
車
両
 

(4
) 

そ
の
他
学
長
が
特
別
に
認
め
た
車
両
 

(事
故
処
理
等
) 

第
15

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
構
内
に
お
け
る
車
両
の
事
故
処
理
等
に
つ
い

て
は
，
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2 
駐
車
場
そ
の
他
構
内
に
お
け
る
車
両
の
盗
難
等
の
事
故
に
つ
い
て
は
，
本
学
は
一
切
責
任

を
負
わ
な
い
。
 

(臨
時
の
規
制
) 

第
16

条
 
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
は
，
こ
の
細
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
臨
時
の
構
内
交
通
規
制
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(雑
則
) 

第
17

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
し
必

要
な
事
項
は
，
理
事
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

1
2
8

(4
) 

錯
誤
に
よ
る
納
付
が
あ
っ
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
に
規
定
す
る
利
用
者
の
負

担
金
の
額
を
超
え
て
納
付
し
た
額
 

(5
) 

職
員
が
部
局
等
か
ら
本
学
の
他
の
地
区
等
に
異
動
又
は
他
の
機
関
に
転
出
し
た
場
合

 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
納
付
し
た
者
の
う
ち
駐
車
場
を
利
用
す

る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
は
，
期
間
半
年
の
額
 

(6
) 

本
学
の
学
生
が
休
学
又
は
卒
業
し
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金

額
を
納
付
し
た
者
の
う
ち
駐
車
場
を
利
用
す
る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い

て
は
，
期
間
半
年
の
額
 

(7
) 

放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
の
職
員
及
び
学
生
並
び
に
構
内
に
お
い
て
食
堂
，
売

店
等
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
業
所
の
職
員
が
構
内
へ
の
入
構
を
要

し
な
く
な
っ
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
納
付
し
た
者
の
う

ち
駐
車
場
を
利
用
す
る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
は
，
期
間
半
年
の
額
 

(8
) 

そ
の
他
理
事
が
認
め
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
納
付
し

た
者
の
う
ち
駐
車
場
を
利
用
す
る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
は
，
期
間

半
年
の
額
 

(構
内
駐
車
証
等
の
貸
与
等
の
禁
止
) 

第
7
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を
受
け
た
者
は
，
構
内
駐
車
証
等
を
他
人
に
貸
与

し
，
若
し
く
は
譲
渡
し
，
又
は
構
内
駐
車
証
等
の
記
載
事
項
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
間
) 

第
8
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
間
は
，
5
月

1
日
か
ら
翌
年
の

4
月

30
日
ま
で
の
間
と

す
る
。
 

(ゲ
ー
ト
の
運
用
) 

第
9
条
 
車
両
に
よ
り
入
出
構
で
き
る
時
間
等
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し
て
午
前

7
時
か
ら
午

後
11

時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
，
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
，
理
事
が
指
定
す
る
者
(以

下
「
警
備
員
」
と
い
う
。
)に

申
し
出
て
入
出
構
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
10

条
 
構
内
に
お
い
て
車
両
を
運
転
す
る
者
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ

て
運
転
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

(3
) 

構
内
で
は
，
時
速

20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ

と
。
 

(4
) 

駐
車
場
又
は
駐
輪
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
又
は
駐
輪
し
な
い
こ
と
。
 

(5
) 

身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

(指
導
及
び
取
締
り
) 

第
11

条
 
構
内
の
車
両
の
交
通
指
導
及
び
取
締
り
は
，
警
備
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

規
則

1
2
7
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(違
反
者
に
対
す
る
措
置
) 

第
12

条
 
車
両
を
運
転
し
て
入
構
し
た
者
が
，
第

10
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
，
次
に

掲
げ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
別
紙
第

2
の
告
知
書
を
の
り
付
け
し
た
上
，
当
該
車
両
を

固
定
す
る
。
 

(2
) 

違
反
回
数
が

3
回
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。

た
だ
し
，
構
内
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に

よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

2 
前
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
り
車
両
を
固
定
さ
れ
た
者
は
，
本
学
の
学
生
に
あ
っ
て
は
指
導

教
員
又
は
チ
ュ
ー
タ
ー
，
職
員
に
あ
っ
て
は
部
局
等
の
長
，
学
外
者
に
あ
っ
て
は
用
務
先

の
部
局
等
の
長
の
固
定
解
除
承
諾
書
を
警
備
員
に
提
示
の
上
，
固
定
解
除
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。
 

(放
置
車
両
に
対
す
る
措
置
) 

第
13

条
 
長
期
間
に
わ
た
り
構
内
に
放
置
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
は
，
1
月
間
警
告
措
置
を

採
っ
た
上
，
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
撤
去
に
要
し
た
費
用
は
，
当
該
放
置
車

両
所
有
者
の
負
担
と
す
る
。
 

(適
用
除
外
) 

第
14

条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
車
両
で
，
一
時
的
に
入
構
し
駐
車
し
よ
う
と

す
る
者
に
つ
い
て
は
，
第

3
条
第

1
項
の
規
定
は
，
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

清
掃
車
 

(2
) 

消
防
車
等
の
緊
急
自
動
車
 

(3
) 

郵
便
物
，
電
報
及
び
新
聞
等
の
配
達
車
両
 

(4
) 

そ
の
他
学
長
が
特
別
に
認
め
た
車
両
 

(事
故
処
理
等
) 

第
15

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
構
内
に
お
け
る
車
両
の
事
故
処
理
等
に
つ
い

て
は
，
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2 
駐
車
場
そ
の
他
構
内
に
お
け
る
車
両
の
盗
難
等
の
事
故
に
つ
い
て
は
，
本
学
は
一
切
責
任

を
負
わ
な
い
。
 

(臨
時
の
規
制
) 

第
16

条
 
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
は
，
こ
の
細
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
臨
時
の
構
内
交
通
規
制
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(雑
則
) 

第
17

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
し
必

要
な
事
項
は
，
理
事
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

規
則

1
2
8

(4
) 

錯
誤
に
よ
る
納
付
が
あ
っ
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
に
規
定
す
る
利
用
者
の
負

担
金
の
額
を
超
え
て
納
付
し
た
額
 

(5
) 

職
員
が
部
局
等
か
ら
本
学
の
他
の
地
区
等
に
異
動
又
は
他
の
機
関
に
転
出
し
た
場
合

 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
納
付
し
た
者
の
う
ち
駐
車
場
を
利
用
す

る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
は
，
期
間
半
年
の
額
 

(6
) 

本
学
の
学
生
が
休
学
又
は
卒
業
し
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金

額
を
納
付
し
た
者
の
う
ち
駐
車
場
を
利
用
す
る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い

て
は
，
期
間
半
年
の
額
 

(7
) 

放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
の
職
員
及
び
学
生
並
び
に
構
内
に
お
い
て
食
堂
，
売

店
等
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
業
所
の
職
員
が
構
内
へ
の
入
構
を
要

し
な
く
な
っ
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
納
付
し
た
者
の
う

ち
駐
車
場
を
利
用
す
る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
は
，
期
間
半
年
の
額
 

(8
) 

そ
の
他
理
事
が
認
め
た
場
合
 
第

2
項
第

3
号
の
表
イ
に
規
定
す
る
金
額
を
納
付
し

た
者
の
う
ち
駐
車
場
を
利
用
す
る
有
効
期
間
が
半
年
以
上
あ
る
者
に
つ
い
て
は
，
期
間

半
年
の
額
 

(構
内
駐
車
証
等
の
貸
与
等
の
禁
止
) 

第
7
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を
受
け
た
者
は
，
構
内
駐
車
証
等
を
他
人
に
貸
与

し
，
若
し
く
は
譲
渡
し
，
又
は
構
内
駐
車
証
等
の
記
載
事
項
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
間
) 

第
8
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
間
は
，
5
月

1
日
か
ら
翌
年
の

4
月

30
日
ま
で
の
間
と

す
る
。
 

(ゲ
ー
ト
の
運
用
) 

第
9
条
 
車
両
に
よ
り
入
出
構
で
き
る
時
間
等
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し
て
午
前

7
時
か
ら
午

後
11

時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
，
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
，
理
事
が
指
定
す
る
者
(以

下
「
警
備
員
」
と
い
う
。
)に

申
し
出
て
入
出
構
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
10

条
 
構
内
に
お
い
て
車
両
を
運
転
す
る
者
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ

て
運
転
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

(3
) 

構
内
で
は
，
時
速

20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ

と
。
 

(4
) 

駐
車
場
又
は
駐
輪
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
又
は
駐
輪
し
な
い
こ
と
。
 

(5
) 

身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

(指
導
及
び
取
締
り
) 

第
11

条
 
構
内
の
車
両
の
交
通
指
導
及
び
取
締
り
は
，
警
備
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

規
則

1
2
7

別
紙
第
1(
第
5条

第
2項

関
係
) 

(常
時
又
は
一
定
の
期
間
入
構
す
る
者
) 

 区 分 

構
内
駐
車
証
等
の
種

類
 

申
請
の
受
付
期

間
 

申
請
者
 

担
当
係
 

申
請
書
の
種
類
 

備
考
 

自 動 車 

構
内
駐
車
証
(別

記
様

式
第
3号

)  
パ
ス
カ
ー
ド
(別

記
様

式
第
5号

)  
・
常
時
又
は
一
定
の

期
間
入
構
す
る
者
 

4月
1日

～
4月

15

日
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

又
は
第
7号

イ

に
該
当
す
る

者
)  

東
千
田
地
区
支
援
室
 

構
内
駐
車
証
等

交
付
申
請
書
(別

記
様
式
第
1号

)  

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

又
は
第
7号

ロ

に
該
当
す
る

者
)  

放
送
大
学
等
の

職
員
・
学
生
 

事
業
所
の
職

員
・
業
者
 

(第
4条

第
3

号
，
第
4号

，

第
5号

，
第
6号

又
は
第
8号

に

該
当
す
る
者
)  

・
上
記
以
外
の

期
間
は
駐
車

場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の

み
受
付
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

・
受
付
す
る
場
合

は
，
東
千
田
地

区
支
援
室
か
ら

各
部
局
等
へ
連

絡
す
る
。
 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
9号

又
は
第
10
号
に

該
当
す
る
者
)  

東
千
田
地
区
支
援
室
 

構
内
駐
車
証
等

貸
与
申
請
書
(別

記
様
式
第
2号

)  

 

 (臨
時
に
入
構
す
る
者
) 

 区 分 

構
内
駐
車
証
等
の

種
類
 

受
付
期
間
 

申
請
者
 

受
付
場
所
 

備
考
 

規
則

1
3
0

2 
こ
の
細
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
要

項
(平

成
13

年
11

月
13

日
制
定
)に

基
づ
い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
細
則
に
基

づ
き
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。
 

 (略
) 

附
 
則
(平

成
29

年
5
月

8
日
 
一
部
改
正
) 

  

こ
の
細
則
は
，
平
成

29
年

5
月

8
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大

学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
の
規
定
は
，
平
成

29
年

4
月

1
日
か
ら

適
用
す
る
。
 

 

  
 

規
則

1
2
9
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別
紙
第
2 

指
導
及
び
取
締
り
等
(第

12
条
関
係
) 告

知
書
 

 

こ
の
車
両
は
，
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
に
下
記
の
と
お
り
違
反
し
て

い
ま
す
の
で
，
同
細
則
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
す
。
 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
時
間
 
 
 
：
 
 
 
 
 
 
 

広
島

大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記
 

 違
反
事
項
(○

印
が
違
反
事
項
) 

1．
構
内
通
行
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

2．
構
内
通
行
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
 

3．
こ
の
場
所
は
，
駐
車
禁
止
で
す
。
 

4．
こ
の
場
所
は
，
身
障
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

5．
こ
の
車
両
は
，
長
期
間
放
置
さ
れ
た
車
両
で
す
。
 

 措
置
 

・
 
車
両
を
動
か
せ
な
い
よ
う
に
固
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

・
 
固

定
解
除

を
受

け
よ
う
と

す
る

者
は
，

下
記

固
定
解
除

承
諾

願
に
記

入
の

上
，
固
定

解
除

承
諾
書

に
，
学
生
に
あ
っ
て
は
指
導
教
員
又
は
チ
ュ
ー
タ
ー
，
職
員
に
あ
っ
て
は
部
局
等
の
長
，
学
外
者
に
あ

っ
て
は
用
務
先
の
部
局
等
の
長
の
署
名
，
押
印
を
受
け
て
，
日
曜
日
及
び
休
日
を
除
き
，
午
前
9
時
か

ら
午
後
5時

ま
で
に
警
備
員
室
へ
出
頭
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
 
出
頭
し
な
い
で
車
両
を
動
か
し
た
た
め
に
生
じ
た
移
送
費
，
保
管
費
，
損
害
に
つ
い
て
は
，
広
島
大

学
は
一
切
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。
 

   

固
定

解
除

承
諾

願
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 

 運
転
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 住
所
・
連
絡
先
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 車
両
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

以
後
，
「
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
」
を
遵
守
い
た
し
ま
す
の
で
，
固

定
解
除
の
承
諾
を
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

   

固
定

解
除

承
諾

書
 

 

上
記
運
転
者
の
車
両
の
固
定
解
除
を
承
諾
す
る
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
署

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規
則

1
3
2

自 動 車 

臨
時
入
構
許
可
申

請
書
・
証
明
書

(別
記
様
式
第
4

号
)  

・
臨
時
に
入
構
す

る
者
 

随
時
 

職
員
 

外
来
者
 

東
千
田
地

区
支
援
室
 
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
業
務
に
よ
り
入
構
す
る
場
合
は
，
臨

時
入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
，

駐
車
券
と
と
も
に
支
援
室
へ
提
示
す
る
こ
と
と
し
，
支
援
室

に
お
い
て
入
構
許
可
を
受
け
た
も
の
と
確
認
で
き
る
場
合

は
，
駐
車
券
の
認
証
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

   
 

規
則

1
3
1
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別
紙
第
2 

指
導
及
び
取
締
り
等
(第

12
条
関
係
) 告

知
書
 

 

こ
の
車
両
は
，
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
に
下
記
の
と
お
り
違
反
し
て

い
ま
す
の
で
，
同
細
則
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
す
。
 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
時
間
 
 
 
：
 
 
 
 
 
 
 

広
島

大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記
 

 違
反
事
項
(○

印
が
違
反
事
項
) 

1．
構
内
通
行
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

2．
構
内
通
行
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
 

3．
こ
の
場
所
は
，
駐
車
禁
止
で
す
。
 

4．
こ
の
場
所
は
，
身
障
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

5．
こ
の
車
両
は
，
長
期
間
放
置
さ
れ
た
車
両
で
す
。
 

 措
置
 

・
 
車
両
を
動
か
せ
な
い
よ
う
に
固
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

・
 
固

定
解
除

を
受

け
よ
う
と

す
る

者
は
，

下
記

固
定
解
除

承
諾

願
に
記

入
の

上
，
固
定

解
除

承
諾
書

に
，
学
生
に
あ
っ
て
は
指
導
教
員
又
は
チ
ュ
ー
タ
ー
，
職
員
に
あ
っ
て
は
部
局
等
の
長
，
学
外
者
に
あ

っ
て
は
用
務
先
の
部
局
等
の
長
の
署
名
，
押
印
を
受
け
て
，
日
曜
日
及
び
休
日
を
除
き
，
午
前
9
時
か

ら
午
後
5時

ま
で
に
警
備
員
室
へ
出
頭
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
 
出
頭
し
な
い
で
車
両
を
動
か
し
た
た
め
に
生
じ
た
移
送
費
，
保
管
費
，
損
害
に
つ
い
て
は
，
広
島
大

学
は
一
切
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。
 

   

固
定

解
除

承
諾

願
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 

 運
転
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 住
所
・
連
絡
先
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 車
両
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

以
後
，
「
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
」
を
遵
守
い
た
し
ま
す
の
で
，
固

定
解
除
の
承
諾
を
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

   

固
定

解
除

承
諾

書
 

 

上
記
運
転
者
の
車
両
の
固
定
解
除
を
承
諾
す
る
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
署

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規
則

1
3
2

自 動 車 

臨
時
入
構
許
可
申

請
書
・
証
明
書

(別
記
様
式
第
4

号
)  

・
臨
時
に
入
構
す

る
者
 

随
時
 

職
員
 

外
来
者
 

東
千
田
地

区
支
援
室
 
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
業
務
に
よ
り
入
構
す
る
場
合
は
，
臨

時
入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
，

駐
車
券
と
と
も
に
支
援
室
へ
提
示
す
る
こ
と
と
し
，
支
援
室

に
お
い
て
入
構
許
可
を
受
け
た
も
の
と
確
認
で
き
る
場
合

は
，
駐
車
券
の
認
証
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

   
 

規
則

1
3
1

交
付

年
月

日
 
 
 
平
成
  

 
年
  

 
月
  

 
日
 

駐
車

証
番

号
 
 
 

パ
ス
カ
ー

ド
 

・
年
券
 
・
半
年
券
 
・
1カ

月
券
 

利
用

者
負

担
金
 
 
 

   
 

規
則

1
3
4

別
記
様
式
第
1号

 

東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
 
構
内
駐
車
証
等
交
付
申
請
書
 

(
自

動
車

) 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

申
請

理
由
 

新
規
 
・
 
更

新
 
・
 
自
動
車
の
変
更
 
・
 
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

職 員 

職
員

番
号
 
 
 

内
線
番
号
 

部
局

等
名
 
 
 

住
所
 
 
 

自
宅
電
話
番
号
 

 ( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

氏
名
 
 
 

学 生 

学
生

番
号
 
 
 

学
部
 
 
 
 
 
学
科
 

研
究
科
 
 
 
 
 
専
攻
 

 

研
究
室
(内

線
番
号
 
 
 
 
)  

氏
名
 
 
 

自
宅

住
所
 

□
( 

 
 
 
 
) 

 
 
 
―
 

勤
務

先
名

及
び

住
所
 

□
( 

 
 
 
 
) 

 
 
 
―
 

【
担
当
部
署
・
係
ま
で
詳
細
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
】
 

安
全

教
育

受
講

年
月

日
 

平
成
  

 
年
  

 
月
  

 
日
 

登 録 申 込 車 

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

・
 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

・
 

そ
の
他
 

車
名

(
色

) 
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

車
両

番
号
 
 
 

自
動

車
(
任

意
)
保

険
契

約

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認

印
 

 
 

  以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

規
則

1
3
3
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申
請

理
由
 

 
 

パ
ス

カ
ー

ド
N
o
. 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認

印
 

 
 

   
 

規
則

1
3
6

別
記
様
式
第
2号

 

東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
 
構
内
駐
車
証
等
貸
与
申
請
書
 

(
自

動
車

) 
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

申
請

理
由
 

新
規
 
・
 
更

新
 
・
 
自
動
車
の
変
更
 
・
 
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

職 員 

職
員

番
号
 
 
 

内
線
番
号
 

部
局

等
名
 
 
 

住
所
 
 
 

自
宅
電
話
番
号
 

 ( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

氏
名
 
 
 

学 生 

学
生

番
号
 
 
 

学
部
 
 
 
 
 
学
科
 

研
究
科
 
 
 
 
 
専
攻
 

 

研
究
室
(内

線
番
号
 
 
 
 
 
) 

氏
名
 
 
 

自
宅

住
所
 

□
( 

 
 
 
 
) 

 
 
 
―
 

勤
務

先
名

及
び

住
所
 

□
( 

 
 
 
 
) 

 
 
 
―
 

【
担
当
部
署
・
係
ま
で
詳
細
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
】
 

安
全

教
育

受
講

年
月

日
 

平
成
  

 
年
  

 
月
  

 
日
 

 
 

会
社

名
等
 
 
 

自
宅
電
話
番
号
 

 ( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

所
在

地
 
 
 

氏
名
 
 
 

主
た

る
用

務

先
 

 
 

登 録 申 込 車 

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

・
 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

・
 
そ

の
他
 

車
名

(
色

) 
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

車
両

番
号
 
 
 

自
動

車
(
任

意
)
保

険
契

約

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

規
則

1
3
5

―規則� ―70



申
請

理
由
 

 
 

パ
ス

カ
ー

ド
N
o
. 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認

印
 

 
 

   
 

規
則

1
3
6

別
記
様
式
第
2号

 

東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
 
構
内
駐
車
証
等
貸
与
申
請
書
 

(
自

動
車

) 
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

申
請

理
由
 

新
規
 
・
 
更

新
 
・
 
自
動
車
の
変
更
 
・
 
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

職 員 

職
員

番
号
 
 
 

内
線
番
号
 

部
局

等
名
 
 
 

住
所
 
 
 

自
宅
電
話
番
号
 

 ( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

氏
名
 
 
 

学 生 

学
生

番
号
 
 
 

学
部
 
 
 
 
 
学
科
 

研
究
科
 
 
 
 
 
専
攻
 

 

研
究
室
(内

線
番
号
 
 
 
 
 
) 

氏
名
 
 
 

自
宅

住
所
 

□
( 

 
 
 
 
) 

 
 
 
―
 

勤
務

先
名

及
び

住
所
 

□
( 

 
 
 
 
) 

 
 
 
―
 

【
担
当
部
署
・
係
ま
で
詳
細
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
】
 

安
全

教
育

受
講

年
月

日
 

平
成
  

 
年
  

 
月
  

 
日
 

 
 

会
社

名
等
 
 
 

自
宅
電
話
番
号
 

 ( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

所
在

地
 
 
 

氏
名
 
 
 

主
た

る
用

務

先
 

 
 

登 録 申 込 車 

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

・
 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

・
 
そ

の
他
 

車
名

(
色

) 
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
 

車
両

番
号
 
 
 

自
動

車
(
任

意
)
保

険
契

約

期
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

規
則

1
3
5

 

＊
 
退
職
，
卒
業
，
退
学
，
有
効
期
限
の
到
来
等
構
内
駐
車
証
の
交
付
申
請
資
格
を
欠
く

に
至
っ
た
と
き
は
，
交
付
を
受
け
た
係
に
速
や
か
に
返
還
す
る
こ
と
。
 

  
 

規
則

1
3
8

別
記
様
式
第
3号

 

(N
o.
 
A 
・
 B
 ・

 C
 ―

 
 
 
 
 
 
) 

 

構
内
駐
車
証
(東

千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
) 

 
 職

員
・

学
生
 
職

員
＝
配
属
又
は
所
属
 

学
生
＝
学
生
番
号
 

 
 

氏
名
 
 
 

連
絡

先
電

話
番

号
 
 
 

車
両

番
号
 
 
 

有
効

期
限
 
 
 

広
島

大
学
 

 

(本
証
は
，
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
に
駐
車
す
る
者
専
用
の
駐
車
証
で
す
。
) 

   

注
意

事
項
 

 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ

て
運
転
す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
表
面
が
見
え
る
よ
う
に
置
く
こ
と
。
 

3．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。
 

4．
所
定
の
駐
車
場
以
外
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
構
内
の
部
局
の
行
事
又
は
緊
急
事
態
の
発
生
等
に
よ
り
，
臨
時
に
規
制
を
行
う
と
き

に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

7．
そ
の
他
騒
音
の
防
止
な
ど
教
育
環
境
の
保
持
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
違
反
車
両
に
の
り
付
け
し
た
上
，
車
両
を
固
定
す

る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
3箇

月
間
，
構
内
へ
の
駐
車
を
禁
止
す

る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ

る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

規
則

1
3
7

―規則� ―71



別
記
様
式
第
5号

 

 パ
ス
カ
ー
ド
 

 

表
面
 

  
 

 
 

 
 

パ
ス

カ
ー

ド
 

 
 

職
員
・
学
生
番
号
 

 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
効
期
間
 
 
 

年
 

 
 

月
 
 
 

日
ま
で
 

広
島
大
学
 
 
 

  

裏
面
 

  
 

 

注
意
 

  

1．
本
カ
ー
ド
は
，
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
入
・
出
構
す
る
際
，
ゲ
ー
ト
の
読
取
機
に
通
し
て

く
だ
さ
い
。
 

2．
本
券
を
破
損
又
は
紛
失
し
た
場
合
は
，
再
交
付
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

  

 
 

  
 

規
則

1
4
0

別
記
様
式
第

4
号
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

整
理

No
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 

 
臨
時
入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
（
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
）
当
日
限
り
有
効
 

申
請
区
分
 

□
 
職
員
 

□
 
そ
の
他
 

入
構
日
 

平
成
 
年
 
月
 
日
 

駐
車
時
間
 

午
前
 
 
 
 
 
：
 
 
 
 
 
～
 
 
 
 
 
：
 

午
後
 
 
 
 
 
：
 
 
 
 
 
～
 
 
 
 
 
：
 

配
属
又
は
所
属
 

広
島
大
学
関
係
者
の
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発
行
部
局
等
の
長
（
 
 
 
 
）
 

運
転
者
氏
名
 

 

業
務
先
及
び
業
務
 

業
務
先
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 確

認
印
 
㊞
 

（
記
入
例
）
 

○
○
の
会
議
出
席
の
た
め
 

○
○
研
究
室
に
お
い
て
○
○
先
生
と
研
究
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
 

１
．
本
申
請
書
・
証
明
書
は
，
部
局
等
の
長
の
責
任
に
お
い
て
発
行
す
る
，
臨
時
に
広
島

大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
 

 
 
入
構
す
る
者
専
用
の
入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
で
す
。
 

２
．
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
業
務
が
あ
り
，
一
時
的
に
駐
車
場
の
利
用
を
希
望

さ
れ
る
方
は
，
こ
の
申
請
書
・
 

 
 
証
明
書
に
記
載
し
，
駐
車
券
と
と
も
に
東
千
田
地
区
支
援
室
に
お
持
ち
下
さ
い
。
 

 
 
業
務
と
確
認
で
き
る
場
合
は
，
無
料
駐
車
の
認
証
を
し
ま
す
。
 

３
．
支
援
室
開
室
時
間
 
：
 
平
日
 
８
：
３
０
～
２
１
：
０
０
 
 
土
曜
 
９
：
４
５

～
１
８
：
３
０
 

 
 
＊
な
お
，
支
援
室
開
室
時
間
外
の
対
応
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
，
ご
注
意
願
い
ま
す
。
 

  
 

規
則

1
3
9

―規則� ―72



別
記
様
式
第
5号

 

 パ
ス
カ
ー
ド
 

 

表
面
 

  
 

 
 

 
 

パ
ス

カ
ー

ド
 

 
 

職
員
・
学
生
番
号
 

 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
効
期
間
 
 
 

年
 

 
 

月
 
 
 

日
ま
で
 

広
島
大
学
 
 
 

  

裏
面
 

  
 

 

注
意
 

  

1．
本
カ
ー
ド
は
，
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
入
・
出
構
す
る
際
，
ゲ
ー
ト
の
読
取
機
に
通
し
て

く
だ
さ
い
。
 

2．
本
券
を
破
損
又
は
紛
失
し
た
場
合
は
，
再
交
付
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

  

 
 

  
 

規
則

1
4
0

別
記
様
式
第

4
号
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

整
理

No
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 

 
臨
時
入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
（
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
）
当
日
限
り
有
効
 

申
請
区
分
 

□
 
職
員
 

□
 
そ
の
他
 

入
構
日
 

平
成
 
年
 
月
 
日
 

駐
車
時
間
 

午
前
 
 
 
 
 
：
 
 
 
 
 
～
 
 
 
 
 
：
 

午
後
 
 
 
 
 
：
 
 
 
 
 
～
 
 
 
 
 
：
 

配
属
又
は
所
属
 

広
島
大
学
関
係
者
の
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発
行
部
局
等
の
長
（
 
 
 
 
）
 

運
転
者
氏
名
 

 

業
務
先
及
び
業
務
 

業
務
先
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 確

認
印
 
㊞
 

（
記
入
例
）
 

○
○
の
会
議
出
席
の
た
め
 

○
○
研
究
室
に
お
い
て
○
○
先
生
と
研
究
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
 

１
．
本
申
請
書
・
証
明
書
は
，
部
局
等
の
長
の
責
任
に
お
い
て
発
行
す
る
，
臨
時
に
広
島

大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
 

 
 
入
構
す
る
者
専
用
の
入
構
許
可
申
請
書
・
証
明
書
で
す
。
 

２
．
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
業
務
が
あ
り
，
一
時
的
に
駐
車
場
の
利
用
を
希
望

さ
れ
る
方
は
，
こ
の
申
請
書
・
 

 
 
証
明
書
に
記
載
し
，
駐
車
券
と
と
も
に
東
千
田
地
区
支
援
室
に
お
持
ち
下
さ
い
。
 

 
 
業
務
と
確
認
で
き
る
場
合
は
，
無
料
駐
車
の
認
証
を
し
ま
す
。
 

３
．
支
援
室
開
室
時
間
 
：
 
平
日
 
８
：
３
０
～
２
１
：
０
０
 
 
土
曜
 
９
：
４
５

～
１
８
：
３
０
 

 
 
＊
な
お
，
支
援
室
開
室
時
間
外
の
対
応
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
，
ご
注
意
願
い
ま
す
。
 

  
 

規
則

1
3
9

○
広
島
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則

 
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

11
1
号

)   
広
島
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
学
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

1
号

)第
28

条
の
規
定
に
基
づ
き
，

広
島
大
学

(以
下
「
大
学
」
と
い
う
。

)に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
職
員
，
学
生
，
生
徒
，
児
童
及
び
園

児
並
び
に
そ
の
関
係
者

(以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。

)の
人
権
を
侵
害
し
，
又
は
就
学
，
就
労
，
教
育
若

し
く
は
研
究

(以
下
「
就
学
・
就
労
」
と
い
う
。

)の
権
利
等
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
た

ち
，
大
学
に
お
い
て
そ
の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
，
事
後
，
適
切
に
対
応
す
る
た
め
，
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(定

義
等

) 
第

2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
，
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
そ
の
ほ

か
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
い
う
。

 
2 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
，
一
定
の
就
学
・
就
労
上
の
関
係
に

あ
る
大
学
の
構
成
員
が
，
相
手
の
意
に
反
す
る
性
的
な
性
質
の
不
適
切
な
言
動
を
行
い
，
こ
れ
に
よ
っ
て

相
手
が
，
精
神
的
な
面
を
含
め
て
，
学
業
や
職
務
遂
行
に
関
連
し
て
一
定
の
不
利
益
・
損
害
を
被
る
か
，

若
し
く
は
学
業
や
職
務
に
関
連
し
て
一
定
の
支
障
が
生
じ
る
こ
と
，
又
は
就
学
・
就
労
の
た
め
の
環
境
を

悪
化
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

 
3 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
そ
の
ほ
か
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
，
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
は

あ
た
ら
な
い
が
，
一
定
の
就
学
・
就
労
上
の
関
係
に
あ
る
大
学
の
構
成
員
が
，
相
手
の
意
に
反
す
る
不
適

切
な
言
動
を
行
い
，
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
が
，
精
神
的
な
面
を
含
め
て
，
学
業
や
職
務
遂
行
に
関
連
し
て

一
定
の
不
利
益
・
損
害
を
被
る
か
，
若
し
く
は
学
業
や
職
務
に
関
連
し
て
一
定
の
支
障
が
生
じ
る
こ
と
，

又
は
そ
の
よ
う
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。

 
4 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
行
為
者
と
さ
れ
た
者

(以
下
「
行
為
者
と
さ
れ
た
者
」
と
い
う
。

)の
言
動
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
行
為
者
と
さ
れ
た
者
が
第

2
項
又
は
前
項
の
行
為
を
行
う
と
の
意
図
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

 
(2

) 
当
該
言
動
が
明
ら
か
に
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 
(防

止
及
び
啓
発

) 
第

3
条
 
大
学
は
，
職
員
及
び
学
生
等
に
対
し
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
啓
発
に
努
め

る
。

 
(相

談
体
制

) 
第

4
条
 
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
へ
の
対
応
は
，
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
室

(以
下
「
相
談
室
」
と
い
う
。

)が
行
う
。

 
2 

相
談
室
は
，
前
項
の
相
談
に
際
し
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者

(以
下
「
被
害
を
受
け

た
と
す
る
者
」
と
い
う
。

)の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
，
人
権
を
侵
害
し
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る

も
の
と
す
る
。

 

規
則

1
4
2

別
記
様
式
第
6号

 

 駐
車
券
 

 

表
面
 

 
 

広
島

大
学

東
千

田
キ

ャ
ン

パ
ス

駐
車

場
 

 
 

 
 

 
 

こ
の

券
は

持
っ

て
降

り
て

く
だ

さ
い
 

 
 

・
こ
の
券
は
，
出
構
の
際
に
必
要
で
す
。
 

・
出
構
の
際
に
，
出
口
の
読
取
機
に
挿
入
し
，
利
用
時
間
に
応
じ
た
料
金
を
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。
 

   

※
入
構
後
20
分
以
内
に
出
構
す
る
場
合
は
，
無
料
で
す
。
 

 
AW
36
47
 

  

裏
面
 

 
 

 業
務
で
お
越
し
の
際
は
，
無
料
認
証
い
た
し
ま
す
の
で
，
下
記
へ
 

ご
提
示
く
だ
さ
い
。
 

 
・
東
千
田
地
区
支
援
室
（
広
島
大
学
に
御
用
の
方
）
 

 
・
放
送
大
学
事
務
室
（
放
送
大
学
に
御
用
の
方
）
 

 

  

 
 

ご
注
意
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
．

駐
車

中
に

お
け

る
事

故
，

災
害

，
盗

難
に

つ
い

て
は

責
任

を
負

い
ま

せ

ん
。
 

2
．
こ
の
券
は
，
出
構
の
際
に
必
要
で
す
か
ら
紛
失
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
 

3．
車
を
離
れ
る
時
は
施
錠
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

  

規
則

1
4
1
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 (略
) 

附
 
則

(平
成

28
年

3
月

31
日
規
則
第

63
号

) 
  

こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

1
4
4

(調
査
体
制

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
実
関
係
を
調
査
す
る
た
め
，
及
び
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
た
め
，

当
該
の
事
案
ご
と
に
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
会

(以
下
「
調
査
会
」
と
い
う
。

)を
設
置
す
る
。

 
2 

前
項
の
調
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

 
3 

調
査
会
は
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
，
行
為
者
と
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
ほ
か
の
関
係
者
か
ら
公
正
な

事
情
聴
取
を
行
い
，
調
査
結
果
を
速
や
か
に
学
長
に
報
告
す
る
。

 
4 

前
項
の
事
情
聴
取
に
お
い
て
は
，
事
情
聴
取
対
象
者
の
人
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
は
十
分
に
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
5 

調
査
会
は
，
調
査
の
過
程
で
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
の
緊
急
避
難
措
置
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る

者
と
行
為
者
と
さ
れ
た
者
と
の
間
の
調
整
又
は
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
若
し
く
は
行
為
者
と
さ
れ
た
者

の
配
属
又
は
所
属
す
る
部
局
等
で
の
調
査
や
調
整
等
の
勧
告
等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
，
こ
れ
を
行
う
。

 
6 

前
項
の
勧
告
に
基
づ
き
，
部
局
等
に
調
査
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
(措

置
等
の
決
定

) 
第

6
条
 
学
長
は
，
調
査
会
か
ら
の
調
査
結
果
の
報
告
を
受
け
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
の
不
利
益
の
回

復
，
環
境
の
改
善
及
び
行
為
者
と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
指
導
の
措
置
等
を
決
定
す
る
。

 
2 

学
長
は
，
前
項
の
決
定
に
当
た
り
，
さ
ら
に
審
議
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
，
教
育
研

究
評
議
会

(以
下
「
評
議
会
」
と
い
う
。

)に
付
議
す
る
。

 
(措

置
等
の
実
施

) 
第

7
条
 
学
長
は
，
前
条
の
決
定

(評
議
会
の
審
議
内
容
等
を
含
む
。

)に
基
づ
き
，
必
要
な
措
置
等
を
講
じ

る
。

 
(告

知
及
び
不
服
申
立
て

) 
第

8
条
 
学
長
は
，
前

2
条
の
結
果
に
つ
い
て
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
及
び
行
為
者
と
さ
れ
た
者
に
対

し
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
の
告
知
内
容
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
，
学
長
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

 
(雑

則
) 

第
9
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
事
後
の
対
応
に
関
し
必
要
な
事

項
は
，
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則

 
1 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
2 

旧
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程

(平
成

11
年
広
島
大
学
規
程
第

12
号
。
以
下

「
旧
規
程
」
と
い
う
。

)に
よ
り
置
か
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
及
び
同
専
門
相
談
員
が
行
っ
た
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
業
務
等
の
行
為
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
置
か
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
及
び

同
専
門
相
談
員
が
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 
3 

旧
規
程
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
会
に
つ
い
て
は
，
こ
の
規
則
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。

 

規
則

1
4
3

―規則� ―74



(調
査
体
制

) 
第

5
条
 
学
長
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
実
関
係
を
調
査
す
る
た
め
，
及
び
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
た
め
，

当
該
の
事
案
ご
と
に
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
会

(以
下
「
調
査
会
」
と
い
う
。

)を
設
置
す
る
。

 
2 

前
項
の
調
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。

 
3 

調
査
会
は
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
，
行
為
者
と
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
ほ
か
の
関
係
者
か
ら
公
正
な

事
情
聴
取
を
行
い
，
調
査
結
果
を
速
や
か
に
学
長
に
報
告
す
る
。

 
4 

前
項
の
事
情
聴
取
に
お
い
て
は
，
事
情
聴
取
対
象
者
の
人
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
は
十
分
に
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
5 

調
査
会
は
，
調
査
の
過
程
で
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
の
緊
急
避
難
措
置
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る

者
と
行
為
者
と
さ
れ
た
者
と
の
間
の
調
整
又
は
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
若
し
く
は
行
為
者
と
さ
れ
た
者

の
配
属
又
は
所
属
す
る
部
局
等
で
の
調
査
や
調
整
等
の
勧
告
等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
，
こ
れ
を
行
う
。

 
6 

前
項
の
勧
告
に
基
づ
き
，
部
局
等
に
調
査
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
(措

置
等
の
決
定

) 
第

6
条
 
学
長
は
，
調
査
会
か
ら
の
調
査
結
果
の
報
告
を
受
け
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
の
不
利
益
の
回

復
，
環
境
の
改
善
及
び
行
為
者
と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
指
導
の
措
置
等
を
決
定
す
る
。

 
2 

学
長
は
，
前
項
の
決
定
に
当
た
り
，
さ
ら
に
審
議
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
，
教
育
研

究
評
議
会

(以
下
「
評
議
会
」
と
い
う
。

)に
付
議
す
る
。

 
(措

置
等
の
実
施

) 
第

7
条
 
学
長
は
，
前
条
の
決
定

(評
議
会
の
審
議
内
容
等
を
含
む
。

)に
基
づ
き
，
必
要
な
措
置
等
を
講
じ

る
。

 
(告

知
及
び
不
服
申
立
て

) 
第

8
条
 
学
長
は
，
前

2
条
の
結
果
に
つ
い
て
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
及
び
行
為
者
と
さ
れ
た
者
に
対

し
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
の
告
知
内
容
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
，
学
長
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

 
(雑

則
) 

第
9
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
事
後
の
対
応
に
関
し
必
要
な
事

項
は
，
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則

 
1 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
2 

旧
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程

(平
成

11
年
広
島
大
学
規
程
第

12
号
。
以
下

「
旧
規
程
」
と
い
う
。

)に
よ
り
置
か
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
及
び
同
専
門
相
談
員
が
行
っ
た
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
業
務
等
の
行
為
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
置
か
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
及
び

同
専
門
相
談
員
が
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 
3 

旧
規
程
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
会
に
つ
い
て
は
，
こ
の
規
則
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。

 

規
則

1
4
3

第
9
条
 
早
期
履
修
を
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
の
取
消
し
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
履
修
手
続
期

間
内
に
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
取
消
・
変
更
届

(別
記
様
式
第

3
号

)に
よ
り
，
当
該
授
業
科
目
を

開
設
す
る
研
究
科
の
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
の
取
消
し
は
，
早
期
履
修
を
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業
科
目

の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
，
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

 
3 

第
1
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
の
変
更
は
，
前
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
科
目
の
取
消
し
を
行
う
場
合
に

限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
，
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
(授

業
科
目
の
成
績
評
価
及
び
単
位
の
授
与

) 
第

10
条
 
授
業
科
目
の
成
績
評
価
及
び
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
大
学
院
規
則

(平
成

20
年

1
月

15
日
規
則
第

2
号

)第
29

条
及
び
第

30
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 
(修

得
し
た
単
位
の
取
扱
い

) 
第

11
条
 
第

6
条
の
規
定
に
よ
り
履
修
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
早
期
履
修
者
」
と
い
う
。
）
が
修
得

し
た
単
位
に
つ
い
て
は
，
早
期
履
修
者
が
卒
業
後
当
該
研
究
科
に
入
学
し
た
場
合
に
限
り
，

10
単
位
の

範
囲
内
で
当
該
研
究
科
が
定
め
る
単
位
数
を
限
度
と
し
て
当
該
研
究
科
の
修
了
要
件
単
位
に
含
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
2 

前
項
に
規
定
す
る
研
究
科
が
定
め
る
単
位
数
を
，
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長

(教
育
・
学
生
担
当

)決
裁

)第
2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
認
定
単
位
数
等
に
含

め
る
か
ど
う
か
は
，
各
研
究
科
が
定
め
る
。

 
3 

早
期
履
修
者
が
修
得
し
た
単
位
は
，
所
属
学
部
の
卒
業
要
件
単
位
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
(授

業
料

) 
第

12
条
 
早
期
履
修
者
が
履
修
す
る
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
に
係
る
授
業
料
は
，
徴
収
し
な
い
も
の
と

す
る
。

 
附
 
則

 
こ
の
細
則
は
，
平
成

21
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 

(略
) 

 附
 
則

(平
成

30
年

3
月

5
日
 
一
部
改
正

) 
1 

こ
の
細
則
は
，
平
成

30
年

3
月

5
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
2 

こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
学
部
生
の
大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
に
関
す
る
細
則
の
規
定
は
，

平
成

27
年
度
入
学
生
か
ら
適
用
す
る
。

 
別
表

(第
3
条
関
係

) 
(略

) 

規
則

1
4
6

○
広
島
大
学
学
部
生
の
大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
に
関
す
る
細
則

 
(平

成
21

年
3
月

31
日
理
事

(教
育
担
当

)決
裁

)   
広
島
大
学
学
部
生
の
大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
に
関
す
る
細
則

 
(趣

旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号

)第
26

条
第

2
項
の
規
定
に

基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。

)の
学
部
生
が
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ

と
(以

下
「
早
期
履
修
」
と
い
う
。

)に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
(目

的
) 

第
2
条
 
早
期
履
修
は
，
本
学
大
学
院
に
進
学
を
志
望
す
る
学
業
優
秀
な
学
部
生
に
対
し
て
本
学
大
学
院
教

育
課
程
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
，
大
学
院
教
育
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

 
(実

施
研
究
科
及
び
授
業
科
目
等

) 
第

3
条
 
早
期
履
修
を
実
施
す
る
研
究
科
，
授
業
科
目
等
は
，
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(履

修
資
格

) 
第

4
条
 
早
期
履
修
が
で
き
る
者
は
，
次
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 
(1

) 
履
修
時
に
本
学
の
学
部
の
卒
業
予
定
年
次
に
在
籍
す
る
者

 
(2

) 
本
学
大
学
院
に
進
学
を
志
望
す
る
者

 
(3

) 
進
学
を
志
望
す
る
研
究
科
が
定
め
る

G
PA

の
値
を
上
回
る
者

 
(申

請
手
続

) 
第

5
条
 
早
期
履
修
を
希
望
す
る
者
は
，
履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
始
め
の

1
月
前
ま
で
に
大
学
院
授
業

科
目
早
期
履
修
申
請
書

(別
記
様
式
第

1
号

)に
よ
り
，
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目
を
記
載
の
上
，
所

属
学
部
の
長
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
に
よ
り
申
請
で
き
る
研
究
科
は
，
一
の
研
究
科
に
限
る
も
の
と
す
る
。

 
(学

部
長
の
推
薦

) 
第

6
条
 
所
属
学
部
の
長
は
，
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き

は
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
申
請
書
に
履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
成
績
を
記
載
し

た
書
類
を
添
え
て
，
当
該
授
業
科
目
を
開
設
す
る
研
究
科
の
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(履

修
の
許
可

) 
第

7
条
 
研
究
科
の
長
は
，
前
条
の
推
薦
に
基
づ
き
審
査
の
上
，
当
該
研
究
科
の
授
業
科
目
の
履
修
を
許
可

す
る
も
の
と
し
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通
知
書

(別
記
様
式
第

2
号

)に
よ
り
，
所
属
学
部
の
長
を

通
じ
て
本
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
(履

修
科
目
の
上
限

) 
第

8
条
 
履
修
科
目
と
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，

10
単
位
の
範
囲
内
で
各
研
究
科
が
定

め
る
。

 
(履

修
科
目
の
取
消
し
・
変
更

) 

規
則

1
4
5

―規則� ―75



別
記
様
式
第

2号
(第

7条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通
知
書

 
 (申

請
者

) 
所
属
学
部

 
学
生
番
号

 
氏
 
 
名

 
  
上
記
申
請
者
の
○
○
研
究
科
に
お
け
る
早
期
履
修
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
審
査
結
果
を
通
知
す
る
。

 
記

 
専
攻
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
前
期
・
後
期
・

通
年
の
別

 
許
可
・
不
許
可
の
別

 
備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(研

究
科
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  広

島
大
学
 

   
 
 
 
 
 

   
長

   
印

 
 (注

)  
1．

履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
，
本
研
究
科
で
履
修
登
録
を
行
い
ま
す
。

 
 
 
 

2．
履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業
科
目
の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の

事
情
に
よ
り
履
修
で
き
な
い
授
業
科
目
が
あ
る
場
合
は
，
必
ず
履
修
手
続
期
間
中
に
本
研
究
科
の

学
生
支
援
グ
ル
ー
プ
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

 
3．

2
に
基
づ
き
履
修
科
目
の
取
消
し
を
行
っ
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範

囲
内
に
お
い
て
，
本
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目

(後
期
の
履
修
手
続
期
間
中
の
届
出
に
あ
っ

て
は
，
前
期
及
び
通
年
開
講
の
授
業
科
目
を
除
く
。

)の
中
か
ら
履
修
科
目
の
変
更
が
可
能
で
す
。

 
 

規
則

1
4
8

別
記
様
式
第

1号
(第

5条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
申
請
書

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

(履
修
を
希
望
す
る
研
究
科
の
長

) 
 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
殿

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(申
請
者

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
学
部
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
  
貴
研
究
科
の
下
記
授
業
科
目
を
履
修
し
た
い
の
で
，
御
許
可
願
い
ま
す
。

 
記

 
専
攻
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
前
期
・
後
期
・
通
年
の
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 申

請
者
の
履
修
計
画
・
目
的
等

 
    所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
・
指
導
教
員
・
学
科
長
等
の
所
見

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教
員
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

本
学
部
所
属
の
上
記
申
請
者
が
，
貴
研
究
科
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
教
育
上
有
益
と

認
め
，
推
薦
い
た
し
ま
す
。

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(所
属
学
部
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 

 
 ※
「
氏
名
」
は
，
必
ず
申
請
者
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

 
※

 履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
成
績
を
記
載
し
た
書
類

(G
PA

含
む
。

)を
，
所
属
学
部
の
学

生
支
援
室
で
添
付
し
ま
す
。

 
※

 記
入
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
履
修
管
理
に
関
す
る
業
務
に
の
み
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
目
的
以

外
で
利
用
又
は
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

 

規
則

1
4
7

―規則� ―76



別
記
様
式
第

2号
(第

7条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通
知
書

 
 (申

請
者

) 
所
属
学
部

 
学
生
番
号

 
氏
 
 
名

 
  
上
記
申
請
者
の
○
○
研
究
科
に
お
け
る
早
期
履
修
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
審
査
結
果
を
通
知
す
る
。

 
記

 
専
攻
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
前
期
・
後
期
・

通
年
の
別

 
許
可
・
不
許
可
の
別

 
備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(研

究
科
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  広

島
大
学
 

   
 
 
 
 
 

   
長

   
印

 
 (注

)  
1．

履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
，
本
研
究
科
で
履
修
登
録
を
行
い
ま
す
。

 
 
 
 

2．
履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業
科
目
の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の

事
情
に
よ
り
履
修
で
き
な
い
授
業
科
目
が
あ
る
場
合
は
，
必
ず
履
修
手
続
期
間
中
に
本
研
究
科
の

学
生
支
援
グ
ル
ー
プ
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

 
3．

2
に
基
づ
き
履
修
科
目
の
取
消
し
を
行
っ
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範

囲
内
に
お
い
て
，
本
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目

(後
期
の
履
修
手
続
期
間
中
の
届
出
に
あ
っ

て
は
，
前
期
及
び
通
年
開
講
の
授
業
科
目
を
除
く
。

)の
中
か
ら
履
修
科
目
の
変
更
が
可
能
で
す
。

 
 

規
則

1
4
8

別
記
様
式
第

1号
(第

5条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
申
請
書

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

(履
修
を
希
望
す
る
研
究
科
の
長

) 
 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
殿

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(申
請
者

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
学
部
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
  
貴
研
究
科
の
下
記
授
業
科
目
を
履
修
し
た
い
の
で
，
御
許
可
願
い
ま
す
。

 
記

 
専
攻
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
前
期
・
後
期
・
通
年
の
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 申

請
者
の
履
修
計
画
・
目
的
等

 
    所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
・
指
導
教
員
・
学
科
長
等
の
所
見

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教
員
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

本
学
部
所
属
の
上
記
申
請
者
が
，
貴
研
究
科
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
教
育
上
有
益
と

認
め
，
推
薦
い
た
し
ま
す
。

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(所
属
学
部
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 

 
 ※
「
氏
名
」
は
，
必
ず
申
請
者
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

 
※

 履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
成
績
を
記
載
し
た
書
類

(G
PA

含
む
。

)を
，
所
属
学
部
の
学

生
支
援
室
で
添
付
し
ま
す
。

 
※

 記
入
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
履
修
管
理
に
関
す
る
業
務
に
の
み
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
目
的
以

外
で
利
用
又
は
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

 

規
則

1
4
7

○
学

業
に

関
す
る

評
価

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 
平
成

18
年

4月
1日

 
副
学

長
(教

育
・

研
究

担
当

)決
裁

 
 Ⅰ

 
学

部
学

生
の

学
業

に
関

す
る

評
価

に
つ

い
て

 
1.

 授
業

科
目

の
成

績
評

価
及

び
到

達
度

の
評

価
に

つ
い

て
 

(1
) 

授
業

科
目

の
成

績
評

価
 

次
の

い
ず

れ
か

又
は

併
用

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

①
 

秀
，

優
，

良
，

可
及

び
不

可
の

5段
階

評
価

と
す

る
。

な
お

，
不

可
に

つ
い

て
は

，
そ

の
評

価
が

出
席

回
数

不
足

，
期

末
試

験
未

受
験

等
の

理
由

に
よ

る
場

合
，

学
生

に
対

し
て

欠
席

と
通

知
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
5段

階
評

価
の

基
準

は
，

10
0点

満
点

で
採

点
し

た
場

合
に

，
90

点
以

上
を

秀
，

80
～

89
点

を
優

，

70
～

79
点

を
良

，
60

～
69

点
を

可
と

し
，

60
点

未
満

は
不

可
（

不
合

格
）

と
す

る
。

 
②

 
0～

10
0点

の
点

数
評

価
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
60

点
未

満
は

不
合

格
と

す
る

。
 

(2
) 

到
達

度
の

評
価

 
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
詳

述
書

で
定

め
た

学
習

の
成

果
の

評
価

項
目

と
評

価
基

準
に

基
づ

き
，
到

達
度

の
評

価
は

，
「

極
め

て
優

秀
」
，
「

優
秀

」
及

び
「

良
好

」
の

3段
階

評
価

と
す

る
。

 

 
2.

 平
均
評

価
点

(G
PA

：
G

ra
de

 P
oi

nt
 A

ve
ra

ge
)に

つ
い

て
 

本
学

共
通

の
平
均

評
価

点
(G

PA
：

G
ra

de
 P

oi
nt

 A
ve

ra
ge

)の
算

出
方

法
等
に

つ
い

て
は
，
以
下

の
方

法
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

 [
計
算

式
] 

1
0
0

4
1

2
3

4
×

×
×

+
×

+
×

+
×

=
総
登
録
単
位
数

可
の
単
位
数

良
の
単
位
数

優
の
単
位
数

秀
の
単
位
数

平
均
評
価
点

 
(1

) 
平
均

評
価
点

は
，

小
数

点
第

3位
以
下

を
切

り
捨
て

る
も

の
と

す
る
。

 
(2

) 
各
学

期
（
直

前
の

期
）

及
び

通
年

（
入

学
後

か
ら

直
前

の
期

）
で

計
算

す
る

も
の

と
す

る
。
 

(3
) 

5段
階

評
価

が
付

さ
れ

て
い

る
授

業
科

目
を

計
算

の
対

象
と

す
る

。
  

  Ⅱ
 

大
学

院
学

生
及

び
専

攻
科

学
生

の
学

業
に

関
す

る
評

価
に

つ
い

て
 

 
授

業
科

目
の

成
績

評
価

を
行

い
，

そ
の

評
価

は
，

次
の

い
ず

れ
か

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

1.
 秀

，
優

，
良

，
可

及
び

不
可

の
5段

階
評

価
と

す
る

。
な

お
，

不
可

に
つ

い
て

は
，

そ
の

評
価

が
出

席
回

数
不

足
，
期

末
試

験
未

受
験

等
の

理
由

に
よ

る
場

合
，
学

生
に

対
し

て
欠

席
と

通
知

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

5段
階

評
価

の
基

準
は

，
10

0点
満

点
で

採
点

し
た

場
合

に
，

90
点

以
上

を
秀

，
80

～
89

点
を

優
，

70
～

79
点

を
良

，
60

～
69

点
を

可
と

し
，

60
点

未
満

は
不

可
（

不
合

格
）

と
す

る
。

 

規
則

1
5
0

別
記
様
式
第

3号
(第

9条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
取
消
・
変
更
届

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(研

究
科
の
長

) 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
殿

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(届
出
者

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 

 
 
貴
研
究
科
で
早
期
履
修
を
許
可
さ
れ
て
い
る
下
記
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
履
修
科
目
の
取
消
し
・
変
更
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

 
記

 
 
履
修
科
目
の
取
消
し
を
す
る
授
業
科
目

 
専
攻
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
前
期
・
後
期
・
通
年
の
別

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 取
消
理
由

 

 
 

履
修
科
目
の
変
更
を
す
る
授
業
科
目
 
※
履
修
科
目
の
取
消
し
の
み
の
場
合
は
，
記
載
不
要

 
専
攻
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
前
期
・
後
期
・
通
年
の

別
 

承
諾
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (注
)  

1．
履
修
手
続
期
間
中
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
届
出
の
際
は
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通

知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

 
2．

履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業
科
目
の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の
事
情
に

よ
り
履
修
で
き
な
い
授
業
科
目
が
あ
る
場
合
に
限
り
，
履
修
科
目
の
取
消
し
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
3．

2
に
基
づ
き
履
修
科
目
の
取
消
し
を
行
う
場
合
に
限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範
囲
内
に
お

い
て
，
履
修
を
許
可
さ
れ
た
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目

(後
期
の
履
修
手
続
期
間
中
の
届
出
に
あ
っ

て
は
，
前
期
及
び
通
年
開
講
の
授
業
科
目
を
除
く
。

)の
中
か
ら
履
修
科
目
の
変
更
が
可
能
で
す
。
な
お
，

そ
の
場
合
は
，
履
修
を
希
望
す
る
授
業
科
目
の
担
当
教
員
に
予
め
押
印

(サ
イ
ン
可

)に
よ
り
承
諾
を
得
て

く
だ
さ
い
。

 
4．

記
入
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
履
修
管
理
に
関
す
る
業
務
に
の
み
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
目
的
以

外
で
利
用
又
は
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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○
気
象
警
報
の
発
表
，
公
共
交
通
機
関
の
運
休
又
は
事
件
・
事
故
等
の
場
合
に
お
け
る
授
業
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
平
成

24
年

2
月

13
日

 
理
事

(教
育
担
当

)決
裁

 
  
気
象
警
報
の
発
表
，
公
共
交
通
機
関
の
運
休
又
は
事
件
・
事
故
等
の
場
合
に
お
け
る
授
業

(期
末
試
験
等
を
含
む
。

)
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 第

1 
授
業
を
一
斉
休
講

(授
業
日
に
お
け
る
授
業

(土
曜
日
開
講
の
も
の
を
除
く
。

)の
休
講
を
い
う
。

)と
す
る
際
の

取
扱
い

 
 1 

理
事

(教
育
・
東
千
田
担
当

)(以
下
「
理
事
」
と
い
う
。

)の
判
断
を
必
要
と
し
な
い
一
斉
休
講

 
広
島
地
方
気

象
台
か
ら
，
特
別
警
報
が
広

島
市
又
は
東
広
島
市
に
対
し

て
発
表
さ
れ
た
場
合
は
，
そ

の
地
域
に

所
在
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
の
す
べ
て
の
授
業
を
一
斉
休
講
と
す
る
。

 
た
だ
し
，
東

広
島
市
に
対
し
て
波
浪
又
は

高
潮
の
特
別
警
報
の
み
が
発

表
さ
れ
た
場
合
は
，
一
斉
休

講
は
行
わ

な
い
。

 
 2 

理
事
の
判
断
を
必
要
と
す
る
一
斉
休
講

 
次
の
場
合
で
，
各
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
理
事
が
判
断
し
た
と
き
は
，

当
該
キ
ャ
ン
パ
ス
の
当
日
の
授
業
を
一
斉
休
講
と
す
る
。
な
お
，
霞
キ
ャ
ン
パ
ス

(東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス

)に
お
い
て

(1
)か

ら
(3

)ま
で
の
場
合
に
よ
り
一
斉
休
講
と
す
る
と
き
は
，
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス

(霞
キ
ャ
ン
パ
ス

)に
お
い
て
も

同
様
に
一
斉
休
講
と
す
る
。

 
一
斉
休
講
と
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
と
そ
の
判
断
時
刻
の
目
安
は

3.
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
広
島
地
方
気
象
台
か
ら
，
大
雨
，
洪
水
，
大
雪
，
暴
風
又
は
暴
風
雪
の
い
ず
れ
か
の
警
報
が
，
広
島
市
又
は

東
広
島
市
に
対
し
て
発
表
さ
れ
た
場
合

 
(2

) 
台
風
の
接
近
等
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
広
島
市
又
は
東
広
島
市
に
対
し
て
大
雨
，
洪
水
，
大
雪
，
暴
風
又
は
暴

風
雪
の
い
ず
れ
か
の
警
報
の
発
表
が
予
想
さ
れ
る
場
合

 
 
 

(3
) 

JR
山
陽
本
線
等
の
公
共
交
通
機
関
が
，
事
故
，
大
雨
等
の
災
害
又
は
ス
ト
ラ
イ
キ
等
で
運
休
す
る
場
合

 
 
 

(4
) 

学
生
・
職
員
が
大
学
へ
通
学
・
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
が
発
生
し
た
場
合

 
 
 

(5
) 

そ
の
他
，
事
件
・
事
故
等
が
発
生
し
，
構
内
へ
の
立
ち
入
り
が
規
制
さ
れ
た
場
合

 
 3 

一
斉
休
講
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
と
判
断
時
刻
の
目
安

 
一

斉
休
講

と
す
る

授
業
時

限
の
範

囲
 

判
断
時
刻
 

8
:
4
5
か
ら

12
:
10

ま
で
に

開
始
さ

れ
る
授

業
 

0
6
:
45
 頃

ま
で
 

1
2
:
50

か
ら

1
7
:0
5
ま

で
に
開
始

さ
れ
る

授
業
 

1
0
:
50
 頃

ま
で
 

1
7
:
30

か
ら

1
9
:4
0
ま

で
に
開
始

さ
れ
る

授
業
 

1
6
:
00
 頃

ま
で
 

 4 
一
斉
休
講
時
に
お
け
る
授
業
実
施
の
特
例

 
 
 
一
斉
休
講
時
に
お
い
て
授
業
を
実
施
で
き
る
特
例
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
野
外
実
習
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
一
斉
休
講
措
置
と
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
開

講
さ
れ
な

い
授
業
で
，
受
講
生
の
安
全

が
確
実
に
確
保
さ
れ
て
い
る

と
開
設
部
局
の
長
等
が
判
断

し
た
場
合

規
則

1
5
2

2.
 た

だ
し

，
特

別
な

理
由

に
よ

り
，

5段
階

評
価

に
よ

り
難

い
場

合
の

み
合

格
又

は
不

合
格

の
合

否
評

価
と

す
る

。
 

  Ⅲ
 

認
定

科
目

に
つ

い
て

 
 

1.
 入

学
前

に
他

大
学

等
で

行
っ

た
学

修
又

は
修

得
し

た
単

位
（

外
国

語
検

定
試

験
等

及
び

編
入

学
し

た
場

合

を
含

む
。
）

を
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

，
単

位
認

定
す

る
場

合
，

成
績

評
価

は
付

さ

な
い

。
 

 
2.

 入
学

後
に

他
大

学
等

で
行

っ
た

学
修

又
は

修
得

し
た

単
位

（
外

国
語

検
定

試
験

等
を

含
む

。
）

を
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

，
単

位
認

定
す

る
場

合
，

原
則

と
し

て
成

績
評

価
は

付
さ

な
い

。
た

だ
し

，
協

定
等

に
よ

り
成

績
評

価
を

付
す

相
応

の
根

拠
が

あ
る

場
合

に
限

り
，
学

部
等

の
判

断
に

よ
り

成

績
評

価
を

付
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
3.

 入
学

前
に

本
学

で
修

得
し

た
単

位
（

科
目

等
履

修
生

と
し

て
修

得
し

た
単

位
を

含
む

。
）

を
単

位
認

定
す

る
場

合
は

，
学

部
等

の
判

断
に

よ
り

成
績

評
価

を
付

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

4.
 成

績
評

価
を

付
さ

な
い

授
業

科
目

の
評

価
欄

は
，

認
定

と
表

示
す

る
。

 

  Ⅳ
 

適
用

に
つ

い
て

 
1.

 こ
の

取
扱

い
は

，
平

成
27

年
度

入
学

生
か

ら
適

用
す

る
。

 
2.

 平
成

26
年

度
以

前
に

入
学

し
た

学
生

の
学

業
に

関
す

る
評

価
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

，
こ

の
取

扱
い

に

か
か

わ
ら

ず
，

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

  
(注

)（
平

成
22

年
3月

16
日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，
平

成
22

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

 
 

(注
)（

平
成

23
年

3月
10

日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，
平

成
23

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

 
 

 
(注

)（
平

成
27

年
1月

7日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，
平

成
27

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。
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2.
 た

だ
し

，
特

別
な

理
由

に
よ

り
，

5段
階

評
価

に
よ

り
難

い
場

合
の

み
合

格
又

は
不

合
格

の
合

否
評

価
と

す
る

。
 

  Ⅲ
 

認
定

科
目

に
つ

い
て

 
 

1.
 入

学
前

に
他

大
学

等
で

行
っ

た
学

修
又

は
修

得
し

た
単

位
（

外
国

語
検

定
試

験
等

及
び

編
入

学
し

た
場

合

を
含

む
。
）

を
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

，
単

位
認

定
す

る
場

合
，

成
績

評
価

は
付

さ

な
い

。
 

 
2.

 入
学

後
に

他
大

学
等

で
行

っ
た

学
修

又
は

修
得

し
た

単
位

（
外

国
語

検
定

試
験

等
を

含
む

。
）

を
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

，
単

位
認

定
す

る
場

合
，

原
則

と
し

て
成

績
評

価
は

付
さ

な
い

。
た

だ
し

，
協

定
等

に
よ

り
成

績
評

価
を

付
す

相
応

の
根

拠
が

あ
る

場
合

に
限

り
，
学

部
等

の
判

断
に

よ
り

成

績
評

価
を

付
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
3.

 入
学

前
に

本
学

で
修

得
し

た
単

位
（

科
目

等
履

修
生

と
し

て
修

得
し

た
単

位
を

含
む

。
）

を
単

位
認

定
す

る
場

合
は

，
学

部
等

の
判

断
に

よ
り

成
績

評
価

を
付

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

4.
 成

績
評

価
を

付
さ

な
い

授
業

科
目

の
評

価
欄

は
，

認
定

と
表

示
す

る
。

 

  Ⅳ
 

適
用

に
つ

い
て

 
1.

 こ
の

取
扱

い
は

，
平

成
27

年
度

入
学

生
か

ら
適

用
す

る
。

 
2.

 平
成

26
年

度
以

前
に

入
学

し
た

学
生

の
学

業
に

関
す

る
評

価
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

，
こ

の
取

扱
い

に

か
か

わ
ら

ず
，

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

  
(注

)（
平

成
22

年
3月

16
日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，
平

成
22

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

 
 

(注
)（

平
成

23
年

3月
10

日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，
平

成
23

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

 
 

 
(注

)（
平

成
27

年
1月

7日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，
平

成
27

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

 

規
則

1
5
1

27
 

広
島
大
学

霞
地
区

体
育
館
使

用
細
則

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
(趣

旨
) 

第
1条

 
こ

の
細

則
は

，
広

島
大

学
霞

地
区

体
育

館
及

び
広

島
大

学
霞

地
区

課
外

活
動

等
共

用
施

設
内

規
第

6条
の

規
定

に
基
づ

き
，

広
島
大

学
霞

地
区

体
育
館

（
以

下
「
体

育
館

」
と

い
う

。）
の

使
用

に
つ
い

て
必

要
な
事

項
を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

(用
途

) 
第

2
条
 
体

育
館
は

，
次
の

用
途

に
使
用

す
る
も

の
と
す

る
。

 
(1

) 
霞
地
区

に
所
在

す
る
部

局
が

承
認
す

る
体
育

系
学
生

団
体
が

行
う
課

外
体
育

活
動

 
(2

) 
霞
地
区

に
所
在

す
る
部

局
の

学
生
及

び
職
員

の
ス
ポ

ー
ツ
活

動
 

(3
) 

医
学
部

長
が
適

当
と
認

め
た

行
事
等

 
 

(使
用
日
時

) 
第

3条
 

体
育
館

を
使
用

で
き
る

日
及
び

時
間
は

，
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

(1
) 

使
用
で

き
る
日

は
，
日

曜
日

，
国

民
の
祝

日
に
関

す
る
法
律
（
昭

和
23

年
法
律

第
17

8号
）
に
規

定
す
る

休
日
及
び

12
月

28
日

か
ら
翌

年
1月

4日
ま
で
の

期
間
以

外
の
日
と

す
る
。

 
(2

) 
使
用
で

き
る
時

間
は
，
午
前

9時
か

ら
午
後

9時
ま

で
と
す
る

。
た
だ

し
，
月

曜
日
か

ら
金
曜

日
の
午

後
5

時
以
降
及

び
土
曜

日
の
午

後
3時

以
降
は

，
体
育

活
動
以

外
に
は

使
用
で

き
な
い

も
の
と

す
る
。

 
2 

前
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

，
医
学

部
長
が

特
に
必

要
と
認

め
た
場

合
は
，

こ
の
限

り
で
は

な
い
。

 
（

使
用
手

続
）

 
第

4条
 

体
育

館
を

使
用

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

別
紙

様
式

に
よ

り
使

用
し

よ
う

と
す

る
3日

前
ま

で
に

所
属

部
局
の
事

務
部
を

経
て
医

学
部
長

に
願
い

出
て
，

そ
の
許

可
を
受

け
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(使
用

の
中
止

) 
第

5条
 

使
用
責

任
者
は

，
使
用

を
中
止

し
よ
う

と
す
る

と
き
は

，
直
ち

に
医
学

部
長
に

届
け
出

る
も
の

と
す
る

。 
 

(遵
守
事
項

) 
第

6条
 

体
育
館

を
使
用

す
る
者

は
，
次

の
事
項

を
遵
守

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(1
) 

許
可
を

受
け
た

目
的
以

外
の

用
途
に

使
用
し

な
い
こ

と
。

 
(2

) 
他
の
者

に
，
そ

の
全
部

又
は

一
部
を

転
貸
し

な
い
こ

と
。

 
(3

) 
使
用
時

間
を
遵

守
し
，

土
足

で
の
出

入
り
は

し
な
い

こ
と
。

 
(4

) 
火
気
は

使
用
し

な
い
こ

と
。

 
(5

) 
指
定
の

場
所
以

外
で
は

喫
煙

を
し
な

い
こ
と

。
 

(6
) 

飲
食
物

の
持
込

は
し
な

い
こ

と
。
 

 
(7

) 
指
定
の

場
所
以

外
に
掲

示
や

貼
り
紙

を
し
な

い
こ
と

。
 

(8
) 

使
用
許

可
を
受

け
た
場

所
，

備
品
又

は
用
具

以
外
の

も
の
を

無
断
で

使
用
し

な
い
こ

と
。

 
(9

) 
 施

設
，

設
備

又
は

備
品

を
滅

失
，

き
損

又
は

汚
損

し
た
場

合
は

，
速

や
か

に
係

員
に

連
絡

し
，

そ
の

指

示
に
従
う

こ
と
。

 
(1

0)
 使

用
後
は

，
清
掃

を
す
る
と

と
も
に

，
使
用

物
品
を

整
理
整

頓
し
，

消
灯
及

び
戸
締

り
を
行

う
こ
と

。
 

(1
1)

 係
員
の

指
示
事

項
を
遵

守
す

る
こ
と

。
 

規
則

1
5
4

は
，

当
該

授
業

を
実

施
で

き
る

。
 

(2
) 

双
方

向
シ

ス
テ

ム
に
よ
る

授
業
で

，
配
信

先
の
キ

ャ
ン

パ
ス
の

み
が
一

斉
休
講

で
あ

る
場
合

は
，
配

信
先

キ
ャ

ン
パ

ス
で

の
受

講
生

に
対

し
て

当
日

配
付

資
料

の
配

付
，

レ
ポ

ー
ト

提
出

等
に

よ
り

当
日

の
授

業
を

補

完
し

，
受

講
者

間
で

教
育

内
容

に
差

が
生

じ
な

い
と

開
設

部
局

の
長

等
が

判
断

し
た

場
合

に
，

配
信

元
の

授

業
を

実
施

で
き

る
。

 
 第

2 
第

1
以
外

の
取
扱

い
 

 第
1 

の
取
扱

い
に

基
づ

き
，
開

設
部
局

等
の

長
は

授
業

を
休

講
と
す

る
か

ど
う

か
判

断
す

る
こ
と

と
し
，
決
定

し
た

措
置

等
に

つ
い

て
は

，
速

や
か
に

理
事

へ
報

告
す

る
も

の
と
す

る
。

 
 第

3 
そ

の
他

 
 

第
2
に
か

か
わ

ら
ず

，
理

事
が

授
業
を

実
施

す
る

こ
と

が
困

難
で
あ

る
と

判
断

し
た
場
合

は
，
休

講
措

置
を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 
 第

4 
適

用
 

 
 

 こ
の

取
扱

い
は

，
平
成

28
年

10
月

1
日

か
ら

適
用

す
る
。

 
 

規
則

1
5
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規
則

1
5
6

 
(使

用
許
可

の
取
消

し
) 

第
7
条
 
医

学
部
長

は
，
使
用
者

が
第

6
条

の
規
定

に
違
反

し
た

と
き
は
，
使
用
の

許
可
を

取
り

消
す
こ

と
が

あ
る
。

 
2 

医
学

部
長

は
，

前
項

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

，
公

務
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
場

合
は

，
使

用
条

件
を

変
更
し
，

又
は
体

育
館
の

全
部
若

し
く
は

一
部
の

使
用
を

取
り
消

す
こ
と

が
で
き

る
。

 
 

(損
害
賠
償

) 
第

8条
 

使
用

者
が

，
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

施
設

，
設

備
又

は
備

品
を

滅
失

，
き

損
又

は
汚

損
し

た
場

合
は

，

そ
の
損
害

を
賠
償

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(事

務
) 

第
9条

 
体
育
館

に
関
す

る
事
務

は
，
学

生
支
援

室
に
お

い
て
処

理
す
る

。
 

 
(そ

の
他

) 
第

10
条

 
こ
の

細
則
に

定
め
る
も

の
の
ほ

か
，
体
育

館
の
使

用
に

関
し
必

要
な
事

項
は
，
医

学
部

長
が
定

め
る
。

 

   
  

  
  
附

  
則

  
 

  
 こ

の
細
則
は
，
昭
和

58
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(使

用
許
可

の
取
消

し
) 

第
7
条
 
医

学
部
長

は
，
使
用
者

が
第

6
条

の
規
定

に
違
反

し
た

と
き
は
，
使
用
の

許
可
を

取
り

消
す
こ

と
が

あ
る
。

 
2 

医
学

部
長

は
，

前
項

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

，
公

務
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
場

合
は

，
使

用
条

件
を

変
更
し
，

又
は
体

育
館
の

全
部
若

し
く
は

一
部
の

使
用
を

取
り
消

す
こ
と

が
で
き

る
。

 
 

(損
害
賠
償

) 
第

8条
 

使
用

者
が

，
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

施
設

，
設

備
又

は
備

品
を

滅
失

，
き

損
又

は
汚

損
し

た
場

合
は

，

そ
の
損
害

を
賠
償

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(事

務
) 

第
9条

 
体
育
館

に
関
す

る
事
務

は
，
学

生
支
援

室
に
お

い
て
処

理
す
る

。
 

 
(そ

の
他

) 
第

10
条

 
こ
の

細
則
に

定
め
る
も

の
の
ほ

か
，
体
育

館
の
使

用
に

関
し
必

要
な
事

項
は
，
医

学
部

長
が
定

め
る
。

 

   
  

  
  
附

  
則

  
 

  
 こ

の
細
則
は
，
昭
和

58
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

規
則

1
5
5

(1
) 

定
例
代
議
員
総
会

(年
1
回

) 
(2

) 
役
員
会
か
ら
の
要
請
が
あ
る
場
合

 
第

16
条
 
代
議
員
会
の
決
議
は
，
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
議
決
さ
れ
る
。
た
だ
し
，
代
議
員
の

2
分

の
1
以
上
の
出
席
を
要
す
る
。

 
第

17
条
 
代
議
員
会
の
議
長
は
自
治
会
長
が
，
副
議
長
は
自
治
副
会
長
が
そ
の
職
務
を
兼
任
す
る
。

 
第

18
条
 
代
議
員
会
議
長
は
議
会
の
運
営
を
総
括
し
，
副
議
長
は
議
長
を
補
佐
す
る
と
共
に
，
議
長
に
事

故
あ
る
時
は
そ
の
任
務
を
代
行
す
る
。
た
だ
し
議
長
な
ら
び
に
副
議
長
は
議
決
権
を
持
た
ず
，
議
決
が
２

分
し
た
場
合
は
，
議
長
に
一
任
さ
れ
る
。

 
第

19
条
 
代
議
員
の
辞
任
に
お
い
て
は
，
そ
の
選
出
母
体
の
過
半
数
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

20
条
 
各
代
議
員
は
，
代
議
員
議
長
に
対
し
て
そ
の
選
出
母
体
の
過
半
数
の
署
名
に
よ
る
罷
免
要
求
が

提
出
さ
れ
た
場
合
に
罷
免
さ
れ
る
。

 
第

4
章
 
 
役
 
員
 
会

 
第

21
条
 
役
員
会
は
，
自
治
会
総
会
お
よ
び
代
議
員
会
の
決
定
に
従
い
，
本
会
の
活
動
を
統
轄
し
，
執
行

す
る
。

 
第

22
条
 
役
員
会
は
，
定
例
代
議
員
会
に
活
動
方
針
，
予
算
案
な
ら
び
に
決
算
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
第

23
条
 
役
員
会
は
次
の
役
員
で
構
成
さ
れ
る
。

 
(1

) 
自
治
会
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
名

 
(2

) 
自
治
副
会
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
名

 
(3

) 
会
計
局
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
名

 
(4

) 
広
報
局
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
名

 
(5

) 
ク
ラ
ブ
運
営
局
長
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
名

 
(6

) 
庶
務
局
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
名

 
(7

) 
第
２
５
条
に
定
め
る
専
門
局
の
局
長
 
 
 
 

1
名

 
第

24
条
 
自
治
会
長
は
，
本
会
の
代
用
者
に
し
て
運
営
全
般
を
総
括
す
る
。
そ
の
選
出
に
関
し
て
は
細
則

を
別
に
定
め
る
。

 
第

25
条
 
各
役
員
は
自
治
会
長
の
任
目
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
，
役
員
は
代
議
員
と
兼
任
で
き

な
い

 
第

26
条
 
自
治
副
会
長
は
自
治
会
長
を
補
佐
し
，
自
治
会
長
に
事
故
あ
る
時
は
，
こ
れ
を
代
行
す
る
。

 
第

27
条
 
各
局
長
は
，
必
要
に
応
じ
て
局
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
第

28
条
 
自
治
会
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
，
新
た
な
専
門
局
を
設
置
で
き
る
。

 
第

29
条
 
役
員
の
任
期
は

5
月

1
日
か
ら
翌
年
の

4
月

30
日
ま
で
の

1
年
と
し
，
年
度
途
中
に
選
出
さ

れ
た
役
員
は
そ
の
人
気
は
次
年
度
の

4
月

30
日
ま
で
と
す
る
。
但
し
，
年
度
途
中
に
役
員
会
の
解
散
が

可
決
さ
れ
た
場
合
は
第

30
条
に
従
う
。

 
第

30
条
 
次
の
場
合
役
員
会
は
解
散
し
，
新
た
に
自
治
会
長
を
選
出
し
役
員
会
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
 

規
則

1
5
8

○
広
島
大
学
医
学
医
学
部
自
治
会
会
則

 
 

第
1
章
 
 
総
 
 
 
則

 
第

1
条
 
本
会
は
，
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
と
称
す
る
。

 
第

2
条
 
本
会
の
事
務
局
は
広
島
大
学
医
学
部
内
に
お
く
。

 
第

3
条
 
本
会
は
，
会
員
の
自
治
精
神
の
昂
揚
並
び
に
，
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
第

4
条
 
本
会
は
本
学
部
の
学
生
を
正
会
員
と
し
，
別
に
卒
業
生
を
会
友
と
す
る
。

 
第

5
条
 
本
会
は
，
医
学
部
長
を
名
誉
顧
問
と
し
，
顧
問
に
は
本
学
部
教
職
員
の
中
よ
り
，
本
会
役
員
が
委

託
す
る
。

 
第

6
条
 
本
会
は
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
次
の
機
関
を
お
く
。

 
(1

) 
広
島
大
学
医
学
部
自
治
総
会

 
(2

) 
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
代
議
員
会

 
(3

) 
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
役
員
会

 
第

2
章
 
 
自
治
会
総
会

 
第

7
条
 
自
治
会
総
会
は
最
高
の
権
限
を
有
す
る
議
決
機
関
で
あ
る
。

 
第

8
条
 
自
治
会
総
会
は
正
会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

 
第

9
条
 
自
治
会
総
会
は
，
正
会
員
の

3
分
の

1
以
上
の
要
請
が
あ
る
場
合
召
集
さ
れ
る
。

 
第

10
条
 
自
治
会
総
会
は
，
正
会
員
の

3
分
の

1
以
上
の
出
席
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
，
出
席
人
数
が
正

会
員
の

3
分
の

1
を
下
回
っ
た
時
点
で
流
会
と
す
る
。
ま
た
，
そ
の
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て

議
決
さ
れ
る
。

 
第

11
条
 
総
会
に
際
し
て
は
次
の
議
員
団
３
名
を
選
出
す
る
。

 
(1

) 
議
 
長
 
 
 

1
名

 
(2

) 
副
議
長
 
 
 

1
名

 
(3

) 
書
 
記
 
 
 

1
名

 
第

12
条
 
自
治
会
総
会
議
長
は
議
会
の
運
営
を
総
括
し
，
副
議
長
は
議
長
を
補
佐
す
る
と
と
も
に
，
議
長

に
事
故
あ
る
時
は
，
そ
の
任
務
を
代
行
す
る
。
た
だ
し
議
長
は
議
決
権
を
持
た
ず
，
議
決
が

2
分
し
た
場

合
は
議
長
に
一
任
さ
れ
る
。

 
第

3
章
 
 
代
議
員
会

 
第

13
条
 
代
議
員
会
は
自
治
会
総
会
に
次
ぐ
議
決
機
関
で
あ
っ
て
，
代
議
員
会
の
任
務
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

 
(1

) 
役
員
会
又
は
代
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
た
事
項
の
議
決
を
行
う
。

 
(2

) 
自
治
会
の
予
算
案
並
び
に
決
算
の
承
認
，
会
計
監
査
を
行
う
。

 
(3

) 
自
治
会
細
則
を
定
め
る
。

 
(3

) 
自
治
会
総
会
，
代
議
員
会
で
の
議
事
内
容
を
広
報
す
る
。

必
要
な
場
合
に
は
ク
ラ
ス
討
論
を
行
う
。

 
第

14
条
 
代
議
員
会
は
，
各
学
年
の
代
表
者
お
よ
び
各
学
科
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
欠

員
が
生
じ
た
場
合
に
は
た
だ
ち
に
補
充
さ
れ
る
。
そ
の
選
出
に
関
し
て
は
細
則
を
別
に
定
め
る
。

 
第

15
条
 
代
議
員
会
は
次
の
場
合
に
議
長
よ
り
召
集
さ
れ
る
。

 

規
則
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○
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
細
則

 
 

第
1
章
 
 
自
治
会
長
選
出

 
第

1
条
 
代
議
員
会
は
自
治
会
長
の
選
出
を
管
理
す
る
。

 
第

2
条
 
代
議
員
会
は

4
月

15
日
ま
で
に
自
治
会
長
選
挙
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
，
役

員
会
が
総
辞
職
又
は
リ
コ
ー
ル
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
は
，
そ
の
解
散
が
決
定
し
た
日
か
ら

3
日
以
内
に

自
治
会
選
挙
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

3
条
 
自
治
会
長
立
候
補
者
は
医
学
部

4
年
の
正
会
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
立
候
補
者
は
公

治
か
ら

3
日
以
内
に
代
議
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

4
条
 
公
示
か
ら
選
挙
ま
で
の
期
間
を
選
挙
運
動
期
間
と
す
る
。
代
議
員
会
は
，
選
挙
運
動
期
間
中
に
立

候
補
者
の
演
説
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
第

5
条
 
自
治
会
長
選
挙
は
公
示
か
ら

10
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
自
治
会
長
選
出
は
，
代
議
員
に

よ
る
無
記
名
投
票
を
行
い
，
立
候
補
者
中
の
最
高
得
票
者
を
当
選
と
す
る
。
尚
，
有
効
得
票
数
が
代
議
員

数
の
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合
は
，
そ
の
投
票
は
無
効
と
な
り
，
新
た
に
投
票
を
行
う
。

 
第

6
条
 
自
治
会
長
立
候
補
者
が

1
名
の
場
合
は
，
代
議
員
に
よ
る
信
任
投
票
を
行
い
，
有
効
投
票
数
の
過

半
数
を
も
っ
て
新
任
す
る
。
尚
，
有
効
得
票
数
が
代
議
員
数
の
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合
は
，
そ
の
投
票

は
無
効
と
な
り
，
新
た
に
投
票
を
行
う
。

 
第

7
条
 
自
治
会
長
立
候
補
者
の
い
な
い
場
合
は
再
度
公
布
す
る
。

 
第

8
条
 
選
挙
運
動
に
不
正
行
為
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
立
候
補
者
は
，
そ
の
資
格
を
失
う
。
尚
，
そ
の
決

定
は
代
議
員
会
が
行
う
。

 
 
 
第

2
章
 
 
 
代
議
員
選
出

 
第

9
条
 
代
議
員
の
選
出
に
お
い
て
は
，
そ
の
選
出
母
体
の
過
半
数
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

10
条
 
代
議
員
は
会
則
第

14
条
に
基
づ
き
，
次
の
も
の
が
選
出
さ
れ
る
。

 
(1

) 
医
学
科
，
総
合
薬
学
科
，
保
健
学
科
の
各
学
年
か
ら
選
出
さ
れ
た
学
年
代
表
者

(各
1
名

) 
(2

) 
医
学
科
，
総
合
薬
学
科
，
保
健
学
科
の
各
学
科
か
ら
選
出
さ
れ
た
学
科
代
表
者

(各
1
名

) 
第

11
条
 
各
学
科
代
表
者
は
，
医
学
科

4
年
，
総
合
薬
学
科

3
年
，
保
健
学
科

3
年
の
正
会
員
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
選
出
に
関
し
て
は
，
上
記
の
各
学
年
が
そ
の
選
出
母
体
で
あ
る
と
し
，
該
当
者
が
い

な
い
場
合
は
，
上
記
学
年
の
代
表
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
代
表
者
を
兼
任
す
る
。

 
第

12
条
 
会
則

19
条
，

20
条
に
よ
り
新
た
に
代
議
員
の
選
出
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
そ
れ
が
決
定
し

た
日
か
ら

3
日
以
内
に
代
議
員
の
選
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
第

3
章
 
 
代
議
員
会
運
営

 
第

13
条
 
代
議
員
会
会
議
案
は
，
役
員
会
あ
る
い
は

1
名
以
上
の
代
議
員
に
よ
っ
て
，
原
則
と
し
て
次
回

代
議
員
会
の

1
週
間
前
ま
で
に
代
議
員
会
議
長
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

14
条
 
代
議
員
議
案
は
，
代
議
員
会
に
先
立
ち
，
提
出
理
由
を
含
め
た
議
案
説
明
会
に
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
第

15
条
 
前
条
に
お
け
る
議
案
説
明
会
の
運
営
は
，
代
議
員
会
議
長
が
担
当
す
る
。

 
第

16
条
 
代
議
員
会
議
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
，
当
日
の
議
案
提
出
も
認
め
る
。

 

規
則

1
6
0

 (1
) 

役
員
会
不
信
任
案
が
代
議
員
会
で
可
決
さ
れ
た
と
き

 
(2

) 
正
会
員
の

2
分
の

1
以
上
の
署
名
に
よ
る
役
員
会
リ
コ
ー
ル
要
求
が
自
治
総
会
も
し
く
は
代
議
員

会
に
提
出
さ
れ
た
と
き
。

 
第

31
条
 
役
員
会
の
総
辞
職
は
，
代
議
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

5
章
 
 
運
動
部
・
文
化
部

 
第

32
条
 
本
会
は
第

3
条
の
目
的
達
成
の
た
め
，
運
動
部
お
よ
び
文
化
部
を
設
け
運
営
す
る
。
こ
れ
に
関

す
る
細
則
は
別
に
定
め
る
。

 
第

6
章
 
 
会
 
 
 
計

 
第

33
条
 
本
会
の
経
費
は
，
入
会
金
，
会
費
，
寄
付
金
，
そ
の
他
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

 
第

34
条
 
会
員
は
入
会
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
細
則
は
別
に
定
め
る
。

 
第

35
条
 
臨
時
会
費
徴
収
の
あ
る
場
合
は
，
第

16
条
に
よ
り
徴
収
し
得
る
。

 
第

36
条
 
本
会
の
会
計
年
度
は

5
月

1
日
に
始
ま
り
翌
年

4
月

30
日
に
終
わ
る
。

 
第

37
条
 
経
費
の
保
管
お
よ
び
支
出
は
会
計
局
が
掌
り
，
自
治
会
長
が
そ
の
責
を
負
う
。

 
第

38
条
 
会
計
報
告
は
年

1
回
会
員
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。

 
第

7
章
 
 
会
則
の
改
正

 
第

39
条
 
会
則
の
改
正
は
自
治
会
総
会
の
議
決
に
よ
る
。

 

規
則

1
5
9

―規則� ―82



○
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
細
則

 
 

第
1
章
 
 
自
治
会
長
選
出

 
第

1
条
 
代
議
員
会
は
自
治
会
長
の
選
出
を
管
理
す
る
。

 
第

2
条
 
代
議
員
会
は

4
月

15
日
ま
で
に
自
治
会
長
選
挙
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
，
役

員
会
が
総
辞
職
又
は
リ
コ
ー
ル
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
は
，
そ
の
解
散
が
決
定
し
た
日
か
ら

3
日
以
内
に

自
治
会
選
挙
の
公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

3
条
 
自
治
会
長
立
候
補
者
は
医
学
部

4
年
の
正
会
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
立
候
補
者
は
公

治
か
ら

3
日
以
内
に
代
議
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

4
条
 
公
示
か
ら
選
挙
ま
で
の
期
間
を
選
挙
運
動
期
間
と
す
る
。
代
議
員
会
は
，
選
挙
運
動
期
間
中
に
立

候
補
者
の
演
説
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
第

5
条
 
自
治
会
長
選
挙
は
公
示
か
ら

10
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
自
治
会
長
選
出
は
，
代
議
員
に

よ
る
無
記
名
投
票
を
行
い
，
立
候
補
者
中
の
最
高
得
票
者
を
当
選
と
す
る
。
尚
，
有
効
得
票
数
が
代
議
員

数
の
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合
は
，
そ
の
投
票
は
無
効
と
な
り
，
新
た
に
投
票
を
行
う
。

 
第

6
条
 
自
治
会
長
立
候
補
者
が

1
名
の
場
合
は
，
代
議
員
に
よ
る
信
任
投
票
を
行
い
，
有
効
投
票
数
の
過

半
数
を
も
っ
て
新
任
す
る
。
尚
，
有
効
得
票
数
が
代
議
員
数
の
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合
は
，
そ
の
投
票

は
無
効
と
な
り
，
新
た
に
投
票
を
行
う
。

 
第

7
条
 
自
治
会
長
立
候
補
者
の
い
な
い
場
合
は
再
度
公
布
す
る
。

 
第

8
条
 
選
挙
運
動
に
不
正
行
為
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
立
候
補
者
は
，
そ
の
資
格
を
失
う
。
尚
，
そ
の
決

定
は
代
議
員
会
が
行
う
。

 
 
 
第

2
章
 
 
 
代
議
員
選
出

 
第

9
条
 
代
議
員
の
選
出
に
お
い
て
は
，
そ
の
選
出
母
体
の
過
半
数
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

10
条
 
代
議
員
は
会
則
第

14
条
に
基
づ
き
，
次
の
も
の
が
選
出
さ
れ
る
。

 
(1

) 
医
学
科
，
総
合
薬
学
科
，
保
健
学
科
の
各
学
年
か
ら
選
出
さ
れ
た
学
年
代
表
者

(各
1
名

) 
(2

) 
医
学
科
，
総
合
薬
学
科
，
保
健
学
科
の
各
学
科
か
ら
選
出
さ
れ
た
学
科
代
表
者

(各
1
名

) 
第

11
条
 
各
学
科
代
表
者
は
，
医
学
科

4
年
，
総
合
薬
学
科

3
年
，
保
健
学
科

3
年
の
正
会
員
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
選
出
に
関
し
て
は
，
上
記
の
各
学
年
が
そ
の
選
出
母
体
で
あ
る
と
し
，
該
当
者
が
い

な
い
場
合
は
，
上
記
学
年
の
代
表
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
代
表
者
を
兼
任
す
る
。

 
第

12
条
 
会
則

19
条
，

20
条
に
よ
り
新
た
に
代
議
員
の
選
出
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
そ
れ
が
決
定
し

た
日
か
ら

3
日
以
内
に
代
議
員
の
選
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
第

3
章
 
 
代
議
員
会
運
営

 
第

13
条
 
代
議
員
会
会
議
案
は
，
役
員
会
あ
る
い
は

1
名
以
上
の
代
議
員
に
よ
っ
て
，
原
則
と
し
て
次
回

代
議
員
会
の

1
週
間
前
ま
で
に
代
議
員
会
議
長
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

14
条
 
代
議
員
議
案
は
，
代
議
員
会
に
先
立
ち
，
提
出
理
由
を
含
め
た
議
案
説
明
会
に
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
第

15
条
 
前
条
に
お
け
る
議
案
説
明
会
の
運
営
は
，
代
議
員
会
議
長
が
担
当
す
る
。

 
第

16
条
 
代
議
員
会
議
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
，
当
日
の
議
案
提
出
も
認
め
る
。

 

規
則

1
6
0

 (1
) 

役
員
会
不
信
任
案
が
代
議
員
会
で
可
決
さ
れ
た
と
き

 
(2

) 
正
会
員
の

2
分
の

1
以
上
の
署
名
に
よ
る
役
員
会
リ
コ
ー
ル
要
求
が
自
治
総
会
も
し
く
は
代
議
員

会
に
提
出
さ
れ
た
と
き
。

 
第

31
条
 
役
員
会
の
総
辞
職
は
，
代
議
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第

5
章
 
 
運
動
部
・
文
化
部

 
第

32
条
 
本
会
は
第

3
条
の
目
的
達
成
の
た
め
，
運
動
部
お
よ
び
文
化
部
を
設
け
運
営
す
る
。
こ
れ
に
関

す
る
細
則
は
別
に
定
め
る
。

 
第

6
章
 
 
会
 
 
 
計

 
第

33
条
 
本
会
の
経
費
は
，
入
会
金
，
会
費
，
寄
付
金
，
そ
の
他
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

 
第

34
条
 
会
員
は
入
会
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
細
則
は
別
に
定
め
る
。

 
第

35
条
 
臨
時
会
費
徴
収
の
あ
る
場
合
は
，
第

16
条
に
よ
り
徴
収
し
得
る
。

 
第

36
条
 
本
会
の
会
計
年
度
は

5
月

1
日
に
始
ま
り
翌
年

4
月

30
日
に
終
わ
る
。

 
第

37
条
 
経
費
の
保
管
お
よ
び
支
出
は
会
計
局
が
掌
り
，
自
治
会
長
が
そ
の
責
を
負
う
。

 
第

38
条
 
会
計
報
告
は
年

1
回
会
員
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。

 
第

7
章
 
 
会
則
の
改
正

 
第

39
条
 
会
則
の
改
正
は
自
治
会
総
会
の
議
決
に
よ
る
。

 

規
則

1
5
9

○
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
運
動
部
お
よ
び
文
化
部
細
則

 
 

第
1
条
 
本
細
則
は
，
広
島
大
学
医
学
部
自
治
会
会
則
第

32
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
こ
れ
を
定
め
る
。

 
第

2
条
 
ク
ラ
ブ
運
営
局
は
，
局
長
な
ら
び
に
局
長
か
ら
任
命
さ
れ
た
局
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
，
運
動
部
・

文
化
部
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
。

 
第

3
条
 
ク
ラ
ブ
運
営
局
要
は
，
必
要
に
応
じ
て
，
部
の
代
表
者
を
招
集
で
き
る
。

 
2.
会
議
を
，
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
と
す
る
。

 
3.
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
の
議
決
に
は
，
部
の
代
表
者
の
過
半
数
を
必
要
と
す
る
。

 
4.
部
の
代
表
者

3
名
の
署
名
が
あ
れ
ば
，
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
5.
動
向
お
買
い
の
代
表
者
は
，
ク
ラ
ブ
代
表
会
議
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
が
，
議
決

権
を
有
し
な
い
。

 
第

4
条
 
部
は
原
則
と
し
て
，
次
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
部
員
は
，
医
学
部
の
学
年
中

2
学
年
以
上
に
わ
た
り
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 
(2

) 
部
員
数
は
，

10
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
(3

) 
本
学
部
教
職
員
の
中
よ
り
顧
問
を
委
託
し
て
い
る
こ
と
。

 
 
以
上
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
部
は
，
各
年
度
の
初
め
に
，
ク
ラ
ブ
運
営
局
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
。

 
第

5
条
 
部
の
新
設
は
，
同
好
会
か
ら
の
昇
格
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
第

6
条
 
各
部
の
支
部
新
設
・
廃
止
・
解
散
は
，
ク
ラ
ブ
運
営
局
に
届
け
出
て
，
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
第

7
条
 
運
動
部
・
文
化
部
以
外
に
同
好
会
を
お
く
。
た
だ
し
，
同
好
会
は
予
算
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

 
第

8
条
 
同
好
会
を
新
設
す
る
と
き
は
，
所
定
の
様
式
に
次
の
も
の
を
添
え
て
，
ク
ラ
ブ
運
営
局
に
届
け
出

て
，
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(1

) 
会
員
名
簿

 
(2

) 
活
動
の
目
的

 
(3

) 
そ
の
他
，
同
好
会
の
活
動
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
諸
資
料

 
第

9
条
 
同
好
会
が
部
に
昇
格
を
希
望
す
る
と
き
は
，
原
則
と
し
て
次
の
条
件
を
満
た
し
た
う
え
で
，
ク
ラ

ブ
運
営
局
の
承
認
を
経
て
，
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
で
議
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 
(1

) 
1
年
以
上
活
動
を
続
け
て
い
る
こ
と
。

 
(2

) 
第

4
条
に
お
け
る
部
と
し
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

 
第

10
条
 
各
部
・
同
好
会
は
，
代
表
者
を
お
く
。

 
第

11
条
 
各
部
・
同
好
会
は
，
自
治
会
会
則
，
本
細
則
に
矛
盾
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
，
独
自
の
規
則
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
第

12
条
 
各
部
・
同
好
会
は
任
意
に
部
員

(会
員

)を
募
集
し
，
部
費

(会
費

)を
徴
収
し
得
る
。

 
第

13
条
 
各
部
・
同
好
会
は
各
年
度
初
め
に
，
ク
ラ
ブ
運
営
局
に
次
の
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
(1

) 
部
員
名
簿

(会
員
名
簿

) 

規
則

1
6
2

第
17

条
 
議
案
審
議
は
，
議
案
説
明
，
意
見
，
賛
成
・
反
対
討
論
，
議
決
の
順
に
行
わ
れ
る
。

 
第

18
条
 
修
正
動
議
は
，

2
名
以
上
の
代
議
員
が
そ
の
旨
を
意
思
表
示
す
れ
ば
，
議
案
と
し
て
検
討
の
対

象
と
す
る
。

 
第

19
条
 
賛
成
・
反
対
が
過
半
数
を
超
え
な
い
保
留
多
数
の
場
合
は
審
議
継
続
と
す
る
。

 
 
 
 
第

4
章
 
 
入
 
会
 
金

 
第

20
条
 
会
則
第

34
条
に
よ
り
，
医
学
科
の
会
員
に
つ
い
て
は

10
,0

00
円
を
，
総
合
薬
学
科
及
び
保
健

学
科
の
会
員
に
つ
い
て
は

6,
00

0
円
を
，
入
会
金
と
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

規
則

1
6
1
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(2
) 

活
動
実
績
報
告
書

 
(3

) 
決
算
書

 
(4

) 
年
間
の
活
動
計
画
お
よ
び
予
算
案

 
第

14
条
 
前
条
の
義
務
を
怠
っ
た
部
は
，
当
該
年
度
の
予
算
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
第

15
条
 
西
日
本
医
科
大
学
生
体
育
連
盟
の
評
議
員
は
，
本
自
治
会
の
正
会
員
の
中
よ
り
，
ク
ラ
ブ
運
営

局
が
委
託
す
る
。

 
第

16
条
 
本
細
則
の
改
正
は
ク
ラ
ブ
代
表
者
会
議
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。

 

規
則

1
6
3
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Ⅳ 職員・配置図

１　組織及び職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他１

２　霞地区建物配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他４





医学科
研究室名 教　　　授 准　教　授 講　　　師

解剖学及び発生生物学 池上　浩司

神経生物学 相澤　秀紀

心臓血管生理医学 吉栖　正生 石田　万里 小久保　博樹

神経生理学 橋本　浩一 竹本　裕美

分子細胞情報学 今泉　和則 金子　雅幸

医科学 浅野　知一郎 鎌田　英明 中津　祐介

ウイルス学 坂口　剛正 入江　　崇

田中　茂

秀　和泉

免疫学

分子病理学 安井　弥 大上　直秀 仙谷　和弘

病理学 武島　幸男 AMATYA VISHWA JEET

HAYES CLAIR NELSON 三木　大樹

伊藤　公訓

藤高　一慶

岩本　博志

精神神経医科学 岡本　泰昌 山下　英尚 岡田　剛

外科学 村上　義昭 上村　健一郎

脳神経外科学 栗栖　薫 飯田　幸治

整形外科学 安達　伸生 久保　忠彦

皮膚科学 秀　道広 田中　暁生

腎泌尿器科学 松原　昭郎 亭島　淳

木内　良明 近間　泰一郎

高　知愛

耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 竹野　幸夫 上田　勉

産科婦人科学 工藤　美樹

法医学 長尾　正崇 奈女良　昭

脳神経内科学 丸山　博文 細見　直永

小児科学 岡田　賢

消化器・移植外科学 大段　秀樹 田中　友加

放射線診断学 粟井　和夫 馬場　康貴  

放射線腫瘍学 永田　靖 村上　祐司

麻酔蘇生科学 濱田　宏

木原　康樹 中野　由紀子

栗栖　智

救急集中治療医学 志馬　伸朗 大下　慎一郎

疫学・疾病制御学 田中　純子

公衆衛生学

医学教育学（医学教育センター） 蓮沼　直子

茶山　弘美 KIRK PAUL THOMSEN

循環器内科学

視覚病態学

服部　登

１　組織及び職員　（平成31年4月1日）

消化器・代謝内科学 茶山　一彰

分子内科学

神経薬理学 酒井　規雄

―その他　―1



病院 (H31.4.1現在）

分野名 診療科名 教授 准教授 講師

総合内科・総合診療科 田妻　進 菅野　啓司 岸川　暢介
感染症科 大毛　宏喜

高橋　哲也
大下　智彦
山﨑　文之
坂本　繁幸

精神科 淵上　学
脊椎・脊髄外科 亀井　直輔

廣岡　一行 原田　陽介

工田　昌也
石野　岳志

呼吸器内科
呼吸器外科
循環器内科 福田　幸弘
心臓血管外科 髙橋　信也

岡　志郎
相方　浩
今村　道雄

消化器外科 濵井　洋一
移植外科 惠木　浩之
内分泌・糖尿病内科 沖　健司
乳腺外科
血液内科 三原　圭一朗
小児血液腫瘍科 川口　浩史
皮膚科 河合　幹雄
整形外科 中前　敦雄
形成外科 横田　和典
麻酔科 讃岐　美智義
リウマチ・膠原病科 杉山　英二 平田　信太郎
腎臓内科 正木　崇生
泌尿器科 井上　省吾
産科婦人科
放射線診断科 立神　史稔
放射線治療科 木村　智樹
新生児・小児科
小児外科
産科婦人科

救急診療科 救急科
化学療法診療科 がん化学療法科 杉山　一彦

検査部 横崎　典哉
手術部 仁井内　浩 佐伯　昇
放射線部 飯田　慎
輸血部 藤井　輝久
高度救命救急センター 津村　龍
病理診断科 有廣　光司
集中治療部 細川　康二
リハビリテーション科 木村　浩彰
周産母子センター 上田　祐華
内視鏡診療科 田中　信治
遺伝子診療部 檜井　孝夫
がん治療センター 岡本　渉

中佐　智幸
味八木　茂

国際リンパ浮腫治療センター 光嶋　勲 吉田　周平
医療情報部 津久間　秀彦

宮本　真太郎
渡谷　祐介

梅本　誠治 黒崎　達也 川野　伶緒
中原　隆志

薬剤部 松尾　裕彰

未来医療センター

総合医療研究推進センター

医療安全管理部

医系総合診療科

脳・神経・精神診療科

脳神経内科

脳神経外科

感覚器・頭頚部診療科

眼科

耳鼻咽喉科・頭頚部外科

消化器・代謝内科

泌尿・生殖器診療科

放射線診療科

成育診療科

呼吸器診療科

内分泌代謝診療科

造血器診療科

皮膚・運動器診療科

循環器診療科

消化器診療科

―その他　―2



(H31.4.1現在）

研究室名 教　　　授 准　教　授 講　　　師

健康開発科学

健康情報学 梯　正之 恒松　美輪子

基礎看護開発学 折山　早苗 小澤　未緒

助産・母性看護開発学 大平　光子 藤本　紗央里

成人看護開発学 森山　美知子

小児看護開発学 祖父江　育子 竹中　和子

精神保健看護開発学 國生　拓子

成人健康学 田邊　和照 二井谷　真由美

地域・在宅看護開発学 中谷　久恵 菅井　敏行

地域・学校看護開発学 川崎　裕美

老年・がん看護開発学 宮下　美香

スポーツリハビリテーション学 浦邉　幸夫 前田　慶明

生体構造学

生体運動・動作解析学 高橋　真

生体機能解析制御科学 濱田　泰伸 関川　清一

生態環境適応科学 弓削　類

運動器機能医科学 浦川　将 藤田　直人

生理機能情報科学 中西　一義

作業行動探索科学 宮口　英樹 石附　智奈美

感覚運動神経科学 桐本　光

精神機能制御科学 岡村　仁 金子　史子

上肢機能解析制御科学 砂川　融 車谷　洋

老年・地域作業機能制御科学 花岡　秀明

保健学科

理学療法学

作業療法学

看護学

―その他　―3
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基
礎
講
義
棟

2
階

 
形
態
系
実
習
室

 

中
央

研
究
棟

 

共
用

棟
 

1 

共
用

棟
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基
礎
第

2
研
究
棟

 
3
階

 
ス
キ
ル
ス
ラ
ボ
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基礎講義棟　各階案内図

2F

1F

―その他　―5



臨床講義棟　案内図

―その他　―6



臨床講義棟　案内図 基礎・社会医学棟・総合研究棟　各階案内図

第1実習室

第2実習室

スキルスラボ
医学教育センター

学生支援室・国際室 学生ロッカー（1～4年

生）

チュートリアル室

解剖学及び発生生物学、神経生物学

分子病理学、病理学

神経生理学

ウイルス学

公衆衛生学、疫学・疾病制御学

神経薬理学、法医学

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

分子細胞情報学、医化学

心臓血管生理医学、免疫学

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

―その他　―7



臨床研究棟・中央研究棟　各階案内図

脳神経内科学、小児科学、皮膚科学

分子内科学、腎臓内科

麻酔蘇生学、救急集中治療医学、腎泌尿器学

視覚病態学

1F

2F

3F

4F

外科学

産婦人科学、放射線腫瘍学、病理診断科

循環器内科学

整形外科学

脳神経外科学

消化器・移植外科学

精神神経医学、緩和ケアチーム

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

―その他　―8



臨床研究棟・中央研究棟　各階案内図

脳神経内科学、小児科学、皮膚科学

分子内科学、腎臓内科

麻酔蘇生学、救急集中治療医学、腎泌尿器学

視覚病態学

1F

2F

3F

4F

外科学

産婦人科学、放射線腫瘍学、病理診断科

循環器内科学

整形外科学

脳神経外科学

消化器・移植外科学

精神神経医学、緩和ケアチーム

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

研究棟A・臨床管理棟　各階案内図

放射線診断科、耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

消化器・代謝内科学

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

リウマチ・膠原病科，内視鏡診療科，総合診療科，感染症科，がん化学療法科

リハビリテーション科，形成外科，腎臓内科，学生ロッカー，

チュートリアル室

1F

2F

3F

―その他　―9
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―その他　―11



―その他　―12



―その他　―13



―その他　―14




